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      平成２４年第１回南会津町議会定例会 第１日 

 

議 事 日 程 （第１号） 

                  平成２４年３月９日（金曜日）午前１０時開会 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸報告 

 日程第 ４ 平成２４年度町政施政方針説明 

 日程第 ５ 議案第５号から議案第４１号まで一括上程 

         （提案理由の説明） 

 日程第 ６ 請願・陳情委員会付託 

       ①平成２４年陳情第１号 公共施設等に係るＬＰガスの使用に関する陳情 

       ②平成２４年請願第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める請願 

                   について 

       ③平成２４年請願第２号 「特例水準解消」による公的年金削減に反対する意 

                   見書の提出を求める請願書 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

     １番  大 桃 英 樹  議員     ２番  長谷川 耕 一  議員 

     ３番  湯 田 良 一  議員     ４番  室 井 嘉 吉  議員 

     ５番  室 井   実  議員     ６番  湯 田   哲  議員 

     ７番  渡 部   優  議員     ８番  楠   正 次  議員 

     ９番  高 野 精 一  議員    １０番  山 内   政  議員 

    １１番  渡 部 忠 雄  議員    １２番  湯 田 秀 春  議員 

    １３番  星   登志一  議員    １４番  阿久津 梅 夫  議員 

    １５番  五十嵐   司  議員    １６番  大 竹 幸 一  議員 
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    １７番  菅 家 幸 弘  議員    １８番  芳賀沼 順 一  議員 

 

欠席議員（なし） 

 

説明のための出席者 

大 宅 宗 吉 町 長 渡 部 龍 一 副 町 長 

五十嵐 竹 則 教 育 長 杉 原 一 成 会 計 室 長 

長 沼 芳 樹 総 合 政 策 課 長 室 井  裕 総 務 課 長 

湯 田 文 則 商 工 観 光 課 長 星  光 幸 税 務 課 長 

宍 戸 英 樹 住 民 生 活 課 長 渡 部  仁 健 康 福 祉 課 長 

鈴 木 忠 男 建 設 課 長 星  惠 助 環 境 水 道 課 長 

大 竹 洋 一 農 林 課 長 齊 藤 友 一 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

原 田  稔 学 校 教 育 課 長 湯 田 順 一 生 涯 学 習 課 長 

馬 場 増 男 舘岩総合支所長 酒 井 直 伸 伊南総合支所長 

近 藤 甚 悦 南郷総合支所長   

 

事務局職員出席者 

渡 部 俊 夫 事 務 局 長 鈴 木 雄 蔵 事 務 局 長 補 佐 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○芳賀沼順一議長 おはようございます。本日は大変ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は18名であります。 

 ただいまから平成24年第１回南会津町議会定例会を開会いたします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎表彰状の伝達 

○芳賀沼順一議長 開議に先立ちまして表彰の伝達を行います。 

 このたび、去る２月９日開催の全国町村議会議長会定期総会において、本町議会議員五十嵐

司君が、多年にわたる議会議員の活動の功績が認められ、自治功労者表彰を受賞し、２月23日

開催の県議長会総会の席上において表彰の伝達がありましたので、これより受賞者への表彰の

伝達を行います。 

○渡部俊夫事務局長 それでは、町村議会議員として15年以上在職者として自治功労表彰を受

賞されました五十嵐司議員、前にお進みください。 

○芳賀沼順一議長 表彰状、福島県南会津町、五十嵐司殿。 

 あなたは町村議会議員として多年にわたり地域の振興発展に寄与せられたその功績はまこと

に顕著であります。 

 よって、ここにこれを表彰します。 

 平成24年２月９日。 

 全国町村議会議長会会長、髙橋正。（拍手） 

○渡部俊夫事務局長 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 以上で表彰状の披露及び伝達を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎開議の宣告 

○芳賀沼順一議長 それでは、ただいまより本日の会議を開きます。 



－４－ 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○芳賀沼順一議長 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎会議録署名議員の指名 

○芳賀沼順一議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、８番、楠正次君、16番、大竹幸一君を

指名いたします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎会期の決定 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日より３月16日までの８日間とし、明10日から13日を休会として、

お手元にご配付の審議予定表のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日より３月16日までの８日間とし、明10日から13日を休会と

することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎諸報告 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第３、諸報告を行います。 

 初めに、議長報告を行います。 



－５－ 

 平成23年第４回南会津町議会定例会以降の議会活動状況、議員派遣の結果報告及び各常任委

員会並びに特別委員会の所管事務調査はお手元にご配付のとおりであります。報告の詳細は配

付してあります文書によってご了承願います。 

 次に、去る12月21日開催された平成23年第２回南会津地方広域市町村圏組合議会臨時会、

同日開催された平成23年第２回田島下郷町衛生組合議会臨時会並びに12月22日開催の平成23

年第４回西部環境衛生組合議会臨時会及び去る２月22日に開催された平成24年第１回南会津

地方広域市町村圏組合議会定例会、２月29日に開催された平成24年第１回田島下郷町衛生組

合議会定例会並びに同日開催された平成24年第１回西部環境衛生組合議会定例会に関係議員が

出席して審議した結果、提案された全議案について、原案のとおり承認可決されました。その

概要はお手元にご配付のとおりであります。報告の詳細は配付の文書によってご了承願います。 

 次に、平成24年２月までの例月出納検査の結果について、監査委員より報告書が提出されて

おります。事務局に保管されておりますのでご了承願います。 

 議長からは以上であります。 

 次に、町長報告を行います。 

 平成23年第４回南会津町議会定例会以降の一般行政報告書はお手元にご配付のとおりであり

ます。報告の詳細は配付してあります文書によってご了承願います。 

 以上で諸報告を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎平成２４年度町政施政方針説明 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第４、平成24年度町政施政方針説明に入ります。 

 町長の登壇を許します。 

 町長。 

○大宅宗吉町長 おはようございます。きょうは大変ご苦労さまでございます。 

 まず最初に、長年の議員活動、そして地域貢献の功績を認められ表彰されました五十嵐司議

員に対しまして、心から敬意とお祝いを申し上げます。本当におめでとうございます。 

 それでは、町政に対しましての施政方針を申し述べたいと思います。 

 本日ここに、平成24年度一般会計予算を初めとする重要案件のご審議をお願いするに当たり、

私の町政運営に対する所信と重点施策をご説明し、議員各位並びに町民の皆様のご理解と、よ
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り一層のご協力をお願い申し上げます。 

 初めに、東日本大震災について述べなければなりません。 

 もう間もなく１年がたとうとしております。それは、まさに、私がこの議場のこの演壇に立

って、平成23年度の施政方針を述べていたときでありました。 

 平成23年３月11日午後２時46分に発生した、東北地方太平洋沖地震によって引き起こされ

た東日本大震災は、多数の死者、行方不明者を出し、多くの家屋などの全壊・半壊や、産業・

交通・生活基盤の壊滅的被害など、福島県においては浜通りを中心に、県内全域に甚大な被害

をもたらしました。 

 私も被災地を訪れ、自然の猛威による惨状を目の当たりにして言葉を失い、心の震えをとめ

ることができませんでした。改めて、犠牲となられた方々のご冥福と、被災された方々に心か

らお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興を願うところであります。 

 幸いにして本町は、東日本大震災による大きな被害はなかったため、町民の皆様のご協力に

より、いち早く避難者の受け入れやおにぎりの炊き出しなどのボランティア支援、義援金・支

援物資の提供などを行ってきたところであります。 

 ここに、町民の皆様の誇り高い精神と温かいご支援に対しまして、深く感謝申し上げる次第

であります。 

 一方、東京電力福島第一原子力発電所の事故は現在も進行中であり、いまだに立ち入りさえ

許されない地域もあります。こうした状況の中、自主的に避難している方を含めて約15万人に

及ぶ県民が、県内はもとより全国各地に避難しています。 

 さらに、原子力災害に伴う放射性物質による環境の汚染や風評被害により、農林水産業のみ

ならず、製造業を含めたあらゆる産業が大きな打撃を受けており、原子力災害は、文字どおり

福島県の基盤を根底から揺るがすものとなっています。 

 原子力発電所から100キロメートル以上離れた本町も決して例外ではなく、観光関連産業を

中心に地域経済が受けたダメージは相当なものがありました。多くの住民が、毎日放射線量の

数値に胸を引き裂かれるような思いをしながら、原子力発電所事故の推移を注視しています。

放射性物質による環境の汚染や健康に対する恐怖感、特に子育て世代における子供への健康被

害の不安は、母子を遠方に避難させるなど家族が離れ離れに暮らさざるを得ない深刻な事態さ

え生じています。 

 放射線量の低い本町には、早くから、多くの自主避難の方がいらっしゃっております。子供

たちと保護者の不安を少しでも解消するための取り組みは、放射線量の低いこの南会津町の社
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会的使命であると考えております。 

 県の復興計画において、会津エリアの復興に向けた考え方は、「地震による被害は比較的少

なかったものの、７月末の新潟・福島豪雨では甚大な被害に見舞われたことから、豪雨災害か

らの復旧・復興を進めることにより、本県における災害に強い社会づくりを確かなものとす

る」としています。そして、「原子力災害に伴う風評被害から脱却し、豊かな自然と農林水産

物を有する全国屈指の観光地として、国内外からのお客様をもてなし、ふくしまの復興をリー

ドし、ふくしまの魅力を県内外に強く発信する」と示しております。 

 しかしながら、会津地方の市町村は、東日本大震災復興特別区域法の対象区域に指定されて

おりますが、住宅や公共施設などが甚大な被害を受けていないことから、復興交付金の交付対

象とはなっていないため、対象事業を広げ、使い勝手のよい制度への改善を求めてまいります。 

 一方、今国会に提案される「福島復興再生特別措置法案」は、原発事故で被害を受けた福島

県の復興を進めるため、国が福島の復興再生に取り組む責務を負うことを明記し、産業再生に

向けた税の優遇や規制緩和が柱となっております。また、復興特区法の課税の特例を含む復興

推進計画を、福島県のすべての市町村が策定できるようにする措置や、風評被害対策の適用項

目などが規定されていることから、法案成立後、町としての的確な対応をしてまいりたいと考

えております。 

 原発事故を受けて、再生可能エネルギーなどを中心とした環境・エネルギー分野においては、

さらなる技術革新により、地球環境と経済成長の高度な両立、低炭素社会の実現を図ろうとす

る動きも加速しております。 

 風評被害を克服すべく、農業・観光業などの再生を図るとともに、「ふくしまの復興は南会

津から」という信念で、全国に「安全・安心の南会津町」を発信していきたいと考えておりま

す。真の復興にはしばらくの年月を要すると想定されますが、今、南会津町ができること、南

会津町に望まれていること、そして、南会津町が果たすべき役割をしっかりと認識しながら全

力を尽くしてまいります。 

 一方、昨年７月に発生した新潟・福島豪雨により、伊南地域を中心とした住家の倒壊や家屋

への浸水等、さらには、農地農業用施設や林業用施設、公共土木施設などに甚大な被害を受け

ました。これまで、順次、その対応と復旧に全力で取り組んできたところでありますが、災害

規模も大きくまだまだ時間を要することから、今後も、国・県との連携を図るとともに、住民

の皆さんのご理解とご協力をいただきながら、一日も早くもとの生活が取り戻せるよう、早期

の復旧に向けた着実な対応をしてまいります。特に農地については、耕作時期に間に合うよう
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迅速な復旧工事を進めてまいります。 

 次に、続きまして、平成24年度の町政運営に当たりまして、私の基本的な考え方を申し述べ

させていただきます。 

 私にとりましても、新年度は、町政を負託されて、間もなく任期の折り返し地点を迎えます

が、常に初心を忘れることなく、政治信念であります「公平、公正、誠実、思いやり」を基本

として、安心と信頼のまちづくりに努めてまいります。そのためには、私を初め町職員が常に

町内の現場に出かけて最新の状況をよく把握し、町民の皆様の意思を行政に反映させていくこ

とが重要と思っております。 

 あわせて、わかりやすい情報公開と情報提供を積極的に進めるとともに、きちんとした説明

責任を果たすことによる相互理解を図ってまいります。 

 また、私の信条として、大がかりなものを一気に進めるというよりも、将来を見据えた中で

細かいところを丁寧にやってからという思いがございますので、教育、福祉、人材育成など、

今まで積み重ねてきたことを持続させながら、今やらなければならないことに的確に対応し、

発展させていきたいと考えております。 

 さらに、東日本大震災、そして豪雨災害により、改めまして、人と人とのきずな・支え合い

の大切さに気づかされたので、今にも増して、南会津町の一体化に向けた取り組みが必要と痛

感しております。きずなとは、お互いを思いやり、そして信頼し、それぞれの立場で助け合い、

結ばれるものであるとそのように思っております。 

 本町における、より一層の安全・安心なまちづくりのため、町民ニーズにマッチした予算の

重点配分と効果的な事業執行に努めてまいります。 

 次に、平成24年度予算編成について申し述べます。 

 東日本大震災の復旧・復興に向けた対策が我が国の最優先の政治課題となっておりますが、

その後も、豪雨や台風による災害にも見舞われるなど、日本の社会経済や産業に大きな影響を

与えており、さらには、世界経済が不安定になる中で、円高や株安が進むなど複数の景気の下

押しリスクを抱え、日本経済は予断を許さない深刻な状況が続いています。 

 地方財政対策におきましても、通常収支分と東日本大震災分を区分して整理することとして

おり、通常収支分については、地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、昨年度を0.5％

上回る17兆4,545億円の地方交付税総額が確保されるなど、地方財源の充実が図られたところ

であります。 

 しかしながら、国政においては、財政健全化を踏まえた新たな国民負担のあり方について議
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論がなされており、「社会保障と税の一体改革」では、消費税増税分５％の地方配分を

1.54％としておりますが、社会保障関係費の今後の増額分のすべてを税収の増で賄うことは

困難と考えられ、地方財政は一段と厳しくなることが予想されるところであります。 

 一方、福島県における平成24年度の当初予算案は、一般会計は過去最高の１兆5,764億円と

なりましたが、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故への対応が7,255億円とほ

ぼ半分を占めております。除染と健康管理、雇用対策、生活基盤の復旧などを中心とした県復

興計画の重点３分野に予算を手厚く配分しております。ただ、県税収入の落ち込みなどで

1,263億円の財源不足が発生するため、国が財源を拠出した原子力災害等復興基金と、財政調

整基金などから取り崩しております。 

 本町財政においては、これまでの行政改革大綱に基づく人件費や公債費抑制、内部管理経費

の徹底した抑制により、歳出削減を推し進めてきたことから、財政状況は一定程度の改善が図

られてきましたが、地方交付税の合併算定替え終了に対応するための財政基盤の強化は、現在、

推進中であり、さらなる改革を推し進めていく必要があります。 

 また、放射能汚染の風評被害や新潟・福島豪雨災害により、地域経済は大きな打撃を受けて

おり、行政課題はますます増大しております。行政課題に適切に対処し、十分な行政サービス

を提供していくためには、全体的な財政規律を保持しながら、事業効果を検証した果断な財政

出動が求められております。 

 このことから、合併後７年目を迎える本町の平成24年度当初予算編成に当たりましては、第

２次南会津町総合振興計画に基づく３つの柱を重点項目としたところであります。 

 まず１点目は、企業支援・就労対策と戦略的な取り組みによる町民所得の向上であります。 

 挑戦への後押しを強化する「企業支援」、働く環境の充実を図る「就労対策」、町民所得の

向上を図る「産業振興」であります。特に、企業支援につきましては、小規模でも個性ある企

業の育成に向け、起業・創業の支援策を強化するとともに、企業の誘致・留置につきましても、

これまで以上にきめ細かく企業ニーズに対応してまいります。 

 ２点目は、町民と行政との協働によるまちづくりと未来を開く行政経営であります。 

 地域力の向上を図るための「集落支援の充実」であります。特に、高齢化率が高く、人口規

模の小さな集落が、安心して住み続けられる仕組みづくりを進めてまいります。 

 ３点目は、次世代の地域を担う人材の育成であります。 

 みずから学ぶ人をはぐくみ、支援するための「学校の教育環境の整備」であります。特に、

本町の未来を託す子供たちのために、より望ましい教育環境を整えるための学校再編と学校耐
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震化を進めてまいります。 

 加えて、県の市町村復興支援交付金事業につきましては、東日本大震災からの復興に向けて、

住民生活の安定や地域経済の振興など地域の実情に応じたきめ細やかな取り組みのための支援

となっております。本町への交付金２億431万9,000円を基金に積み立てましたので、今後、

主要な事業を複数年度で執行してまいります。 

 これらの結果、一般会計では、事業の重点選別に努めながら、さらなる経常経費の縮減を行

うとともに、町債の借り入れを一定額に抑えるなど予算規模の圧縮を図り、前年度当初予算に

対し0.7％の減少となる113億4,700万円を計上いたしました。 

 また、特別会計は６会計で52億3,630万円、公営企業会計は１会計で２億3,115万9,000円、

全会計では168億1,445万9,000円の予算規模といたしたところであります。 

 平成24年度主要施策の概要と第２次総合振興計画の着実な推進に向けてでありますが、それ

では、第２次南会津町総合振興計画に掲げました町の５つの目標の柱に沿って、平成23年度の

繰越予算も含めまして、順次、重点事業の内容をご説明申し上げます。 

 まず、自然環境と調和のとれた居住環境の整備について申し述べます。 

 自然資源の高度利用につきましては、脱原発という大きな旗印のもとに、原子力に依存しな

い安全・安心な自然再生エネルギーの推進を図るため、田島ダム、旧針生発電所での小水力発

電の具体化に向けた調査を実施してまいります。さらに、公共施設等への太陽光発電を初めと

した自然再生エネルギーの導入を図ってまいります。 

 また、町内温浴施設へのチップボイラーの設置を継続し、燃料費の抑制と温室効果ガス排出

量の低減を図るとともに、町民の環境保全活動を支援するため、太陽光発電システム設置費補

助制度を継続してまいります。 

 広域廃棄物処理につきましては、田島下郷町衛生組合と西部環境衛生組合の統合により、

「南会津町地方環境衛生組合」が４月にスタートしますので、本町と下郷町、只見町の３町を

一元化した経営の効率化と広域的な廃棄物処理を推進してまいります。 

 生活排水対策面では、公共用水域の水質保全のため、公共下水道田島処理区及び特定環境保

全公共下水道南郷処理区の事業を継続し、早期完了を目指してまいります。また、集合処理が

実施できない地区につきましては、合併処理浄化槽設置整備事業補助金の見直しを進め、汚水

処理整備率の向上を図ってまいります。 

 水道事業の運営では、水道利用者の公平性を踏まえ、地域間の格差解消を図るため、４月か

ら町内水道料金を統一いたします。 
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 なお、水道使用料が少ない高齢者世帯においては、一般世帯より基本料金等を低く設定する

など水道料負担の軽減を図ってまいります。 

 施設整備面では、老朽化した配水管の布設替え工事について、南郷簡易水道を継続して実施

するとともに、新たに舘岩地域中部地区簡易水道の事業に着手してまいります。 

 また、滝原簡易水道についても、水道水の色素改善に向け、浄水場の改良工事に着手してま

いります。 

 道路網の整備では、社会資本整備総合交付金を活用した生活道路及び流雪溝の整備、さらに

は南郷橋など老朽化した橋梁の計画的な整備を進め、道路幅員の拡幅や歩行空間の確保等、住

民生活に密接にかかわる町道の整備促進を図ってまいります。 

 また、除雪体制につきましても、舘岩・南郷地域の除雪ドーザー２台を更新するほか、引き

続き、集落内の相互支援による「地域たすけあい除雪支援事業」の推進や「除雪ネットワーク

事業」を活用し、冬期間の住民生活の安全確保と不安解消を図ってまいります。 

 住民との協働による都市環境づくりでは、会津田島駅周辺地区土地区画整理事業において、

未整備地区となっております行司、大坪地区を対象とした建物等移転補償、道路築造等を実施

してまいります。 

 地籍の明確化を図り、有効な土地利用を促進させるための田島地域の国土調査事業は、今年

度で桧沢地区の整備が終了しますので、引き続き、永田地区を新たな調査区域とし、その後、

中荒井地区を皮切りに荒海地区へと順次進めていく計画であります。 

 なお、新年度においては、地籍調査専門員を１名配置し、さらなる事業の進捗を図ってまい

ります。 

 会津縦貫南道路につきましては、下郷工区湯野上バイパスの国直轄権限代行事業での着手が

決定しましたので、引き続き、会津縦貫南道路田島工区の整備区間への早期指定を図るととも

に、国道289号田島バイパスの早期完成など、一日も早い実現へ向け、議員の皆様を初め地域

の方々と一体となった要望活動を展開してまいりますので、ご協力をお願いいたします。 

 あわせて、市町村合併支援道路として整備中の国道352号の新中山トンネルを含む橋梁整備

及び無散水消雪設備など、新年度分の工事の進捗と早期完成に向けての要望活動を展開してま

いります。 

 高度情報化社会への対応では、テレビの地上デジタル放送への完全移行について、本年３月

31日まで延期されておりました東北３県のテレビのアナログ放送の終了が間近になりました。

アナログ放送は受信できたがデジタル放送が受信できないという「新たな難視地区」の出現も
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予想されますので、関係住民の方々との話し合いを進めながら、暫定的に衛星放送を視聴する

ことも含めた視聴対策と経費面での支援を行ってまいります。 

 景観の保全対策につきましては、本年度において町独自の景観計画を策定すべく県の補助を

受けて予算計上いたしましたが、原発事故による風評被害対策事業への振り替えを余儀なくさ

れております。新年度は仕切り直しとして、新たに委員会等を組織し住民の意見を十分に取り

入れながら、本町の歴史、文化、風土に合った景観計画の策定に着手してまいります。 

 次に、２点目の「就労対策・企業支援と戦略的な取り組みによる町民所得の向上」でありま

すが、第２次総合振興計画の最も重要な目標の柱に位置づけております、雇用対策、産業振興、

地域間交流の推進について申し述べます。 

 南会津管内の有効求人倍率は、昨年12月時点で0.97倍と前月比で減少しているものの、会

津若松0.80倍、県平均0.74倍、全国平均の0.71倍を上回っております。これは、冬期間の季

節雇用求人の一時的な増加が要因となっており、安定雇用を望む求職者とのミスマッチが存在

し、実態は依然として厳しい状況が続いております。 

 このような現状を受け、引き続き、緊急雇用創出基金事業により、総額１億3,700万円の重

点的な予算配分を行い、17事業において58人の新たな雇用を創出してまいります。 

 また、町独自の新たな制度として、本年度スタートしました「がんばる企業・創業支援事

業」を継続して実施し、正規雇用が期待できる事業の立ち上げや会社の設立、さらには、事業

拡大に伴い新規雇用を創出するなどの町内企業の積極的な挑戦に対し、施設整備費、雇用奨励

費を支援してまいります。 

 加えて、「がんばる企業・人材育成事業」を創設しましたので、企業・団体の研修会等の開

催や参加のための経費、専門的かつ実践的な資格取得の経費など、人材育成への支援をしてま

いります。 

 さらに、安定的な雇用の場を確保するための施策として、職業紹介事業の推進を初め、地場

産業等を支援し新たな産品開発を促進させるほか、研究機関の誘致や企業誘致につきましても、

「町雇用対策協議会」や町議会の「雇用と企業誘致に関する特別委員会」と共同歩調を取りな

がら、あらゆる機会をとらえトップセールスを行ってまいります。 

 農業分野での挑戦につきましては、地域生産力強化総合支援事業を初め、重点振興作物栽培

に係る種苗購入とハウス被覆用ビニール更新に対する支援策を充実強化し、トマト、アスパラ

ガス、花卉などの重点振興作物の栽培支援を継続してまいります。 

 また、「ごはんで農家元気プロジェクト運営委員会」が中心となり、町産米ひとめぼれ、
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「奥会津雪の舞」の販路拡大に向けた事業を推進し、ブランド化の確立と農家所得の向上を進

めてまいります。 

 一方、農業改革支援事業としては、本年１月に設置しました「南会津町農業再生協議会」を

中心として、農業者戸別所得補償制度の推進や担い手の育成・確保、耕作放棄地の再生と有効

利用など総合的に取り組んでまいります。 

 さらに、担い手育成と集約型農業の推進を図るため、新たに「新規就農者雇用促進事業」及

び「新規就農総合支援事業」を創設するほか、国の制度で規定されている就農予定時の年齢要

件を上回る新規就農者等に対しては、町独自の支援を継続してまいります。 

 また、農地・水保全管理支払交付金事業として、これまでの農地・農業用水等の日常管理活

動に加え、集落が共同して行う農地周りの水路・農道等の補修・更新等の長寿命化対策に対し、

国と地方が共同して支援する仕組みが強化されましたので、モデル地区を選定して実施してま

いります。 

 去る２月７日に、日本の環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉参加に向けた初の日米両政府の事

前協議が行われ、日本側は、コメを含む全品目を自由化交渉の対象にする考えを表明いたしま

した。ただし、コメなどの重要品目は、今後交渉の中で関税撤廃の例外とすることを目指すと

しておりますが、我が国の食料自給率と生産農家を守り、食の安全と消費者を守る立場から、

引き続き、強い反対姿勢を貫いてまいります。 

 林業の分野では、森林を良好な状態に整備し間伐材の有効活用を図るため、間伐材搬出促進

事業「森のエネルギー創出プロジェクト」をスタートいたします。この事業は、森林組合の林

地残材の買い取り費用に対し助成を行い、支払いは地域通貨である商品券を利用するというも

ので、切り捨て間伐から利用間伐への転換を図りながら、木質バイオエネルギーへの活用と地

域経済への活性化に寄与してまいります。 

 また、森林組合への支援を継続し、林業従事者の雇用枠を確保するとともに、町民との協働

による里山再生を進めながら、集落近郊森林の良好な景観と環境形成を図り、地域間交流のス

テージとするなど、森林の持つ多面的機能を高めてまいります。 

 次に、有害鳥獣による農作物被害対策につきましては、引き続き、捕獲に対する奨励制度に

より個体数の調整と捕獲隊員の担い手確保に努めるとともに、鳥獣害対策ネット、電気柵、追

い払い花火などの被害防除対策費の補助をしてまいります。 

 商工業の分野では、地域振興緊急対策事業として、本年度発行しました20％のプレミアムを

付加した商品券１億2,000万円と同額の発行にプラスして、町内の大型店でも使用可能とする
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10％のプレミアム商品券3,300万円を発行し、消費刺激策による地域経済の活性化を図ってま

いります。 

 観光の分野では、東日本大震災後大きく落ち込んでいる東北地方への旅行需要の喚起、地域

が主体となった新たな観光スタイルを実現するため、官民挙げた取り組みとして、平成24年１

月から平成25年３月まで開催される「東北観光博」が、東北地方全体を一種の博覧会会場と見

立てて行われます。この核となる会津ゾーンの一つとして、地域独自の観光情報の提案を行い

ながら、着地型観光の推進など地域が主体となった持続的な取り組みの定着を図ってまいりま

す。 

 さらに、平成25年のＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」の放送といった明るい話題を観光誘客の

好機ととらえ、福島県とともに、全会津一丸となって観光客の呼び戻しを進め、本町への経済

波及を誘導してまいります。 

 一方、教育旅行では、一昨年に登録農家数の増加とともに誘致件数も大幅に増加したところ

でありますが、本年度は原発事故の風評被害により、ほぼすべての予約がキャンセルとなって

おります。新年度におきましては、受け入れ農家の確保と受け入れ態勢の充実を図りながら、

風評被害の払拭のため、営業活動を強力に展開してまいります。 

 また、電源立地地域対策交付金等を活用したスキー場等の施設整備を継続するほか、「きら

ら289」の道の駅登録を機に、団体バスやマイカー利用観光客の休憩・保養施設として、駐車

場入り口の拡張工事を進めるなど施設の充実を図ってまいります。 

 三ツ岩岳登山道整備事業につきましては、只見川電源流域振興協議会の新編「歳時記の郷・

奥会津」活性化事業を活用し、三ツ岩大池湿原の木道整備と避難小屋の修繕工事を行います。

また、田代山には登山者の利便性確保と自然環境に配慮した山頂トイレの整備を行い、駒止湿

原では山開きのセレモニーを実施するなど、山ガール等の登山ブームに対応した誘客を促進し

てまいります。 

 国が積極的に進めている「総合特区制度」を活用し、先進的な取り組みに基づく個性ある地

域の活性化や国の規制緩和、税制優遇などを求めていくこととしておりますが、民間からの有

力な提案も寄せられておりますので、こうした民間の知恵を取り入れながら、具体的な道筋を

見出した中で事業提案をしてまいります。 

 ３点目の「誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり」でありますが、だれもが健やか

で安心して生活できる環境を目指すための保健・医療・福祉サービス、公共交通、防犯・防災

体制の充実、放射線対策について申し述べます。 
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 まず、医療の分野では、医療機関の地域偏在や診療科の偏在が福島県全体の大きな課題とな

っておりますが、特に病院勤務医の不足は極めて深刻化しており、さらに、東日本大震災後、

医師ばかりでなく看護師の不足も顕著となっております。南会津地方の地域医療の中核を担う

県立南会津病院においても、産婦人科に常勤医師が配置されていないなど厳しい状況ではあり

ますが、小児科においては常勤医師が確保される見込みであり、関係各位の要望活動の成果で

あったと確信しております。しかしながら、依然として診療科の偏在は改善されず、患者が必

要とする医療サービスが十分に提供されていない状況が続いております。 

 このため、福島県立医科大学が実施しているホームステイ型研修の受け入れを継続するとと

もに、同大学の附属病院として平成25年５月に開院予定の（仮称）「会津医療センター」では、

会津地域の県立病院や僻地診療所に派遣する計画もあることから、医師の地域定着が図られる

よう要望してまいります。 

 健康づくりの分野では、死因別死亡者数の上位を占めると言われる生活習慣病の発症・進行

には、喫煙、運動、食事等の生活習慣が深くかかわっていることが明らかとなっておりますの

で、一次予防としての知識の普及啓発とともに、引き続き、早期発見・重症化予防のための特

定健診の受診率の向上を図るとともに、受診後の指導を充実してまいります。 

 また、本年度から新たな感染予防として開始した子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児

用肺炎球菌ワクチンの接種を継続し、町民の健康管理意識の高揚を図りながら、疾病予防と医

療費の削減に努めてまいります。 

 子育ての分野においては、本年４月に山口保育所と富田保育所を統合し、新生「南郷保育

所」の運営がスタートいたしますが、子どもたちの健全育成とよりよい保育所運営のための環

境整備に努めてまいります。また、統合により空き施設となります山口保育所を南郷小学校区

の放課後児童クラブに活用し、各小学校区で実施します放課後子ども教室とともに、子育て支

援事業の拡充に努めてまいります。 

 子育て支援の一環としての妊婦の健康診査費用及び精密検査費用の助成につきましては、継

続して実施してまいります。 

 さらに、子どもを産み育てたいと切望していながらも子どもに恵まれない夫婦に対しまして

は、経済的負担の軽減を図るために、新たに、不妊、不育治療費の一部の助成を開始してまい

ります。 

 また、中学３年生までの子ども医療費の無料化につきましては、子育て家庭の経済的負担を

軽減し、安心して医療が受けられるよう、町単独助成を継続してまいります。 
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 なお、県では18歳以下の医療費無料化を平成24年10月に実施したいとして準備を進めてお

りますので、制度設計が整えば対象年齢の拡大を図ってまいります。 

 高齢者の支援では、高齢者見守り支援事業を強化しながら、集会所を活用したサロン事業の

実施区域数を増やしていくとともに、高齢者家庭の訪問事業を継続しながら、高齢者の方々の

居場所づくりと介護予防に努めてまいります。 

 また、本年度策定しました第６期高齢者保健福祉計画及び第５期介護保険事業計画に基づき、

介護給付等の対象サービスを充実させるとともに、介護予防事業を積極的に進めながら、要介

護状態の軽減や悪化防止を図ってまいります。 

 さらに、特別養護老人ホームについては、入所待機者の解消に向け、50床増床することを計

画しておりますが、社会福祉法人の設立認可を目指す民間企業の参入を含め、施設整備の促進

を図ってまいります。 

 障がい者支援では、本年度に障がい者の自立と社会参加を基本とした第３期の障がい者福祉

計画を策定いたしましたので、通院のための交通費助成や日常生活用具の支給を通して、障が

い者の地域生活をサポートしてまいります。 

 また、新年度においては、国の障がい者基本計画の見直しに合わせ、町の障がい者基本計画

を策定し、障がいのある人も地域社会の一員として自立し、ともに暮らせるまちの理念を構築

してまいります。 

 国の介護基盤臨時特例基金を活用した福島県地域支え合い体制づくり事業については、行政

区やＮＰＯ法人を補助対象としておりますが、高齢者世帯に対する除雪体制を構築するための

除雪機の整備、高齢者サロンとして利用している集会所の洋式トイレへの改修、あるいは、段

差解消や手すりの設置などのバリアフリー化が該当となることから、地域の要望を取りまとめ

て実施してまいります。 

 次に、公共交通の分野につきましては、本町の公共交通を担う鉄道、バス事業者において、

マイカー利用の増加と高速道路の無料化などにより、利用客数の減少が顕著となっており、さ

らに、原発事故の風評被害が追い打ちをかけ、大変厳しい経営状況に追い込まれております。 

 しかしながら、鉄道事業者においては、企業努力に加え、観光客の利用が徐々に回復傾向に

あるとともに、東京電力への原子力損害賠償請求も認定されております。町としても、引き続

き、経営安定化と施設整備に対する支援を強化してまいります。 

 一方、舘岩地域から田島高校へ通学する生徒への支援としてバス運行しております田島高

校・上木賊線については、会津乗合自動車株式会社からの運行停止の申し入れがあり、一部、
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地域乗り合いタクシーの増便が必要とはなりますが、貸切りタクシーへの転換を図ることとい

たしました。 

 防犯、防災体制の充実につきましては、危機管理能力の高い、災害に強いまちづくりを推進

するため、まず基本となる地域防災計画見直しのための全町ハザードマップの作成や緊急避難

所調査、災害時の町職員初動マニュアルの作成、防災備蓄用品の整備などを実施してまいりま

す。 

 さらに、地域防災力の中枢を担う自主防災組織の強化を図るため、災害図上訓練や防災訓練

などを引き続き実施してまいります。 

 一方、災害時要援護者避難支援プランに基づく個別の避難計画の策定が完了しましたので、

防災情報の伝達手段・伝達体制を構築し、避難誘導などの支援体制を確立してまいります。 

 また、町民の生命と貴重な財産を守る消防防災体制の強化を図るため、田島支団の田島第一

及び羽塩消防屯所の改築、南郷支団の消防ポンプ自動車更新と地下式防火水槽付消防車両格納

庫建設などを実施してまいります。 

 さらに、組織面では、南郷支団の再編を初めとして、先遣隊を含む消防団員の確保に努める

とともに、処遇改善の一環として消防団員報酬を増額してまいります。 

 原発事故の放射線対策では、引き続き空間線量の詳細なモニタリングとあわせて、農産物を

初めとした食品・土壌等のモニタリングを実施してまいります。特に、農産物の風評被害対策

のためには、最終段階における農産物の全量検査を実施する覚悟で、「南会津町安心宣言」の

礎としてまいります。 

 風評被害対策につきましては、依然として本町へ観光入り込み客数が激減している現状から、

町風評被害対策委員会事業として、教育旅行誘致キャラバンやモニターツアー及び宿泊助成事

業などを拡充して取り組んでまいります。さらに、総合支所ごとに各地域対策費を配分し、地

域の特性を生かした独自の誘客事業を展開してまいります。 

 具体的には、県内の放射線量の高い地域に住み不安を抱える親子の身体と心のケアを目的と

する「福島の子ども保養プロジェクト」の伊南地域への誘致を初め、県の「ふくしまっ子体験

活動応援補助事業」で補助の対象外となっている幼児、小・中学生５名以下の家族を対象とし

た独自の宿泊助成事業などを実施してまいります。 

 次に、４点目は、次世代の地域を担う人材の育成、教育・文化の振興策について申し述べま

す。 

 まず、学校教育の分野につきましては、小・中学校の再編計画として、「町立学校統合グラ
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ンドデザイン」に基づき、新年度４月に南郷第一小学校と南郷第二小学校を統合し、新生「南

郷小学校」がスタートいたします。 

 さらに、平成25年４月に檜沢小学校と針生小学校の統合による、新生「桧沢小学校」につき

ましては本議会に条例改正議案を提案しております。 

 また、同じく、平成25年４月に統合予定の伊南中学校と南郷中学校につきましては、現在、

新校名を協議中であり、新年度６月定例議会に条例改正議案を提案予定としております。これ

らの学校統合の実施に当たっては、児童・生徒の親近感醸成に向けての交流事業や交流学習な

どを推進しながら、不安感の解消に配慮していくとともに、保護者や地域の理解を十分に得な

がら進めてまいります。 

 次に、既に複式学級となっている小学校と新たに複式学級となる小学校２校においては、町

負担による非常勤講師を配置し、きめ細やかな学習指導の充実を図ってまいります。また、身

体面や学習面での配慮を必要とする児童・生徒を支援するため、特別支援教育支援員を増員し

てまいります。 

 さらに、東日本大震災で被災した児童・生徒の不安解消や不登校などの解消のため、スクー

ルソーシャルワーカーを配置して、家庭と学校との連携を図りながら子どもたちの心のケアを

図ってまいります。 

 一方、中学校のインターネットを利用したライブ授業と、通信添削教材などにより学習環境

を整備する学習サポート事業には、新たに田島中学校が参加することになりましたので、引き

続き、子供たちの学習意欲と学力の向上に努めてまいります。 

 小・中学校の施設面では、校舎、体育館等の耐震化対策と施設改修を計画的に順次進めてま

いります。また、待望の田島地域中学校の完全給食実施については、学校給食センターが完成

し、県の栄養士の配置も決定しておりますので、新年度５月からの配食実施に向け、効率的な

施設の運営方法や食育効果面での活用方法等について準備を進めてまいります。 

 生涯学習の面では、社会教育指導員配置の充実により、多様な学習機会と情報の提供を図る

とともに、地域の特色を生かした公民館学級や講座等を開設することにより、多くの町民が生

涯学習に親しむ機会の場を拡充してまいります。特に、若者が気軽に集い合い、出会いの場の

創出となる生涯学習の推進を図ってまいります。 

 また、芸術文化活動の拠点であります御蔵入交流館文化ホールの有効活用を図り、薫り豊か

な文化のまちづくりを目指してまいります。 

 生涯スポーツライフの確立では、健康増進事業との連携により町民がスポーツに親しむ習慣
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づくりを進め、医療費の削減に向けた健康な身体づくりを推進してまいります。また、引き続

き、体育協会や総合型地域スポーツクラブの育成や支援を行い、町民のだれもが、いつでも、

どこでも気軽に生涯スポーツに親しめる環境を整備してまいります。 

 伝統文化の保存伝承活動の支援では、歴史的文化遺産を生かしたまちづくりと伝統文化の確

実な継承を図るため、「南会津町伝統芸能活性化実行委員会」を設立いたしましたので、本町

の代表的な無形民俗文化財であります田島祇園祭屋台歌舞伎や南郷地域の早乙女踊りなどの継

承者養成や、各地域の民俗芸能調査と記録保存に取り組んでまいります。 

 また、昨年６月に前沢曲家集落が国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されましたので、

文化庁補助事業による茅屋根修理等の保存事業などを実施しながら、貴重な遺産を後世に引き

継いでまいります。また、観光誘客を促進するため、駐車場の実施設計や遊歩道などの周辺整

備を図ってまいります。 

 一方、中世から近世初頭の山城として学術的に評価の高い鴫山城跡及び久川城跡については、

福島県指定史跡保存対策検討委員会を中心に、引き続き、国指定文化財を目指した保存対策事

業に努めてまいります。 

 ５点目は、「町民と行政との協働によるまちづくりと未来を拓く行政経営」について申し述

べます。 

 本町の特色あるまちづくりを進めるためには、町民との協働によるまちづくりが重要であり、

町民一人一人がまちづくりの主役でなければならないと認識しております。町民との協働をよ

り推進するためには情報の共有が重要ですので、広報紙やホームページの充実に努め、積極的

に情報の公開や提供を行いながら、広く町民の声を町政に反映できる仕組みづくりを構築して

まいります。 

 町のホームページにつきましては、導入から６年が経過したことから全面リニューアルし、

利用者が閲覧しやすいようユニバーサルデザインに配慮した画面構成や検索機能のアップなど、

時代のニーズに即応した行政情報の発信を積極的に行ってまいります。 

 新たな集落支援事業として、全行政区を対象とした「集落応援交付金事業」をスタートいた

します。この事業は、高齢化や人口減少が進み、集落機能の維持が困難となっている集落に対

し、相互扶助、必要人材、活動資金、活動人員を提供することで、集落が自主的・主体的に課

題解決に取り組める仕組みづくりを、町職員も加わってお手伝いしようというものであります。

特に、高齢化率が高く、人口規模の小さな集落に手厚く助成することで、安心して住み続けら

れるよう支援してまいります。 
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 また、「集落維持発展支援事業」、「元気のでる地域づくり支援事業」により、集落や地域

づくり団体が取り組む地域活性化事業についても継続して支援してまいります。 

 効率的・効果的な行財政の運営では、第２次行政改革大綱の集中改革プランに定めました各

種方策の具体的進行計画に従いまして、すべての取り組みについて、その必要性や目的、費用

対効果等を検証し、原点に立ち返った事業等の点検・見直しに取り組んでまいります。 

 また、事業検証委員会においては、今年度は町単独補助金を対象とした検証作業を実施して

おりますが、引き続き、各種事務事業の検証をいただいてまいります。 

 さらに、第２次総合振興計画の進行管理方法として、新たに行政評価の要素を取り入れた目

標値の達成状況と施策評価の手順を見える化しましたので、目的を「絞る」、人やサービスを

「変える」、役場の仕事が「見える」などの有効的な行政評価を進めてまいります。 

 一方、第三セクター改革に向けた取り組みとしては、町とみなみやま観光で編成したプロジ

ェクトチームにより、施設別の採算性の検証、事業手法の選択による経営体制と経営改革など

の再生プラン策定を進めておりますので、第三セクター経営評価委員会の指導・助言により、

今後の方針の決定をいただきながら健全な経営を促進させてまいります。 

 一般財団法人南会津町総合支援センターと財団法人田島振興公社の統合につきましては、平

成25年度内を目途として、業務移管計画を進めながら、総合支援センター業務範囲の明確化と

住民サービスの充実に努めるとともに、町民への周知を図ってまいります。 

 自主財源である町税及び税外収入の確保、収納率の向上は、町財政にとって緊急の課題とな

っております。そのため、滞納整理対策として、庁内に滞納整理対策委員会を立ち上げており

ますので、関係各課の連携と情報の共有化により、徴収体制及び相談体制などの強化を図りな

がら収納率の向上に努めてまいります。 

 職員一人一人が日々の仕事の中で気づいたことを改善につなげる「町職員提案制度」は、本

年度34件の提案がありましたが、経費節減や住民サービスの向上に役立つものであり、各種の

集落支援事業の内容をわかりやすく説明するガイドブックの作成などの優秀な提案は、即時に

採用して実行してまいります。 

 今後とも、職員一人一人の斬新な発想を生かしながら、時代を先取りするスピードと何事に

もチャレンジする強い意思、そして、常に町民の立場で考える人材育成に取り組み、将来にわ

たり持続可能な行政基盤の確立に努めてまいります。 

 また、本庁舎建設計画につきましては、引き続き、新年度に２億円の建設基金を積み増しし

ますので、建設位置、施設規模、附帯機能などについて町民の方々のご意見も拝聴しながら慎
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重に検討してまいります。 

 結びに、以上、平成24年度の町政運営の基本方針と主要施策の概要について申し述べました。

新年度も、これまで以上に厳しい財政状況が続きますが、原発・風評被害対策をしっかり行い、

町民の安全・安心を確保し、町民目線できめ細かな事業を展開し、第２次総合振興計画で定め

ました南会津町の将来像であります「互いを思いやり、人と自然がやさしさに包まれた、安心

と信頼のまち」の創造のために、職員と一丸となって全力を尽くして取り組んでまいります。 

 これからも、町民の皆様、議員各位、そして職員とさまざまな角度から、合理的で建設的な

議論を活発に交わしながら、本日、説明申し上げました諸施策を着実に実行してまいりたいと

考えております。 

 最後になりますが、町民の皆様、議員各位には、一層のご理解とご協力を賜りますよう重ね

てお願い申し上げまして私の所信とさせていただきます。 

 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 暫時休憩いたします。 

 ５分程度。皆さんも町長もお疲れのことと思いますので、トイレなど用事のある方は、では、

16分から再開いたします。 

 

休憩 午前１１時１２分 

 

再開 午前１１時１８分 

 

○芳賀沼順一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第５号から議案第４１号まで一括上程、説明 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第５、議案第５号から議案第41号までを一括上程いたしますが、

提出議案中に、出席議員本人に利害関係のある案件がありますので、提出者の町長より提案理

由の説明を分割して説明をいただきます。 

 まず初めに、議案第５号から議案第22号までの説明をお願いします。 

 町長。 
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○大宅宗吉町長 それでは、平成24年第１回南会津町議会定例会に提出いたしました各議案の

提案理由の説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りましてご議決くださいますようお

願い申し上げます。 

 初めに、議案第５号 南会津町暴力団排除条例についてご説明を申し上げます。 

 本案は、平成23年７月１日に福島県暴力団排除条例が施行されたことを受け、県内自治体に

おいても、住民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展を図るために、当該

条例の制定の推進について、福島県警察本部及び南会津警察署より要請があったことから本条

例を制定するものであります。 

 次に、議案第６号 南会津町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 

 本案は、まず、いきいき健康農業推進員等について、業務内容及び業務量を検討した結果、

廃止する一方、国土調査事業のさらなる推進を図るため、新たに地籍調査専門員を配置するも

のであります。 

 次に、保健協力員の報酬については、公平性に配慮して、担当する世帯数により基本額を見

直すものであります。 

 次に、体育指導委員はスポーツ基本法の改正により、名称をスポーツ推進委員に変更すると

ともに、伊南村史編さん業務が平成23年度をもって完了することから、町史編さん調査研究員

を廃止するものであります。 

 最後に、消防団報酬でありますが、県内他町村に比べて低水準となっていた報酬を増額し、

団員の士気高揚を図るものであります。 

 なお、改定額等については提案内容のとおりでありまして、説明は省略させていただきます。 

 次に、議案第７号 南会津町税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 

 本案は、地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律（平成23

年法律第115号）及び東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための

施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律（平成23年法律第118号）等の

関係法令が平成23年12月２日に公布されるとともに、地方税法の一部を改正する法律（平成

23年法律第120号）等の関係法令が平成23年12月14日に公布されたことから、南会津町税条例

の一部を改正するものであります。 

 主な改正内容は、平成25年４月１日から、旧３級品以外のたばこ税を1,000本につき4,618

円から5,262円に、旧３級品のたばこ税を1,000本につき2,190円から2,495円にそれぞれ改正
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するほか、東日本大震災の復興財源とするため平成26年度から平成35年度までの個人町民税

均等割を500円加算し、現行3,000円を3,500円に改正するものであります。 

 次に、議案第８号 南会津町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上

げます。 

 本案は、住民基本台帳及び税務等の窓口手数料について、会津管内他町村の比較や近年の事

務経費の変動等を検証した結果に基づき、平成24年４月１日から50円引き下げるため、その

関係条例の一部を改正するものであります。 

 なお、国の手数料令等で定められている戸籍証明等の交付手数料については改正はありませ

ん。 

 次に、議案第９号 南会津町立小学校、中学校及び幼稚園条例の一部を改正する条例につい

てご説明を申し上げます。 

 本案は、平成24年４月開校予定の南郷小学校の所在地番が、過去に合筆登記により地番が変

更となっていたことが判明したため所要の改正を行うほか、平成25年４月に統合を予定してい

ます檜沢小学校と針生小学校の新しい学校名を「桧沢小学校」とするものであります。 

 次に、議案第10号 南会津町民プール条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げ

ます。 

 本案は、昭和49年に南郷第二小学校敷地内に設置された南郷町民プールについて、老朽化と

小学校の統合により廃止するものであります。 

 次に、議案第11号 南会津町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につい

てご説明申し上げます。 

 本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害弔慰金の支給対象となる

遺族の範囲について、一定の要件のもとに兄弟姉妹にまで拡大するほか、東日本大震災の被災

者への災害援護資金の貸し付けについて、償還期間、利率等に関し特例措置を講ずるため条例

の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第12号 南会津町立保育所条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げ

ます。 

 本案は、平成24年４月に統合される山口保育所と富田保育所を廃止し、新たに南郷保育所を

設置するものであります。 

 次に、議案第13号 南会津町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げ

ます。 
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 本案は、平成24年度から平成26年度までの第５期介護保険事業計画に基づく第１号被保険

者の保険料の改正でありまして、基準保険料を年額３万7,200円から４万8,000円に改正する

ものであります。 

 次に、議案第14号 南会津町農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例に

ついてご説明を申し上げます。 

 本案は、農業委員会等に関する法律第７条第１項及び同施行令第２条の２の規定に基づく農

業委員の選挙による委員の定数について、現下の行財政運営の現状を検証し30人から26人に

所要の改正をするものであります。 

 次に、議案第15号 南会津町町営住宅条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げ

ます。 

 本案は、別表に団地名を加え、団地別に所在地及び戸数を明確にし、よりわかりやすい条例

規定とするため改正するものであります。 

 次に、議案第16号 南会津町町営住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明を申し

上げます。 

 本案は、入居資格要件として公営住宅法で定められていた同居親族要件が、公営住宅法の改

正により平成24年４月１日から廃止されますが、現状の町営住宅は世帯向けに整備されてきた

経緯があることから、引き続き、入居資格要件として同居親族要件を条例に加えるため所要の

改正をするものであります。 

 次に、議案第17号 南会津町特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例についてご説明を

申し上げます。 

 本案は、古町地区の中川原団地の所在地番について圃場整備換地後の地番に改正するもので

あります。 

 次に、議案第18号 第２次南会津町総合振興計画の改定についてご説明を申し上げます。 

 本案は、昨年３月11日に発生した東日本大震災及びそれに伴う東京電力福島第一原子力発電

所の事故により、本町を取り巻く社会経済情勢が大きく変化しているため、その対策事項につ

いて、昨年策定した第２次南会津町総合振興計画を改定するため、議会基本条例の規定に基づ

き議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第19号から議案第22号までの固定資産評価審査委員会委員の選任については、

関連がありますので一括ご説明を申し上げます。 

 本案は、固定資産評価審査委員会委員全員が、本年５月31日をもって任期が満了となること
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から、地方税法第423条第３項の規定により委員の選任について議会の同意を求めるものであ

ります。 

 その選任に当たっては、地域性を考慮して、田島、舘岩、伊南及び南郷地域よりそれぞれ選

任することといたしました。 

 まず、田島地域は大竹康男氏であります。 

 大竹氏は、昭和26年生まれで、昭和52年より大竹司法行政事務所を開所され、司法書士と

して不動産業務の専門家であります。 

 次に、舘岩地域は星清信氏であります。 

 星氏は、昭和21年生まれで、長年建設業に従事し、業務を通じた家屋に関する知識や経験は

卓越したものがございます。 

 次に、伊南地域は山内敏幸氏であります。 

 山内氏は、昭和23年生まれで、現在、農協理事を務められており、地域の固定資産等の状況

に精通されております。 

 最後に、南郷地域は芳賀勉氏であります。 

 芳賀氏は、昭和26年生まれで、35年を超える農協職員としての勤務経験を持ち、地域の実

情を的確に把握し、地域の固定資産等の状況に精通されております。 

 以上、４名の方々とも、人格、識見ともにすぐれ、固定資産評価審査委員会委員として適任

でありますので議会の同意を求めます。 

 以上、議案第22号までの提案理由の説明を終わります。 

○芳賀沼順一議長 ここで、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

ては、議員本人に利害関係のある案件でありますので、地方自治法第117条の規定によって、

１番、大桃英樹君の退場を求めます。 

〔１番 大桃英樹議員 退場〕 

○芳賀沼順一議長 引き続き、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いての説明をお願いします。 

 町長。 

○大宅宗吉町長 次に、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご

説明を申し上げます。 

 本案は、南郷地域の人権擁護委員塩田元氏が、平成24年６月30日をもって任期満了となる

ため、その後任として大桃幹一氏を推薦し、人権擁護委員法に基づき議会の意見を求めるもの



－２６－ 

であります。 

 大桃幹一氏は、南会津地方広域市町村圏組合消防本部消防長を退職後も、地区の行政区長、

社会福祉協議会福祉委員及び交通安全協会南郷支部長等の要職を務め幅広く社会に貢献されて

おられ、人権擁護委員として適任であるため推薦するものであります。 

 なお、任期は平成24年７月１日から３年間となる予定であります。よろしくお願いいたしま

す。 

○芳賀沼順一議長 ここで、諮問第１号の説明は終わりました。 

 １番、大桃英樹君の入場を許します。 

〔１番 大桃英樹議員 入場〕 

○芳賀沼順一議長 引き続き、議案第23号から議案41号までの提案理由の説明をお願いしま

す。 

 町長。 

○大宅宗吉町長 それでは、次に、議案第23号 町道路線の廃止についてご説明を申し上げま

す。 

 本案は、木伏地区の県営経営体育成基盤整備事業の完了により、町道の用に供する必要がな

くなった路線を廃止するものであります。 

 次に、議案第24号 町道路線の変更についてご説明を申し上げます。 

 本案は、木伏地区の県営経営体育成基盤整備事業の完了により、従前の町道路線の起点、終

点を変更するほか、永田、中荒井地区の油燈下１号線の終点を変更するものであります。 

 次に、議案第25号 町道路線の認定についてご説明を申し上げます。 

 本案は、県営経営体育成基盤整備事業により新たに整備された木伏地区の路線及び、県営一

般農道整備事業により整備された針生地区の路線を認定するほか、公衆用道路として利用され

公共性が高い新町地区と田部原地区の２路線を新たに認定するものであります。 

 次に、議案第26号及び議案第27号の公の施設の指定管理者の指定についての議案につきま

しては、各公の施設について指定管理者にその管理を負わせるため、地方自治法第244条の２

第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 まず、議案第26号は、南会津町川島交流センターについて南会津町川島区を指定管理者とし

て指定するものでありまして、指定の期間は本年４月１日より５年間とするものであります。 

 また、議案第27号は、南会津町チップ生産保管施設について、伊南村森林組合を指定管理者

として指定するものでありまして、指定の期間は本年４月１日より３年間とするものでありま
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す。 

 次に、平成23年度補正予算について申し上げます。 

 まず、議案第28号 平成23年度南会津町一般会計補正予算（第11号）についてご説明を申

し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ1,790万5,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ135億7,557万7,000円とするものであります。 

 その要因は、町税、地方譲与税、国・県補助金の決定等による歳入見込み額の補正と、各事

務事業等の確定見込みに伴う予算の整理が主なものであります。 

 それでは、歳入から各款別にご説明いたします。 

 第１款町税は、町民税、たばこ税等の今後の収納見込みから440万円の増税補正であります。 

 第２款地方譲与税はまだ確定はしておりませんが、これまでの交付実績で推計した結果、

1,500万円の増額補正としたほか、第３款利子割交付金及び第６款地方消費税交付金について

は、これまでの交付実績を踏まえて、それぞれ170万円、600万円を減額補正しました。 

 第12款分担金及び負担金は、集会施設建設工事分担金、私立保育園広域入所受託料等の556

万6,000円の追加補正であります。 

 第13款使用料及び手数料は、公立保育所広域入所受託料と広域住宅使用料の収納見込み等に

より、169万3,000円の減額補正であります。 

 第14款国庫支出金はすべて事業の確定見込みによる補正でありまして、2,704万4,000円の

減額補正であります。 

 第15款県支出金は、補助率が増嵩となった農林水産施設災害復旧費補助金が大きく増額とな

ったほかは、国庫支出金同様、事業の確定見込みによる補正でありまして、9,724万8,000円

の追加補正であります。 

 第16款財産収入は、林産物売払収入の89万8,000円の追加補正であります。 

 第17款寄付金は、社会教育費寄付金等で116万1,000円を追加補正するものであります。 

 第18款繰入金は9,399万3,000円の減額補正でありまして、事業費等の確定見込みと今年度

の財源見通しによるものであります。 

 第20款諸収入は、本年４月に統合される田島下郷町衛生組合と西部環境衛生組合で保有して

おりました基金についての分配金等の計上が主な内容でありまして、１億3,215万2,000円の

追加補正となりました。 

 第21款町債は、農林水産施設災害復旧費補助金の増額等に伴い災害復旧債が１億2,030万円
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の減額となったほか、事業費の確定見込みにより１億4,390万円を減額するものであります。 

 次に、歳出の概要を款別に申し上げます。 

 第１款議会費は、実績による研修旅費35万5,000円の減額補正であります。 

 第２款総務費は、2,394万円の追加補正で、主な内容は財政調整基金積立金、公共交通対策

協議会補助金の追加のほか、各種事務事業の確定見込みによる補正であります。 

 第３款民生費は、障害者福祉費及び後期高齢者医療広域連合に対する療養給付費負担金の支

出見込みにより追加する一方、老人福祉施設管理運営費、保育所費等既存事業費の減額見込み

により1,170万8,000円の減額補正するものであります。 

 第４款衛生費は、水道使用料の減収見込みによる簡易水道事業特別会計繰出金が追加となり

ましたが、放射線対策事業の確定見込み等による減額で、1,011万7,000円の減額補正となり

ました。 

 第６款農林水産業費は、674万2,000円の減額でありまして、農業費及び林業費いずれも事

業費の確定見込みによる既決事業予算の補正であります。 

 第７款商工費は、たかつえロッジ建設事業が事業繰り越しとなったことから関係する予算を、

一たん今年度予算から減額するほか、事業費確定見込みによる減額でありまして、761万

1,000円の減額補正であります。 

 第８款土木費については、本年度事業の確定見込みにより道路橋梁費及び都市計画費を補正

するとともに、今年度で終了する住宅環境改善工事支援事業の確定による住宅費の補正であり

まして、2,078万6,000円を減額するものであります。 

 第９款消防費は、川島地区の防災行政無線移設工事を計上する一方、栗生沢地区の消防車両

格納庫建設費建設工事の確定により、38万4,000円を減額補正するものであります。 

 第10款教育費は、平成24年度に改訂される学習指導要領に伴い必要となります中学校教師

用教科書等購入費、篤志寄附による文化振興基金への積み立てを新規計上したほかは、各種事

務事業費の確定見込みによる補正でありまして、合わせて731万円を追加補正するものであり

ます。 

 第11款災害復旧費は、不用額の補正でありまして、10万円を減額補正するものであります。 

 第14款予備費は、864万8,000円の追加補正であります。 

 なお、繰越明許費の追加は第２表繰越明許費補正のとおりでありまして、今回の補正予算を

含めますと、一般会計総額で14億6,545万6,000円を次年度に繰り越しするものであります。 

 また、事業費の変更により第３表地方債補正のとおり起債の限度額の変更を行うものであり
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ます。 

 次に、議案第29号 平成23年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につい

てご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ1,871万8,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ22億3,711万3,000円とするものであります。 

 歳入では、国民健康保険税を初め国・県支出金、療養給付費交付金、共同事業交付金の確定

見込みにより補正するほか、一般会計繰入金については減額補正するものであります。 

 歳出の主な内容は、確定見込みにより高額医療費、共同事業拠出金及び諸支出金を追加する

一方、保健事業費及び予備費を減額するものであります。 

 次に、議案第30号 平成23年度南会津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いてご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ15万9,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２

億1,352万7,000円とするものであります。 

 歳入では、保険基盤安定の一般会計繰入金について減額補正するものであります。 

 歳出は、確定見込みにより後期高齢者医療広域連合納付金を追加する一方、過年度後期高齢

者医療保険料の納入額の確定に伴い、諸支出金の中で一般会計への繰出金を減額するものであ

ります。 

 次に、議案第31号 平成23年度南会津町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてご

説明申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ2,173万6,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ16億7,150万2,000円とするものであります。 

 歳入では、国庫支出金及び支払い基金交付金を今年度の収入確定見込み額で補正するほか、

歳出補正予算に基づき、一般会計繰入金、介護給付費準備基金繰入金について補正するもので

あります。 

 一方、歳出では、今年度の支出見込みにより保険給付費及び地域支援事業費を減額補正する

ほか、介護保険システム改修事業費を新規計上するものであります。 

 次に、議案第32号 平成23年度南会津町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）につい

てご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ231万5,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

６億2,595万7,000円とするものであります。 
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 歳入では、水道使用料の減額とそれを補てんするための一般会計からの高料金対策繰入金の

追加でありまして、歳出は経常経費の確定に伴う補正であります。 

 なお、繰越明許費は第２表繰越明許費のとおり、２事業について次年度へ繰り越すものであ

ります。 

 次に、議案第33号 平成23年度南会津町水道事業会計補正予算（第３号）についてご説明

を申し上げます。 

 収益的収入の補正は、水道使用料156万円の追加のほか他事業関連の繰入金の減額でありま

して、112万1,000円の追加となりました。 

 収益的支出では、繰り入れした他事業関連の事業費と消費税及び地方消費税の補正でありま

して、38万9,000円を減額補正するものであります。 

 続いて…… 

○芳賀沼順一議長 町長、ちょっとお待ちください。 

 時間も延びていることですから皆さんにちょっとお諮りしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 提案理由の説明の途中でありますが、当初予算の説明は午後に説明をいただくこととし、昼

食休憩といたしたいと思いますがどうでしょうか。異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 暫時休憩いたします。１時より再開したいと思います。 

 

休憩 午前１１時５０分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○芳賀沼順一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 引き続き、議案第34号から提案理由の説明をお願いします。 

 町長。 

○大宅宗吉町長 それでは、続きまして、平成24年度当初予算関係について説明を申し上げま

す。 

 まず、議案第34号 平成24年度南会津町一般会計予算についてご説明を申し上げます。 
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 平成24年度の予算編成につきましては、国の地方財政計画及び東日本大震災復興関連予算並

びに県の予算編成指針に留意しつつ、施政方針の中でも申し上げましたが、第２次南会津町総

合振興計画に基づく３つの柱を重点項目といたしました。 

 また、国の平成23年度補正予算との連動を図りながら、地域経済に配慮した切れ目のない予

算編成に努めたところであります。 

 なお、町の主要な事務事業については、平成24年度施政方針及び当初予算概要で説明させて

いただきましたので省略させていただきます。 

 それでは、歳入より各款ごとにご説明を申し上げます。 

 第１款町税は、14億2,602万1,000円の計上でありまして、個人町民税が年少扶養控除廃止

等の税制改正により増収となるものの、基幹税目である固定資産税が評価額の下落により、対

前年度比5,622万8,000円の減額が見込まれるなど、町税全体で対前年度比0.3％の減となりま

した。 

 第２款地方譲与税は、県の推計値等に基づき積算した結果、対前年度比9.5％増の２億230

万円の計上となりました。 

 第３款利子割交付金から第５款株式等譲渡所得割交付金までは、過去の交付実績と県税収入

の推計に基づき、第３款利子割交付金362万円、第４款配当割交付金158万円、第５款株式等

譲渡所得割交付金39万円の当初予算計上となりました。 

 第６款地方消費税交付金は、県内の地方消費税収入見込み額に基づき、対前年度比0.3％減

の１億8,000万円の計上となりました。 

 第７款ゴルフ場利用税交付金は、前年度交付実績見込みから300万円を計上しました。 

 第８款自動車取得税交付金につきましては、県の推計値等に基づき積算した結果、対前年度

比37.2％増の4,240万円を計上いたしました。 

 第９款地方特別交付金は、児童手当及び子ども手当特例交付金、自動車取得税減収補てん特

例交付金がなくなったことから、対前年度比90.2％減の390万円の計上であります。 

 第10款地方交付税は、平成24年度地方財政計画の中で地方の財源不足状況を踏まえて、別

枠で１兆500億円が加算されるなど、出口ベースで、対前年度比0.5％増、総額17兆4,545億円

が確保されたところであります。こうした地方財政計画の内容を十分見きわめながら積算した

結果、対前年度比0.6％増の65億7,400万円の計上となりました。 

 また、東日本大震災分として財源措置された震災復興特別交付税6,855億円の配分方法等、

平成24年度の地方交付税の算定方法が明確化されておらず、今後も注意深く情報収集に当たっ
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てまいりたいと考えております。 

 第11款交通安全対策特別交付金については、交付実績等から270万円を計上いたしました。 

 第12款分担金及び負担金は、土地改良事業受益者分担金、私立保育料、地方交付税清掃費再

配分金等で13.5％減の3,920万円の計上となりました。 

 第13款使用料及び手数料は、公立保育料、公営住宅使用料のほか、諸証明手数料等で5.1％

の１億3,924万円を計上いたしました。 

 第14款国庫支出金は、災害復旧費国庫負担金、無線システム普及支援事業費等補助金の増等

により20.6％の増となり、７億5,778万3,000円の計上であります。 

 第15款県支出金は、緊急雇用創出基金事業費補助金、林道災害復旧事業補助金等の増等によ

り、全体としましては6.8％増の７億8,626万4,000円の計上となりました。 

 第16款財産収入は、町有土地建物等の貸し付け収入、基金利子収入、林産物売り払い収入等

で3,886万8,000円の計上であります。 

 第17款寄付金は、存目2,000円の計上であります。 

 第18款繰入金は、特定目的基金からの繰り入れ等でありまして、平成23年度に造成しまし

た東日本大震災復興支援交付金基金繰入金を初めとして、各種事務事業に充当するため4.8％

増、１億2,964万1,000円を繰り入れするものであります。 

 第19款繰越金は、3,000万円を計上いたしました。 

 第20款諸収入は、スキー場施設利用者実費負担金等の減もあり、最終的には4.5％減の１億

6,559万1,000円を計上するものであります。 

 第21款町債は、後年度負担を軽減する観点から極力抑制を図ったところでありまして、対前

年度比25.4％減の８億2,050万円の計上となりました。 

 以上、歳入予算の概要について申し上げました。 

 続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。 

 第１款議会費は、議員定数及び議員共済費の減により、対前年度比21.8％減の１億2,432万

5,000円でありまして、議員及び職員の人件費のほか議会活動経費の計上であります。 

 第２款総務費は、庁舎建設基金への積立金、支所費関連財産管理費、一般財団法人南会津町

総合支援センター補助金、地上デジタル放送対策経費、集落応援交付金、地域新エネルギー推

進事業費、生活交通対策費などで7.2％減の17億7,306万5,000円の計上であります。 

 第３款民生費は、南郷地域の統合保育所建設事業が完了したこともあり、9.2％減の21億

7,454万5,000円の計上で、社会福祉費では社会福祉関係補助金を初め各種障害者福祉給付費、
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老人福祉対策費等のほか、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の各特別会計への繰出金、

福祉施設管理費等でありまして、児童福祉費では、子ども医療給付費、子どものための手当、

子育て支援事業費等が主なものであります。 

 第４款衛生費は、3.0％の減で９億5,720万1,000円の計上であります。 

 保健衛生費は、健診、予防接種事業費を初め衛生組合負担金、老人保健事業費、放射能対策

事業等の環境衛生業務費、簡易水道事業及び水道事業会計繰出金が主なものであります。 

 清掃費は生活排水対策費、衛生組合負担金等を計上いたしました。 

 第５款労働費は、１億3,779万5,000円の計上でありまして、新たに震災対応緊急雇用創出

基金事業に取り組んでまいります。 

 第６款農林水産業費は1.3％増、６億8,615万1,000円の計上であります。 

 農業費は中山間地域等直接支払い事業費のほか産地生産力強化総合支援事業を初めとした各

種農業振興事業関係費、新規就農支援事業の充実・強化、農免・農道整備事業等の県営事業負

担金及び農林業集落排水事業特別会計繰出金等であります。 

 林業費は、緑資源幹線林道事業受益者組合償還に対する補助金、森のエネルギー創出事業、

各種造林事業費、道整備交付金事業等林業振興関連事業費を計上いたしました。 

 水産業費は水産業振興のための漁業組合補助金であります。 

 第７款商工費は、東日本大震災風評被害対策委員会補助金、第三セクター支援事業、商工会

及び観光物産協会運営費補助、がんばる企業・創業支援事業補助金、プレミアム商品券による

地域振興緊急対策事業等の商工振興費、観光振興関係補助金、スキー場及び観光施設関係改修

整備費、観光関連施設管理運営費の計上等でありまして、前年度並みの６億2,393万3,000円

となりました。 

 第８款土木費は、13.6％減の９億3,569万1,000円の計上となりました。 

 道路橋梁費は、除雪機械等の車両購入費、除雪経費、さらには、社会資本整備総合交付金事

業等による道路新設改良費が主なものであります。 

 都市計画費は、公共下水道事業特別会計繰出金、土地区画整理事業による道路築造工事や物

件移転補償などの事業費であります。 

 住宅費は、生活環境改善工事支援事業補助金の終了により町営住宅維持管理費等の計上であ

ります。 

 第９款消防費は、13.0％増の５億9,478万1,000円の計上で、施設整備計画に基づき、消防

車両格納庫、消防車両を整備するほか防災計画を見直し、災害対策総合支援事業に取り組んで
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まいります。 

 第10款教育費は、3.7％増で10億6,917万5,000円の計上であります。 

 教育総務費は、教育委員会費及び事務局費の経常経費のほか、外国青年招致事業負担金、南

会津高等学校高校生確保支援事業費、田島高等学校後援会事業補助金、スクールバス運行経費

等であります。 

 小学校費及び中学校費は、特別支援教育支援員、学習支援員等の配置、学校管理費、教育振

興費等でありまして、県の補助を受けて中学校全校で学習サポート事業に継続して取り組んで

まいります。 

 社会教育費は、前沢曲家集落保存対策事業、旧南会津郡役所改修事業のほか、生涯学習推進

事業費、伝統芸能保存伝承事業、御蔵入交流館管理運営費や博物館等の施設の管理運営経費等

文化財保護費が主な内容であります。 

 保健体育費は、各種スポーツ事業関係費のほか、びわのかげ運動公園の管理費、学校給食の

運営経費が主なものであります。 

 第11款災害復旧費は、昨年、伊南地域を中心として発生しました豪雨災害の復旧事業費等の

計上でありまして、４億4,465万8,000円であります。 

 第12款公債費は、起債の償還金及び一時借入金利子の計上でありまして、4.5％減、17億

6,274万4,000円の計上であります。 

 13款諸支出金は、存目として1,000円を計上いたしました。 

 第14款予備費は、6,293万5,000円の計上となりました。 

 歳出予算の概要は以上のとおりであります。 

 なお、地方債の起債の目的、限度額、その他の条件につきましては第２表地方債のとおりで

あります。 

 以上、一般会計当初予算についてご説明を申し上げました。 

 次に、議案第35号 平成24年度南会津町国民健康保険特別会計予算についてご説明を申し

上げます。 

 本予算につきましては、これまでの医療費実績に加え、被保険者数の推移、後期高齢者医療

制度への移行状況等を加味した結果、予算規模は対前年度比0.3％増の21億8,500万円となり

ました。 

 それでは、歳入から、各款別にご説明を申し上げます。 

 第１款国民健康保険税は、医療費支払い実績や平成24年度における医療費の見込みから、対
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前年度比2.0％増の４億4,749万8,000円の概算計上となりました。 

 なお、平成24年度の税率につきましては、被保険者数、所得及び固定資産税の確定により６

月に本算定をすることになります。 

 第２款国庫支出金は、５億3,190万5,000円の計上で、療養給付費、後期高齢者支援金、介

護納付金及び高額医療費共同事業等に対する国の負担金並びに財政調整交付金等であります。 

 第３款前期高齢者交付金は、前年度の実績を踏まえて５億5,163万2,000円の計上でありま

す。 

 第４款県支出金は、高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金及び療養給付費等に

係る財政調整交付金で、１億461万円であります。 

 第５款療養給付費交付金は、退職者医療給付費等の交付金で6,466万4,000円を計上いたし

ました。 

 第６款共同事業交付金は、２億2,085万6,000円の計上で、高額医療費共同事業交付金及び

保険財政共同安定化事業交付金であります。 

 第７款財産収入は、国保基金の利子収入として３万9,000円を計上いたしました。 

 第８款繰入金は、国保基盤安定化、人件費、事務費、出産育児一時金、財政安定化支援事業、

子ども医療費給付事業に対する一般会計からの繰入金で、１億8,095万7,000円の計上となり

ました。 

 第９款繰越金は、8,000万円を見込みまして、第10款諸収入は、保険税延滞金、特定健康診

査事業受診者負担金等で、283万9,000円を計上いたしました。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 第１款総務費は、5,177万8,000円でありまして、人件費、国保税賦課徴収費、診療報酬明

細書の点検事務等の経常経費のほか、新年度よりカード型の保険証を発行するための関係経費

を計上いたしました。 

 第２款保険給付費は、一般退職被保険者の療養給付費及び高額療養費のほか、出産育児一時

金、葬祭費等の給付費でありまして、対前年度比0.8％減の14億1,206万3,000円を計上いたし

ました。 

 第３款後期高齢者支援金等は、支援金及び事務費拠出金として、対前年度比4.4％増の２億

6,965万4,000円の計上であります。 

 第４款前期高齢者納付金等は、納付金及び事務費拠出金として67万1,000円の計上です。 

 第５款介護納付金は、介護保険事業納付金として、対前年度比3.0％増の１億2,558万8,000
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円の計上となりました。 

 第６款共同事業拠出金は、高額療養費及び保険財政共同安定化事業の拠出金でありまして、

２億6,526万2,000円の計上であります。 

 第７款保健事業費は、特定健康診査等事業、保健事業の計上でありまして、3,018万7,000

円となりました。 

 第８款基金積立金は、３万9,000円の計上で、利子収入を基金に積み立てるものであります。 

 第９款諸支出金は、保険税の過誤納還付金等で153万3,000円を計上いたしました。 

 第10款予備費は、2,822万5,000円の計上となりました。 

 次に、議案第36号 平成24年度南会津町後期高齢者医療特別会計予算についてご説明を申

し上げます。 

 本予算は、前年度の実績等を見ながら、対前年度比0.7％増の２億1,150万円の予算規模と

なりました。 

 歳入から申し上げますと、第１款後期高齢者医療保険料は、対前年度比2.4％増の１億

1,763万7,000円の計上で被保険者からの保険料であります。 

 第２款繰入金は、一般会計から人件費及び事務費を繰り入れするほか、保険基盤安定のため

に繰り入れするものでありまして、8,504万9,000円の計上であります。 

 第３款繰越金は、存目1,000円の計上でありまして、第４款諸収入は特定健康診査事業受託

収入等881万3,000円を計上いたしました。 

 次に、歳出でありますが、第１款総務費は1,049万9,000円の計上で、人件費及び事務費で

あります。 

 第２款後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合への保険料負担金で１億8,840万1,000

円の計上であります。 

 第３款保健事業費は、保険者としての特定健康診査事業経費で、1,108万8,000円の計上で、

第４款諸支出金は保険料還付等存目3,000円、第５款予備費は150万9,000円を計上いたしまし

た。 

 次に、議案第37号 平成24年度南会津町介護保険特別会計予算についてご説明を申し上げ

ます。 

 本予算は、年間の保険給付の見込みにより、対前年度比0.8％減の16億5,480万円といたし

ました。 

 それでは、歳入からご説明を申し上げます。 
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 第１款保険料は、対前年度比24.1％増の２億8,114万4,000円を計上いたしました。 

 第２款使用料及び手数料は、存目として1,000円の計上であります。 

 第３款国庫支出金は、４億806万7,000円の計上で、介護給付費に対する負担割合に基づく

介護給付費負担金、調整交付金及び地域支援事業交付金の計上であります。 

 第４款支払基金交付金は、４億5,305万1,000円の計上で、第５款県支出金は２億2,996万

3,000円の計上でありまして、それぞれ、介護給付費に対する負担割合に基づく負担金等の計

上であります。 

 第６款財産収入は、介護給付費準備基金利子として8,000円を計上し、第７款繰入金は２億

5,831万1,000円の計上で、介護給付費に対する町負担金、地域支援事業費及び人件費、事務

費分を一般会計から繰り入れするものであります。 

 第８款繰越金は、20万円を計上し、第９款諸収入は介護保険事業運営資金、償還金及び各種

事業参加者負担金等で2,405万5,000円を計上いたしました。 

 次に、歳出のご説明を申し上げます。 

 第１款総務費は、人件費、事務費、介護保険事業運営資金貸付金及び介護認定審査会費等で

8,547万9,000円の計上であります。 

 第２款保険給付費は、要介護者及び要支援者への施設及び居宅介護サービスのほか、サービ

ス計画、高額介護サービスの給付費等でありまして、対前年度比2.3％減の15億712万4,000円

の計上であります。 

 第３款地域支援事業費は、介護予防等の事業費で3,469万3,000円の計上であります。 

 第４款基金積立金は、第５期介護保険事業計画の初年度ということもあり、介護給付費準備

基金積立金として2,460万8,000円を計上いたしました。 

 第５款諸支出金は、還付金及び介護保険事業運営資金貸付金の過年度精算繰出金等として

171万1,000円の計上であります。 

 第６款予備費は、118万5,000円の計上となりました。 

 次に、議案第38号 平成24年度南会津町農林業集落排水事業特別会計予算についてご説明

を申し上げます。 

 本予算は、施設の維持管理費及び起債償還金等で、対前年度比2.6％減の１億4,800万円で

あります。 

 歳入から申し上げますと、第１款使用料及び手数料は、下水道使用料等で4,901万7,000円

を計上いたしました。 
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 第２款繰入金は、起債償還金等の一般会計繰入金で9,897万2,000円を計上いたしました。 

 第３款繰越金は、１万円を計上しまして、第４款諸収入は存目1,000円の計上であります。 

 次に、歳出でありますが、第１款集落排水事業費は、処理場維持管理経費や消費税等で

4,460万3,000円の計上であります。 

 第２款公債費は、起債の償還金で１億99万9,000円を計上し、第３款予備費は239万8,000円

の計上です。 

 次に、議案第39号 平成24年度の南会津町公共下水道事業特別会計予算についてご説明を

申し上げます。 

 本予算の歳入歳出予算は、維持管理費及び事業費の増等により、対前年度比2.3％増の３億

9,300万円となりました。 

 歳入から申し上げますと、第１款分担金及び負担金は事業に係る受益者負担金で、275万

7,000円を計上いたしました。 

 第２款使用料及び手数料は下水道使用料等で、8,421万9,000円の計上であります。 

 第３款国庫支出金は、公共下水道整備事業及び特定環境保全下水道事業に対する補助金とし

て8,000万円の計上でありまして、同じく、第４款県支出金に400万円を計上いたしました。 

 第５款繰入金は、起債償還金のほか町道改良関係補償工事費についての一般会計繰入金で、

１億5,071万3,000円を計上いたしました。 

 第６款繰越金は１万円を計上し、第７款諸収入は存目1,000円の計上であります。 

 第８款町債は、公共下水道等整備事業に対する起債7,130万円であります。 

 次に、第１款土木費は一般管理費、施設整備維持管理経費、管渠布設工事等に係る事業費で

２億3,032万円の計上であります。 

 第２款公債費は、起債償還金として１億6,055万4,000円であります。 

 第３款予備費は、212万6,000円の計上となりました。 

 なお、地方債の起債の目的、限度額、その他の条件につきましては第２表地方債のとおりで

あります。 

 次に、議案第40号 平成24年度南会津町簡易水道事業特別会計予算についてご説明を申し

上げます。 

 本予算は、簡易水道事業の維持管理費、滝原地区、舘岩中部地区及び南郷地域の簡易水道新

設改良工事に係る工事費等で、対前年度比2.7％増の６億4,400万円となりました。 

 歳入から申し上げますと、第１款使用料及び手数料は、対前年度比0.7％減の２億4,536万
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6,000円の計上で、水道使用料のほか各種手数料であります。 

 第２款国庫支出金は、9,493万3,000円の計上で、滝原地区、舘岩中部地区及び南郷地域の

簡易水道施設整備事業に係る国庫補助金であります。 

 第３款財産収入は、6,000円で基金利子収入を計上いたしました。 

 第４款繰入金は、１億4,668万4,000円の計上で、起債償還金、高料金対策の繰り出し基準

に基づく繰り入れのほか、町道改良関連補償工事費について一般会計より繰り入れするもので

あります。 

 第５款繰入金を100万円計上しまして、第６款諸収入は、雇用保険料個人納付金の１万

1,000円を計上いたしました。 

 第７款町債は、滝原地区、舘岩中部地区及び南郷地域の簡易水道施設整備事業に係る町債１

億5,600万円を計上いたしました。 

 次に、歳出でありますが、第１款簡易水道事業費は３億8,137万7,000円の計上で、人件費

等一般管理経費のほか、施設の維持管理経費、滝原地区、舘岩中部地区及び南郷地域の簡易水

道施設整備事業費であります。 

 第２款公債費は、２億5,897万7,000円の計上で起債の償還金であります。 

 第３款予備費は、364万6,000円の計上となりました。 

 なお、地方債の起債の目的、限度額、その他の条件につきましては第２表地方債のとおりで

あります。 

 次に、議案第41号 平成24年度南会津町水道事業会計予算についてご説明を申し上げます。 

 まず、収益的収入及び支出からご説明を申し上げます。 

 収入の第１款水道事業収益は、水道使用料、消火栓設置費、繰入金等の営業収益と、町公共

工事関連繰入金、企業債償還金、利子繰入金等の営業外収益でありまして、１億3,537万

1,000円を計上いたしました。 

 支出の第１款水道事業費用は、１億3,278万6,000円の計上となりまして、人件費、事務費

等給水事業管理経費のほか、減価償却費、企業債償還利子、町公共事業関連工事費等を計上い

たしました。 

 次に、資本的収入及び支出でありますが、収入の第１款資本的収入は1,800万円の計上で、

配水管布設事業のための企業債であります。 

 支出の第１款資本的支出は、配水管布設事業の建設改良費及び企業債償還元金で、9,837万

3,000円を計上いたしました。 
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 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,037万3,000円は、過年度分損益勘

定留保資金及び過年度分消費税資本的収支調整額で補てんすることとしております。 

 また、企業債の起債の目的、限度額等の条件につきましては第６条のとおりであります。 

 以上、本定例会に提案いたしました議案37件、諮問１件につきましてご説明を申し上げまし

たので、ご審議を賜りご議決くださいますようお願い申し上げまして提案理由の説明とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎提案理由の説明の訂正について 

○大宅宗吉町長 ただいまの説明の中で１カ所訂正させていただきます。 

 議案第40号 平成24年度南会津町簡易水道事業特別会計予算、この中の説明の中で、歳入

の第５款のところで「繰越金を100万円計上しました」というところを「繰入金」と説明申し

上げましたが「繰越金」が正解ですので、どうぞよろしくお願いいたします。失礼しました。 

○芳賀沼順一議長 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 ここで、議長から申し上げます。 

 今期定例会においてこれから議題となります議案等の審議に当たりましては、南会津町議会

基本条例第10条の規定により、質疑の方法は一問一答の方式で行うものとし、会議規則第55

条のただし書きの規定により、質疑の回数が３回を超えることを許可し、同規則第56条の規定

により、その発言時間は答弁を含めおおむね30分に制限することにいたしますので、その趣旨

は簡潔明確に質疑されるようご協力方よろしくお願いいたします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎請願・陳情の委員会付託 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第６、請願・陳情の委員会付託を行います。 

 去る３月５日までに陳情１件、請願２件を受理しております。常任委員会への付託に先立ち

まして、請願書に係る紹介議員の趣旨弁明を求めます。 

 それでは、平成24年請願第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める請願につい

て紹介議員の趣旨弁明を求めます。 
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 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 ただいま議題となりました請願書の紹介議員、室井嘉吉です。 

 これより本請願を読み上げ、趣旨弁明といたします。 

 なお、請願人は、日本労働組合総連合会福島県連合会南会津地区連合会議長、渡部訓正氏で

す。 

福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める請願について 

 １、請願の趣旨 

 最低賃金制度は、非正規労働者を含むすべての労働者の賃金の最低額を法律により保障する

ものであり、毎年、中央最低賃金審議会が作成する「目安額」を参考に各都道府県最低賃金審

議会の審議を経て、地域別最低賃金を決定することとされております。 

 この最低賃金の引き上げについては、2010年６月、政労使の代表からなる「雇用戦略対

話」において、2020年までの目標として「できるだけ早い時期に全国最低800円（時間額）を

確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円を目指す」ことで合意されました。 

 いま我が国は、就労環境の変化により、雇用労働者の約４割が非正規雇用労働者と言われて

おり、その多くは正社員並みにフルタイム働いても、生活保護水準以下の収入しか得られない

ワーキングプアとなっています。 

 最低賃金の引き上げは、働く者のセーフティネット機能を高めるとともに、労働意欲の向上、

ひいては企業の業績向上へも寄与する事に繋がり、併せて、福島県の復興・再生という観点か

ら見た場合においても、県内の労働力の確保や労働人口の県外流出防止の為に非常に重要な事

です。 

 現在の福島県最低賃金は、時間額で658円となっていますが、この金額は政労使が合意し、

目標として掲げた最低額と大きく乖離しているとともに、その水準は全国順位で31位と低位に

あり、県内勤労者の賃金水準や経済実勢などと比較しても極めて低いものとなっております。 

 また、一般労働者の賃金は４月に引き上げるのに対し、最低賃金の発効日は10月と半年遅れ

となっております。 

 したがって、私たちは、「雇用戦略会議」における政労使の合意内容に沿った最低賃金の引

き上げを行うことと、最低賃金改定諮問を早期に行い発効日を早めることについて強く求める

ものであります。 

 つきましては、次の事項について地方自治法第99条の規定により、政府関係機関並びに福島

県労働局長に対し、意見書を提出して頂けますよう、お願い致します。 
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 請願の内容につきましては、 

 （１）福島県の最低賃金を「雇用戦略対話」における政労使合意内容に沿った引き上げを図 

    こと。 

 （２）一般労働者の賃金引き上げが４月であることから、福島県最低賃金の改定諮問を早期 

    に行い発効日を早めること。 

 ２つ目に、意見書の提出先は内閣総理大臣、厚生労働大臣、福島県労働局長です。 

 以上であります。 

 よろしくご審議の上ご決定をいただきたく、強く要請をいたします。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 次に、平成24年請願第２号 「特例水準解消」による公的年金削減に反対する意見書の提出

を求める請願書について、紹介議員の趣旨弁明を求めます。 

 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 それでは、朗読して説明させていただきます。 

 「特例水準解消」による公的年金削減に反対する意見書の提出を求める請願書であります。 

 請願者は、福島県会津若松市表町１－67、全日本年金者組合福島県本部会津若松支部支部長、

星和次さんであります。この方は本町の上塩江出身の方であります。 

 請願の趣旨 

 政府は、社会保障財源確保を理由に、消費税を現行の５％から10％へという大増税を国民に

押し付ける一方で、３年間で2.5％の公的年金の引き下げを行おうとしています。 

 これは、10年も前の政府の措置をあたかも受給者の「貰いすぎ」であるかのように見立てる

ものであり、いまの高齢者の生活実態をまったく無視した暴挙であります。 

 2000～2002年に行われた物価スライド据え置き分について厚労省は、長い間「特例措置」

と表現し、法的には2004年の年金制度改正において、「物価が上昇するなかで解消するも

の」とされておりました。この間、消費者物価指数は若干の低下はありましたが、光熱費をは

じめ食料品などは高騰しており、高齢者の生活が良くなったという統計はまったくありません。 

 今、福島県は３・１１東日本大震災と福島第一原発の事故による放射能被害のため、多くの
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県民が避難生活を余儀なくされ塗炭の苦しみを味わっています。このような時に、高齢者・年

金生活者の命の綱である年金を削減することは、まさに復旧・復興への希望と将来への一縷の

望みをも失わせるものであり、地域経済を縮小させ、全国的にはデフレ脱却をいっそう困難に

するものです。 

 よって、貴議会が下記のことを国あてに意見書として提出されるよう請願いたします。 

 請願項目 

 １、公的年金の「特例水準解消による2.5％の削減」は行わないこと。 

 なお、後から参考資料として差し上げますが、提出先は内閣総理大臣と厚生労働大臣であり

ます。 

 さらに、この３年間で2.5％というのは、１年に直すと0.8から0.9と言われておりますが、

わかりやすく１％とした場合におきまして、国民年金で、平均６万5,193円ほどが今平均であ

りますが、それを毎月0.8から0.9ということで549円ほどが減って、年額では6,588円ほどが

減るという試算がされておりますので結構大きな金額になると。年金しか収入のない人にとっ

ては、毎月500円といえども大変という状況でありますので、ひとつ慎重審議してご決定して

くださいますようお願い申し上げます。 

○芳賀沼順一議長 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 非常に重要な問題なので一つご質問をいたします。 

 実は、これは前から新聞等で載っていまして、たまたまテレビでやったときに、私はこれか

らもらうほう側で、60歳以上ですからいいなと思うんですけれども、実は払うほう、若い人の

そのとき出た意見をちょっと申し述べますので、それについて、請願者あるいは紹介議員はど

のように思っているのかをご質問いたします。 

 というのは、これは、請願書にはもらい過ぎとなっていますけれども、若い人から言わせる

と、国が払い過ぎだろうと。スライドしたときには、落ちたときには下げますようという約束

のもとに法律をつくったんではないのと。その分を、払い過ぎた分を戻さないということは、

私たち若い人たちが全部税金で負担するんでしょうと、こういう話なんですよ。そうすれば、

我々はどっちみちこういう制度を続けている限りは、幾ら納めても年金もらえないわねと。納

めるのばからしくなっちゃうよねという話があったのですけれども、この辺について請願者は、

若い人の立場を考えたときにどんなふうに考えているのか。あるいは、紹介議員はそれに対し
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てどんな理解のもとに紹介議員となったのか、その点についてお伺いをいたします。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 これは年金者組合からの要請に基づいて紹介議員になっているわけ

でありますので、ここに書いてある内容、それについての今理解をして紹介議員になっている

わけでありますので、そうした若い人の立場ということについては、また別の観点から考えて

おりますのでご了承願います。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 それでは、お手元に配付の請願文書表のとおり、陳情１件、請願２件を会議規則第92条第１

項の規定により所管の常任委員会に付託いたしますので、審査方、よろしくお願いいたします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 

○芳賀沼順一議長 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の本会議は３月14日午前10時より開議し、一般質問を行います。 

 本日は大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時５７分 
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      平成２４年第１回南会津町議会定例会 第２日 

 

議 事 日 程 （第２号） 

                  平成２４年３月１４日（水曜日）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 一般質問 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○芳賀沼順一議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は17名であります。都合により遅刻する旨届け出のあった議員は、14

番、阿久津梅夫君であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○芳賀沼順一議長 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎一般質問 

○芳賀沼順一議長 日程第１、一般質問を行います。 

 順序に従いまして、順次発言を許します。 

 なお、今期定例会における質問に当たりましては、会議規則第55条ただし書きの規定により、

質問の回数が３回を超えることを許可し、同規則第56条の規定により、その発言時間を60分

に制限することにいたしますので、その趣旨は簡潔明確に質問されるよう、ご協力方よろしく

お願いいたします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 山 内   政 議員 

○芳賀沼順一議長 それでは、10番、山内政君の登壇を許します。 

 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 おはようございます。 

 議席番号10番、山内政でございます。通告により、ただいまから一般質問を行います。 
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 質問は、３点であります。 

 １点目、伊南地域高濃度セシウムの検出について。 

 新聞報道及び３月８日付の町民向けお知らせにより、伊南地域の家庭用まきストーブの灰か

ら基準値の8,000ベクレルを超えるセシウムが検出されたとありました。それによると、宮沢

地内１万1,170ベクレル、内川地内１万1,460ベクレルです。このことについて、次により伺

いたいと思います。 

 １点目、高濃度セシウムの検出に至る経過について。 

 ２点目、そのことに対してどのように対応してきたのか。 

 ３点目、今後、森林整備など、間伐材の利用やキノコなどほだ木利用に及ぼす影響をどのよ

うに考えているのか。 

 ４点目、雪解け後の山菜とりや、田及び生活水の利用に対する水質検査の体制はどのように

なっているか。 

 ５点目、地域住民に対する情報の開示と説明体制は今後どう行っていくのかであります。 

 大きな２点目、旧４地域の公的施設のバリアフリー化について。 

 田島地域のあたご館、舘岩地域の舘岩会館、伊南地域の伊南会館、南郷地域の南郷総合セン

ター及び各支所の高齢者及び身体に障害がある人への対応について伺います。 

 １点目、洋式トイレの整備は進んでいるのか。 

 ２点目、スロープ、手すりは整備されているのか。 

 ３点目、１点、２点のそういうことがない施設には今後、整備する計画があるのかでござい

ます。 

 それから、大きな３点目、県指定史跡鴫山城跡、久川城跡の国指定に向けた取り組みについ

て。 

 国指定に向けて取り組みがされてきましたが、次のことについて伺います。 

 １点目、今までの取り組みのこれまでの経過。 

 ２点目、取り組みをしてきた中で、成果はあったか。 

 ３点目、今後の取り組みと国指定の展望はあるか。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 おはようございます。 

 それでは、10番、山内政議員のご質問にお答えをいたします。 
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 初めに、伊南地域の高濃度セシウム検出に関する１点目、検出に至る経過のおただしであり

ますが、本町では放射能測定の体制強化策の一環として、福島県からの無償貸与による測定器

の導入を進めております。この中で、去る２月16日に伊南総合支所に本体の配備がなされ、４

月からの正式測定開始に向けた機械操作の習熟を目的として、試験測定を開始したところであ

ります。 

 今回の検出は、まさにその作業を開始した直後でありまして、測定した検体は田島都市環境

センターに移送し、再測定を実施した上で数値を確定したものであります。 

 次に、２点目でありますが、高濃度セシウム検出についての対応についてでありますが、２

月24日に測定数値を確定し、焼却灰を提供いただいた方には即日、結果をお知らせしておりま

す。また、焼却灰については、１月の時点より、8,000ベクレルを超える高濃度のものも含め

て、各自治体が一般廃棄物として収集する旨、国・県より通達がされております。南会津郡内

では自前の最終処分場を持っておりませんので、現在、衛生組合で保管管理をしているところ

であります。 

 次に、３点目であります。今後、森林整備等、間伐材の利用やキノコなどほだ木利用に及ぼ

す影響についてのおただしでありますが、今回検出された焼却灰のもととなったまきと同じ場

所からのものの測定を行ったところ、261ベクレルの放射性セシウムが検出されました。これ

は、キノコ原木のほだ木生産指導での指標値である150ベクレルを上回っておりますので、町

では各森林組合で生産しているほだ木等についてモニタリング検査を実施するよう指導いたし

ました。 

 一方、森林整備による間伐材の利用としてのボイラー用のチップ生産時に測定した杉材は

48.4ベクレルの数値であり、指標値を大幅に下回っておりました。なお、山林の一部には、

平地に比べて空間線量が高い箇所があることから、町内でのほだ木の生産や出荷、使用に当た

っては、町の放射能測定器による検査を行うように、一層周知徹底してまいりたいと、そのよ

うに考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、４点目であります。雪解け後の山菜採取や田及び生活水の利用に対する水質検査の体

制についておただしでありますが、セシウムは水に溶けないため、森林の土壌中に堆積するセ

シウムが雪解け水に溶け込むことはないと、そのように聞いております。しかしながら、セシ

ウムは粘土粒子に付着しやすいという特性があるため、土壌中の粘土粒子に付着したセシウム

が雪解け水と一緒に森林から押し流され、田畑等へ入る可能性は否定できないと、そのように

考えております。 
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 このことから、町の放射能測定器を用いて沢水や農業用水、そして森林や農地の土壌、山菜

やキノコ類等の検査を行うとともに、県に対しても引き続き農林産物や水道水等のモニタリン

グ調査をお願いして、それらの結果を町のホームページや広報紙などで町民の方々に随時公表

してまいりたいと。そして、不安の解消に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を

お願いしたいと思います。 

 次に、５点目でありますが、地域住民に対する情報の開示と説明体制に関するおただしであ

りますが、焼却灰に関しましては、注意喚起も含めて、本日全戸配布されます町の広報３月号

に放射能情報として掲載したところであります。また、伊南地域にあっては、先週の段階でさ

らに１万1,460ベクレルと、議員が先ほど申し上げられたとおり検出されたこともありまして、

これとは別に緊急情報として各戸配布でお知らせしてまいりました。 

 放射能問題につきましては、だれもが予期せぬ中で突然降りかかってきた、まことに残念な

ことでありますが、今後、町民の皆様一人一人が、やみくもに押されるだけでなくて、適正な

知識と手法で放射能被害に対して対処していかざるを得ない現状にあると思います。いわゆる

風評被害も、そういういろいろな憶測の中で、見えない放射能、においもない、形もない、ど

のような状態かはっきりわからない状況で、大変放射能そのものの危険性ばかりが強調された

状況が続く限り、この風評被害も払拭できないと思いますから、この辺も徹底といいますか、

できる限りの情報公開しながら、そして放射能に対する知識を皆さんにも得てもらうような手

段も町としても講じながら対応してまいりたいと、そのように考えております。 

 測定対象を拡大する中で、場合によっては想定外の検出といった可能性も十分考えられます

ので、町では、今ほど申し上げましたように、いろいろな情報を公開しながら、皆さんにその

ことをお知らせして、そして最も重要であると認識しておりますので、そのような対応もして

まいりたいと思いますので、今後ともご理解をお願いしたいなと思います。 

 次に、旧４地域公的施設のバリアフリー化についての１点目、洋式トイレの整備は進んでい

るかとのおただしでありますが、高齢者や障害をお持ちの方などが社会活動に参加する上で、

公共施設のバリアフリー化は重要な課題であると、そのように認識しております。 

 各施設の洋式トイレの設置状況ですが、あたご館は設置がありません。舘岩会館は、男子ト

イレ１カ所、女子トイレ２カ所、車いす用トイレ１カ所設置しております。伊南会館は、車い

す用トイレ１カ所設置しております。南郷総合センターは、男子トイレ１カ所、女子トイレ３

カ所設置しております。総合支所の設置状況ですが、舘岩・伊南総合支所については設置があ

りません。南郷総合支所には、男子トイレ３カ所、女子トイレ１カ所設置しております。 
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 次に、２点目でありますが、スロープ、手すりは整備されているかとのおただしであります

が、あたご館はスロープと手すりの設置はありませんが、他の施設につきましては玄関、事務

室入り口等にスロープ、階段には手すりが設置されております。 

 次に、３点目、ない施設は今後整備する計画はあるのかとのおただしでありますが、平成24

年度は伊南会館のトイレの洋式化５カ所、伊南総合支所のトイレの洋式化２カ所を計画してお

ります。高齢化が著しく進む現状の中で、バリアフリー化への対応は急がなければならないと

考えておりますが、建物の構造上、問題がありますので、大規模改修工事や修繕工事の中で、

利用状況などを総合的に判断して順次取り組んでまいりたいと、そのように考えておりますの

で、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上、私、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきまして

は担当課長等より答弁させますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 おはようございます。 

 私からは、県指定史跡久川城跡、鴫山城跡の国指定に向けた取り組みについてお答えいたし

ます。 

 ご承知のように、両史跡は、中世から近世初頭にかけての山城で、土塁や空堀などの遺構が

良好な状態で保たれており、本町を代表する大変貴重な文化遺産であると認識しております。

また、両史跡とも文化庁の国指定史跡候補の中では最上位にランクされていることから、学術

的にも価値の高いものと判断されています。 

 このようなことから、平成22年８月に県文化財課の指導・助言を受け、史跡の専門家等７名

で構成する福島県指定史跡保存対策検討委員会を立ち上げ、昨年まで両史跡の現地調査を含め、

３回の検討委員会を開催したところであります。また、本年１月には、県文化財課の指導を受

け、両史跡の現状や特徴、過去の発掘調査等の成果について整理し、県を通じて文化庁へのコ

ンタクトをとったところであります。 

 その成果でありますが、当初は久川城跡と鴫山城跡とをそれぞれ単体でとらえ、国指定の目

標を設定して進めてまいりましたが、現地調査及び検討会を重ねる中で、本町には久川城跡と

鴫山城跡以外にも両史跡に関連する重要な山城が数多く点在することから、これらと一体的に

当地域における中世の城下群という枠組みで構成することで、ある程度の方向性が見えてきた

ところであります。 
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 なお、平成23年２月に、河原田氏の初期の山城である駒寄城跡の重要性を認め、久川城跡と

一体的に保存する観点から、南会津町指定文化財に指定したところであります。 

 今後の取り組みといたしましては、文化庁調査官に現地に足を運んでいただき、指導・助言

を受けながら、県指定史跡の保存対策検討委員会を中心に、より明確な国指定に向けた方向づ

けをしてまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、他町村の事例から、国指定の実現化には長い時間がかかると思わ

れますので、関係機関と綿密な連携を図り、地域住民の方々のご理解とご協力を得ながら、一

歩一歩着実に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上、教育長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的な事項については担

当課長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 それでは、１点目から再質問をさせていただきます。 

 順序はあっちこっちになるかもしれませんが、よろしくお願いします。 

 経過といいますか、それは理解をしました。実は、もう本当新聞に出た段階で、我がふるさ

と伊南は大丈夫だろうと思っていたのが、いきなり高濃度ということで、非常に旧村民といい

ますか、伊南地域の方は非常に心配をされました。それで、日常活動で行っている、例えば、

１点目、再質問するのは、春になるともうみんな待ちに待って山菜とりに行くわけですけれど

も、先ほど町長の答弁の中にもしっかりと検査するという話がなされましたけれども、それぞ

れ多分地域ごとに山菜とる場所というのはほとんど限定されるのかなと思うわけです。そこで、

山菜をとる場所の検査ですね、土壌の検査含めた。雪解け後にそういうことを役場としてやる

考えはあるかどうか、そこから１点お伺いをしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 基本的には、農産物や山菜類等、何が安全かということになれば、やはりそういう実質的な

数値でもって示すしかないのかなと、そのように理解しております。そういう中で、もう全量

検査する、そういう意気込みで臨みたいと思いますが、ただ、山菜をとったり何だりするとき、

昨年もキノコの問題あったんですが、実際にどこからとってきたキノコなのか、それを限定し

ないと、買ってきたキノコなのか、本当の南会津産のキノコなのかわからない、そういうのを

検査して数値を発表するわけにもいかないという問題点もありましたもんですから、ですから、

山林の調査に関して、山菜をとる場所を一々、一人一人の１カ所１カ所を調査するということ
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は現実的には無理なのかなと。ただ、ポイント的にある程度調査をしながら、その中で高い位

置をある程度町としても把握する必要、これはあると思うので、そういう意味での調査はやっ

ていく必要があるだろうと、そのように思います。 

 ですから、１点１点メッシュで山を調査するということは、現実的に不可能ではないかなと

は考えております。できる限りのことは努力してやっていきたいと思います。それには、やっ

ぱり山菜をとったり、キノコをとったりする人の協力も必要ではないかと思いますが、物によ

ってはとられる場所を教えたくないとか、そういうこともあろうかと思うので、そこは現実的

な対応もしていく必要はあると、そういう認識でおります。ですから、できるだけそういう安

全対策は力を入れてやりたいと、そういうつもりでおります。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 わかりました。 

 実は、町長もご存じかと思うんですけれども、白沢地区内、あるいは小塩地区内、あるいは

青柳地区内、山菜とれる地区というのは、とられる人というのは、ある程度同じような地区で

とってくるわけですよね。そういう地点のポイントとして、さっき、メッシュの話は後で申し

上げますけれども、何とかの沢のところだよ、その辺はコゴミがとれるので、この辺ちょっと

しっかりフォローしようと、そういった意味で私は質問したわけですけれども、そこのことに

ついてちょっとお答えをいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 ある程度予想されるところの調査は可能だと思います。ただ、不特定といいますか、ある意

味規則的な、全町の面積を対象とした中での調査は、これだけ広いところですから、現実的に

ちょっと厳しいのかなと、そういう認識でおります。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 山菜採取の検査については了解いたしました。 

 続いて、伊南川の本流も含めて、渓流釣りに対応した水質検査の体制といいますか、それ、

先ほど水には溶けないので大丈夫かなという話をされたわけですが、その検査体制ですね。４

月１日から渓流釣りも始まりますので、その辺、観光産業、観光で発信するときに安全だよと

いうことも含めたときに、水質検査というのは重要なのかなというふうに考えます。その検査

体制についてお伺いをしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 
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○星 惠助環境水道課長 お答えいたします。 

 放射能は水に溶けないということで先ほどお答えしたはずなんですけれども、雪解け水によ

って土砂についた放射能が川に流れてきますと、当然川底を漂って河口ですね。結局、阿賀野

川をたどって新潟のほうに流れていくのではないかというふうに考えられます。川自体、水の

中には溶けないでおりますので、一応安全ではないかなというふうに考えられるんですけれど

も、河川等についての水質検査も一応やっておりますので、それは十分に結果を町民にお知ら

せしたいというふうに考えております。 

 体制といたしましては、県から無償貸与しました測定器４台ありますけれども、そのうちＪ

Ａ会津みなみにつきましては、田島地域と舘岩地域の一般食材等をやりまして、都市環境セン

ターにおきましては４地域すべての農地土壌等を測る予定であります。そして、伊南総合支所

に設置しましたのにつきましては、伊南と南郷地域の一般食材等をやるということで、都市環

境センターのほうで一応そういう検査をしてみたいというふうに考えております。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 水質の検査体制については承知をいたしました。 

 それで、今までですか、一番直近の水質検査に基づいてで結構なんですが、伊南川及び対応

された支流については、特に水質については問題ないというふうに理解してよろしゅうござい

ますか。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 お答えいたします。 

 主要河川についてはもう以前から、放射能の前から検査をしておりまして、主要河川全体に

ついては毎月のように検査結果が出ております。今のところ問題ありません。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 水質検査は大丈夫だということでありますと、当然、川の漁業権を

持っている漁協との関係で、魚は大丈夫ですよという形で理解をしてよろしいですか。お願い

いたします。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 お答えいたします。 

 水そのものは安全でありますけれども、釣った魚はどうかというのについては、漁業組合の

ほうもそれに伴って検査するということでありますので、こちらでは今のところ、そういうふ

うにやっていただきたいというふうにお願いするだけであります。 
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○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 そうなんですね、そこが問題なんですよね。水は大丈夫だったけれ

ども、魚はわからないぞと。 

 そこで、やっぱりここは行政と補助金を出している漁協との関係なんですけれども、魚も

絶対大丈夫だよという、その辺の連携といいますか、しっかりとれていることが、町長がい

つも言うように、うちの町は安全だよというＰＲするための前提ではなかろうかなというふ

うに思うんですが、その辺の連携といいますか、そのことについてお尋ねをしたいと思いま

す。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 お答えいたします。 

 釣った魚も、一応釣った人が環境センターのほうに持ってきていただければ、その時点で検

査することは可能なんですけれども、どこの場所でこの魚を釣ってきたというところがなけれ

ば、ちょっと難しいかなと思われます。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 情報交換、これは本当に食の安全にもつながりまして、確かに地域の安全に

もつながります。ですから、これはきちんと、これは釣りをされる人にも、もちろんこの地域

で釣りされる人に対して、まず周知徹底して検査を必ずやってくださいと、そのようなことを

町で周知していきたい、それを実行していきたいと思います。それから、来られた人にも、そ

れをもとに伊南川の魚は安全ですよと、そういうようなことを言えるように、数値で実証する

ことが本当にことしは特にまた大事かなと考えていますので、その辺は釣りをされる人、漁業

組合の人たち、あるいは地域の人たちと連携して、しっかりそれは対応してまいりたい、その

ように考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 まさにそのとおりであります。伊南地域で千葉大学のコヤマ先生の

講演があったときに参加させていただいて、彼はチェルノブイリに出かけていって、その経過

をお知らせいただいたわけですけれども、その中で、やっぱり消費者に対して正確な検査、そ

れからそれに基づいた流通体制の確立が必要なんだよと。そして、何回か述べられたように、

本当に適切な情報の提供だよという話を述べられておられました。非常に印象的であったので、

ちょうど今、町長の答弁をいただきましたので、あわせてお話し申し上げますが。その中で、

本町の担当者の方も出席されておりましたが、いわゆる汚染マップの作成といいますか、伊達
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市でしたか、地域を限定されてそういうことをやったほうがいいよということを話をされてお

りました。 

 それで、先ほど町長、なかなかうちの町内広いので大変だという話をされたわけですけれど

も、特に本町の重点作物、トマト、それからアスパラ、花ですか、リンドウとか、そういった

ところ、団地建設されて集中的につくられているようなところについては、これはやっぱり早

急に、雪が消えたらば、やはりメッシュを組んでというか、変な話だけれども、そういう必要

があるのではないかなというふうに思います。 

 町長の町政施政方針の中でも、15ページで述べられておられます。それで、多分これはおや

りになるのではないかなというふうに想定するんですが、その辺のところ、ちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 農業の振興作物の土壌の調査ということでありますが、この件についても、12月に農林事務

所のほうにお願いしまして、町内管内の水稲、あとアスパラ、トマト、リンゴ、ソバ等の土壌

の調査をしておりまして、ようやく２月末に公表されました。それについても、ＮＤの箇所と

比較的数値は低いんですが、少し数値が出ているところがありますが、農作物には影響がない

というようなことを農林事務所から報告を受けています。 

 今後も、雪解け等もありまして、また雪解けから山からそういう土砂が流入した畑等も考え

られますので、雪が消えた箇所についても、環境水道課のほうと連携を図りながら土壌調査の

ほうを進めてまいります。なお、県のほうにも、あわせて引き続き県の調査のほうもお願いし

て、農作物は安全であるということを、データを踏まえて農作物の作付をお願いしたいと考え

ているところでございます。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 汚染の進んでいるところ、福島県内、新聞等の報道の中では、米や

っとつくれるとか、何とかつくれるようにできたみたいな話、そういう報道がされていまして、

非常にそれを踏まえると、南会津町は大丈夫なのかなということで一応町民の方も安心してお

られるかなと思うんですけれども、実際に雪が消えて耕作が始まったときに、そういうデータ

をしっかり示していただくことによって、初めて町民の方もことしは大丈夫、作物つくれるよ

ということになるのかなというふうに思いますので、その辺のところはしっかりと町民の方に

お知らせをいただきたいと思います。 
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 それから、24年度の事業概要の中にしっかりと土壌汚染マップをつくっていくんだよと、そ

れから空間線量マップの作成をしていくんだよという話をしておられるわけなんですが、その

辺の詳しい話、ちょっと教えていただきたいんですが。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 お答えをいたしたいと思います。 

 ただいままでの議論の中でも明らかなように、町としてはモニタリング体制をしっかり組ん

で、可能な限り調査をして、町民の方々に公表し、安全・安心を進めていくという基本的な姿

勢でございます。 

 ただいまご質問にありました、いわゆる山林部分の空間線量のマップの問題、先ほど町長が

ご答弁しましたとおり、90数％超える山林地帯で、すべての現場に入って、すべての空間線量

を測れるかという物理的な問題もあります。そういった中で、今、町が考えておりますのは、

各集落の里山、それから渓流ですね。いわゆる先ほど重点的なご指摘がありましたが、そうい

ったところの線量測定を実施を今計画しております。 

 それから、農地の土壌の問題でございますが、先日の臨時議会でもお答えしましたが、12月

段階で第１回目の土壌検査をし、各区長様等々のご協力いただいて、今、第１回目の公表をし

ているところでございます。さらに、先ほど農林課長が答弁したとおり、町が土壌に対して独

自の調査、それにプラスアルファして県のほうの調査ということで、重点作物中心に安全な作

物がつくれる体制をしていくと。それを、いわゆる土壌の汚染マップという表現に今しており

ますが、作成をして、安全な体制で本町は農産物がつくれますよと、そういった公表をしてま

いりたいと考えていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 そういった事業計画があるようですので、しっかり実施をいただき

まして、安全なんだよということを町民の方にもしっかりとお伝えをいただきたいというふう

に思います。 

 それから、先ほど町長の答弁の中で、伊南地域から出たいわゆるチップですね、問題ないと

いうことで、実は安心をいたしました。それで、伊南地域からの間伐材のチップを使っており

ます、きらら289の木質バイオマス施設、稼働されているわけですけれども、多分、南郷地域

の方は心配されていたんじゃないかと思うんですよね。伊南から持ってきて、煙出ているけど

大丈夫かと。 

 それで、先ほど答弁にありましたように、非常に低濃度であるので大丈夫だよという話だっ
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たかと思うんですが、この289のバイオマス、今、試験的に運用しているわけですが、これに

ついては大丈夫だなということを、もう一回確認したいと思います。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 今、町ですね、チップをつくりまして、ボイラーを２月24日から試験的に稼働しているとこ

ろなんですが、またその中で、１日２立米から４立米燃焼する予定で今進んでるんですが、性

能がよくて、灰が１キロにならないということで、まだ測定までに至らない経過なもんですか

ら、１キロになった時点で灰の検査をしたいと思っております。 

 なお、煙のことについても、煙から放射性物質が飛散されるのかと心配したんですが、焼却

の煙突のところにも灰じんが飛ばないスクリーンというものがありまして、そこでも灰をため

る装置があるということで、まだ煙そのものの検査はしていないんですが、そういったことを

含めて、今のところは安全でないのかなというふうな解釈していますが、なお今後、煙のこと

についても測定をしたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 課長、最後、非常にいい答弁をしていただきましたが、そうですね。

灰は残るから検査できるけれども、煙は行っちまうから、だけど、ちゃんとその前にフィルタ

ーがあって大丈夫だよと。その大丈夫な検査をしっかりされまして、南郷地域の方にしっかり

と広報といいますか、情報の開示といいますか、お知らせをしっかりお願いしたいと思います。 

 質問の１点目につきましては、先ほど町長もお話しされましたけれども、放射能という全く

見えない、においもしない、形もないという、しかし、被曝すると生命に危害が及ぶというよ

うな、本当に厄介なものなんですけれども、見えないから私たちは不安が募るわけですが、し

かし、必要以上に不安をあおってもいけないというふうに私自身は思っております。 

 私も含めて、今まで行政が経験したことない丁寧な説明といいますか、それが町民に対して

求められるのではないかな、国にあっては国民に対して求められているのかなというふうに思

うわけですが、第１点の質問に対して、最後に、そのことについて町長の考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 やはり、形が見えれば、どこにあるかわかる。においがすれば、どのように感じるかわかる。
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だけれども、そういうものは全くない。確かに、危険なことは間違いない。そういうような状

況で放射能はあるわけでありますけれども、本当にこれは軽く考えてはいけないし、さればと

いって、余りにも騒ぎ過ぎてもいけないということもあるのでないかなと、そのように思いま

すし。 

 ですから、今、専門家の中でもいろいろ意見が分かれているとおり、どの程度人体に与える

影響というものがあるのかということ。影響があるということだけは確かなんですが、影響は

どのくらいあるのかということがはっきりわかっていない。そういう中で、いろいろな数値、

いろいろな考え方が今言われていると、そんな状況でありますから、その辺も含めて、国のし

っかりした専門家の方々の議論、それからそういう考え方は必要だと思うんですが、町といた

しましても、そういういろんな考え方があるよという中で、皆さんが安心していただけるよう

な情報を得ながら、そういうことを皆さん方に発信しながら、皆さんの精神的な安定、それか

ら健康に対する課題も十分考慮して、しっかりとした対応してまいりたいと。 

 いずれにしても、国・県、それから私どもと連携しながらやってまいりたいと、そのように

考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 第２点目の公共施設のバリアフリーについて再質問をいたします。 

 実は私、すべての箇所を見てまいりました。それで、細かい話をしますけれども、答弁の中

にありましたあたご館については、確かにスロープもない、手すりもない、洋式便所もない。

南郷の総合支所につきましては、非常に階段が、段差が少ないので、スロープがありまして、

手すり等はございませんでしたが、特に支障はないのかなというふうに思ったわけですが、昔

でいう開発センター、今でいうと総合センター、階段の手すりはあるんですが、スロープの手

すりがないんです。 

 実は、スロープはあるだけではだめなんです。スロープに手すりがないと、これからはだめ

なんですよね。その点でいきますと、伊南は会館も支所もスロープはありますが、手すりがな

い。スロープのほうに手すりをつけていただければ、階段じゃなくても何とかなるのかなとい

うふうに思っております。 

 それで、それぞれ改修工事が行われるという答弁いただきましたけれども、ぜひですね、ま

だ間に合うと思いますので、予定されているのかもしれないが、手すり等を考えられているの

か、もしも考えられてなかったらば、それを入れていただけるかどうか、お伺いをしたいと思

います。 
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○芳賀沼順一議長 伊南総合支所長。 

○酒井直伸伊南総合支所長 お答えいたします。 

 伊南総合支所の状況でお答えいたします。スロープに手すりを設置してはという声がありま

したが、その後、来庁あるいは来館される住民の方の動向ですか、拝見させていただいたとこ

ろ、むしろ手すりを利用される方はほとんど来館・来庁されていないということであります。

むしろ、選挙の期日前あるいは投票日に来館・来庁されるんですが、その場合は家族の方が付

き添われてお越しになるということで、差し迫った手すりの設置は今のところ必要ないのでは

ないかというふうに、伊南総合支所のほうでは認識させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 私が住民から伺っている話は逆なんですね。行きたくても、あそこ

の前で思わず階段が高くて上がれないんだと。せめてあそこに手すりがあると、それで行かれ

るんだという話を伺っております。その辺の認識の違いはあるようですけれども、ここのとこ

ろはですね、もう一度しっかり調査をされて、幾らもかからない施設ですので、どうか検討い

ただきたいと思います。もう一回お願いします。 

○芳賀沼順一議長 伊南総合支所長。 

○酒井直伸伊南総合支所長 お答えいたします。 

 その辺、議員との認識の違いがございますので、今後、再調査と申しますか、住民の声をも

う一度反映するような方向で検討させていただきたいと思いますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 そうですね、もう一回よく検討されてください。 

 それから、あたご館について、今のところは洋式トイレも含めてないということで、これは

あれですか、建物が悪いというか、ちょっと老朽化しているので、ひょっとしてやらないとい

う方向ですか、それとも調査をして、やるという方向なんですか、その辺ちょっとお尋ねした

いと思います。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 あたご館でございますが、あそこの建物は老朽化がかなり進んでおりまして、耐震化上も非

常に問題を抱えている施設でございまして、今後、あそこを継続的に使用していくということ
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になると、まずは耐震化をクリアしないと先に進めないというような部分がございまして、当

初、検討の中で取り壊しを検討した時期もあったわけでございますが、ただ、住民の方のご利

用が御蔵入交流館できた後も一定程度あるということで今お使いをいただいているところでご

ざいますので、まずは今後の住民の方の利用動向等を見ながら、抜本的な問題の中でその問題

については考えていかなければならないのかなと、このように考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 ちょっと迷うご答弁でございましたが、その抜本的なという話を探

っていくと、抜本的なんだべが、やらないというか、壊していくというようなニュアンスでよ

ろしいんですかね。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 まず、仮にこれからの利活用を考えた場合に、あそこをかなりの財政負担をしながら耐震化

を図るというのは、ちょっと現実的ではないのかなというふうに考えております。その中で、

そういった方向性があるのであれば、今、現状あるバリアフリー化に投資をするお金が無駄に

なってしまうというような部分がございますので、そこはやはりあそこの施設の今後の方向性

を決めてから判断せざるを得ないのかなというふうに思っています。 

 ただ、一般的にバリアフリー新法ですね。これにつきましては、不特定多数の方が利用する

施設については当然つくる場合、それから改修する場合については、それぞれ障害、それから

高齢者に配慮した設備の改修を法律で求めておりますので、その法の趣旨については十分承知

しながら、当面、住民の方の利用の動向、それから住民の方の意向等を踏まえてそれぞれ、あ

たご館に限らず、逐次バリアフリー化についての改修を進めてまいりたいというふうに基本的

には考えておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 はい、了解しました。 

 それでは、最後の３番目の質問について再質問をしたいと思います。 

 先ほど教育長答弁をいただきました。実際に本格的に調査したら、両城跡とも新たなものが

見えてきたということ、非常によかったなというふうに思っております。 

 それで、その中で、かつて旧南郷村で調査された支城群とあるわけですが、この辺の検証も

する必要があるのかなというふうに思います。そして、和泉田地区で整備をされております同
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じ時代の河原崎城というのがあるわけですが、これも久川城あるいは鴫山城、同時代、まった

く同じ時間帯に機能した城跡でありますので、これもしっかりと調査して、町指定なり、その

方向にする必要があるのかなというふうに思うわけですが、お考えをお聞きしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 生涯学習課長。 

○湯田順一生涯学習課長 お答えいたします。 

 先ほど教育長答弁いたしましたけれども、久川、鴫山、両城の関係ですね。これについては、

やはり広域的に持っていかざるを得ないんだという方向性も出ておりますので、その中でただ

いまおただしの河原崎城、これらについても、南会津地方としてどのような位置にあったのか

とか、久川、鴫山も含めて、その当時どういうような関係にあったのか、そういうものを含め

まして、保存対策検討委員会の現地調査、それらも必要かと思います。さらに、県のほうの指

導もいただきながら実施してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 はい、了解しました。 

 それから、地域の人が非常に関心を持っている中で、しばらく発掘調査やっておりませんの

で、鴫山城跡、久川城跡の、経費かかるわけですが、学術的な調査も進めることによって、よ

り城跡の価値的なものも判断できるのではないかなというふうに考えるわけですが、今後の発

掘調査について、教育委員会の考えをお伺いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 生涯学習課長。 

○湯田順一生涯学習課長 確かに、久川、それと鴫山城、非常に関係のわかるような文献が少

ないということもございます。そのために、過去に発掘調査を部分的には実施した経緯がある

んですが、過去の発掘調査だけではなかなか全体の解明ができていない状況であります。した

がいまして、過去の調査の検証、それらも含めて、新たな遺構の確認というものも必要である

というふうに判断されますので、今後、県史跡でありますので県のほう、あるいはそれから検

討委員会のほうとも協議をしながら、許可を得ながら、ご指導いただきながら、発掘調査のほ

うについても検討してまいる必要があるというふうに考えております。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 了解をいたしました。そのように進めていただきたいと思います。 

 それから、これは質問通告に入っていないんですが、おわかりでしたらばお答えいただきた

いと思うんですが、南会津町内に広がります中世以降の山城群というのは、整備次第では非常
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に文化的な遺産であるということは間違いないと思うんですが、観光資源としても非常に有望

だなと。いわゆるトレッキングを含めた、今そういうのがはやっておりますので、どうでしょ

うか、商工観光課長、観光資源として違った角度から調査される、してみたいというようなこ

と、いかがですかね。もしもご答弁できましたら、よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 私のほうで、実は平成23年度、本年度から観光物産協会のほうで各エリアの観光マップ総合

マップを作成しております。23年度が田島、24年度は既に進んでおりますが、舘岩エリアを

予定してございまして、実は25年度に伊南・南郷エリアをつくりたいということで考えており

ますので、今おただしにありましたさまざまな文化遺産、歴史的な遺産、ご存じのように今、

歴史ブーム、文化遺産ブームということで注目されている内容でございますので、ぜひ教育委

員会のほうと連携をしながら、貴重な情報等を収集しながら情報発信等に生かしてまいりたい

というふうに考えております。特に、平成25年はＮＨＫで「八重の桜」が放映される予定にな

ってございますので、そのようなものと連動した中での貴重な財産を観光資源として、ぜひ発

信してまいりたいということで考えておりますが、本年24年中にそのようなもので調べていき

たいと考えておりますので、ご理解をいただきたい。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 ご丁寧に説明いただきまして、ありがとうございました。 

 確かに、会津観光の中には、今までどうしても若松中心でございましたけれども、広域観光

の中ではしっかりと南会津地方の歴史が生かされるというふうに思いますし、会津若松地域の

人もそれを期待しておりますし、そういう私どもは潜在的なものを持っておりますので、ぜひ

しっかりと組み込まれた中で、南会津地方、南会津の観光資源ということでも、やっぱり城跡

を活用していただきたいなというふうに思うわけであります。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○芳賀沼順一議長 以上で10番、山内政君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 渡 部   優 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、７番、渡部優君の登壇を許します。 
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 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 通告によりまして、ただいまから一般質問を開始いたします。 

 今回の議会では、３点についてお伺いいたします。 

 １点目です。地域支え合い等事業の事業展開についてということでお伺いいたします。 

 本町の福祉計画や振興計画を見ると、今後の人口動態が推定されている。人口は大幅に減少

するが、高齢者の比率は大きくなり、独居や高齢者世帯の増加は容易に推定されます。 

 そういった中で、社会福祉協議会や消防署施策を含め、本町ではその対策を本町の大きな政

策の柱の一つとして、さまざまな施策をこれまでも実施をされてきたし、今後も展開されるも

のと考えます。 

 この支え合い等事業は、地域住民みずからのこととして実施されることが一番いい形だとい

うふうに考えております。しかしながら、その事業実施においては、これまでも何度かこの議

会において問題提起されておりますが、大きな障害となっていることがあります。すなわち、

町や社会福祉協議会などと地域や消防署などとの情報共有が、個人情報保護法、本町でもそれ

に基づく個人情報保護条例ができておりますが、それによりできないでいることであります。 

 先般、皆さんご存じだというふうに思いますが、新聞やテレビ等で報道されましたが、孤独

死や孤立死が現代社会の大きな課題として提起されました。国はそれを受けて、今後、個人情

報保護法の弾力的運用の検討に入るというふうにしております。 

 本町においても、まさに住民に一番身近な事業自治体として、支え合い事業等の最大の効果

を生む形を、個人情報保護法─町では個人情報保護条例でありますが─の対処も踏まえ、

考えて事業実施に当たる必要があるものと強く考えますが、町長の考えを伺います。 

 ２点目です。所管でありますが、細かい内容は所管で聞いておりますので、今回は町長にそ

の考え方、大きな考え方、方向性について、みなみやま観光株式会社の方向性はということで

お伺いいたします。 

 町100％出資のみなみやま観光株式会社の経営権は完全に町が持っているわけですから、町

は適時、町民に対してその現状を報告し、その方向性も示していく責務があります。現在の経

営状況に対し、さまざまな憶測が流れ、施設などの縮小などがささやかれ、社員や季節雇用者

などに不安をもたらしております。各施設を事実上運営、経営しているみなみやま観光株式会

社には、一般町民への直接の報告義務はないわけでありますが、そのかわり100％出資の町が

その責任を持っております。 

 改革プラン検証委員会などの第三者機関の結果または途中経過なども、積極的に公開すべき
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というふうに考えます。町長の考えをお伺いいたします。 

 ３番目でございます。公立学校等での国旗・国歌の指導はということで、１月ですか、東京

都の裁判の判例が出ました。学校での行事における教員等の国旗・国歌時の不起立に対する、

明確に指針が出ました。 

 本町における公立学校等における国旗や国歌の指導はどうされているか、伺います。 

 ３番に関しましては、教育長にお伺いしたいというふうに思います。 

 壇上からは以上でございます。ありがとうございます。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 ７番、渡部優議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、地域支え合い等事業の事業展開についてのおただしでありますが、議員ご指摘のと

おり、高齢化の進行や地域内における結びつきの弱まり、さらには核家族化などを背景として

高齢者が孤立する実態が浮き彫りとなっております。個人情報保護法により情報の共有化でき

にくいことも、より深刻な問題を起こす原因の一つであると、そのようにも認識しております。 

 当町における個人情報の取り扱いは、町の個人情報保護条例により定められており、その提

供についても制限されています。しかし、高齢者の見守り等にご尽力いただいている民生委

員・児童委員の方々には特別職地方公務員とされておりますことから、当町においてはこれま

でも、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯の名簿を提供してまいりました。新年度には、さらに

65歳以上の高齢者の方々の名簿を提供することにしております。 

 また、緊急時災害時要援護者避難支援プランにより、登録された方については関係機関への

情報提供の同意をいただいておりますことから、個人情報保護法に留意いただきながら活用し

ていただきたいと、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、行政区の自主防災組織、消防団、

広域消防署、警察署へ申請書の写し等の提供を開始したところであります。 

 地域の支え合い事業として、これまで展開してきました地域助け合いモデル事業では、37の

集落が住民みずから支え合う体制づくりを構築していただくなど、一定の効果があったものと

考えておりますが、新年度からはさらにこの事業を発展させました集落応援交付金事業をスタ

ートしたいと、そのように考えております。今後、住民が主体的に取り組まれ、町が提供する

個人情報を活用していただき、地域の実情に応じた効果のある支え合い事業が構築されるもの

と、それに期待しておるところであります。 

 私もこの個人情報保護法、悪用する人というのはあらゆる手段を使って個人情報を得ますけ

れども、やはり行政がこの法律を守らないわけにもいかない、大変悩ましい部分もございます。
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その辺も十分検討して、ぜひこの法律が本当に有効にといいますか、個人のためになるような

活用の仕方が望まれておりますから、町としてもその部分を今後も十分研究、検討しまして、

何とかこのことを解決してまいりたいと、そのように考えておりますので、ご理解をお願いし

たいなと思います。 

 次に、みなみやま観光株式会社に関する現状報告と第三者機関による検証結果の公開につい

てのおただしでありますが、まず現状につきましては、議会を通して決算状況等を示すことで

現状を報告していると考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 南会津町第三セクター経営評価委員会等の第三者機関による検証結果の公開についてであり

ますが、既にお示ししております南会津町第三セクター改革プランでは、平成22年度と平成

23年度は経営改善期間と位置づけられ、第三セクター各社は経営改善に着手するとともに、経

営評価委員会はそれらの実情状況の調査と評価、さらには必要に応じて支援を行うこととして

おります。 

 これら年度ごとの検証、評価は、各施設の今後の経営方針を結論づけるためのものではなく

て、翌年の経営改善につなげるために実施しているものであります。そのために、これらの検

証、評価結果は、各社に戻すことで経営改善に反映しております。平成22年度の検証結果は、

会社の管理職の皆さんにお集まりいただき説明いたしました。今年度の検証内容につきまして

も、引き続き会社に結果を戻すことで一層の経営改善を進めていきたいと考えております。 

 それから、昨年3.11、重大な事故がありまして、その後の対応としてスキー場、特にみな

みやま観光のスキー場、３月17日で営業をやめるというようなこともありましたし、そういう

緊急的にやはり経営改善あるいは対応していかなければならないということも発生します。そ

して、今も引き続きずっとその影響がありますし、経営改善の結果、かなりことしも見られる

んですが、これがずっと続くとも思いませんから、そのようなことも、将来の見通しを見た中

で経営改善は随時進めていく必要があると、そのように認識しております。 

 24年度につきましては、21年11月に策定しました南会津町第三セクター改革プランに位置

づけられた経営評価の年となっておりますので、これまでの検証結果を踏まえて、本格的な方

向性を示してまいりたいと考えております。ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては担

当課長等により答弁させますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 
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○五十嵐竹則教育長 私からは、公立学校等の国旗・国歌の指導についてお答えいたします。 

 学校における国旗・国歌の指導は、我が国の国旗・国歌の意義を理解させ、これを尊重する

態度を育てるために、文部科学省の学習指導要領に基づき行っているものです。 

 本町においても、小・中学校において国旗・国歌に関する指導が適切に行われるよう指導し

ているところであり、昨年の卒業式及び入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱について調査し

た結果、すべての小・中学校で実施している状況にあります。今後も、適切に実施されるよう

一層指導していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 質問席のほうから、再質問を若干させていただきます。 

 １番目の地域支え合い等事業の事業展開についてということで質問させていただきました。

町長のおっしゃることは十分に承知をいたしました。 

 それで、例えば今回の福祉計画もそうなんですけれども、やっぱり地域の助け合いと高齢者

の助け合いと、いろんな助け合い、支え合いですか、そういう言葉が至るところで使われてお

りますよね。それをどういうふうに効率よくできるかという手段ですか、これはハウツーでは

ないと、手段ということだろうけれども、前の議会というか、この議会で何回か多分指摘され

てきているんじゃないかなというふうに思います。 

 それで、先ほどのご説明だと、要支援者とかそういった同意をもらって、名簿登録は民生委

員等に出しているというふうなお話しされましたけれども、保護条例とあわせてぎりぎりの線

ではないかなというふうに思うんですね。そうすると、何が問題になるかということだろうと

いうふうに思うんです。 

 民生委員、議員もそうですけれども、特別公務員だ、守秘義務がある。そちらのほうの感覚

でもって出しても構わないというか、出してあげているんだとか、出す方向性で実際も出して

いるというふうな考え方でやってられるというふうに思うんです。そうすると、守秘義務を持

たない、例えば区長様とか、これは特別職じゃないですから、そういった方には自分の地域だ

けでもそういったいろんな情報が入らないと、支え合い等の事業等の情報が入らない。例えば、

民生委員の中で、こういう人困っているんだけどなんていうところ、やっぱり区長様に一報を

入れたほうが効果はあるというふうに、私いつも行けないから区長様ちょっと顔出してけろな

というふうな、実態的にはそういう形はありますけれども、何かあったときには、区長様はそ

んな責任を感じなくてもいい結果になるわけであります。 

 ですから、私が申し上げたいのは、やりやすい形をつくるべきだろうということで、ご存じ
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だろうというふうに、事前通告してありますので調べてあるというふうに思いますけれども、

平成23年３月31日付の規則第34号ということで、東京の中野区で地域支えあい活動の推進に

関する条例というのをつくって、保護条例との兼ね合いの中できちっと制度的につくってある

んですね、それで支え合い関係の事業を展開していると。そこには、例えば区長さんも入って

いるし、例えば地縁団体という言葉を使っているんですけれども、同じようなボランティア団

体、そういった支え合い事業をいろんな団体がやっているということで、地縁団体に対する情

報の提供にも及んでいるんですよね。そういったことをしっかり制度化してあげないと、責任

の所在というのは明確に出てこないんですよね。個人保護条例に関する違反した者、罰則され

るわけなんです。 

 だから、そういうところで明確化を図るべきで、そうするとしっかり提供もできるし、責任

の所在もはっきりできる。動きやすい、活動しやすい、そういうような状況を、やっぱり行政

側としてはしっかり条例化をしてつくっていくべきじゃないかなというふうに思うんですが、

いかがでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 私どものほうで今回、要援護者避難支援プランに基づいて、各高齢者、障害者等からそれぞ

れのご了解を得まして、警察署、消防署、行政区長等にその内容について周知をさせていただ

きました。これについては、個人情報についての公開するというようなことで了解は得たもの

でございます。 

 また、今ほど議員ご指摘のございました内容については、内容をちょっと把握しておりませ

んので、その内容について今後精査をして、検討したいと思います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 私からは、ちょっと考え方を申し述べさせていただきたいと思います。 

 これは、そういう個人情報がネックになってなかなかそういう活動ができないということを、

先ほどちょっと私も答弁の中で申し上げましたけれども、実は今年度ですか、昨年の７月、豪

雨災害ありました。そのときに、伊南地区が大変な被害を受けたわけですけれども、でも、こ

れが本当に幸いにも人的被害なかったんですが、そのときに、本当にその後痛感しましたのは、

やはりこういうことだと思うんです。ですから、これが行政に責任があるとかないとかじゃな

くて、最終的に行政は責任を負わなきゃならないこともわかりますが、やはり地域がそういう

情報を、昔だったらある程度隣の地区までみんなわかっていたことが今はわからなくなっちゃ
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ったと、そのような状況がありますから、やはりそれだけ区長さん、地域の役割というものが

だんだん何といいますか、つながりが薄くなってきて、そういうこともなかなか話しにくい状

況になっている状況でありますから、実は今年度、地域助け合い支援事業もありましたけれど

も、これでも私不十分だと思いましたから、そういう中で、集落応援交付金という形の中でそ

ういうことを、ぜひ地域のつながりを深めてもらいたいと、そういうようなことを計画してや

っているところであります。 

 ですから、地域にどういう方がおられるかということを常日ごろ把握を、個人情報を行政か

ら提供すると、やっぱりそういう情報というものはそういうものがひっかかりますから、地域

でそういうことを調査してもらって、常にその状況を把握しておいてもらうと。こういうこと

があったときにはこういう人がこういう支援が必要なんだと、そういうようなことを判断して

もらい、そして地域で自主防災といいますか、そういうことも含めた中で活動してもらうこと

が大事かなと、そういうことを強く思いましたもんですから、そのような対応を今後していき

たいと、そのように考えております。 

 ですから、法律があるからできないとかそういうことじゃなくて、法律があってもできる方

法はあるんじゃないかと、そのようなことも十分検討して町は対応していきたいと、そのよう

に考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 それは、町長のおっしゃっていることはわかります。ですから、質問

の中で、地域住民みずからのこととしてという表現はそこら辺のところをいっているんですけ

れども、それが一番いい形だというふうに、まさしくそのとおりだというふうに思います。そ

れが損なっているというか、それがなくなりつつあるから結局、行政が入らざるを得ないとい

う状況がここ数年、何年か続いているというふうに私は考えているんですけれども、もちろん

理想としては、地域の中でね、お互い顔が見えるわけですから、遠慮なく少しの迷惑をかけな

がら、お互いに助け合って支え合っていくというのがすばらしい、それが一番いい形だという

ふうに思います。 

 繰り返すようですが、それがなくなりつつあるから、行政のてこ入れがどんどん始まったと、

何年も大きなお金を使って、施策としてやってきているわけです。しかも、こういう保健計画

ですか、高齢者の福祉計画の中にもそういう言葉できちっと載っかってきているということだ

ろうというふうに思うんです、現状はね。ですから、それに対する今の町長がおっしゃった施

策等は、私歓迎すべき施策だというふうに思います。そこにつけ加えて私は言っているので。 



－７０－ 

 そのもの、結局、今の権利意識の高い時代ですから、トラブルは必ず起きると。そういうこ

とを回避するためにも、しっかりとした町も条例化をして守ってあげると、いろんな支え合い

事業等活動されている方を守ってあげるという形が必要ではないかなと。そうすれば、より一

層進むのかなということで提案的なことを申し上げたんですけれども、今、ぜひ、都会と田舎

は違いますけれども、東京中野区の地域支えあい活動の推進に関する条例を、ぜひ後で参考に

て見て、もし可能ならば、条例化をして進めたほうが保護条例ですか、個人保護条例からすり

抜けた施策ができるのかなと。 

 先ほど課長からも、了解を得て出しているんだという言い方です。根拠がないんですよね、

これも。お互いの了解事項の中で、全然根拠がない中身の施策なのでおっかないんです、逆に

言うと。ころっと変わるかわからないから。そういったこともありますので、きちっとやっぱ

り制度化、条例化しておけば、これに基づいてやれるわけですから、そうすれば安心して活動

もできるし、町のこの施策もきっと効果を生む形になるのかなというふうに思います。 

 自分の言いたいことばっかり言いましたけれども、もしご見解があればお伺いします。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 私は、助け合いとか支援とかっていうのは、理屈ばっかりではできないと思うんです。やは

り、本当に気持ちの問題がかなり重要な部分あると思うんです。条例化、それはいいんですが、

それはただ条例で、責任を問われたときにそれを守るための条例というものは、それがいいか、

悪いか、どうしてもそういうふうな感じになってくるかなと思うんです。ですから、そういう

ことじゃなくて、その人たちのためになるようなことを決めるべきのが本当は条例だと思うん

ですが、どうもそういうふうな傾向が強いと。ですから、そういうんじゃなくて、どっちを主

眼とした考え方なのかということを十分認識しながらそういうことは決めていく必要があるだ

ろうと。 

 条例を決めるにしても、法律以上の条例は決められませんから、そういうこともありますし、

ですから、私はさっき課長が答弁したように、今できることをまずやって、そしてそういう中

で、そこは議員おっしゃられるような精査というか、研究が必要とあればそれも十分検討した

中で、この町でできることは何なのかということを検討していくことは悪いことではない、む

しろよいことだと、そのように考えております。 

 ですから、助け合いというものは決してそんな力ずくのもんでもないし、条例で決めたから

やるもんでもないし、そういうやっぱり気持ちから自然と発生するものが根底にあって初めて
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この事業が有効に動くと、そのように考えておりますから、今、議員の感じ見ると、町長は理

想のこと言っているっていうようなことかもしれませんが、でも、理想に向かってやることが

一つの考え方ですから、私はそう思っていますから。ですから、そのようなことをしっかり対

応してまいりたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 そういう全く同じ考えなんですよ、それは。お互いの気持ちが一番大

事だと、助け合いというのはそういうもんだと、それは全く同じ考えなので、それを補てんす

るには、そういった法的な守る道具が必要だろうと。そうするともっと進むよと、こういうふ

うに言っているだけであって、条例が一番最初とか、そういうふうなとらえ方してもらいたく

ないんですけれども、しっかり、後でいいですから、今は多分わからないでしょうから、中野

区の地域支えあい活動の推進に関する条例をしっかり研究していただければ内容がよくわかる

と思いますので、その時点で何らかの何というかな、動きがあれば、またお伺いしたいという

ふうに思います。 

 そんなに深く入るものでもないんです、これはね。それは十分承知していますので、みんな

の心が大事だというのは皆さんおわかりなので、それは共通の認識だというふうに思います。

プラスアルファのことで動きやすいように、効果を生むようにしたらどうですかと、その工夫

を今言っているだけの話でありまして、あんまりね、そういうことであります。 

 それから、２番目のみなみやま観光でございますけれども、方向性はいうことでお伺いしま

したけれども、議会決算を通じて公開しているんだというふうなお話でございました。議会を

通して、決算を通して、その数字だけを見て、果たして情報公開と言えるのかということだろ

うというふうに思います。 

 日ごろ町長は、情報公開とは、説明責任という言葉をよくおっしゃいます。それには、相手

に情報が届くと、理解するということで、これが情報公開の原則であります。ですから、ここ

を申し上げて、町長のお考えを聞いたわけですけれども、もう少しきちんと、私どもに示した

こういったいろんな資料ありますけれども、丸、バッテンなんかついていましたけれども、21

年度のね。あと、しっかりとした３カ年の営業利益の推移とか、こういったこともやっぱり、

そんなに全体像がわかるぐらいでいいのかなと。今、みなみやま観光はどういう状況なのかな

というふうな状況だけわかればいいと思うんですけれども、数字だけだとなかなか一般町民は

わかりにくいですよね。それで、ぜひ、23年度はちょっと特別な時期だというふうなこともお

っしゃいますけれども、24年度はその改革プランに基づく改革の検証の最終年度であります。
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本当は前倒しでやるというふうなお話でしたけれども、24年度までやるということで説明を受

けましたので、所管の中ではね。まず、それを見て判断したいというふうなこともありました

ので、それを丸のみとかそういうことでもなく、町としてはそれを受けて、検証委員会の意見

を受けて、尊重しながら判断したいと。その中で、いろんな場面が出てくるだろうというふう

なお話だろうというふうに思います。それは待つしかないのかなというふうに、昨年度の震災

とかそういうのがなければ、前倒しで本当はきちっと今の時期欲しかったわけですけれども、

それを私自身としては考慮したいというふうに思いまして、24年度しっかり見たいと思います。 

 ですから、情報公開に関しては、ぜひ、今、一般町民も結構みなみやま観光に関してはいろ

いろ物を言っていますので、物を言っているというのは、やっぱり正確な情報をもらっていな

いというふうな、むちゃくちゃな意見もあったりもしますけれども、そうではないんだという

のは我々議員もいろいろお話をさせていただく機会が結構あるんですけれども、ですから、き

ちんと情報を流すということが大事だというふうに思います。 

 それで、その情報の中身も、ある程度概略がわかるような、例えば広報で特集を組んであげ

るとか、そういった方法もあると思います、２ページぐらい使ってね。こういった状況であり

ますと、今後こういう形になりますよ、少し待ってくださいとか、そういうことも必要だろう

というふうに思います。的確な情報を提供すれば、きっときちんとした判断も町民はしてくれ

るのかなというふうに思います。 

 それから、改革プランの中に載っていますように、町の出資したお金もずうっと載っていま

す。修繕費とかいろんなものにこれだけ出していますよというような、ここにも載っています。

そういうものを度外視して、収支という形で、みなみやま観光でいえばみなみやま観光は出し

ているわけなんですよね。いわゆる公金を出しているものを抜きにして、いろいろ決算を出し

ているわけですから、そうするとこういうふうには見られないというふうに思うんです。です

から、そういったものをまぜて、どういった内容なのか、実態的には。そういったことも含め

て公開してほしいなというふうに思います。そうじゃないとだんだん、私思うには、みなみや

ま観光、スキー場関係も、これは一般町民にある程度これだけの公費負担をどんどん続けてい

くには１回了解をもらわなんねえなというふうな、アンケートもとんなんねんでねえかなとい

うふうな、個人的にはそんな考えも持っていますけれども、とりあえず24年度出ます。それを

尊重したいというふうに思います。情報公開について再度、町長にお伺いします。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 では、お答えします。 
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 議員がおっしゃる情報公開、どこがどのように、どの内容まで求められているのか私はよく

わかりませんけれども、ただ、会社の概要といいますか、今、みなみやま観光ではこういう事

業をやってまいりました。その結果、自分たちの開発したこのようなこと、このように思って

いますとか、あるいは来年度に関しましてはこのようなことをやりたいと思いますとか、ある

いはいろいろやっている事業に対してのそのようなことをやることは可能かと思います。どこ

まで、どういうふうにやるのかというのは、それはとらえ方がいろいろあろうかと思いますけ

れども、決算は今までのようにやらせてもらっていますから、ですから、事業内容のとらえ方

そのものが、いろいろな考え方がこれはあろうかと思います。 

 ですから、一般的な、ある意味、普通の会社の概要というような形の中での情報公開はでき

ると思います。ですから、各部門ごとの事細かにやるというそのものが、どの程度どういう判

断のもとでされるかということも一つはありますけれども、それは今までやっていない部分に

関しては十分会社のほうとも検討して、そういう声があるよと、そのようなことは可能かなと、

そのようには思っています。 

 ただ、皆さんがおっしゃる憶測とかうわさとか、そういうものに関しては、情報を出せば出

した中でまたおひれがついたりする可能性は、それは考えられます。ですけれども、それはそ

れとして、事実は事実として、町は公表することは決して拒むものではないと。そのようなこ

とは、できる限りのことはやっていきたいというのが私の考えでありますから、それは努力し

ていきたい、そのように思います。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 そうです。情報を出して、また憶測云々言うのは、こんなこと言うと

怒られるけれども、一応そんなことないというふうに思います。 

 町の姿勢として、こういうふうな情報公開をどんどんどんどんしているんだというふうに、

相手がどうとろうと、するのは情報公開の理念なので、その辺のところはきちっととらえて、

今まで町長がおっしゃったように、どうとられようときちんとやるべきことはやっていく、公

開していくんだということで、会社のほうとも相談して、何が公開─大体一般的な公開でよ

ろしいかなというふうに思いますけれども、そんな科目別にどうのこうのということじゃない

と思いますので、ただ、小さい事業事業そのものに対してどうのこうのと言っているんじゃな

くて、全体的に町からこのぐらい出して、どのぐらい出して、どのぐらい赤字で、どのぐらい

もうけているとか、そういう大まかでいいと思うんだけれども、あと新しいことこういうこと

を考えているんだとか、このぐらい雇っているんだとか、季節雇用はこのぐらいやって、この
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ぐらいお金かかっているんだと、そういうやっぱりある程度ニーズがあるというふうにとらえ

ることできると思うんです。そうすると、知りたいことを流してあげるということでよろしい

かなというふうに思うんですね。それで安心感も出るだろうし、また、いろいろな意見もいた

だくこともあるだろうというふうに思いますので、これは所感でありますので、細かい中身に

関しては一切今回はお聞きしません。次の方も１番目に質問されていますので、質問しないよ

うにします。 

 それで、３点目についてお伺いします。 

 公立学校等での国旗・国歌の指導はということで、公立学校等における国旗や国歌の指導を

どうされていますかというふうなことでお伺いいたしました。 

 それで、何だかあっさり答えられてあれなんですけれども、先般の卒業式なりできちんと上

げてやっていますよということでありました。きのうほど、私も荒海中学校卒業式に出席させ

ていただきました。国歌を歌っていない先生がおりました。それは明確に見えました。そうい

うこともあります。それは、ただきのうの所感ということで、それを歌うなということでは、

そこを今言及しているわけじゃないんですけれども。 

 ただ、国旗・国歌の法律ということで、きちんと制定されているということは確認したいと

思います。されていますよね。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 お答えいたします。 

 はい、確認しております。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 それを確認しておかないと、自分の考えで言ってるんだべって、こう

言われちゃうと困ることになっちゃいますので、今ほど教育長がお答えになったように、法律

化されております。平成11年８月13日ですね、私調べてきました。公布して即日施行という

ことで、正式に平成11年８月13日から施行されております。これに基づいて多分、学習要綱

とか要領とか、中身も変わってきたのかなというふうにも思いますけれども。 

 先般、先ほど少し質問の中で申し上げましたけれども、2012年１月16日の最高裁の判例が

出ました。これ一番新しい、多分、東京都のいわゆる入学式や卒業式で、国旗に向かって起立

して国歌を斉唱しなかったということで懲戒処分を受けたと、取り消せというような訴えであ

りました。これは、明確に今回は取り下げになりました。敗訴になりましたね。これは明確で

した。それは、決してこの命令が、憲法が保障している信条の自由とかを侵すものではないと
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いう判断をされたわけであります。 

 しかしながら、重さに関しては２つの判例が出ました。だから、もう少し軽くしなさいとい

うような判例ですね。このぐらいのがよかんべというふうな判例が出ました。ですので、法律

があって、しかも教育公務員であるということであれば、公務員であるということになれば、

法律を守るべきことは当たり前のことです、宣誓しているはずですから法律に対して。であれ

ば、きちんと学校長に対して指導すべきだと、教育委員会として指導すべきだというふうに思

います。位置づけをしっかりすべきだと思います。やっているみたいだよということじゃなく

て、しっかりこれは指導すべきだと私は思っております。今、いろんな場面でこういった話が

出ていますけれども、私も前からそういうふうに思っていまして、話さなくちゃいけないなと

いうふうに思っていました。 

 あとは、「等」という言葉を使ったのは意味があったんです。例えば、学校でやる運動会と

か、私ずっと行っているんですけれども、国旗掲揚しますよで終わっちゃうんですよね。注目

してくださいとか、起立してくださいとか、これは一般町民もいらっしゃいますから強要はで

きないとは思いますけれども、ただ、法律を遵守させるというのは当たり前のことだというふ

うにも思いますので、国旗に対して畏敬の念を抱くということは大事なことだろうというふう

に思いますので、公の行事でやる場合はきちんとそういったことを履行すべきだというふうに

思いますが、いかがでしょう、公の場ですよ。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 国旗とか国歌について今、大阪府で盛んにもめていますけれども、そういう中で、国旗・国

歌の位置づけについて、校長会等を開いて、その中で簡単にお話ししている程度なんですけれ

ども、そういう中にきちんと今、議員からおっしゃられたように、うちは運動会に何回か出席

しているんですけれども、南郷地区について、国旗に注目してくださいというようなことで言

われているんですけれども、その辺については、今回の質問に対して調査した中身は、卒業式

とか入学式だけだったもんですから、その辺についても、なお校長先生等に確認しながら指導

していきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 学校の場も大事だろうというふうに思いますけれども、公のいわゆる

税金を使ってやるいろんな施策あるわけですけれども、いわゆる教育委員会で行っている事業

ありますよね。そういった中でも、私が言いたいのは、例えば社会教育の中でもいろんな場所
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がある。閉会式、開会式、きちっとありますよね。そういった中でも、やっぱりきちっとうた

われてはいましたけれども、私が社会教育指導員の時代にはきちっとうたわれていました。だ

から、そういった場でもきちんと、やっぱり公の行事においてはきちっと履行すべき事項だと

私はつくづく思っているんですけれども、もし意見があれば、教育長、再度いかがでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 うちのほう、今回の学校教育のほうばかりとらえていたもんですから、その辺、社会教育の

部分では、実際に国旗の掲揚とか、社会教育で国歌を…… 

〔「国歌は歌わないですね、町民の歌です」と言う者あり〕 

○五十嵐竹則教育長 歌わないですよね。だから、聞いていないので。国旗は掲揚してありま

すけれども、そういう中で、これから確認してきちんと、大きな行事については国旗を掲揚す

るような形で、国旗と町旗はほとんど掲揚してあるんですけれども、そういう中で漏れがない

ように確認しながら一緒に指導していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 公の行事の中での国旗とか国歌の位置づけというのをどんどんやれっ

て、こういうふうな意見ではなくて、尊重してくださいということを言いたいんですよ。機会

を設けて、機会があるときにこれは法律なんですよ、守らなくちゃいけないんですよ。それで、

いろいろ個人の主義主張を侵すものではないんですよと、判例で出ているわけですからばしっ

と。ですから、やっぱり反対者というか、いわゆる批判者というのは、そこをいつも憲法19条

を出すんですけれども、明確に今、最高裁で判例が出されているわけですから、やっぱりきち

っとそういうところは踏まえて、自信を持って指導していただきたいなというふうに私は思い

ます。 

 一時、この庁舎の上にも国旗が上がっていなかったという、私、町民に指摘を受けて、今上

がっているようですね。そういったこともありますから、意外と、別に私が右寄りでも左寄り、

そういうことを言っているんじゃなくて、ナショナリズムには関係ないと私は思っていますの

で、それは国民としての当たり前な姿だろうと。また、子どもにもそれを私自身は求めたいと

いうふうな考えは持っていますけれども、それはいろいろ、教育界の中ではいろいろ議論があ

るところですから、そこまで言及するつもりはありませんけれども、ただ、法律は守るべきだ

ということだろうというふうに思います。守らなければ罰せられると、当然であるというふう

に、我々もそういう同じような立場にいるわけです。 
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 ですから、決して特別な場所ではないと学校も、そういうふうに思っていますので、ぜひ今

後ともきちんとご指導をお願いをしたいというふうに思います。それを最後に確認をして、終

わりたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 教育委員会の中におきましても、教育委員会等で協議しながら適切な指導を図ってまいりた

いと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 私の質問終わります。ありがとうございました。 

○芳賀沼順一議長 以上で７番、渡部優君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。昼食休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○芳賀沼順一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎発言の訂正 

○芳賀沼順一議長 ここで７番、渡部優君より、一般質問の発言内容の訂正で発言したい旨の

話がございましたので、これを許可します。 

 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 午前中の一般質問での私の不適切な発言がありました。訂正をさせて

いただきたいと思います。 

 内容は、かまうことねえという言葉を使って、町民に対して不快感を与えたというふうに思

いますので、いたし方ないという表現に変えていただきたいというふうにお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 ただいま説明のとおり、発言内容訂正についてご了承願います。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 大 竹 幸 一 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、16番、大竹幸一君の登壇を許します。 

 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 それでは、早速一般質問をいたします。 

 最初の質問は、みなみやま観光についての質問であります。 

 昨年発生しました東日本大震災と原発事故によりまして、南会津町は全体として大きな風評

被害を受けましたが、中でも町100％出資の会社であるみなみやま観光への影響と損害は甚大

だったと思いますので、以下の点について伺うものであります。 

 まず１つ目は、12月末の中間決算では約3,100万円の黒字と聞きますが、その要因と特徴は

何であるか、伺います。また、１月からのスキーシーズンに入っての特徴及び営業成績面での

変動はないのかどうか、伺うものであります。 

 ２つ目は、昨年の当初予算に計上されましたみなみやま観光への経営雇用改善支援補助金

4,500万円につきまして、１月ころの話でありますけれども、まだ使われていないというふう

に聞きますが、一部を職員へボーナスとして使うように提案しますし、また、町長からも会社

のほうにそういう提案をしてはどうかと伺うものであります。 

 ３つ目は、第三セクターにつきましては、経営評価委員会が平成21年につくられまして、一

度目の評価を行い、そして３年目に当たることしは、一部閉鎖も視野に入れた二度目の評価を

することになっているわけでありますが、現在の委員と活動状況及び評価の時期はいつころに

なるのか、伺います。 

 ４つ目は、副町長がみなみやま観光の社長と兼任をしておりますが、非常にこの兼任は重い

と思いますので、専任の社長を選出すべきと考えておりますが、どのように対応するか、伺う

ものであります。 

 ２つ目の質問は、年少者扶養控除の廃止について、その影響について質問いたします。 

 平成22年の税制改正によりまして、16歳未満のいわゆる年少者扶養控除が廃止されたこと

に伴いまして、所得税では38万、住民税で33万円の扶養控除がなくなりまして、その分税金

が上がって、それでいわゆる子ども手当の財源になったと言われておりますが、その控除がな

くなったことによりまして、平成23年１月から所得税が上がっておりまして、さらにことしの
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24年６月からは住民税の上がる方が予想されますので、以下の点について伺うものであります。 

 １つ目は、保育料は所得税額に連動するため、連動しないよう措置が講じられたと聞きます

けれども、所得税あるいは住民税に連動する事業はほかにどのようなものがあるのか、伺いま

す。 

 ２つ目は、厚労省からの通達により、利用者へ連動しないよう措置されると思いますが、各

事業についてそれぞれ何人が対象であるか、伺うものであります。 

 次は、武道の必修化について伺います。 

 ことしの４月からの新学習指導要領の実施に伴いまして、中学校の１年生と２年生におきま

して、相撲、剣道、柔道のうちどれかを学校ごとに選択して必修化されるというふうに伺いま

すが、下記の点を質問いたします。 

 ①としまして、私は中学、高校と部活で柔道を習ったわけでありますが、部活としての武道

であるならば理解できますが、必修としては大変理解に苦しむのでありますが、一体何を目的

にしているのか。そして、年に何時間くらいを予定しているのか、伺います。 

 ２つ目は、武道の種目を選択する場合に、学校ごとにどのような話し合いを行い、そしてど

のような方法でどの種目に決めたのか、中学校ごとに伺うものであります。 

 ３つ目は、この必修化に伴った関連予算が、今まで説明のあった新規事業には上がっていま

せんけれども、どうなっているのか、伺います。 

 ４つ目は、必修化であるならば、用具ですね、柔道だったら柔道着とか、剣道だったら竹刀

とかいろいろありますが、そうしたものについては公費で持つのか、それともまた新たな個人

負担が発生するのか、その辺を伺います。 

 ５点目は、柔道につきましては、死亡事故や重い障害者が多く、安全対策が問題となってお

りますけれども、どうするのか、伺うものであります。 

 大きな４番の質問で─ちょっとここで訂正いたしますが、「放射能副読本について」とあ

りますが、これ「放射線」というふうに直してください。そして、質問の中でも「放射能」と

いう言葉が出ますが、これ「放射線」というふうに直して質問いたします。 

 それからまた、もう１点は、①の２行目で「放射能の安全を強調する」という言葉が入って

いますが、ここを削除しまして質問いたします。 

 ４番目で、放射線の副読本について質問いたします。 

 放射線につきまして、小・中・高校におきまして、理科などで副読本を用いた授業が予定さ

れておりますが、次の点について伺います。 
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 副読本を読んでみますと、既に崩壊した原発の安全神話にかわり、放射能の安全神話という

ような内容になっております。この副読本は、原発を推進してきた日本原子力文化振興財団に

委託してつくったものであり、副読本を変更すべきと思うがどうか、伺うものであります。 

 ２つ目は、昨年の秋に県が理科などの教員を集めまして行った副読本の説明会におきまして

は、脱原発には触れないことという指示がありまして、参加者から、それは知事の方針と違う

のではないかと、おかしいんじゃないかと、こういう意見が出たと聞くものであります。そし

て、もし副読本の変更ができない場合においても、町も今回の町長の施政方針の中でも脱原発

を求めておりますし、町議会でもそうした意見書を採択したことがあります。県や県議会でも

同様でありますので、脱原発を求めておりますので、この脱原発を入れた内容に修正した資料

をつくって、そしてこの副読本とあわせて子どもに教えたらどうかというふうに思うわけであ

ります。 

 今、必要なことは、従来から行われているような放射線の一般的な安全を教えるよりも、原

発というのはウランを核分裂させるということで、全くレントゲンなどとは違うわけでありま

すから、そうした点から、原発から出る放射線というものは全く異質なものだと。そしてまた、

ウランが燃えた後の高レベル放射性廃棄物の管理には100万年もかかるという説がありまして、

それは技術的に不可能で、かつ極めて危険だと、これが脱原発の核心であることを教える、そ

ういう時期に来ていると思いますが、そのような資料をつくって教育をしてはどうかというこ

とを提案するものでありますが、いかがでしょうか。 

 以上、大きな４点を質問いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 16番、大竹幸一議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、みなみやま観光株式会社に関する１点目でありますが、12月末の中間決算の黒字要

因とスキーシーズンに入ってからの変動はないかとのおただしでありますが、12月末の通期決

算では3,171万9,000円の黒字を計上することができた最大の要因は、原発事故による風評被

害に対する東京電力からの賠償金6,109万6,000円が支払われたことによるものであります。

これにより、前月までのマイナス繰越利益余剰金も解消され、通期決算で初めて黒字を計上す

ることになりました。 

 スキーシーズンに入ってからの動向でありますが、１月単月の決算で、スキー場部門では

3,140万2,000円、宿泊温泉事業部門でも900万9,000円の黒字を計上し、会社全体でも4,608万

7,000円の黒字を計上するなど、原発事故による風評被害も心配されましたが、おおむね順調
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に推移しているものと、そのように感じているところであります。 

 次に、２点目でありますが、当初予算に計上された経営雇用改善支援補助金に関するおただ

しでありますが、１点目のおただしの中で、黒字の要因は東京電力の賠償金が大きな要因であ

ると、そのようにお答えいたしましたが、大きな数字にはあらわれなくても、この間、少しで

も風評被害を解消しようと営業に歩いたり、また一方では、被災者の積極的な受け入れを行っ

て、何とか施設を維持しようとする懸命な働き、努力があったこと、そのようにあったことも

十分承知しております。 

 前期決算では大きな赤字を抱え、会社そのものが立ち行かなくなるとの判断で、社員の給与

改定を行ったところでありますが、私はこの間の会社及び各社員の働きを見て、努力に対する

何らかの報酬があってしかるべきではないかなと、そのように考えているところであります。 

 議員おただしのとおり、当初予算に計上されております経営雇用改善支援補助金は未執行で

ありますが、今後、会社の決算見通しを見ながら判断してまいりたいと、そのように考えてお

りますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、３点目でありますが、南会津町第三セクター経営評価委員会の現在の委員と活動状況

及び評価の時期はとのおただしでありますが、経営評価委員につきましては当初１年の任期で

ありましたが、平成22年度に設置要綱を改正し、委員の任期を２年とし、現在は中小企業診断

士である結城幸次氏を委員長として、東邦銀行田島支店長の中井浩氏、それから会津信用金庫

田島支店長の佐藤和也氏、南会津町商工会経営支援課長の湯田清一氏を委員として活動を行っ

ているところであります。 

 活動状況につきましては、第三セクター改革プランに基づいて、改革プランそのものの進行

管理のほかに、経営改善期間中における第三セクター各社の取り組み状況を検証及び評価する

ため、経営者ヒアリングや会社訪問を実施しているところであります。 

 また、二度目の評価の時期でありますが、今ほど申し上げました経営者ヒアリングや会社訪

問のほかに、来年度は再び銀行の協力をいただきながら財務診断も実施して、そして改革プラ

ンに基づいた第２期となる経営再評価を実施する計画でおりますので、ご理解をお願いしたい

と思います。 

 次に、４点目でありますが、副町長が社長を兼任せず、専任の社長を選出すべきとのおただ

しでありますが、副町長に社長をお願いした際は、設立したてのみなみやま観光株式会社の経

営体制が整えば、できる限り早く新たな社長を充てたいと、そのように考えておりました。し

かしながら、昨年発生した大震災は会社の経営にも大きな影響を与え、現在はこの状況からい
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ち早く脱却すべく社員一丸となって取り組んでいると、そのように聞いております。町政を執

行する観点からも、重要なポストで頑張ってもらっています副町長に社長を兼任していただい

ていること、大変心苦しく思っておりますが、今後の社会情勢や経営状況を十分見きわめなが

ら、今のところは判断していったほうがいいのかなと、そのような考えでおりますので、ご理

解をお願いしたいと思います。 

 次に、年少扶養控除の廃止についての１点目でありますが、所得税、住民税に連動する事業

はどのようなものがあるかとのおただしでありますが、政府税制調査会の報告によりますと、

扶養控除見直しによって影響が生じる制度につきましては、保育料や障害者自立支援制度にお

ける障害者福祉サービス利用の自己負担など税額等に応じて料金を設定しているものが33制度、

児童扶養手当の支給基準など税法上の特定扶養親族を有する者を優遇しているものが８制度と、

そのようになっております。 

 また、町単独事業におきましては、南会津町緊急通報システム事業、高齢者世帯等除雪支援

事業などがこれらに該当する事業と、そのようになっております。 

 次に、２点目でありますが、各事業についてそれぞれ何人が対象であるかとのおただしであ

りますが、１点目でお答えしましたとおり、影響が生じる制度は数多くありますが、扶養控除

の見直しによる影響を可能な限り生じさせないように、国から通知も来ております。そのよう

なわけで、それに基づき対応してまいりたいと考えております。 

 なお、各制度ごとについての対象者数は、現段階で把握が困難でありますので、ご理解を願

いたいと、そのように思います。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては担

当課長より答弁させますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 私からは、武道の必修科及び放射線副読本についてお答えいたします。 

 初めに、武道の必修化に関する１点目、何を目的としているのか、年に何時間を予定してい

るのかのおただしでありますが、ことしの４月から中学校学習指導要領の改訂により、武道に

ついては、「その学習を通じて、我が国固有の伝統と文化により一層触れることができるよう

指導のあり方を改善する」としており、具体的には、わざができる楽しさや喜びを味わい、基

本動作や基本となるわざができるようにする。また、武道の学習に積極的に取り組み、伝統的

な行動の仕方を守ることなどに意欲を持ち、健康や安全に気を配るとともに、礼に代表される

伝統的な考え方を理解することを目的としております。 
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 年間の時間数につきましては、現在、教育課程の編成中であり未確定でありますが、体育教

科の打ち合わせ会議での協議においては、武道授業としては年間10時間程度を予定していると

のことであります。 

 次に、２点目なんですけれども、学校ごとにどのような方法を行い、どの種目に決めたかと

のことですが、町内の各中学校においてはこれまで、武道の活動状況や部活の実施など総合的

に判断した結果、柔道については田島中学校、荒海中学校、舘岩中学校の３校、そして剣道に

つきましては、檜沢中学校、伊南中学校、南郷中学校の３校が予定しているとのことでありま

す。 

 次に、３点目、関連予算の新規事業に上がっていないが、どうなっているのかとのおただし

ですが、事業の取り組みについて協議したところ、実施時期についてはすべての学校で２学期

以降を予定しているところであり、指導方法や武道用具等の整備についても現在、調査検討中

であることから、これらの結果をもって補正予算等で対応してまいりたいと考えております。 

 次に、４点目、用具等については公費で持つのか、新たな個人負担が発生するのかとのおた

だしですが、現在、武道の指導方法の検討及び用具等の在庫状況、必要数等の調査を行ってお

り、費用負担についても継続協議をしているところであります。 

 次に、５点目、柔道については死亡事故や重い障害を負う事故が多く、安全対策が問題とな

っているが、どうするかとのことですが、授業の安全対策については十分注意する必要がある

ことから、学習指導要領においては、運動にかかわる一般原則や事故の防止等、科学的な知識

を理解し、それらを活用して授業を実践することを目標としております。このため、学校現場

においても、柔道の指導方法等を十分協議し、事故防止の徹底と安全対策に努めるなど、さら

なる指導体制の強化が必要であると考えております。 

 次に、放射線副読本に関する１点目、副読本を読むと、原発の安全神話にかわり、放射能の

安全を強調する放射能の安全神話というような内容になっているので、副読本を変更すべきと

のおただしでありますが、放射線副読本は小学校から高校まで、各段階に応じて作成したもの

であり、内容については、福島第一原子力発電所の事故により放射性物質が大量に放出された

ことから、放射線への関心や放射線による人体への影響などについて不安を抱いている人のた

めに、放射線の基礎知識から放射線による人体への影響、目的に合わせた測定器の利用方法、

事故が起きたときの心構えなどが記載されております。 

 副読本策定の趣旨については、このような特別な状況に適切に対処していくため、放射線等

の基礎的な性質について理解を深めることが重要であり、特に将来を担う子どもたちが放射線
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等について学び、みずから考え判断する力をはぐくむことを目的としたものであり、放射能の

安全を強調するような内容のものでないことから、特に問題はないと考えております。 

 次に、２点目、脱原発を入れた内容に修正して、子どもたちに教えてはどうかというおただ

しでありますが、この副読本は、放射線等について学び、理解を深め、教育における一助とし

て使用するものであることから、国全体のエネルギー問題の根幹にかかわる脱原発を入れた内

容に修正することについては、策定の趣旨から考慮しても難しい問題と思われますので、ご理

解を願いたいと思います。 

 以上、教育長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的な事項については担

当課長より答弁させますので、よろしくお願いをいたします。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 みなみやま観光について伺いますが、ちょっと聞き漏らした点があ

りますので、そこから伺いますが、３番目の経営評価委員会の質問の中で、この評価の時期に

ついてちょっと私聞き漏らしたんですが、そこをもう一回伺います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 二度目の評価の時期ということでよろしいですか。 

〔「そう、ことしの」と言う者あり〕 

○大宅宗吉町長 これについては、経営者ヒアリング、それから会社の訪問など、そして来年

度は再び銀行の協力をしていただきながら財務診断も実施して、それから改革プランに基づい

た経営再評価を実施する計画でおります。ですから、時期をいつというよりも、そういうこと

を実施した後に経営再評価を実施したいということであります。いずれにしても、年限は来年

１年というか、そういう中でにはなると思うんですが、そのようなことで実施したいというこ

とであります。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 それでは、今の時期については、私はことしと思ったんですが─

ことしというか、ことしと来年度の違いですが、24年度ですね。 

〔「来年度と言っている」と言う者あり〕 

○１６番 大竹幸一議員 24年ね。じゃ、来年度の24年度の中でも月あたりまでわかると本

当よかったんですが、それは経営評価委員会で決めることでしょうから、それはやむを得ませ

んが、一応、町としての方針は来年度中ということですね。わかりました。 

 それでは、あと、いま一つは、２つ目の質問の中で、ボーナスについての質問したんですが、
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そこで今後、いろんな状況を見ながらということだったんですが、これもみなみやま観光で実

際はやることですので、なかなか町長自身が強くは言えないと思うんですが、時期とかそうい

う内容はわかりませんが、みなみやま観光のほうには何というか、要請するといいますか、お

願いするという方向でいいですか、そんなふうに受けとめて。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 先ほども申し上げましたように、3.11で大変な状況になったわけでありますけれども、そ

ういう中で、その当時は本当にことし、みなみやま観光の事業のできるのだろうかと、そのよ

うな大きな危惧、問題が、課題に突き当たったわけでありますけれども、避難者の受け入れや

そういうのも積極的に会社、町も協力はしましたけれども、地域の皆さん、それから会社自身

も努力されて、社員の方ももちろん努力されて、そして今、報告申し上げましたような経営状

況であると。それは、黒字、赤字にかかわらず、私としてはあれだけの状況の中でよく頑張っ

たなと、そのように理解しております。 

 ですから、会社のほうには、ぜひその皆さんの頑張りには報いてほしいよと、そのようなこ

とを私は申し上げております。ですから、会社が状況を見ながらそのような対応されるものと、

私はそのように理解しておりますし、ぜひそのように対応してほしいなというのは私の希望で

あります。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 それでは、みなみやま観光の中で、違う問題でちょっと質問いたし

ますが、実はこの前の議会かな、あのときにも、たしか給料の引き下げとかいろいろな質問が

ありましたが、ちょっとあれと関連するんですが、去年の年末に私に職員の方から、いろいろ

問題があるというような話がありまして、私なりにも調査をいたしました。 

 そういう中で、やはり給料問題がまだまだよく理解されていないなというふうに感じました。

そこで、一番の具体的な問題は、給料が、前の議会のときには、前に上がって、それが余り理

由がわからなかったので、前に戻したんだというようなことがここでたしかやりとりあったと

思いますが、それについて、私にあった話では、下げられた場合に、前に戻された場合に、フ

ァクス１枚で直前に通告があっただけだというような話があったもんですから、調べてみると、

それが非常にある役員がワンマン経営をしているというようなことも一緒に言われたもんです

から調べてみたんですが、ちょっとそれは何か誤解があったようでありまして、そういうよう

な誤解がありますので、今後ですね、私は給料をもとに戻した方について、何か一人一人にき
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ちんとした説明がなされていないというふうに聞いていますので、今からでも、特にもとに戻

した方については、きちんとした説明をしたらどうかと思うんですね。その点いかがでしょう

か。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 議員が最初の前段の中でその経緯を申されましたが、確かにそういう答弁を私もいたしまし

たし、そしてそれに対して給料を戻したとかっていうのは、戻したんでなくて、きちんとした

人事考課の中で給料を再設定といいますか、決定したと、そのように伺っています。ですから、

いろんな憶測、先ほどもちょっとありましたけれども、いろんなうわさは、これはもうやむを

得ないと。ですけれども、きちんとしたそういう説明は当然しなくてはならないということは

十分認識しておりますから、そういう中で今後、会社の対応の仕方といいますか、そのような

ことも十分気をつけながらやっぱり対応する必要があるだろうと、そのように考えています。 

 ですから、そういう中で、このような今、本当に緊急的なものも一つにはありますから、そ

のような状況になった分もあろうかと思いますけれども、いずれにしても、そこはきちんとし

た対応すべきものと、そのようにも考えています。ですから、これから一つ一つそのようなこ

とも、いろいろ今まであったことも含めて、これからのこともしっかりその対応をしていくよ

うなことを私自身も要請してまいりたいと、そのように考えております。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 さらに、私にあった話の中では、何か給料の問題もそうであろうし、

また、それ以外の問題も含めて、労働基準監督署に何件か訴えたとか訴えるとかという話があ

ったんですが、その辺についてはどのように把握しているか。また、実際監督署に訴えられて、

業務の改善命令といいますか、指導といいますか、そうしたものは果たしてあったのかどうか。

それがあたかも物すごくひどいことがやられていて、監督署に訴える、訴えたという話がある

もんですから、その事実関係をきちっと伺います。 

○芳賀沼順一議長 副町長に申し上げます。きょうは社長で呼んでいませんので、副町長でお

願いします。 

○渡部龍一副町長 お答えをいたしたいと思います。 

 社長でなく、副町長の立場でお答えいたしますが、ただいまご指摘のあった、社員のほうか

ら労働基準監督署のほうに何らかの申し入れがあり、労働基準監督署のほうから指導の事実が

あるかというご質問というふうに理解しておりますが、会社のほうからも、かつ町のほうにそ
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ういった報告は全くございません。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 それでは、わかりましたが、ただ、そういう何件もですね、ちょっ

と数字を挙げますと、６件とかいう話も具体的にありますので、そういう話が多分と言ったら

まずいですが、ちょっと町中にあると思いますので、ぜひこうしたことがないように、ひとつ

こうした問題が発生するようなことがないように、丁寧な労務管理といいますか、それを今後

求めたいと思います。 

 さらにあと、ちょっと細かな点ですが、先ほど私も質問して、12月末で約3,100万の黒字な

んていう話しましたが、今後、いろいろ経営について職員の方も心配しているわけですが、何

か旧事業所というんですか、各伊南、南郷、田島、旧事業所ごとに決算状況がわかるようにし

てほしいなんていう要望もあるんですが、それはどんなふうになっているか、ちょっと伺いま

す。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 私からは、先ほどいろいろな憶測の中でのものに対しての懸念といいますか、それに対して

お答えしたいと思いますが、一々うわさや憶測に反応するつもりはありません。ただ、事実確

認とかそういうことはしなくちゃならないと思いますし、そういう中で、先ほどもありました

けれども、情報公開といいますか、今のどのようになっているかとか、そのようなことはやっ

ぱりきちんとした開示といいますか、そのようなことは必要であろうと。そういうような中で、

そういうものを払拭してまいりたいと思います。 

 ですから、一々そういう根拠のないこと、具体的にこれこれこういう事実があるけれども、

どうなっているんだと言われるならばそれには当然答えますけれども、こういう話あるけどど

うだっていうことには、やっぱりそれに一々反応してはちょっと問題かなと私は逆に思います

ので。 

 あと、その体制のことについては今、私ちょっと知り得ない分もあるもんですから、副町長

のほうから答えていただきます。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 お答えをいたしたいと思っております。 

 ただいま、統合されたみなみやま観光以前の旧会社ごとの決算状況ができないかということ

だと思います。何回か総務委員会の皆様にも調査においでいただきまして、その際には、現在
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のところ私どもの決算状況といいますか、経営状況の数値を出す際には、資源開発、スキー場、

宿泊、温泉、旅行、そういった部門ごとの総計でお示しをいたしております。当然、その数値

をお示しする過程には、それぞれスキー場であれば、だいくらスキー場、南郷、高畑というふ

うに、各事業所別のいわゆる決算といいますか─の集計をしておりますので、そこの中を旧

会社でやっていたもので集計すれば、今あった内容にはお答えできるものだというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 その内容がわかりましたので、事業所ごとですね、それでわかりま

したが、ただ、全体的に何ていうかな、昔からの地区ごとの意識というんでしょうか、そうい

うのが何か強いような感じで、どうしても前の会社ごとみたいな発想が出ると思うんですが、

その中では、そういう下地としましては、何かまだまだ話し合いというのが全体的に少ないの

かなと、広過ぎて、これちょっとやむを得ない面もあるんですけれども、何か全体的ないろん

な企画会議といいますか、そうした話し合いの場というのはどんな場があるでしょうか、ちょ

っと少ないと思うんですけれども、少なくもないですか、いかがですか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 実は、この件、私一番組織としての危惧した部分でありまして、私が一昨年でありますか、

町長に就任させていただいたときに、やっぱりそれ一番みなみやま観光について感じました。

役員同士の話し合いが全くない、そして各部署ごとの話し合いも全くない、そういう中でどう

なっているのかなと物すごく不安に思いましたし、そしてそのようなことが一昨年の場合はあ

りました。それで、私も、課長レベルの人、それから社員、集まれる人、可能な限り集まって

いただいて、そのような旨をお話ししました。会社全体の考え方、それから各部署ごとの連携、

そういうものも含めて、会社としてしっかり体制を整えてほしいと。そして、きちんとした報

告、連携の中で事業を推進してほしいと。組織は人が大事だから、そういう人たちがかかわっ

てやることはすべて人と人とのつながりだから、そういうことを十分今後気をつけて会社運営

に当たってほしいということを申し上げました。 

 最初の12月、一昨年の12月に申し上げたときには、今の役員の人たちのほかにまだおられ

ましたが、また入れ替えもあったりして、また今の役員になっているわけですが、その役員の

人たちにも随時、私としてはそのようなことを申し上げております。ですから、やはりこれが
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本当にみんな一丸となって、増してや昨年なんかあのような大きな災害ありましたし、今後の

見通しが全く立たない中での状況になりましたから、特にそれは重視してやってもらうように

ということで、いつもそういう話をしております。これからも、それが今現在の最重要課題か

なと。 

 先ほど、副町長が社長を務めているということは大変重荷になるんじゃないかと、そのよう

な話もありましたが、そういうような中で、やっぱり社員一丸となる体制をつくってほしいと

いう中で、そのような判断をさせていただいておるところであります。ですから、今後、これ

は本当に大事なことだと思いますから、それをいつも言っておるところでございますので、ご

理解お願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 次は、年少者扶養控除の問題なんですが、これ緊急通報システムと

か除雪支援とかという話がありましたが、全体的にはまだということなんですが、これ住民税

が決まる６月ころには全部わかるかと思うんですが、ぜひ、そのころでいいですので、お知ら

せしてほしいと思っております。議員もこれやっぱり知っている人があると思いますので、ぜ

ひ一覧表でもつくってほしいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 町長答弁にもございましたように、ほとんど影響しないというよう

なことであります。また、国からも通知が来ていまして、年少者扶養控除の廃止に伴う負担増

とならないようなことで、町のほうでも対応をしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 次は、武道の必修化なんですが、これについてもほぼわかりました

が、安全対策の面で、特に柔道なんですが、田島地区には柔道会というのがあって、私も一応

入ってはいるんですが、名前だけという感じになっていますけれども入っていますが、そうし

たところ等の協力を得てやる必要があるのかなと思っているんですが、その辺のところとの話

し合いは今現在どんなふうになっているのか、まだなのか、今後なのか、ちょっと思います。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 おただしのように、24年度から武道の必修化ということで、特にこの中でも、柔道について

は特に安全管理ということが叫ばれておりまして、私どものほうも中学校のほうに対して武道

の特に柔道の安全管理の徹底ということで、12日付で、これから来年度やるための安全管理に
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ついて、文書で指導方法についてご案内したところでございます。 

 今おただしのように、学校の体育の先生方でも、いわゆる武道とか、剣道・柔道関係を実際

にやったことがないという先生方もいらっしゃるということで、これについては今、外部指導

者、今言ったように、剣道関係、柔道関係の外部指導者についても特別の講師として授業の中

に入っていただくかどうかということで、現在、学校側と協議をしているところでございます。

ただ、最終的には、まだ学校にどういう保健体育の先生が張りつけるか、ちょっと人事の内示

の関係もありますので、それを見ながら、地域のスポーツ活動者についてはご協力願うような

形で今後、継続して協議してまいりたいと考えております。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 次は、放射線の話なんですが、これについては、確かに県の教育委

員会で実際は進めていることなので、町の教育委員会としてはなかなか修正といいますか、そ

ういうのも難しいかとは思いますが、それは重々わかるんですが、ぜひ機会があったら、やは

り提言してほしいなと思うのは、この副読本を読んでみますと、いわゆる放射線という一般的

に基礎知識ですね、あと歴史、そういうもの、あといろんなエックス線とか農業にも使われて

いるとかっていうことで説明が書いてあって、事故についても、特に原発の事故なんかについ

ても非常にあっさりとしか書いていなくて、例えばちょっと読んでみますと、事故があった場

合、「その後、時間がたてば放射性物質は地面に落ちるなどして空気中に含まれる量が少なく

なってきます。そうすれば、マスクをしなくてもよくなります。」くらいのことで、今の、き

ょうも伊南地区で質問があったり、それからこの南会津町にも避難者がいるというような状況

からすると、物すごくあっさりした内容になっていて、現実に合っていないなと思っているん

です。 

 それで、その原因を私考えてみたんですが、いわゆる放射線というのは、放射性物質から出

る放射線、出る光といいますか、それをいうそうですが、例えばウランをちょっと例に挙げま

すと、この資料の中にはウラン238というのが挙がっていますけれども、原子力発電所に使う

のはウラン235というのなんですが、その235は書いてないんですね。そして、そういうウラ

ンを初めとした放射性物質から出る放射線の一つがエックス線とか、そういうものなわけです。

それはわかるんです。 

 しかし、原子力発電所というのは、放射性物質を今度はそこに中性子を当てて、人為的に爆

発させて、そこから大きなエネルギーをとるわけですよね。だから、そこで一段階、がっと違

うわけです。もちろん、その上にはさらに爆発の仕方によって、今度は原子爆弾なんていうの
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がまたその上にあるわけですね。だから、そういう違いをよく教えないと、放射線一般で何と

なく安全みたいな、必要なんだよと、放射線との共存共栄は必要なんだよと、医療面でも農業

面でも活用していかなんねんだよということが教えられて、一段高い、今問題になっている放

射能、原発による爆発に基づく放射線、その放射線の大きさといいますか、放射能ですね、そ

こら辺がこの副読本には書いてないんですよ。 

 ですから、それは子どもばかりじゃなくて、私ら大人もその辺の理解が必要だと思うんです

けれども、その辺少し何ていうかな、もっと副読本ばかりでなくて、もうちょっと広げて考え

て、そういう資料をつくる必要あると思うんですが、その辺いかがでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 12月に各学校で、いわゆる放射線担当していただく理科とか、そういう先生方が集まって研

修会をいたしました。そのときにもいろんなご意見が出たんですが、現実的には今の段階で、

研修会で出された意見については、今のように指導方法に悩む先生方が大変多く、いわゆる真

に子どもたちのためになる放射線教育というのはどのようなものかというようなことで、さま

ざまなご意見が出されておりまして、それを今集約しているところなんですけれども、今のお

ただしの国がつくった副読本というのは、あくまでもその一部という考え方でありまして、私

どもの教育委員会では、この副読本以外にそれぞれの先生方が独自に作成した資料とか、そう

いうスライドなんかを使って工夫した授業になるようにということで、先生方と今協議を進め

ておりますので、ただいまのご意見なんかも今後の協議の中で話し合いをしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 そういった話し合いをしてもらう場合に、質問にも入れましたけれ

ども、放射性物質を人工的に爆発させる原発とか原子爆弾ですね。そして、特に原発の場合に

は、爆発して燃えた後の高レベル放射性廃棄物、これの処分方法はまだ決まっていないんだと。

もう六ヶ所村で30年も冷やす、そしてその後、地中に埋めるというふうな今、日本では法律に

なっているそうですが、その法律で地中に埋めて、100万年もかかると。学者によっては、い

や10万年だという人もいますけれども、10万年も100万年も、私らにとってはこれもう生きて

いるうちじゃないですからね。ですから、そういうわけのわからない状況なわけです。つまり、

もうそういう技術は不可能だと。そういう状況ですから、そこもやっぱりぜひ私は知っておく

必要あると思うんですね。そこを知らないから、再稼働とか、それから原発を輸出するとか、
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やっているわけでしょう。あれ、輸出する、ベトナムあたりでそれ買って、その後どうするん

だか、本当に不思議ですよね。やっぱり、そこまで私ら知れば、本当にこれ一般的な意味での

放射線というのとは違うんだということをやっぱり知る必要あると思いますので、ぜひそこは

いかがでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 今のようなさまざまなことを、これから学校の授業の中に取り入れていくということになり

ますと、現在、来年度からいわゆる放射線教育は学校の教育課程の中に組み込まれますけれど

も、原則的には時数の制限がございまして、小学校ですと２時間から３時間程度、中学校でも

３時間から４時間程度が来年度のとりあえず初めての授業時数ということで、なかなかどの程

度まで、今言った細かい点まで教えるというのは、当初の段階では難しいのかなと。今後、本

当に２、３時間の中でまず基礎的な部分だけ、とりあえずは児童・生徒のほうに指導していき

たいというふうには考えているところでございます。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 その辺、一工夫お願いしまして、一般質問終わります。 

○芳賀沼順一議長 以上で16番、大竹幸一君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 湯 田 秀 春 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、12番、湯田秀春君の登壇を許します。 

 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 12番、湯田秀春です。 

 一般質問をただいまから行います。 

 今回は、大きくは３点でございます。１つは、住宅火災予防の機器普及助成についてでござ

います。２つ目は、復興住宅の受け入れに備えよと。それから３番目は、木質バイオマスへ力

を入れよと。 

 まず１点目、住宅火災予防の機器普及助成についてということで、①として、消防法の改正

によって、昨年の６月１日までに住宅用火災警報器の設置が義務づけられているところでござ

いますが、南会津広域消防本部、これは年に２回ほど調査しているんですね。300世帯かな、
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そこを調べて、どのくらいの普及率かというようなことを、この郡内の各町村ごとにやってい

るわけです。それを見ますと、ちょうど先月調査した結果が出まして、当町が67.4％、そし

て檜枝岐村が100％、只見町の94％、我が町は非常に低い普及率になっていると。下郷町、ち

なみにそこに書いておりませんが、下郷町は66.7％ということでございます。当町と下郷町

がちょっと低いと、こういうことで。 

 当町も、昨年の１月に住宅用火災警報器の助成事業を行いました。それは、昨年の１月でご

ざいますが、田島地域約250世帯とかって、こういうふうになっているんですが、これは主に

町の消防団を通して、介護保険法に基づく所得段階の第１段階と第２段階の世帯に配ったわけ

です。配ってもこの結果だと、こういうことでございます。 

 私は、今回さらに第１段階から第６段階まであるので、これを少し、この普及率ではちょっ

と心配ですから、もう少し上げてみてはどうかと、こういうようなことでございます。ちなみ

に、檜枝岐村100％なので、これはもう初めから100％だというのは、配ったんですね、２個

ずつ配ったと。これ、火災警報器は２つ種類あって、熱に感知するのと煙に感知するのという

ことで、台所は主に熱感知器かな、あと茶の間とか寝室は煙だろうと思いますが、それを配っ

たから、広域消防本部で調査するときから、最初からもう100％と、こういうことでございま

す。 

 それから２番目、2008年10月１日より、家庭用ガスコンロのすべてのバーナーに安全装置

で、なべ焦がし防止用の温度センサーを搭載することが法律に義務づけられたということです

から、今、新しく売っているやつは全部そうだと、こういうふうに理解していいかと思います。

それでも従来のコンロを使用する方が多く、余り普及進んでいないということが今回、民間の

調査でわかったと、こういうことでございます。ただ、民間でございますから、もう一回役所

で、例えば100件でも200件でもやって、もう一回調べるということはいいことかもしれませ

ん。 

 田島地区の独居老人世帯330軒、これ役場に聞きましたら、500軒くらいあるらしいんです

が、そのうちの330軒を民間会社のほうで調査していただいたところ、54軒で普及率は16.5％

であったと。中には、２つあって、１つは安全装置ついていて、片方はついていないと、そう

いうコンロはどうするんだと、それは安全装置ついていないというほうに入れたと、こういう

ことでございます。 

 当町が昨年、景気を刺激しようということで、プレミアム商品券を発行した。ことしもまた

やれそうだということなので、これで20％。それで、私は、町単独で安全装置付きのガスコン
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ロをやった場合には３割助成してどうかなと、これ提案でございます。そうしますと、20％と

30％ですから50％で、半分助成という形になるのかなと、こんなふうなことで今回提案して

みました。我が町の高齢化を考えたとき、少しでも火災の予防に役立つ機器の普及は大切なこ

とというふうに考えております。 

 ちょうど今月の１日から７日までは、平成24年の春期火災予防運動が行われました。「消し

たはず 決めつけないで もう一度」というようなことで、その中にも住宅用火災警報器を設

置しましょうというような大きな標題があったわけでございます。その中で３つの習慣と４つ

の対策ということで、３つの習慣の３番目には、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火

を消しましょうと、こういうふうになっておりますね。 

 ４つの対策の中に、火災を小さいうちに消すためには、住宅用消火器等を設置しましょうと、

こういうふうになっているんですが、私は住宅用消火器もそうですが、やっぱり安全装置も必

要かなと、こんなふうに思っております。 

 ２つ目、復興住宅の受け入れに備えよと、こういうことです。 

 東日本大震災の建物被害者や東京電力第一原発事故による避難者が住む仮設住宅の入居期限

が原則２年であり、もう早い人では来春にも期限が到来すると。自宅の建設や賃借できない人

は、自治体が建設する復興住宅（災害公営住宅）に入居せざるを得ないと。南会津町でも、復

興住宅の受け入れに備えるべきじゃないかということでございます。 

 それから３番目、木質バイオに力を入れよということで、平成23年３月11日以降、エネル

ギーへの考えが様変わりしました。これは私ばかりでなく、今回の町の第２次総合振興計画の

ほうも、主にそのことによって改定になりました。ないものねだりから身近なあるものを生か

すということが大事じゃないかなと。結局、身近なあるものというのは、山林が非常に多いの

で、そういったものをエネルギーに生かすことが大事かなと、こういうことです。 

 町が木質バイオマスタウン構想を掲げて、周りにある木をエネルギーに変える木質バイオで

農業施設や公共施設、一般家庭の普及に向けて、生産面と消費面で各関係者の推進プロジェク

トを立ち上げてはどうかと。要は、掲げてもそれでしりすぼみになってはしょうないから、い

わゆる供給サイドと需要サイド、こちらのほうに町は積極的に仕掛けを起こして、その普及に

努めるべきではないかなと。 

 前回の議会でも私行きました岡山県の真庭市、ここはもう完全にそこを先行っておりまして、

葛巻町もそうでしょうけれども、ここはもう役所の中にバイオマス課というのがあって、徹底

して進めていらっしゃるところでございます。私たちは、あの3.11以降、石油不足になって
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大変な目に遭ったわけです。そのときに、私も透析患者の人にどうしたらいいと言われて、非

常に困ったこともありますし、それから特別養護老人ホームの中には重油を使っているところ

があって、その重油がなくて、どうしようかという施設の施設長さんが非常に苦しんだという

ところもございます。 

 ですから、私がここで言いたいのは、リスク分散なんです。一つのことにだけでなくて、つ

まりそれが一つだめでも、２番目があるので助かるというリスク分散。そしてもう一つは、哲

学的には地産地消、食べ物ばっかりではなくて、エネルギーもできるだけ自分のところで何と

か間に合わせて済まそうと、こういうようなことで今回この３つを質問いたします。あとは質

問席のほうから再質問したいと思います。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 12番、湯田秀春議員のご質問にお答えします。 

 初めに、住宅火災予防の機器普及助成に関する１点目でありますが、住宅用火災警報器の助

成事業についてのおただしでありますが、この事業は、平成23年１月１日に町内に住所を有す

る世帯で世帯全体が65歳以上で、かつ経済的な理由により警報器の購入が困難と見られる介護

保険料算定基準額第１・第２段階までの世帯に対して購入費用等の助成を行う事業として、地

域の民生委員・児童委員や消防団員等のご協力をいただきまして実施したものであります。対

象の438世帯に対し、施設入所により不在の世帯や既に設置された世帯を除く215世帯の申請

をいただきました。そのうち、３世帯が同居家族の存在により非該当となったものの、212世

帯に設置をいたしましたので、この事業は一定の効果があったのではないかなと、そのように

考えております。 

 世帯の制限所得段階をさらに引き上げて助成してはどうかとのご提案をいただきましたが、

今後、関係機関との協議により、他町村と比べ設置率が低い原因等を検証しまして、そしてど

のようにしたらいいのかということを検討してまいりたいと思いますので、ご理解をお願いし

たいと思います。 

 次に、２点目でありますが、なべ焦がし防止用の温度センサーを搭載した家庭用コンロの設

置について普及を図ってはどうかとのおただしでありますが、平成18年から平成22年まで５

年間の南会津郡内における火災原因別状況によりますと、火災件数が92件ありました。これに

対して、コンロが原因で火災となったものが10件ございます。住宅火災だけに絞れば、その割

合は36％となり、住宅火災の主要な原因となっているところであります。 
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 温度センサー付きのガスコンロの普及については、広報みなみあいづによる周知や毎年、消

防団が実施しております高齢者世帯へ巡回訪問や火災訪問などを通じて、設置に関する周知を

図ってまいりたいと考えております。 

 また、設置に関して、町としての助成制度につきましては、さきの住宅用火災警報器とあわ

せて、特に高齢者世帯を対象に今後どのようにしたらいいのか、検討してまいりたいと思いま

すので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、復興住宅の受け入れについてのおただしでありますが、被災者の方々で当町で生活し

たいという要望があれば、基本的に積極的に支援してまいりたいと考えております。町が直接

できる住宅の支援につきましては、既設の町営住宅及び町単独住宅等の提供と住宅の建設が考

えられるところであります。 

 現在、８世帯の被災者が４つの町営住宅団地で生活されておられますが、この方々へは災害

救助法により、平成25年３月31日までは住宅使用料は無料として使用していただけることに

なっております。それ以降については、希望があれば一般の方と同様に使用料をいただくこと

になりますが、継続して生活できるようこれも考えてまいりたいと、そういうふうに考えてお

ります。 

 住宅の建設につきましては、被災者の入居に限定したものとして災害公営住宅がございます

が、これは地震・津波で住宅を失った方及び原発事故による避難指示区域に居住されていた方

に限定されております。住宅の建設前に移転元市町村と重複を避けるための調整が必要となる

など、現状では入居までかなりの月日を要するものかと、そのように思われます。 

 したがいまして、町としましては、新たに住宅を建設するのではなくて、被災者からの入居

の申し出があれば、その時点で管理している既設町営住宅等と空き家などにそれぞれ入居基準

に準じ入居していただくというのが、今のところ一番いいのかなと、そのように考えておりま

すので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、木質バイオマスタウン構想の策定とエネルギーの利用普及へ向けた推進プロジェクト

を立ち上げてはどうかとのおただしでありますが、本町における木質バイオマスエネルギーの

活用方針については、既に策定済みの地域新エネルギービジョン等で基本的な方向性を定めて

おります。震災後の脱原発の流れの中にあっても、大きな修正はしなくてもいいのではないか

なと思います。 

 また、今後の木質バイオマスエネルギーの利活用や普及に関しましては、チップ生産施設を

拠点として、段階的な事業拡大に取り組んでまいりたいと、そのように考えております。推進
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プロジェクト等の立ち上げについては今後、事業を進めていく中で、必要に応じて検討してま

いりたいと考えておるところでありますが、チップボイラーもきらら289に入れましたし、そ

の流れも見たいと思いますし、確かに議員がおっしゃるように、この南会津町、90％以上の森

林を抱えた中でこれをぜひこの機会に活用してまいりたいと。エネルギーばかりでないですけ

れども、この活用を図ってまいりたいということは基本的に思っていますので、今後、そうい

うことも含めて検討してまいりたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長等より答弁させますの

で、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 これ、昨年、212世帯を結局、住宅用火災警報器を助成したと。今

後、その原因を検証して検討したいと、こういうことでございました。 

 これ、只見町さんも非常に高いので、私、只見町さんまでは、何でこんな高いのか、ちょっ

と調べはしなかったわけですけれども、だれか長部局のほうでこのことについて知っていられ

ればお願いしたいなと思うんです。94というのはかなり高いような感じしていますので。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 お答えいたします。 

 はっきりした普及率が高い理由となっているかどうかまでについては把握しておりませんが、

只見町においては集落ごとにその設置の取り組みを共同してやるというか、一緒になってやっ

たと、その成果が多少出ているのではないかというお話を聞いております。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 集落ごとにどうしたの、集落ごとにどういうふうにやったって。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 お答えいたします。 

 つまり、集落単位で声をかけ合って、設置率を高めましょうということで、そういった運動

があったということでございます。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 それをできれば只見さんのように声をかけて、そして普及率が高ま

れば、それも一つの方法だと思うので、それもひとつ今後の検討課題にしていただきたいなと

いうふうに思います。 

 それから、これ２番目でございますが、これもあわせて対策を練りますと言うですが、
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16.5％というのは、本当にこれも低いなと。実際のところ、かけっ放しでなべを焦がすとい

うのは結構多いんですよね。それは、高齢化社会の中に入って、ちょっと認知がかったりする

場合もあるし、あるいは何かをかけたまま電話が来て、つい電話のほうに夢中になってそのま

まになったとか、そういういろんな理由があるかと思うんです。私も、こちらのほうも住宅火

災警報器と同じように、第１段階とか第２段階にちょっと助成してもいいんじゃないかなと、

こんなふうに思っているんですが、そのことについてどう思うか、お考えをただしたいと思い

ます。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 これも、確かに生命にかかわる問題でありますので、もしものことがあれば、その本人ばか

りじゃなくて、その周囲にも当然影響があるわけでありますけれども、これは安全性も含めた

中で、その対策を理解していただくという個人個人の理解度を深めるということをまず第一に

考えたいと思いますが、そういう中で、やはりそれの負担に耐えられない方もおられると思い

ますから、これも住宅警報器同様、そのような対応していく必要があるのかなと考えておりま

す。 

 そういう中で、やはりあと負担の問題もあるわけでありますが、これもいろいろな他との関

連あったり、あるいはそこのバランスといいますか、それとあと重要性をかんがみて、そして

またいろんな対応を考える必要あるのかなとも考えています。ですから、できるような方向性

の中で検討していきたいと、そのように考えております。ご理解願いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 できればプレミアム商品券、多分ことしもやるというようなことな

ので、できれば本当はそれに絡ませて、幾らでもこういった方向に誘導的にいけばいいのかな

というふうに思いますので、ぜひ当局のほうでその辺を検討していただければありがたいなと、

こんなふうに思います。 

 それから、２番目でございますが、結局、２番目の復興住宅ということで、これ正しく言う

と、原発は最初入ってなかったということで、今回、こういうことがあって、原発で避難して

いる人も該当するのかなと、こんなふうに思っています。 

 過般、どこでしたか、川内村だったかな、そこでアンケートをとったんですよね。川内村で

す。要するに、原発の近くで帰るか、帰らないかということで、そしていわゆるその中でアン

ケートをとったら、「帰らない」という人が３割近くいたんですね、27％かなんかだった。そ
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して、その中身を見たら、20代が７割だというんですね。そして、「帰る」という人は結局年

配の方が多くて書いている。私はこれ、川内村だけでなくて、多分あの近くの町村の人たち、

意向調査すればそういう形で出てくるんじゃないかなと。そして、その20代の人は何が原因だ

と、やっぱり放射能が怖いということですね。 

 ですから、私は、我が当町は、伊南のほうで少しストーブで出たと、こう言いますけれども、

まだまだ空間の放射線量は低い状態にありますから、やはりこちらほうの放射能については安

心できますよというようなことで、できるだけ復興住宅、いつ、避難されている方がいずれ仮

設住宅を出なくちゃならないと、そのときに、そういえば南会津町でそういったことを準備し

ているなと、しかもいつでも受け入れができているなと、こういうふうになってくれば、じゃ

あ南会津町に行ってみようかと。 

 私はいつも思うのは、県外の山形県さ行く人が非常に多いので、非常に残念だなといつも思

っています。それは私ばっかりじゃないと思うんですが、なぜ同じ県内のこちらのほうに来て

くれないのかなと。山形の映像を見ますと、うちらほうと同じくらい雪も降っていて、それな

のにやっぱりどんどん行くと。しかも、家賃補助とかそういったものあるからだと、こういう

ことなんですが、いずれにしても、同じ福島県であれば、この南会津町のほうでできるだけそ

ういったことに何ていうんですか、いつでも備えているよと。ただ、あんまり強くもこれ言え

ないというようなことなので。それで、もし住宅というか、用地を確保して、来なかったらど

うするんだと、こういうことだろうと思うんですが、そのときは町営住宅の用地に考えてもい

いんじゃないかなと、私個人的には思うわけですが、再度、もう一回町長のお考えをお聞かせ

いただければありがたいと。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 当初、仮設住宅の件もこういう話がありまして、建てたらどうだということでありましたけ

れども、これは以前お答えしたかもしれませんけれども、やはり入りたいという希望が余りあ

の当時はなかったということが１つありました。そして、やっぱり議員がおっしゃられるよう

に、南会津というところを余りよく理解してもらっていないという部分もあるかと思います。

これは、町のＰＲ不足とかいろいろあろうかと思いますけれども、そういうことも一つの要因

かなとも、それも考えています。 

 それから、自分のふるさとに戻りたいと、そのような希望、アンケートとられた今、多分あ

る程度のところでとられているもんですが、私は町村会のところで浪江の町長さんがそれをお
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っしゃられたようなちょっと記憶あるんですが、やっぱり川内村さんと同じような状況にある

と、やっぱり30％ぐらいは戻らないと、戻りたくないと。そして、やっぱり子どもさんは戻り

たいんだと、友達が欲しいというのか、前の友達と一緒に生活したいという、そういう気持ち

が強いというようなこともおっしゃられていました。ですから、そういう傾向はどこの町村で

も、被災された町村、避難されて避難者がおられる町村はそういうことあるのかなと考えます。 

 ですから、もちろん放射能に対する安全性が一番心配なんだということでありますけれども、

そういう意味ではこの当町はその条件はクリアできるわけでありますが、もう一つ、ことし雪

が降り始めまして、最初に降った雪がみんなびっくりしちゃった。そういうことで、雪国のほ

うでは、避難された方々がいわきのほうにまた戻られる傾向が多く発生したという話も聞いて

います。ですから、初めて経験された雪で、びっくりされたこともあるのかなと思います。確

かに、いろいろな手当ての中で、新潟や山形、それから秋田のほうまで避難されている方、全

国に散らばっておられるわけでありますけれども、人それぞれの理由かとも思いますけれども、

やはり今後、長引くこういう状況の中で、やっぱり町としてもいろんな方法を状況を踏まえた

中で考えていくことも必要なのかなとも考えています。 

 ただ、もう一つは、根本的に町の住宅をどうするのかということもあるもんですから、その

辺も踏まえた中で、被災避難者に対する対応と、それから町独自の町営住宅のあり方といいま

すか建設、そこの辺も根本的に検討していく必要あるのかなとは考えています。ですから、復

興の中での住宅をどうするのかというよりも、町としてはむしろそういう基本的な部分を考え

ていったほうが、この南会津町に対してはむしろ適切でないかなとは今考え方いますので、そ

こも含めて、土地の確保かあるいは今の住宅を政策空き家にしておくところもありますが、そ

ういうことも含めて検討してまいりたいと考えているところであります。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 わかりました。 

 いずれにしても、仮設住宅のときに、町長もそうだかもしれんけれども、私らもやっぱりこ

の町はあんまり力を入れていないというような、そういうある意味批判だかもしれんけれども、

もう少し仮設住宅、何でこの南会津町に建てなかったんだなんていうね、そういう批判が非常

にあったわけなんですけれども、私はそれらをまた今度、復興住宅のときに言われないように

ということで、ちょっと先走って今、今回こういったことを提案したわけですが。 

 福島県だけは原発のこういう状況の中で、ほかの宮城とか岩手のほうは高台とかいろんな形

で建てるんでしょうけれども、福島県の場合は原発の近くはなかなか、先ほどの意向調査もそ
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うですが、もとのところには建てられないと。そうすると、恐らく福島県でも南会津町とか、

あるいは隣の下郷さんのほうにどうだろうかというような意向、来るんじゃないかなというふ

うに思っているわけですけれども、これはあくまでも推定なので、何ともいってみようなのは

ないんだけれども、災害復興住宅の例えばうちらほうで勝手には建てられないと。これは、も

とのその人のいたところの自治体からの意向なのか、あるいは県のほうからの意向なのか、こ

の辺がいまいちわからないんですが、その辺はどういうふうになっていますか。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えいたします。 

 議員おただしのものにつきましては、福島県復興再生特別措置法という中で定められており

まして、その措置の中に居住安定協議会の設置という項目がございます。この中で、福島県と

移転元の町村、それから移転先の町村、この中で協議をして、合意をした上で復興住宅を建設

するという形になってございますので、建物を建てて、単純にお待ちしているというようなこ

とでは補助事業をいただけないという状況になってございます。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 そうすると、もといたところの自治体と、例えば我が町だったら南

会津町と県と、当然もとになるのはその人本人の例えば受け入れ先のほうを指定して場合だろ

うとは思うんだけれども、そういうふうに理解していいですね。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えいたします。 

 そういった個人的な部分のこともありますが、移転元の町村の考え方というものがございま

すので、できればうちの町村に残っていただいて、そういう準備しますよという町村もあると

思いますので、そういったところの調整が必要になってくるという協議会になろうかと思いま

す。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 はい、わかりました。 

 いずれにしても、私としては、もし南会津町が復興住宅を南会津に建てたいと、こういった

ときにはできるだけスムーズに流れるような備えだけはしていっていただきたいなと、こんな

ふうに思います。 
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 それから、３番目の木質バイオマスでございますが、私、今回なぜこれを取り入れたかとい

いますと、いわゆるこの前、議員にも、第２次南会津町総合振興計画の23年度改定ということ

ね。昨年の大震災があって変わったんだというようなことで、これよく読んでみました。 

 最後の成果指標と目標値というところで、実はここで少しばかりがっかりしたんですね、な

ぜか。４年後になるのかな、平成27年度の目標が15施設だということで、もっと多くしても

らえないのかなというのが１つです。 

 いろいろ見ますと、もう少し力を入れてもいいんじゃないかなと。特に、今回言ったように、

需要と供給の関係で、チップもいいんですけれども、チップ、それからペレット、それはまき

でも構わないんですが、もう少し幅広く、そして今度私がうれしくなったのは、今度は森のエ

ネルギー創出プロジェクトということで、林地残材の買い取りをやりますということで、これ

はこの前、ナカジマさんだったかな、講演で、軽トラックにいわゆる間伐材とかいろいろ持っ

ていけばお金になるというようなことで、それを今度取り入れて、森林組合で買って、地域通

貨としてやるんだろうと思いますが、いわゆる供給のほうと需要のほうね。需要のほうの喚起

が物すごく弱いような感じするんですよ。それをどうやって増やしていくかということで、今

回プロジェクトとしてやったらどうかというようなことで提案したわけです。 

 やはり、供給サイドばっかり考えても、需要のほうを喚起しないでは、いずれ行き詰まっち

ゃうので、ぜひともそちらのほうの刺激策で、私は町でやるというのは、方向性を決めたら、

その需要を喚起する。そのためにどうしたらいいか。やはり、そちらのほうのいろいろ研修す

るなり、あるいはその刺激策のためにいろんなことを行動を起こしていくということが非常に

大事だろうというふうに思いますので、再度ですね。今の状態だけですと、何かチップで終わ

ってしまうような感じしますので、もう一度、森のエネルギー創出プロジェクトのいわゆる供

給サイドから需要のほう、需要のほうの刺激策をどのように考えているのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 ただいま議員が質問されました森の創出エネルギーについては、農林課のほうで24年度とし

て事業に取り組む予定でございます。これは、間伐材を民間の軽トラ、個人の方が搬出・運搬

して、それを森林組合が購入する、その購入することに際して町が補助してやると。その集ま

った材をですね、今時点では、町が今、伊南森林組合に指定管理をさせます、チップチッパー

でチッパー材をつくって、それをきらら289のボイラーで使用するというようなことで今、や
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っている内容でございますが、これも軌道に乗れば、第２、第３の先ほど言いました特別養護

老人ホームとかそういうような施設に設置できるか、できないか等の検討をしたいと思ってい

るところでございます。 

 なおまた、燃料ボイラーについては、ボイラーばっかりじゃなくて、ペレットストーブ、ま

きストーブ等もございます。これは、町民の個人の方々がペレットにするか、まきストーブに

するかは個人の判断でありますので、そういった方にも供給できないかどうか、これから検証

をしてみたいと思っているところでございます。 

 いずれ今、チップ、ボイラーが始まったばっかりですので、これを軌道に乗せることが我々

の使命でありまして、軌道に乗せながら、大きな設備に普及していきたいというふうに考えて、

第２、第３にそういうペレットストーブ、まきストーブ等の利活用ができないかというような

ことを検討していきたい、そんなことで考えているところでございます。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 恐らく農林課という立場上、その辺ところが限界かなと。私は、岡

山県の真庭市、これは学校の教室で使っているんです。ぜひとも、教育委員会のほうでも、岡

山県の真庭市の教室で使っている実態をよく調査して、学校で使うとなると、これ大変な量で

すから、そうすると、いずれにしても今度は農林課のほうで一生懸命、今度供給のほうに力を

入れるでしょうし、学校のほうで使うとなれば、今度需要という形で、かなり今度はこの町が

大きく変わっていくんじゃないかなと。 

 それと、私は思うのは、今度、衛生組合が統合しました。聞きましたら、衛生組合のし尿処

理のほうで、あれは重油を使っているのかな、かなりの金額を使っております。こういったも

のも、これ重油でないとだめなのかと、本当に今言ったように、木を使ってできないのかなと、

あるいは集めたごみを燃やして、それで何とかできないのかなと、これは私の今の推定ですか

ら、もう少し経済がいろんな意味で回転するような方向で、ひとつこの木質バイオマスタウン

構想は農林課ばっかりでなくて、商工観光、それから教育委員会のほうも比較して、真庭市に

はバイオマス課まであって、本格的に力を入れて、ぐるぐる回転しているわけです。そして、

それはあくまでも、何かあったときにはリスク分散だと、それと地産地消だと、根本的な哲学

がそこにあるわけですから、ぜひともそういった形の中で、私は、これからでもいいから今後、

私たちの行く道じゃないかなと、こんなふうに思います。このことに関して再度、町長の答弁

を求めて、終わりたいと思います。 
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○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 私も、方向性としては再生可能エネルギーの方向に行くのは間違いないだろうと思います。

いつまでも地球をほじくって、石油にエネルギーを求めるというのは限度があると思いますし、

今度の原子力発電所のあのような事故を見ましても、やはり当然、国の総合エネルギー政策変

わるだろうと、そのように思います。 

 それから、環境問題からしても、最近、原発問題が大き過ぎて、ＣＯ２削減の話がちょっと

消えたようになっていますけれども、私はこの意味でも、やはりそのようなことは今後考えて

いく必要があるだろうと、そのようにも思っています。ただ、今のところ、石油がどのような

推移するのかということもやっぱり一つのキーポイントになろうかと、これも思っています。

ですから、そのようなことも含めて、いずれ安くなることはないんじゃないかなという思いは

あるんですが、そういう中でやはりこの地域の資源を生かした地産地消という産物と、それか

ら電力エネルギーの地域の何ていいますか、地域の活性化も含めて、利用も含めて、そのよう

な方向性であることは間違いないと思います。 

 ですから、いろんな成功例、あるいは今そういう成功されたところでもどのような課題があ

るかということを十分調査した中で、この町でできるものは何なのかということを研究して、

そして取り入れられるものは取り入れていく方向性の中で検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 今、イラン、イスラエル、アメリカというそういう中で、いつ、ホ

ルムズ海峡が封鎖されるかわからないという。今後、この世界の原油情勢がどうなるかわから

ないと。私たちは、そこに左右されない町をつくりましょうということを言いたいわけです。 

 それでは、私の一般質問をこれで終わります。どうもありがとうございました。 

○芳賀沼順一議長 以上で12番、湯田秀春君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４３分 

 

再開 午後 ２時５０分 
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○芳賀沼順一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 星   登志一 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、13番、星登志一君の登壇を許します。 

 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 議席番号13番、星登志一。 

 ただいまより一般質問を行いたいと思います。 

 今回は質問事項は、大きく分けて４点であります。 

 前回の臨時議会で、県より約２億円の市町村復興支援交付金がありました。これは、県の助

成事業であります。国はどう動いているのか。復興特区法は、本県の対象を県と県内の全59市

町村と定めていながら、国は対象を震災と原発事故で相当数の住宅や公共施設が消滅あるいは

損壊するなど、著しい被害を受けた地域としています。復興特区法では、「東日本大震災は東

北地方・太平洋沖地震と、これに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」と明記されて

おります。今回の復興交付金の採択も、目に見える災害は採択、目に見えない災害は不採択と

なっております。目に見えない災害も、実害として認めさせるべきだと思います。 

 以下、３点について、復興特区法に関してお伺いをいたします。 

 １つ、国の建前論と本音論に対して、他町村の動向と我が町の考えはどうなのか。 

 ②他町村においては、論争の種とすべく無理を承知で復興交付金に応募しているが、我が町

の考えはどうか。 

 ３番、風評被害という言葉をやめて、実際に害を受けているのであるから、風評実害という

言葉を今後使ってはどうか。 

 以上、３点についてお伺いをいたします。 

 次に、福島復興再生特別措置法についてお伺いをいたします。 

 国会で審議している福島復興再生特別措置法について３点、お伺いをいたします。 

 町は、内容をどのように把握しているのか。 

 ②町は、どのような要求をしているのか。 

 ③町は、どのような事業計画を想定しているのか。 

 以上、３点についてお伺いをいたします。 
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 ３番目に、若者担い手育成事業についてお伺いをいたします。 

 私は18年前、旧田島町の夢のあるまちづくりカレッジや若者定着促進協議会などに参加し、

これからのまちづくりは町民と行政が一体となり、よそ者、若者、ばか者が知恵と汗を流す時

代と感じました。そして、多くの先進地を訪問し、経験則を得て、まちづくりの体験をするこ

とができました。自分たちで自由に視察地を選び、自由に交流することができ、職員とも本音

で議論することができました。当時の執行部には、本当に感謝感激雨あられでございます。 

 最近の行政視察は、自由度の高い若者担い手育成事業が少ないと感じますが、町の考えをお

伺いいたします。 

 ４つ目に、都市部との交流体験事業についてお伺いをいたします。 

 中国では今、スキーがブームになっているそうです。人工降雪機のスキー場はあるが、ふん

わりふかふかの新雪にあこがれているそうです。長野県白馬村まで中部空港より約４時間もか

けてバスに揺られ、それでも満足して帰っていくそうであります。ふだん雪と接していない人

にとっては、パラダイスのようです。都市部の子どもも、新雪のパラダイスを見たことのない

子が多いと聞きます。私の親戚の子どもも、ことしは雪を見るだけで１泊で帰りました。 

 昨年のふるさと会で、教育界に詳しい人と出会いました。そして、その方とお話をしていた

とき、２泊３日くらいの教育旅行なら東京都の生徒でも可能ではないかというお話もお伺いを

いたしました。まさに、我々の行動力が伴えば、誘客は無限大に可能であると私は考えます。

あとは、受け入れ体制をしっかりとし、リピーターをいかに増やすかだと思います。 

 町長と議長がトップセールスをした後、その後、学校の誘致活動はどうなっているのか。今

後の誘致活動計画とあわせてお尋ねをいたします。 

 また、当地の子供にとっても、他地域の子供との交流は貴重な経験になると思います。他地

域の子供との交流について、教育長の考えをお伺いをいたします。 

 以上、１番から４番については町長、最後の分だけ教育長にお伺いをいたします。再質問は、

再質問席にて行います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 13番、星登志一議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、復興交付金についての１点目でありますが、国の建前論と本音論に対して、他町村

の動向と我が町の考えはとのおただしでありますが、議員おただしのように、当初、復興特別

区域法における復興交付金事業については、対象区域を県内全市町村とし、40の補助事業を一

括化し、執行の弾力化、手続の簡素化を図るものとされておりました。しかしながら、その後、
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国・県の説明会等において、復興交付金の対象事業は震災と原発事故で物理的な被害を受けた

地域に限定され、風評被害を根拠とした事業計画や将来的な投資に関する事業は対象外である

との説明がありましたので、第１次の申請を見送りしたところであります。 

 また、他町村の動向でありますが、会津管内において、４市町が県と連名で県管理の農業用

ダムの被災箇所の耐震化の調査費を申請いたしましたが、いずれも不採択であったと、そのよ

うに聞いております。 

 次に、２点目、他町村においては、論争の種とすべく無理を承知で応募しているが、我が町

の考えはとのおただしでありますが、第１次募集の復興交付金につきましては、県内18市町村

が申請し、そのうち11市町村が採択を受けておりますが、申請状況を見ていますと、物理的な

被害を受けておらず、無理を承知で申請している状況とは見受けられません。しかしながら、

本町を初めとする会津地域についても、原子力災害による風評被害は確実に災害であり、復興

特区法第80条で原子力発電所事故による災害への対応についても、復興交付金を交付すること

ができるとされておりますので、南会津地方町村会や会津総合開発協議会など、あらゆる機会

をとらえて国・県へ要望を行い、採択へ向けて取り組んでまいりたいと思います。 

 基本的には、100％無理をわかって、いろいろ計画をしてそこに労力をつぎ込んで、やっぱ

りだめかというようなことは避けたいと思いますし、可能なものであるという部分があれば、

それはやっていきたいと、そのように考えております。 

 次に、３点目でありますが、風評被害の言葉をやめて風評実害としてはとのおただしであり

ますが、風評被害とは、風評被害そのものが実害であると、そのようには理解しております。

日常的に一般的に使用されていることからも、引き続き風評被害は風評被害と、そのように私

どもは使っていきたいと、そのようにしていきたいと考えておりますので、ご理解を願いたい

と思います。 

 次に、福島復興再生特別措置法についての１点目、町は内容をどのように把握しているのか

とのおただしでありますが、この法律の目的、基本理念としましては、原子力政策を推進して

きた国の責任を明記し、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興再生を推進

することとしております。さらに、福島の自主性・自律性を尊重しつつ、国の責務として福島

復興再生基本方針を策定し、避難解除等区域の復興及び再生等のための特別の措置、それから

放射線による健康上の不安の解消等、安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措

置、原子力災害からの産業の復興及び再生、新たな産業の創出等に寄与する取り組みなどを推

進していくものと把握しております。 
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 また、国が福島県民の健康調査や子供の医療費無料化などに活用する県の基金に財政支援す

ることや、復興交付金の柔軟な活用などを盛り込むことを聞いております。 

 次に、２点目でありますが、町はどのような要求をしているのかとのおただしでありますが、

法案成立前のため未確定な要素が多く、現在まで何ら要求等はいたしておりません。しかしな

がら、特別措置法の施行により、復興特区法の復興推進計画について県内すべての市町村が策

定できるとされていることから、復興産業集積区域における税の優遇措置や規制の緩和措置を

目的として、福島産業復興投資促進特区を県と全市町村との共同で去る２月29日に申請をして

おりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、３点目でありますが、町はどのような事業計画を想定しているのかとのおただしであ

りますが、現在のところ具体的な事業内容については示されておらず、法案成立後に国が定め

る復興基本方針に盛り込まれることとなっております。その後において、国と福島県の協議の

場として原子力災害からの福島復興再生協議会を設置し、新たな規制の特別措置の提案等を検

討することとなっておりますので、今後の国・県の動向を注視し、本町における実施可能な事

業について検討し、提案してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思い

ます。 

 次に、若者担い手育成事業が少ないのではとのおただしでありますが、合併前の旧田島町に

おいては第４次の振興計画策定に当たり、次世代を担う若い世代の意見を振興計画に反映させ

るために、住民の方で構成される田島町夢のあるまちづくりカレッジを立ち上げました。また、

平成11年度から平成14年度まで、若者定着のための施策実施に当たり、若者定着推進協議会

を設置し、施策提言の検討が行われました。さらに、第５次の振興計画策定に当たりましては、

住民の方と町職員からなる田島ゆめ未来73という組織が立ち上げられ、それをもとに計画づく

りを行った経緯がございます。 

 昨年度策定しました第２次南会津町総合振興計画においても、町民アンケートや中学生アン

ケート、町民策定メンバーによるワークショップにより多くの町民の皆さんの声を反映させて

策定をしてまいりました。また、第２次総合振興計画では、町民と行政との協働によるまちづ

くりと未来を開く行政経営を大きな目標の柱に定めておりますので、目標の達成に向けて若い

方々の議論の場はもちろんのこと、年代を問わず、より多くの住民の方々とのさまざまな場面

で自由な意見を言える場所を、そして積極的に行政に参画していただける環境を整えてまいり

たいと、そのように考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、都市部との交流体験事業についての１点目でありますが、さきに町長と議長がトップ
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セールスをしたが、その後、学校の誘致活動はどうなっているのか、また、今後の誘致活動計

画はどうかとのおただしでありますが、昨年６月13日に私と議長とで都内及び千葉県内の中学

校においてセールスを実施してまいりました。その結果、千葉県の私立東邦学園中学校が平成

24年度に本町に教育旅行として来町することが決定いたしましたことは、まず報告させていた

だきます。 

 おただしのその後の誘致活動でありますが、南会津農村生活体験推進協議会及び会津高原教

育旅行誘致協議会の２団体で、首都圏を中心にトップセールスを含めて計14回、誘致活動を実

施してまいりました。その結果として、平成24年度につきましては現在、10校の受け入れが

決定いたしました。 

 なお、今後の誘致活動計画につきましては、引き続き首都圏を中心とした教育旅行誘致キャ

ラバンを実施するとともに、教育旅行担当教職員や大手旅行会社の教育旅行担当者を対象とし

た招聘事業、それから観光経済新聞への取材依頼及び記事掲載などを計画してまいりますので、

ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては担

当課長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 私からは、都市部との交流体験事業についての２点目、他地域の子供と

の交流についてお答えいたします。 

 子供のときの体験は何にも増して貴重であり、本町の子供たちが他地域の子供たちと交流す

ることは、お互いの文化や風習、環境などを理解し、多くの経験を経て、よりよい未来を築く

ために極めて重要な活動であると私自身も考えております。また、交流が子供たちから家族へ、

そして地域住民へと広がっていくことこそが、地域を活性化させるための有効な手段の一つで

はないかと考えております。 

 平成24年度は、先ほど町長が答弁いたしましたように、教育旅行として首都圏を中心に10

校が本町を訪れる予定であり、また、財団法人日本国際協力センターが外務省から受託いたし

ました、アジア太平洋地域及び北米の高校生等１万名が３泊４日の日程で被災地を訪問するキ

ズナ強化プログラムの訪問先の一つとして本町が選定されたところであります。 

 これらの教育旅行等の受け入れを通し、本町の子供たちと国内外の子供たちとの交流を積極

的に行い、心身ともに健全な子供の育成を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解願

います。 
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 以上、教育長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的な事項については担

当課長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 それでは、初めに、順不同になりますけれども、教育長のほうか

らお伺いをいたします。 

 今回、14回、町のほうの機関が行って、10校の申し入れがあったということなんですけれ

ども、教育長としてはこの10校と今後のおつき合いの仕方、そういった受け入れ体制は、例え

ば１回きりで終わるのか、それとも今後継続的におつき合いをしていくためには、こういった

プログラムが必要だとか、そういったお考えがあるかどうか、お伺いをいたします。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 お答えいたします。 

 ただいまのご質問なんですけれども、今回、10校が訪れる予定になっていますけれども、具

体的な内容とか、実はいつの時期に訪れるか等についてはまだ商工観光課のほうから聞いてお

りませんので、具体的な内容を把握した後に判断していきたいと思いますので、ご理解を賜り

たいと思います。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 それでは、私のほうからお答えをさせていただきます。 

 現在、10校ということでご答弁申し上げまして、具体的に申し上げさせていただきますが、

こちらグリーンシーズンということで、冬場までまだ決定しておりませんが、南会津みなみや

ま観光で組織を運営しております南会津農村生活体験推進協議会のほうが３校、受け入れ決定、

それから会津高原リゾートのほうでやっております推進協議会のほうが７校ということで決定

しおりまして、計10校の決定でございます。 

 みなみやま担当のほうについては、東京の江戸川の鹿本中学校とか、あとは千葉県内の中学

校は私立になってございまして、この私立はリゾートの320名という大変大きい受け入れにな

ってございますので、こちらのほうはみなみやまとリゾートのほうとの合同、それからあわせ

て、只見までを巻き込んでの受け入れということで予定してございます。 

 リゾートのほうは、今ほど申し上げまたように、共同での東邦大学の私立の中学校、それか

ら千葉県等の中学校、それから都内の小学校等々ございますので、こちらにつきまして継続の

ところ、例えば23年度に来町いたしましたさいたま市立の大宮小学校がまた10月に、ことし

来ていただけるということで決定しておりますので、こういう継続的に来ていただいていると
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ころは、引き続き誘致活動をさらに強化しながらおつき合いをしていきたいと。それから、新

規のところもございますので、そちらも町が全面的にバックアップをしながら、来年、再来年

と継続できるような形での誘致を図ってまいりたいと思います。当然こちらを実施する際には、

町それから第三セクターに加えて、各地域の４つのエリアのいわゆる農家民泊の農家の皆さん

のご協力がないと実施できませんので、皆さんのご協力を得ながら、それから管内の小・中学

校との交流も考えてございますので、教育委員会と連携をしながら万全を期してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、ご了解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 私は、初め14回で10校だから、非常に効率がよく、一生懸命や

っているなと思ったんですけれども、実際中身を見ると、みなみやま観光が３校で、高原リゾ

ートのほうが７校ということですから、これは年間通じての営業として、はっきり言って営業

やっていないようなもんだね。今まで、過去にいろんなそういった体験農業だとかやっていて、

その流れとして、もし継続して今回も積極的にいけば、こんな数字では終わっていないと思う

んですよ。初めは、すごくやるなという感じで見ていたんですけれども、これは根本的にやっ

ぱり教育委員会、それからみなみやま観光、商工会等との何か合同会議をつくって、徹底した

やっぱり誘客のイロハのイの字からみんなで勉強してやろうという気にならないと、多分これ

継続していかないんじゃないですか。 

 私が一番懸念するのは、先ほどの質問の中で教育長が、商工観光のほうから連絡がないから

と、これ逆に、常日ごろからやっぱり学校同士の交流を通して、子供にどんなふうな教育しよ

うかということを考えていれば、町のほうではこういうことをやっているなと。じゃあ、それ

を利用して交流どうしようかという、常に頭にあるはずなんですよ。それがそういう発言する

ということは、やっぱり自分の目先の仕事しか考えていない。いわゆる一般的にいう立場人間

ということじゃないんですか、これ。もう少しやっぱり横の連絡、みずからやっぱり横の連絡

をとりながら、町の活性化を盛り上げようということで、もうちょっとこれ勉強不足だなと思

うんですけれども、教育長、今後、今、商工観光課の課長の私に対する答弁を受けて、教育長

としては他校との交流をどんなふうに考えますか。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 お答えいたします。 

 ただいまの議員のほうからおただしありましたように、教育委員会のほうとしては、南郷中

学校は従来、旧南郷時代からさいたま市との児童・生徒の交流はずっと20年来行ってきた経過
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はあります。教育委員会としてこれから、今、議員ご指摘にありましたように、今後、商工会

とか商工観光課等と連携しながら、交流事業等についてきちんと把握しながら検討していきた

いと思いますし、そのために、先ほど申されました町内の検討委員会が当然必要になってくる

と思いますし、教育委員会としても、子供たちがいろんな場に出ていくということが非常に大

切であると思いますし、そのためにはいろんな方と交流することが一番大切ではないかと思い

ますので、その辺を踏まえて今後やっていきたいと思います。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 ただいまの質問は、私に求められたものではありませんけれども、私の説明

不足ということもあるのかなと思いましたもんですから、ちょっと時間をいただきたいと。 

 実は、トップセールスの中で私と議長と行きましたと言いましたけれども、みなみやま観光

も一緒に同行してもらっています。それで、そういう中で、東京それから都内等、千葉の学校

を回らせてもらったんですが、そのときにも、私どももあの当時、示されている放射線の濃度

とか地域の事情、実情を話してまいりました。そのときにも、迎えてくれた学校の先生方や対

応してくれた職員の方、その人たちは「南会津の状況は私どもも数値も聞いていますし、おっ

しゃることは本当だと思います。私どもとしてはぜひ行きたいんですが、その中の一部の保護

者の意見が強過ぎて、それでストップせざるを得ないです。ことしは、申しわけないけれども、

それに対応できませんけれども、来年はぜひそのようなことできるように対応してまいりた

い」と、そのようなことを話されておりました。 

 ですから、今でも風評被害そうですが、やっぱりなかなかここは安全だとある程度わかって

いても、安全・安心だとわかっていても、なかなか足が向かないというのが今の現状でありま

すから、それをこれからはどのようにして風評被害、それを払拭していくのか、そして教育旅

行もそういう理解していただいて、ここに来ていただけるような対策はことし、より以上力を

入れてやっていかなければならないということはわかっていますから、そのようなことをこと

しは力を入れてやっていきたい。ですから、現実は決して連携をしなかったわけじゃなくて、

いろんなイベントもある中、あるいはそういう中で観光物産協会とか商工会とか、みなみやま

観光とか会津高原リゾートとか、あとはボランティアの方々とか、そういう人たちと連携した

中で、いろんな事業をやってまいりました。そういう中で、なかなか理解が得られていないと

いうのが今の現状であります。議長さんは答弁できないでしょうけれども、私は一緒にそこの

場に行きましたから、議長さんに後から聞かれるのもいいと思いますが、そのような実情であ
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りましたもんですから、ご理解を願いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 実は、町長ね、私思ったのは、14回行って10校南会津に来てく

れるというので、私はほっとしたんです。もし万が一もっと数字低ければ、私たちは去年ふる

さと会に出ていますので、そのとき知り合った人を通じて、東京都の教育委員会に手づるをと

って、そういったルートからことしは少し一から出直さなきゃいかんかなと、そういうことは

議会も行政も一緒になってやらなきゃいけないかなと思っていたんだけれども、町長のそうい

う答弁があったので、私はこれは議会何も出なくても、行政が観光のほうで一生懸命やってこ

れだけの数字上がればいいかなと思って町長の答弁聞いたわけです。 

 実は、商工観光課の中身を見るとこうだったもんですから、これじゃあ何とか議会も応援し

なきゃいかんだろうと思って、私は一からみんなで共通の認識を持って観光行政に取り組まな

きゃいかんと。行政だけじゃなく、我々もそのメンバーに入ってやっていかなきゃいけないん

じゃないですかという意味で私は先ほどの発言になったわけでありますから、別に我々は今ま

でがこうだからじゃなく、これからどうするんだということをやっぱり常に考えていかないと、

過去の動きこうだろう、ああだろうとやっていたんじゃ、そこの議論だけで終わっちゃう。そ

れよりも、今後どうするんだということを議論していくべきだと思うんです。そういうために

も、やっぱり勉強会は必要だなと。 

 特に私が─この問題はこれでいいですけれども、３番でなぜ自由度の高い若い人たちの勉

強会が必要だかということを申し上げますと、今、行政のほうでも事業評価だとか、あるいは

人事評価をやらなきゃいけない時代になっているわけです。それで、世の中は人事評価だとか

作業評価するときに、ＰＤＣＡで回しなさいと言っている。ところが、それは学者先生が言う

ことであって、実際はＰＤＣＡのＰをつくるときにどうするんだということなんですよ。その

Ｐのつくり方をきちんと勉強しないで、ＰＤＣＡはないわけですから、そこはみんなで共通し

たやっぱり勉強会だとか意識を持たないと、できた計画が中身も現状も把握しない、課題もな

いような計画をどうしてＰＤＣＡで回せるんですかという話なんです。 

 だから、一般の人と職員と議会だとかみんな集まって、ＰＤＣＡの前のＰをつくるときはど

ういう勉強会やるんだと。それで、ＰＤＣＡを回すときにはこういうところに着眼して、みん

なでやっていきましょうという勉強会やらないと、名前だけの計画書になっているんです。今

までは、総合計画は国に出してきたわけでしょう。だから、我々はよく中身のない抽象的な計

画書だけでも、これは国に出すんだからしようがないだろうと認めてきたわけですよ。今度か
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らは変わったわけですよ、法律が。国に出さなくていいわけです。町独自でつくっても、つく

らなくてもいいからということ。 

 今回の南会津の計画書だってつくったんだって、実際は数値的目標があるのは一番後ろのう

だけですよ。あれは、計画書じゃないですよ。方針を決めたというだけです。計画書というの

は、現実があって、それを見れば、現状がこうで、課題がこうで、やるべきことはこうだと、

数値的にはいつまでやりましょうというのが計画書ですから、だから、今までのは計画書じゃ

ないんです。そういう意味では、私は３番目に、私が夢カレに入ったことはそういうことを勉

強させていただいたと、非常に勉強になったと。 

 川俣の町に視察に行ったときにも、あそこはＰＤＳでやっていたけれども、あんなのは学者

先生で、あれは役に立たんよと。我が町でやるときは、ＰＤＣＡでやらなきゃだめだよという

結論までいっているわけですから、18年前ですから。だから、そういうためには、計画書はこ

うつくるべきだと、その後ＰＤＣＡを回すためにはこういう計画書だっていうことをきちんと

やらなきゃいけないと。そういった勉強をするためにも、私は若者が自由に町のことを考える

ような、年間200万でも300万でもいいから、あんたたち自由に勉強してくれと、あんたたち

で計画してくれと。わからないことは、遠くへ行ってもいいから視察をして、その方向性を見

つけてくれというような予算を出せないかというのが、私の若者に対する、要するに新しい予

算をつけたらどうだということなんです。 

 余りここまで話すつもりなかったんですけれども、途中からちょっとエンジンかかり過ぎた

ので、こんなふうな話になりましたけれども、それについて町長の考えいかがですか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 先ほども答弁申し上げましたように、そのような機会をつくってまいりたい

と申し上げましたし、それから議員が今まではと言いますか、昔は職員と本音で議論すること

ができたと、そのようなことを申されています。私も今もできると思います。私は、そのよう

に職員にも言っています。ですから、ぜひ忌憚のない意見も議員からいろいろ、職員どうだと、

声かけてもらえればいいかと思います、そういう意味で。職員のほうからも、もちろんそうい

う声をかけるように、そういう自覚を持つように常日ごろ言っていますから、ぜひみんなと一

緒に頑張ってほしいなと思います。 

 そういうことで、そのプランニングもそうですけれども、観光誘客に対しましてもそういう

ことで、皆さん方にもご協力いただければありがたいなと、ぜひよろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 
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○１３番 星 登志一議員 逆のほうから再質問になって申しわけないですけれども、それで

は１番と２番、これは関連ありますから、ぜひとも町長に今後、私はやっぱり国のほうの交付

金については多分当てにならないと思うんです。あれだけ、要するに条例はつくったと、それ

から法律はつくったといっても、後のほうで省令でちょこちょこっと変わるような国のシステ

ムは、やっぱり当てにしてもこれ無理だと思うんです。私はこんなふうに質問しましたけれど

も。 

 そうなれば、やっぱり頼りになるのは県だと思うんです。県のほうの復興債をどう使うかだ

と思うんですけれども、これも教育旅行なんかと中国のスキーブームなんかとも関係あるんで

すけれども、思い切って１回、町長ね、おまえだめだと。私の話はすぐ極論になっちゃうから

うまくないですけれども、だめだとわかっていても、例えば福島に泊まる観光客についてはこ

のくらい割引しますよとか、それを福島県の復興債で使わせるとかね。例えば、１人３万円く

らい割引しますよと、それは復興債の中で、観光が物すごく風評実害を受けているんだと。こ

の観光を取り戻すためには、指定の料金じゃだめだから、特に教育旅行関係ではこのくらいの

補助をしますと、それを県のほうに出すような、それも金額も何千円とかじゃだめですから、

もうアテンションプリーズってすぐわかるような金額、例えば１カ月５万人とか、１人３万円

で５万人だとか、そういったことを復興債でやるべきだと思うんですけれども、そういった要

求は今しているのか、それとも今後何か準備があるのか、お伺いします。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、観光客がかなり減っているということから、教育旅行を中心に観光

の誘客を図ってございます。先ほどの中でございました、14回の訪問でキャラバンで10校し

かとれなかったというおただしがございましたが、私のほうの認識からすれば、ほかの市町村、

県内の市町村から比べますと、ほかは全くとれない状況が続いておりますので、逆に私のほう

からすれば、10校というのは大変成果が上がっているというふうに認識をしております。特に、

23年度は19校の予約入っておりましたが、18校のキャンセルということ、そういうような状

況でございましたので、24年度についてはほとんどとれないだろうと予想しておりましたが、

町長初め議長等々のトップセールス、それから各第三セクターとの大変な努力で10校とれたと

いうことは申し添えておきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 そのような中で、県に対してのそういうような復興債とか助成、補助等での宿泊助成は、私

のほうでは町として動いておりませんが、町独自に23年度に引き続き１泊3,000円の助成、こ
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れらは民宿、ペンション等まで回るようなものを使って誘客を図る。それから、東京都でも新

年度で福島県のみに3,000円の２日までの助成とか、日帰り1,000円とか、そういう制度もで

きましたので、そういうものと絡めて、町独自に誘客を図ってまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それから、福島県についても、引き続き24年度ふくしまっ子の補助が決定いたしまして、額

的には昨年23年度は7,000円でしたが、5,000円までということで、薄く広くという考えでは

あろうかと思いますが、そちらも継続的に実施していただくという県の動きもございますので、

あわせて町と連携を図りながら誘客に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 商工観光から、今いろいろ動いているという話ありましたけれど

も、私は逆にこちらから県に提案したほうがいいんじゃないかと。例えば、先ほど私が初めに

質問したとおり、中国からお客さん来て、西部空港に着いて、そこから白馬村まで４時間もか

かって行って喜んでいるわけです。あの金額幾らかかるかと。そこに福島県全体として、例え

ば10億、20億のお金で観光をやろうといったら、そんな2,000円、3,000円の話じゃないんで

す。県全体で何億の事業をやろうということを、こちらで逆に提案していくんですよ。県でつ

くった、国でつくったのを待っていたんじゃ、こちらのやりたいということできないでしょう。

自主的日こちらで企画をして、県にこういう企画があるんだけれども、県のほうで復興債を使

わないかと。例えば、往復で３万円引くよと、１カ月５万人くらい引っ張り込んでくれという

ようなこともこちらから提案していけば、１カ月県に５万人来れば、相当南会津郡にだってお

客さん流れるんじゃないですか。特に、新雪で雪がふわふわしているなんていったら、中国は

大喜びですよということを私は初め言っているわけ。 

 だから、だめもとというのは言葉悪いですけれども、実際にほかではこういう実績があるん

だから、福島県全体でも、特に会津地方は風評被害と言われて、私は実害と言っているんです

けれども、風評被害で困っているんだ、観光。その会津の部分にこういうような旅行に対する

復興金を使ってくれと、こちらから提案しなきゃ、向こうからなんか来ません。県の職員だっ

て、前年度どういうことをやっていた、突発の事故に対しての対応が遅いのはもう今回の地震

でわかっているわけですから、新しい事業に関してはやっぱりこちらから提案していかないと、

県の職員やってくれって、なかなか新しい発想にならないですよ、それは。 

 ですから、現場が、困っている側が逆に企画を持っていって、復興基金をもらってくると、

こういう方法だと思うんですけれども、町長でも商工観光課長でもいいです。今後について、
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そういう計画を建てて私はやるべきでと思うんですけれども、そのことについてお伺いをいた

します。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 極論から申し上げて、なかなか提案というのは非常に難しいところでございますが、今考え

られるのは、いわゆる福島復興再生特別措置法につきましては、法案成立するのは間違いない

ところでございますので、その後に国が福島復興の基本方針を盛り込むという形になっており

ますので、この時点で町の意見、市町村の意見、県の意見を当然盛り込まれるということでご

相談もあると思いますので、この中で提案していけるというふうな考え方を持っております。 

 ですから、おっしゃるような、こちらから県に提案していくという時点では、こういう形で

提案してまいりたいというふうには思っております。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 まだまだいろいろありますけれども、これは私、今、雇用と企業

に関する特別委員会やっていますので、そちらの皆さんとも相談しながら、いろんな提言を、

あるいは計画を書類として出していきたいと思います。一般質問で実際の資料もないところで

ああだこうだやってもあれでしょうから、形のあるものにして町に提案をしたいと思いますの

で、ぜひともこちらからのご提案を準備していただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○芳賀沼順一議長 以上で13番、星登志一君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 長谷川 耕 一 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、２番、長谷川耕一君の登壇を許します。 

 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 議席番号２番、長谷川耕一です。 

 ただいまより一般質問を行います。 

 まず最初に、若者の定着と離職者の雇用問題について伺います。 

 ハローワークの２月20日号の求人情報によると、採用人数で201人の求人がありました。そ

の中には、資格や免許を持っているか、特別講習などを受講していれば有利な求人が多くあり
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ます。そこで、離職者でそのような資格や免許を取得をしたい人、既に就職していて生活安定

のため取得を目指す人などに、町として取得費用の２分の１ないし３分の１程度の助成金を出

して援助する考えはないですか、町長に考えをお伺いします。 

 次に、再生エネルギーの活用について伺います。 

 今、県では、脱原発ということで再生エネルギーの使用を真剣に検討しています。町でも、

間伐材の有効利用による木質バイオマスエネルギーの活用に向け、チップ生産と保管施設を完

成させました。そこで、きらら289と遊歩道の敷設に使うだけでなく、太陽光発電の利用と間

伐材のチップを燃焼させ温水をつくり、１年じゅう泳げる屋内温水プールの建設を提案します

が、町長のお考えを伺います。 

 以上の２点について質問をいたします。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 ２番、長谷川耕一議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、若者の定着と離職者の雇用に関して、離職者及び既存従業員の資格や免許等の取得

費用に対し、町として２分の１から３分の１程度の助成金を援助する考えはないかとのおただ

しでありますが、町内企業の新規採用者を含む既存従業員の人材育成事業として、平成24年度

から町独自の新たな頑張る企業人材育成事業補助金を創設し、資格取得等の経費の２分の１以

内、10万円を限度として支援をしてまいりたいと、そのように考えておりますので、ご理解お

願いしたいと思います。 

 次に、再生可能エネルギーの活用に関してでありますが、太陽光発電や間伐材を利用した屋

内温水プールの建設をとのおただしでありますが、昨年８月の再生可能エネルギー特別措置法

の成立や東日本大震災からの復興・復興の流れの中で、福島県においても再生可能エネルギー

推進の取り組みが本格化しておるところであります。 

 具体的には、新年度から市町村公共施設支援事業として、町有施設への再生可能エネルギー

設備の設置に対する補助事業を実施するとの情報を把握しておりますが、本事業は売電を目的

としない発電設備のみが補助の対象となる見込みであります。本町としましては今後、さまざ

まな支援策が示される中で、常に情報を集めながら町の実情に合った支援を求めてまいりたい

と考えております。 

 おただしのありました温水プールの建設につきましては、今後の検討課題と考えさせていた

だきたいと思います。ご理解お願いします。 

 以上お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長等より答弁させますので、
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よろしくお願いいたします。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 今、町長より、平成24年の新規事業で頑張る企業人材育成事業で町

としては２分の１以内、10万円以内の補助対象を考えているというご答弁いただきましたけれ

ども、その資格取得の中で、どういう資格を指しているのか、それをお答え願います。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 新規採用者、それから既にお勤めになっている方々を対象に、車両に係る取得関係を除いた

ものということで考えております。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 車両に係る以外のものということは、結局、車の免許、車の免許に

も１種、２種ありますね。それ以外の、それじゃあ大型特殊とか、あと特別の機械でもいえば、

車両系建設機械とか、あとフォークリフトとか小型移動式クレーンとか、あと玉掛けの技能講

習とか、あと高所作業の運転技能とか、そういう資格取得に対してはこれらの施策は該当なる

ということですか。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 現在、その制度について庁内で検討してございますが、基本的に例

えば運転免許の取得、１種、２種とか大型とか、そういうものは考えておりません。ただ、例

えば危険物の取り扱いとか、そういうものはほかにありますが、そういう資格取得については

対象というふうに考えておりますが、その辺の細かいところについては庁内で精査をこれから

してまいりたいということで考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 もう一度、課長に伺いますけれども、車の免許証とかそういう関係

はいいんですけれども、南会津町で一番需要が多いのは、今、人が足りないのは建設業者が一

番足りない。あと、林業関係、そういう関係で車両系建設機械というのはユンボの話なんです

けれども、あと小型移動式クレーンは皆さん知っているようにクレーン車ですね。あと、玉掛

け技能、玉がけ技能というのは、クレーンでつるそれの資格なんですけれども、これらは今、

南会津で一番必要な資格だと思うんです。あと、林業関係でいえば、伐木かかり機、チェーン

ソー、あと林材作業所の使用する集材作業等、あと刈払機取り扱い作業など、そういう特別講
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習ですか、そういうのもあるんですけれども、そういうのも対象にはなるお考えですか。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 実は、現在、資格というとかなりの膨大な数がございまして、その対象となる資格、対象と

ならない資格というものについて、現在ちょっと課内の中で表にしてまとめている最中でござ

いますので、大変申しわけございませんが、そちらのほうがきちっと整理された段階でまたご

提示をさせていただきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 それじゃあ、その点はわかりました。 

 それで、いざ助成が始まりましたらば、この助成の事務手続というのはもう簡単に、離職者

とか現在就職している人がやるもんですから、そういう簡単に手続できるという方法で考えて

おりますか。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 申請については、事業所ごとに申請ということになってございまして、先ほどご答弁申し上

げましたように、その経費の２分の１以内、10万円を限度としてというふうに考えております。

事務手続については現在、事務作業を私のほうでやっておりますが、なるべく煩雑にならない

ようにさせていただきたいということで考えておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 今、課長の答弁で、事業者ごとに手続をすると今答弁いただきまし

たけれども、離職者は会社に入っていないわけです。その人が申請する場合はどうなるんです

か。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 先ほど町長ご答弁申し上げましたように、離職者への直接的な助成は考えてございませんの

で、あくまでも新規採用者または既にお勤めになっている方、会社に所属している方のみとい

うことで考えておりますので、申請者はあくまでも事業者ということになります。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 離職者への助成を考えていただかないと、今、フリーで遊んでいる
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方が結構町うちにはいるんですけれども、そういう人たちがもしもユンボの運転、小型クレー

ンの運転、その一つだけとっただけでも就職できるという機会がふえるわけです。だから、そ

の辺、事業所ごとだけではなく、離職者にもその助成を与えていただきたいと思うんですが、

その辺どういうお考えですか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えいたします。 

 離職者への対応はどのようにするんだということでありますけれども、先ほど課長から資格

のほうもありました。いろいろ資格がございます。離職者は離職者ですけれども、その免許の

内容とかそういうことによって、資格にやっぱり平行するもの、それと関係するものがありま

すから、当面なかなかそれを区切りつけられない、区別がつけにくいということで、一応当面

の対策として企業に就職されている方を対象とした政策、事業としたいということがまずあり

ました。 

 なかなかこれ、実際実行すると、離職者って広範囲になると、正直言って、どのように判定

するのかという、そこの判定の部分もあるもんですから、この件についてはちょっとやっぱり

もう少し検討が必要かなと、そのようなことでありますので、もう少し検討したいということ

で理解お願いしたいなと思います。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 はい、わかりました。本当に離職者の方は仕事がなくて、一生懸命

就職活動しているもんですから、なるべくなら助成を与えていただくようにお願いしたいと思

います。 

 それでは次に、再生エネルギーの活用についての話なんですけれども、先ほど町長から今後

の検討課題としたいという答弁いただきましたが、せめてびわのかげの運動公園において、温

水シャワーの設備くらいだけでも建設はできないでしょうか。今、野球場にシャワー施設ある

と思うんですが、多分故障でここ何年も動いていないはずです。だから、せめて温水シャワー

の設備をつくっていただければ、各種競技大会とか陸上の夜間練習とか、あと、びわのかげ利

用者のためにも物すごく喜ばれると思うんですが、その辺は町長、どのようにお考えですか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 せめてびわのかげ球場に温水シャワーをとのお話でありますけれども、今現在、私その辺の

状況承知しておりませんが、きちっとした調査した中で、やはりそういう設備設備で最低限の
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ことは設備する必要があるだろうと、そのように考えております。ですから、そういうことを

調査した上で最低限のことはしたい。ただ、温水シャワーまで必要かどうかということまでは、

いろいろこれから検討させていただきたいなと、そのように思いますので、ご理解お願いした

いと思います。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 はい、わかりました。じゃあ、財政上、本当に厳しい面があると思

いますけれども、いろいろ前向きにご検討のほどよろしくお願いします。 

 以上で質問終わります。 

○芳賀沼順一議長 以上で２番、長谷川耕一君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 湯 田   哲 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、６番、湯田哲君の登壇を許します。 

 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 議席番号６番、湯田哲。 

 ただいまより一般質問をさせていただきます。 

 大きく分けて２つあります。 

 １つ、前回も質問しましたが、施政方針の中にありましたので再度質問させていただきます。

旧針生発電所の具体化に向けた調査について質問させていただきます。 

 国は、「東京電力福島第一原発の事故を受け、再生可能エネルギーの導入促進による自立分

散型の新たなエネルギーシステムへの移行が急務となっています。」と述べている。昭和40年

代初め、原子力発電の時代の到来とともに、各地にある多くの水力発電所が廃止されました。

今、分散型エネルギー政策の中で注目すべきは、それら廃止された多くの水力発電所の復活だ

と考えます。 

 そこで、以下のことを伺う。 

 ①町長は、このたびの施政方針の中で、田島ダムを初め旧針生発電所の具体化に向けた調査

の実施とあるが、町長はこの調査による水力発電についてどのように考えているか伺う。 

 ②この水力発電地点の調査予算が556万5,000円とあるが、どのような調査が行われるのか、

そしてその開始時期は。 
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 ③調査での調査会社は、どのようにして選定されるのか。 

 ④水力発電を実施する上で重要な水利権取得作業では、１年間365日を通した水量の書類も

重要な添付書類であります。つまり、調査データがそのまま水利取得のための重要な情報とな

ります。この調査が単なる水量調査による水力発電の採算性を判断するだけの調査なのか、水

利権取得のための作業を含めた上での調査なのか伺う。 

 ⑤この水量調査の結果により採算性の有無が決まり、同時に発電所を建設するかどうかが決

まります。その判断する年間発電量の数字は。 

 ⑥水量調査は年間を通しての調査ですが、その１年後の調査すべてが完了した後の判断をす

るのではなく、実際の調査では月ごとにリアルタイムで電子的に記録されるシステムなので、

結果はいつでも知ることが可能です。調査途中での情報をもとに、具体化に向けたほかの作業

を進めることも重要であると考えるが、町長の考えは。 

 大きい２番目です。針生小学校最終年度の予定とその校舎の活用は。 

 来年３月、開校以来53年間、針生地区の人々に愛され、多くの子供たちが巣立っていった針

生小学校が幕をおろします。そして、檜沢小学校と統合し、新たなスタートを切ることになり

ます。少子化が進む中での統合はやむを得ないこととはいえ、残念であり、悲しいことです。 

 そこで、以下の点を伺います。 

 ①最終年となる針生小学校の来年３月までのスケジュールは。 

 ②来年４月以降の校舎の利用について、有効な利用のため、地元住民からの意見はもちろん、

多くの人々を巻き込んだ話し合いがなされると思うが、町長としての考えを伺います。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 ６番、湯田哲議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、旧針生発電所の具体化へ向けた調査に関する１点目でありますが、今回の調査によ

る水力発電についての考えはとのおただしでありますが、豊富な水資源を有している本町にと

って水力の利活用は自然エネルギーの推進や特色あるまちづくりのための重要な資源であり、

地域経済や雇用を向上させるためにも、可能であればぜひ活用したいと、そのように考えてお

ります。 

 本調査においては、原子力に依存しない安全・安心な自然エネルギーの推進のため、旧針生

発電所、田島ダムでの小水力発電を一つの研究事例ととらえて、その可能性を探る調査を実施

してまいりたいと考えております。 
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 本調査では、自然エネルギーの地産地消という観点を重要視した中で、自然災害に強い地域

づくりや発電する集落単位での地域基盤強化にどの程度貢献ができるか主眼を置き、事業を進

めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、２点目、調査の内容と調査を開始する時期はいつかとのおただしでありますが、調査

内容につきましては、発電施設の建設を想定し、最大出力、年間発電量などを把握した上で、

自家消費を想定した場合の施設面や手続等の課題抽出や建設費、操業経費を含む事業の採算性

についての調査を実施し、建設の可能性を検討してまいりたいと考えております。 

 また、開始時期につきましては、通年的な水量調査や多くの関係機関との協議、さらには電

力事業者との調整等が想定されることから、関係予算の議決がいただければ、新年度速やかに

着手して実施したいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、３点目でありますが、調査会社の選定方法についてのおただしでありますが、選定に

つきましては、調査の内容が専門的分野でございますので、類似調査業務において十分な実績

を持つコンサルティング会社を抽出した中で、指名競争入札による契約を締結したいと考えて

おりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、４点目であります。調査には水利権取得に係る作業も含まれているのかとのおただし

でありますが、今回の調査では、通年の流量測定までは想定しておりません。したがいまして、

水利権取得に係る作業については、次のステップであるととらえておりますが、渇水期と増水

期の流量を調査することで大まかな季節単位での取水可能量は算定できるものと、そのように

考えております。 

 水利権取得につきましては、最近の再生可能エネルギー推進の機運の中で、手続の簡素化が

どの程度まで改善されているのか、また、環境アセスメントに対して具体的に求められる項目

等についても、本調査の中で確認してまいりたいと、そのように考えておりますのでで、ご理

解をお願いしたいと思います。 

 次に、５点目でありますが、事業化実施が可能と判断できる年間発電量は幾らかとのおただ

しでありますが、事業化を判断するための確認事項としましては、年間発電量を含め総合的に

判断することが必要であると、そのように考えています。 

 先ほど申し上げましたとおり、エネルギーの地産地消という部分を基本的な位置づけとして、

年間発電量がどの程度あるのか、また、地域でどの程度の効果を出すことが可能なのか、それ

を判断材料としていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、６点目でありますが、調査途中の情報をもとに、具体化へ向けた他の作業を進める考
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えはとのおただしでありますが、今回予定する調査は、平成21年度に実施した事業化調査のよ

うに、発電量を推定し、売電金額により事業化可能性を検証するものではなくて、地元でつく

ったエネルギーを地元で消費するという観点で進めたいと、そのように考えております。した

がいまして、この調査では、単なる売電のための発電施設とは異なり、新たなシステム構築に

必要な送電、それから送電設備を初めとする消費基地も含めた全体パッケージとして検証して

いきたいと考えております。 

 調査業務では、現地調査を当然重要視して進めますが、具体的な水利権取得の手法、それか

ら電力事業者や関係機関協議、また、条件が整えば地元の皆様とのご相談等を進めさせていた

だきたい、そのように考えております。 

 次に、針生小学校最終年度の予定とその校舎の活用に関する２点目、来年４月以降の校舎の

利用につきましては、有効な利用方策を検討するため、地域住民の方々との話し合いについて

おただしでありますが、学校は地域住民のさまざまな活動が行われるコミュニティーの場でも

あります。このようなことから、学校統合後の針生小学校施設の利活用を協議する場として、

地域住民の方々や各種団体の代表者において構成する（仮称）針生小学校施設利活用検討委員

会を新年度早々に設置して、そして検討作業を進めてまいりたいと考えております。 

 なお、今後の学校統合による施設利活用の基本的な考え方としては、施設管理経費以外にも

今後のまちづくりや地域の公共施設の利用計画との調整を図りながら、総合的に検討してまい

りたいと考えております。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては担

当課長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 私からは、針生小学校最終年度の予定とその校舎の活用に関する１点目、

最終年となる針生小学校の来年の３月までのスケジュールについてお答えいたします。 

 現在、檜沢地区小学校統合委員会において統合のための調整作業を進めております。今後、

統合までに決定すべき事項としては、本議会に提案しております学校名の議決をいただいた後、

学校の基本的な事項として校歌・校章の制定、学校施設教材の管理備品の調整、両校の歴史的

物品の保存方法、また、児童に関する事項としては、通学のためのスクールバスの運行計画や

通学路の安全対策、通学時や運動のための服装等の統一、さらには教育課程編成に関する事項

としては、特色ある学校づくりのための教育目標の方針、両校児童の交流事業、その他といた

しましてはＰＴＡ組織の編成、閉校式典の記念行事などがあります。これらの事項につきまし
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ては、今後とも統合委員会の中で協議、検討してまいります。 

 以上、教育長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的な内容については担

当課長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 それでは、再問させていただきます。 

 前回12月の質問で、針生発電所、一応要旨という感じで早口でしゃべらせていただきました

けれども、存在ということと、あとかつてそれだけ動いていたことの質問を含めた前回の質問

と、今回、施政方針の中で500万プラスアルファの予算がついたということですが、その算出

について一度もう少し詳しくお聞きしたいと思うんです。 

 これについて例えば先ほど町長が、調べるには通年ではなくて、渇水期とか少ないときと増

水期のその２カ所というか、それぐらいを調べて全体像をつかめるんだということで答弁があ

りましたが、金額的にはそれだと何かかなり大きな金額のような、調査にしては大きいと思い

ますが、この算出理由をちょっともう一度詳しく教えてほしいんですが。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 お答えいたします。 

 今回計上いたしました予算につきましては、針生地区ばかりではなくて、田島ダムも含めま

しての金額でありまして、１カ所当たり200万ほどの調査費、そこに旅費が１カ所60万くらい

ずつということで上げてあるんですけれども、今のところおおよその概算でしかとれないもん

ですから、その後、調査する業者が決まりましてから、どういうふうになるか、設計というの

も今のところやれないので、県のほうから見込みでこのくらいとっておいたらどうですかとい

う話で上げておきました。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 感想を述べさせていただければ、昨年21年ごろにつくった再生エネル

ギーの部分で、600万をかけて舘岩あるいは南郷さゆり荘、調査の中でかなり厳密に調査して

います。それで、現地を歩いてかなりのコンサルティングがやったと思われますが、その部分

でいけば、この金額はちょっと大きいと思います。もちろん、調べに調べて、どこかに問い合

わせしながら、このぐらいかかるだろうという一つの基本はあったと思いますけれども、参考

までに言わせていただければ、この金額だったら通年だったろうし、設計もある程度の部分で

いくんだろうと僕は思いました。 

 これに関しては、これで結構です。要するに、500万ぐらいですが、もう一度その辺はぜひ
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確認して、何社かに、あるいはその業者が信頼性があるということでもちろん、先ほど町長言

われましたね。別な質問でですが、その実績のある会社にというふうな話もありましたけれど

も、そういう意味では、そういう調査にたけている会社を選ぶと思いますが、ぜひそういう部

分で配慮しながらこの調査をお願いしてほしいなと思います。実現に向けた部分ですね。簡単

に渇水期と満水期の部分でと言われましたので、それならもっと簡単な調査で終わってしまう

んじゃないかなと僕は思っています。 

 それから、次に、一部分の調査についてですが、水量調査では本当、聞いて少しがっかりし

たのは、調査については普通は地形調査しながら、もちろんプロがやるんですけれども、この

あとの話なんですが、そこで流量計算するような形なんですけれども、それにしても何か渇水

期と満水の部分だけだというのがちょっと何でしょう、現実的に本気でやっているのかなと思

いますけれども、普通はそれでは採算も読めないし、その後の設計とか、落差とかはもちろん

地形上調べればすぐ出るんですけれども、その辺の調査についてもう少し、水量についてなの

かもう少し、設計という言葉もちょっと出ましたけれども、その分についてはもうちょっとど

をなんでしょう。設計も考えなければ、採算性とかいきませんから、その辺の調査はどうでし

ょうか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 この件に関しましては、何回も私は答弁させていただいています。基本的に日本のエネルギ

ーはどのようにしたらいいのかと、国の政策もありますけれども、町としてもやはり何とかこ

れを実施したいと、そういう中で可能なところはどこなのかと、また、可能な分野はどういう

ものなのかという中で、一応水力発電、この２カ所を私どもは選定いたしました。そういう中

で、まず調査費をつけて、その調査費だけで終わるとかそういうことじゃなくて、本気でそれ

を実現できるような方向性の調査を進めようと思っています。 

 ですから、今後、その過程の中でいろいろなものが出てくると、それも当然考えられるわけ

でありますから、最初のまず角づけとしてこの調査費だということをご認識いただきたい。こ

れでけで発電所ができると私思っていませんから、そのようなことであるということでご理解

願いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 ちょっと反省しています。そうですね、調査自体の細かいことは、全

体でコンサルトが、調査会社が出すものですからね。 
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 先ほど町長が言われた地産地消、地元消費でそこで使っていく電気をいかにしてつくるかと

いうことに具体的に一歩進んだということなので、僕は高く評価していますし、姿勢の中で何

度か、前回も具体化に向けた調査をするということで、予算も500万からとすれば、いろんな

部分でもっと高度な調査もできるし、具体化に向けた設計のデザインまでもできるだろうとい

うこともコンサルのほうで教えてくれると思いますので、それも含めた意味で、ぜひ進めてほ

しいなと思います。かなり余裕を持った部分なので、具体化に向けてこういう設計までも、僕

はある程度概数的な設計も含めないと可能性は望めませんので、それを含めた意味で予算は安

定したもので、かなり可能性は大きくなったと僕は感じています。 

 それから、２番までいってしまったんですが、この選定、会社については実績のある会社を

と言いました。これはあれですね、指名、特別ですからね、どこどこの会社が「はい、私やり

ます」でできるものではありませんので、先日も、中川水力さんのほうでの勉強会が先月23日

にあったり、いろいろありましたけれども、その中で何でしょう、その聞いた中で、一応あの

会社の部分について議会で上げるかどうかはあれですが、福島市の中で同じ県内の中でかなり

実績があって、西那須野まで、隣町ですね、行って勉強させていただきましたけれども、僕も

あそこが中川水力だとは思いませんでしたから、そこも10年前ぐらいに着目して、農業用水を

使っていたということで、私としてはびっくりしましたけどね。そういう意味で、進める中で

いろんな地元業者を使ったり、調査分ではアドバイスいただいたりしていますが、そういう意

味では、ぜひそういう部分も含めた意味で進めていってほしいなと思います。 

 それから、水利権については今回は考えていないということなんですが、ここについてちょ

っと触れたいと思うんです。この後のステップというと、まるっきりおくれても、僕は心配し

ているのはそこですね。水利権はその後ですよ。僕は、水が流れていれば、37年間の実績と僕

言っていますが、環境問題も確かにあります。そんな簡単じゃないんだ。昔の流れと今は違い

ますよと言う方もいらっしゃいます。 

 でも、そういう意味では、同時進行しない限り、せっかく国がハンドルをそちらの自然エネ

ルギー、再生エネルギーに進んだのに、またそこから、一から始まるのではだめっていうか、

また二、三年おくれるんですよね。だから、そういう意味では、その分、時間的な分で、町長

は具体的にもうそっちの方向で進んでいるし、もう調査もこれだけ予算つけたんだということ

で、かなり前向きに進んでいます。そこの部分について、具体的な具現化するプランですか、

その時間軸というか、それを教えてほしいんです。 

○芳賀沼順一議長 町長。 
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○大宅宗吉町長 お答えします。 

 議員も計画されるときに、まずどのくらいかかるのかと、それは当然最初の段階でやられる

と思います。その次に、どうなるのかということは当然考えるわけでありまして、それを具体

的にやっていないから、その次はこれをまず完璧に決めてからその次に移るということじゃな

くて、言葉の上でこう言わざるを得ない部分がこうなるんです。ですから、それはここまでこ

ういう調査をしていきます。その次に、水利権どのようにしたらできるのかということは当然

考えていくわけですから、それは一つ一つ決まりをつけて、また次、また次ということじゃな

くて、それは一緒に平行した中でそのステップとしての考え方が水利権ですよというようなこ

とを申し上げたまでですから、それは誤解のないようにお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 はい、そうですね。具体的な部分はもちろん進めなければわからない

し、調べてみたらば全然水がだめだよという可能性もあります。この質問の中は、針生旧発電

所しか挙げませんでしたが、田島ダム、これもかなり自然放水という形で、あそこ河川をとめ

ていますからね。かなり一定して毎分１トンという形で流している─0.9トンでしたか。92

キロワットという多分、中川さんも推定出力ですか、出ていました。これはすごく大きいこと

で、あそこ閉じているから、そこから流されるので、常時流れている量で計算すると92キロワ

ットぐらいの性能のものができますよということでした。 

 だから、そういう意味では、町長が今言っていた自給部分ですか、自家消費の意味では本当

に、せんだって21年度に出した部分の各公共施設の消費電力等、そういう表が計算されて出て

いました。各スキー場で年間的に何万キロワット使って、電気代が1,800万ですよ。例えば、

きらら289はほぼ1,000万近くの電気代払っています。だから、あそこのところにつけて、も

し自給できれば1,000万円の、要するに東北電力に売らなくても、その分がもし全部やってし

まえば900万のプラスなわけですね。そういう部分で多分、町は自家消費で使えば、売電する

という何でしょう、考えなくても、自分たちで経費節減になっていくんだということで、地産

地消というか、施設で売電を考えていないような答弁でしたので、全くそれもいいんですけれ

ども、果たして今言われたところで、地産地消の分の消費で田島ダム、今出ました。針生、自

家消費、その分でいうと、その兼ね合いのバランスはどうなんでしょう、どこでする考えなん

でしょうか。自家消費であれば、スキー場の隣であればスキー場のホテルを使うという、自家

消費の対象がありますけれども、田島ダムならどこなのか、針生発電所がもしつくり始まった

ら、自家消費としてはどこを考えられるんでしょうか。 
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○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 お答えをいたしたいと思います。 

 町長のほうから、今回の調査費用をつけて具体的に検討する方向性として今、ご指摘のとお

り、売電という大きな一つの課題をしたときには、なかなか今、国のほうでも売電価格含め、

その他の明らかにしない部分が多過ぎるので、それを待っては、いわゆる再生エネルギーに関

する施策が進まないということで、今回、基本的に地産地消を主眼とした計画つくりをまずし

ましょうということで、今年度考えてみたいと思っております。 

 そういった意味で今、地産地消と想定したときに、この２つの地区においての概数的な考え

方としては、針生地区については針生全体の地域を考えて、旧針生発電所の場所で可能なのか

どうかの調査をしてみたいということです。それから、田島ダムにつきましては、主にいわゆ

る周辺の公共施設を中心にどういった電気量の消費量があって、田島ダムで今、中川水力さん

の試算で92という数字があらわされましたが、その中で可能な限り、地産地消の中、公共施設

が可能かどうか検討してまいりたいというふうに思っております。 

 ただ、それのいわゆる実現のためには、発電される場所が仮に田島ダム周辺だとしたときに、

東北電力のいわゆる営業線というんですか、それの送電使用料というのが電力さんとの協議の

中で一体どのくらいな送電使用料がかかるのか、それが一番大きな課題になってくるのではな

いのか。それから、当然変電施設ということがございます。そういったことを明らかにするた

めに今回調査費をつけて、その辺の整理をしたいというふうに考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 針生地区といいますと、これも本当は大きいことだと思います。これ

から地産地消で、そのエリアがもし停電とか原発のほうの供給不足の中で、あるいは落雷等か、

いろんな事件、石油のほうで火力も回らなくなってしまうなんていうことがあったときに、そ

のエリアが自給できるなんていうことはとてもすごいことですし、かなり大きなプロジェクト

に僕は感じますけれども、それも可能ですよね。針生地区に行っているのは送電線、100本も

200本も入っていますからね。１本回線の大きなやつが通っていますから、そこに抱き合わせ

れば、それで賄えるシステムなので可能だと思うので、これはすごく、これから舘岩方面、伊

南も南郷も含めて、そういう水力に適したエリアがかなり多いですから、そういう意味では、

ある地区50戸はこの20キロタイプのやつで自給できますよ。このエリアは、ちょうどまとま

って30件で、高齢化しているけれども、そこで自給できちゃったら、それで売電が20円ぐら
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いで買えば、電気代は半分ぐらいになっちゃいますからね、我々三十五、六円で買っています

から。そういう意味では、地元のための有効な部分にもなったりすると思います。 

 ただ、ちょっと１つ気になっているのは、売電という選択肢がここからちょっと外れてしま

っていることについて、もうちょっと詳しく、なぜここのところで売電が何でしょう、ちゅう

ちょしているというか、売電も含めたというような形で入れてほしいなと思うんだけれども、

地産地消の自家消費みたいなイメージで言うんですが、その辺どうなんでしょう。売電はなぜ

障害というか、思い切ってここに上がってこないんでしょうか。もう一度そこを聞きたいです。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 お答えいたします。 

 先ほど少し申し上げましたとおり、現在、国のほうでの再生エネルギーの価格について、明

確にまだ売電価格が示されていない。それを示されていないということは、実際に売電も含め

た施設整備をしたときに、採算性ベースに本当に乗るのか、乗らないのか、そこが一番の大き

なポイント。それから、先ほど申し上げましたが、いわゆる送電線の問題と変電設備の投資で

すね。そこの辺の数字がまだ明確に、調査もしていないので、売電まではまだ考えないで、と

りあえず地産地消の考え方で進めたほうが再生エネルギーの施策には入りやすいんじゃないの

かというような考え方で今なっております。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 我々産業建設委員会のほうで高知県梼原町に行ってまいりました。中

越町長が今、現職を退いていますけれども、彼が十何年前に、もう既に風力を２基上げて、前

回も12月に言わせていただきました。年間3,100万という、4,000万ぐらいですが引いて、

3,100万が残った形で一般財源に積み立てとしていますけれども、それで自然エネルギーの部

分に使ったり、森林の整備に使っているという、10年来安定して、町の運営の中でできている

自治体もあるとするならば。 

 もう一つ、今、副町長が言われましたけれども、７月に決まって今、矢板のほうにシャープ

がメガソーラーをつくって、用地買収で工業団地をもう買ったと、きのうのニュースで言って

いました。つまり、夏の７月に出る売電価格は、間違いなく彼らメーカーが手を出しても、採

算性をもう見込んでですね。昔みたいに12円じゃないんですよ、20円に限りなく近いか、20

円以上ですよね。だから、そういう意味では、これが７月に出れば、この後に決定しますけれ

ども、売電について、副町長は採算性がその数値が示されていないからまだ読めないのでとい
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う形でしたけれども、これが20円とか、実は話、もうちょっと言わせていただけると、昨年

12月の農林水産省の募集、岩手、宮城、福島についての１億円の補助金のこと、僕言わせてい

ただきましたけれども、あれは20円てうたっていますよね。でも、多分それとほぼ近い、推測、

結果なので後で出ますけれども、それについて正しいとかなんとかとは言いませんが、そうい

意味では、売電すれば、先ほどこの表でいくと、これ─話があっちこっちいっちゃってごめ

んね。 

 ここでまとめますけれども、その分でいうと、もしですね、副町長、20円とか、採算性で本

当に確かに重要です。１キロワット、当時梼原町では12円で売っていますから、12円でも好

条件だったということで、12円で売っています。多分、七、八円だったんでしょうね、相場は

ね。今、12円のことは絶対ないですね。20円近いはずか、その前後です。だから、そういう

意味では、もし副町長、その数字が、採算性、掛け算でできますので、年間発電量と僕聞いて

いますけれども、それでもし20円前後、すごい好条件でやったら何でしょう、売電も考えます

でしょうか、その辺はどうですか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 私からちょっとお答えさせていただきます。 

 今の状況が幾らで電気料が買われるのか、そしてどのくらいの使用量になるのか、まだ不透

明でありますし、それから先ほど副町長もちょっと申し上げましたが、送電に対しての使用料

といいますか、そこら辺のところも経費として見なきゃならないですから、そうすると、それ

は結果的には皆さんに負担していただくことになるわけです。ですから、そういうこと、もう

今現在考えられる中で想定した中で、売電でなくて、地産地消の中でその電気を使えないかと

いうことを想定した中で判断したいということでありまして、それらが、その状況がいろいろ

明確になってきたり、あるいは変わってきたりすれば当然、売電を考えたり、そういうことは

あるかと思います。ただ、今からそこを想定するんでなくて、今限られた条件の中で判断した

中ではこうですよという意味なもんですから、そこはあんまり固定的な概念で考えないでいた

だきたいと思います。 

 今まで、成功されたところもいろいろあると思います、それは電気ばかりでなくて。先ほど

のバイオマスの話もあります。ですけれども、そこの地域がなぜ成功したかということは、じ

ゃあここでそれがイコールになるのかと、そういうことも含めて、やっぱりしっかりとした検

証、あるいは調査の中で実施していかなければ、つくったら、つくったはいいが運転できない

と、経営できないということは絶対に避けなければならないですから、その点は私は慎重にや
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っていきたいと思いますので、ご理解を願いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 私がむきになっているように見えるでしょうね。要するに、なぜかと

いったら、今こうやってハンドル切られたときに、我々はちょうどこの山の中から、山間部で

すごい絶好の条件にいて、今まで大雪だったよとか、標高が高いとかっていう、寒いところだ

とかっていろんなことを言われていましたけれども、こんなに自然エネルギーに恵まれた場所

はないということが今注目されている。 

 もう一つ、こう切ったときに、うちらは手を挙げて10番手に進むんじゃなくて、１番になっ

てどうなんだということじゃないけれども、なるべくね、今こうやって追い風であるならば、

ほかの企業、何でしょう、大企業なんか結構、下郷町にアポイントとったりしていますけれど

も、そういう意味では、我々のような自治体のほうから、もちろん今進んでいます。今回の予

算まさにそれで、今一歩進んでいますから、そういう意味では成功例として、我々が梼原町に

行ったと同じように、廃止の発電所を有効に使って今、実はあの当時、あれ380ですが、500

になっていますね、昭和32年に。500だから、1,000キロワット以内が小水力なので、1,000キ

ロワット近いやつで僕はできると思うんですが、その意味では、本当に運転したらば、もちろ

んやってみなきゃわからないし、コンサルが答えを出すでしょうから、ぜひその意味では、そ

ういう意味でもうちょっと加速しましょうと。 

 せっかく一歩出たので、いろんな中間で報告聞いたら、雪解け水は、僕に言わせると、雪解

けの、渇水期ってありますね。渇水期は夏場と確かに秋口、冬口でだんだん減っていきますけ

れども、今、雪解け始まっていますから、何となく水位上がっていますよね。いつもあそこ見

ていたんですが、今上がりつつあります。そうすると、それ３カ月続きます。３カ月でフルで

100％状態で水はもうあふれんばかりで、飲み込まない状態でフル充電しますから、渇水期な

んか軽くフォローしちゃうんですね。 

 だから、そういう意味で、いろんなコンサルのほうの答え出ると思いますけれども、ぜひ採

算性じゃなくて、僕はもう完全にこれは採算的にプラスだと思っていますし、売電の、７月に

聞いてびっくりするぐらい、７月にこれならやらなきゃ損だねっていって、２番手、３番手の

自治体が手を挙げ始めると僕は思っています。だから、そういう意味では、ぜひ売電も含めて

ね。 

 先ほどから、送電網のということを言っていますね。これ、山形に我々バイオマス、やまが

たグリーンパワーを見に行きましたね。あそこの設備2,000キロワットです。2,000キロワッ
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トというと、マイクロ発電の最大上限の２倍です。うちらいくらがんばっても、マイクロの再

生エネルギー1,000キロワット下げなきゃならないんですから、990キロワットまで下げなき

ゃだめなんですが、あそこは2,000キロワットの出力のバイオマスの発電システムで、工業団

地に入っているようなあれですよ、３本線がぽこっとだっこされて、送電線がちょっとした３

層線なんですよ。そこにだっこした状態で売電しているんです。それで実はできるんですよと、

彼のコメントは。2,000キロワットで売電しています。いや、送電線といったら、何かキュー

ビクルの大きなやつが要るかと思ったら、普通の工場っぽい状態でやっているんですね。今、

そういう技術になっていますから、何かいかめしい発電所というと、鉄骨のぼりぼりっという

やつがあって、そこの田部原、栗生沢に行くところのああいう電設を考える方が多いようです

けれども、まるで工場の電線のような形で売電、足りなかったらという形ですので、そういう

意味では可能性ありますので、そんなに送電とか、送電のために２キロ引っ張る、1,000メー

トル引っ張るとかっていうことは心配なさらなくて結構ですので、ぜひ、もちろんこれもコン

サルが教えてくれると思うんですが、前向きに、７月になっていろんな情報が入ってきたら、

その都度軌道修正しながら、ぜひ前向きに進めてほしいなと思います。 

 ５番のほうにいったり、６番のほうにいったりしてやっていますが、これについてあんまり

しつこいとあれなんですが、一つだけ、もう一回、ここについて言わせていただければ、学校

のほうにいく前に、ぜひ、せっかく予算つきましたので、途中での水利権の取得、いろんなハ

ードルが高いです。そのノウハウをこの南会津町が、ほかの自治体もどんなふうにやったらい

いのか、只見町も下郷町も今、模索しながら探しています、どんなふうにやっていいのか。 

 そのためのモデル的に、この南会津が今先端を切って、一つのモデル的な、あるいはその研

修地になるぐらい、先駆者になるぐらい、もうめちゃくちゃ広いですし、ここに雨が降れば水

がたまりますし、自然は昔と違って、伐採なんかするよりも、自然はどんどんどんどん膨れま

すから、昔に近づいていると僕は思います。水は減っちゃったとかと言う方もいらっしゃいま

すけれども、僕は今は森は切らない時代に入りつつあるし、そういう意味では水も豊富なこの

分をぜひ成功の何でしょう、１号として、あっちこっちでやると思いますけれども、そういう

意味で、町長のこの水力の部分に対して地産地消、全く先回も言われるし、今回も答弁の中に

入っていました。 

 これからそういう時代がもう目の前、もうやっているところはやっていますので、それにつ

いて考えをもう一度確認して、この部分については。 

○芳賀沼順一議長 町長。 
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○大宅宗吉町長 お答えいたします。 

 私も議員の考えはよくわかっています。できる範囲、可能なことからやっていきたいと思い

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 それでは、大きな２番に移ります。 

 針生小学校の最終年度です。ほかについても、ほかの学校の統合もあって、針生に限ってち

ょっと話すのも心苦しいんですが、やはり最終年で、少子化であり、大分前にいろんな統合の

中で話し合いになって、かなり皆さんディスカッションしながらこういう結論になってきて、

とても残念なことなんですが、そういう意味では最終になる、これまで53年間も、巣立ってい

った、僕も含めてそこの卒業生ですけれども、そういう意味では、そのイベント自体を教育委

員会のほうも含めて、ＰＴＡの中でも活用の前に、その中の行事とかなんかをしていくと思う

んですが、それについて、具体的に何か教育長のほうで、幾つかですね、全部じゃなくて結構

なんですが、どんなものを入れるかぐらいを、ただもう一度詳しく教えてほしいのですが。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 具体的な事業につきましては、これから統合委員会を開催しながら決め

ていくんですけれども、南郷小学校の場合ですと、記念誌の出版事業とか閉校式とか、あと両

校の小学校の交流事業のスキー教室をやったりしています。 

 具体的には、特色を持った交流事業等については、やはり統合委員会の中で議論しながら進

めていくのが一番ベストかなというふうな感じはしますので、両校の父兄とか学校の意見を大

切にしながら進めていきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 ぜひ話し合いの中で、地元の人たち、ＯＢ、あるいはそういう部分で、

我々地区の人間もそこに入りながら多分進めるようになると思いますが、ぜひいい方向に進め

てほしいなと思います。 

 それでは、利活用についてなんですが、非常に心配しているのは耐震化の部分で、針生小学

校が耐震の分の前の年度にできていますので、その辺で利活用を聞くことも、ちょっとその辺

確認なんですけれども、まず利用するに当たって、利活用委員会をつくって、これから考えて

いくことなんですけれども、これに関して、先ほども別な分の耐震であたご館のことが出まし

たけれども、これについて耐震の部分、あるいは利用する場合の問題点等を聞きたいんですが、

その辺はいかがでしょうか。 
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○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 針生小学校の場合、体育館につきましては新耐震基準、昭和56年以降の建物でありますので、

これについては問題ないんですが、今ご指摘の校舎の部分ですね。これにつきましては、56年

以前の建物でございますので、いわゆる新耐震基準には該当しておりません。もう既に統合の

状況というようなこともありましたので、現在、耐震診断もしていないということになります。 

 今後、利活用の中で、いわゆる本当に校舎のほうも長期間にわたって活用するということに

なりますれば当然、耐震補強ということが必要になってくるかと思いますが、これらにつきま

しても、先ほど答弁の中にありましたように、早々に利活用の委員会を開催しまして、活用の

方向性を決めながら、それに合ったような校舎の対応についても検討していきたいというふう

に考えているところでございます。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 針生の場合、集会所という話でよく引用されますね。管理棟が小さく、

手狭で小さくて、結構外れなので、針生小学校というのは針生のちょうどへそみたいな部分で、

中心部なんですね。駐車場もあるわ、広いし、見晴らしもいいわ、もう絶好の場所なんですね。

そういう意味では、利用するに当たっては本当に、僕は壊すに、単純にですね、あれだけがっ

ちりで何で耐震だなという気もしますが、耐震検査受ければ、もしかして大丈夫なんて、オー

ケーサイン出るかもしれません。 

 だから、そういう意味では、例えば今、ひとり暮らしがふえていますので、そういう意味で

はグループホーム的な、ひとり暮らしがだんだん高齢化して、さらに５年、またさらに過ぎれ

ば５年後また年をとるわけですから、そういう方がコミュニティーの場所で集まってお茶を飲

んで、また戻っていくとか、冬のうちはあそこをパーテーション組んで住んでいくとかって、

いろんな方法、いろんな考えがこれから出てくるんだとは思いますが、そういう意味の利用の

場合には、例えばグループホームもあるし、例えば集会所としたときには、必ず耐震化しなき

ゃならないんですか。そのときの壁というか、そのときの必要部分においては、それは使っち

ゃいけないようなんでしょうか。その分の考え方はどうなんでしょう。耐震化について問題は

あると今、答弁しましたけれども、その利用の後によっては。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 実際、耐震診断をしてみないとあれなんですが、一般的に公共施設

の場合は、いわゆるＩｓ値が0.6以上あれば補強しなくていいということなんですが、学校の
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場合は１ランク上がって0.7以上ということで考えております。ですから、仮に学校以外の施

設に利活用があるという場合は、0.6クリアしていれば特段問題はないんじゃないかと。実際

も、檜沢中と田島第二小学校、これ56年以前の建築なんですが、耐震診断をした結果、両方と

も0.7以上の数値が出ているということで、針生小も昭和55年の建設ですので、相当高い数値

が出ることも想定されるのかなというふうに考えているところでございます。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 いや、今の答弁で本当安心しましたというか、もちろん調べてみなき

ゃわかりませんけれども、僕にいくと、本当こんながっちりなのが壊れちゃうのかなと思うぐ

らい、素人目にはね。それで、人によっては、もう耐震化しないから壊すんじゃないって、更

地にして体育館だけ残すよとかって言う人もいる。考えると、すごいあの箱物だけで、すごい

立派なもので、本当に使わなきゃもったいないし、いろんな使い方ができますので、その意味

では、これから利活用委員会をつくって進むようですので、その辺は期待しています。あるい

は、筑波大学で分校的に、この針生地区でいろんな学生を集めて勉強というか、健康、前ＨＨ

Ｐですか、歩くことによる、ウオーキングによる健康法なんかでイベントをやっていたという

時代もあったり、今でもいろんなサイクリング、トレインアンドバイクとかいろんなことでプ

ログラムも入っていますけれども、ぜひそういう部分で。 

 あともう一つ、駒止湿原をちょっと絡めて聞きたいんですが、ビジターセンターという言葉

を時々私聞くんですが、これに関して駒止湿原のビジターセンター的に、頂上につくるよりは

やっぱり使うならそこだっていう部分ありますけれども、駒止湿原との絡みの部分について情

報をお持ちというか、考え方ですね、そんな具体的にはないといえばないんでいいんですが、

それについての可能性としてはどうなんでしょうか、ちょっと聞きたいですが。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 私が最初に答弁申し上げましたように、施設の利活用についてはいろんな使い方が考えられ

ると思います。場所的にも、あの場所は本当に針生の中心でありますし、そういう中で今後ど

のようにしたらいいのかということ、耐震の話もありました。利用するにはその耐震も当然検

討しなくてはならないと思いますし、いろんな利用方法があるかと思います。ですから、そう

いうことも含めて、地域の皆さんと相談したり、あるいはそういう知識を持っている方々との

相談したりして、一番いい方法といいますか、より効果的な使い方をしてまいりたいと考えて

おります。ですから、そのような考え方が基本的にありますから、ご理解願いたいと思います。 
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○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 きょうは質問の中で、耐震の部分についてはすごくほっとした部分が

若干あります。もちろん、調べなければなりませんが、今、町長言われたとおり、学校、教育

委員会のほうでも言われたとおり、いい方向に進めながら、みんなで話し合いながらいい結果、

あるいはいい未来に向けて進んでほしいなと思います。 

 質問終わります。ありがとうございました。 

○芳賀沼順一議長 以上で６番、湯田哲君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 高 野 精 一 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、９番、高野精一君の登壇を許します。 

 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 本日最後となりまして、トリということでございます。大変お疲れに

なっていると思いますが、続けて質問したいと思います。 

 通告順序に従いまして、議席番号９番、高野精一でございます。 

 ２点ほど通告しておりますので、町長の方向性だけ聞けばいいかなという思いもありますの

で、場合によっては何点か質問したいと思います。 

 １番に、県道黒磯田島線についてお伺いをしたいと思います。 

 本路線の全面開通は、商工業、観光業の活性化、地域の発展を願うことから、大きな期待を

する道路として位置づけられておりました。町道の時代からも多くの先人、先輩が心血を注い

で運動を展開してまいりました。当然、議会活動として、先輩議員も熱烈な政治活動をしてま

いりました。私の記憶では13番がそうかなという思いがありますが。 

 また、多くの町費も投入したことと聞いております。結果、林道から県道への昇格となり…… 

〔発言する者あり〕 

○９番 高野精一議員 町道から県道への昇格となり、早い開通が期待されたところでござい

ます。しかし、期待は反転、進捗は妨げられ、予算もつかずに遅々として工事は進まない状況

にあります。いまだ通行どめ期間があるなど、県道として全くその機能を果たしておりませ

ん。当時、栗生沢地域においては、集落に入る橋についても大幅なかけかえ工事の話もあり

ました。 
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 そこで、観光を初めとし、商工業の発展並びに地域の活性化のため、昨年来の大自然災害時

の迂回路的役割としても重要な役割を担う路線と考えます。県道ではありますが、町としてこ

の道路をどのような位置づけとしておられるのか。また、今後、県にはどのような働きかけを

してまいるのか、町長の考えを伺います。 

 ２点目に、町有林の活用について。 

 昨年は、南会津地方にとっても、自然災害、大事故の二文字は生涯忘れることのできないこ

ととなってしまいました。春の大雪によるパイプハウスの倒壊に始まり、3.11の東日本大震

災に伴う原発事故、さらにそれらに起因する風評被害など次から次に襲った災害は、自然の容

赦ない現象とはいえ、我々に与えられた損害、精神的ダメージははかり知れないものがありま

した。被災された方々には、改めてお見舞いを申し上げます。 

 さて、原発事故は収束宣言されたとはいいますが、いまだ次から次へと心配される報道がな

されております。特に、放射能の汚染問題については、すべての洗浄について、個人を初めあ

りとあらゆる機関で努力をなされておりますが、膨大な面積をどのようにして、いつまでに終

了できるのか、全く予想もできません。 

 そんな中でも、我が南会津地方は、放射線量の値が非常に低い値とされ、一応の安心はして

おりますが、本来の水稲の作付を初めとするトマト、花、アスパラ等の農産物の生産、また、

自然の恵みの山菜、キノコ、川魚などは一体どうなるのか、非常に心配されるところでありま

す。特に、放射線量が高いとされる山林について、その沢水が河川、水田、田畑に入るわけで

すから、雪解けと同時に、少なからずも国有林や町有林は率先して測定器による測定を行い、

その対応を図るべきと思いますが、どのように考えておられますか。 

 また、除染の観点からも、町有林に関しては伐採を行い、原木は売買をして、個人所有の山

林については伐木、間伐に対する補助金を出すなどの施策を講じるなど、約90％を有する山林

原野の当町はそこから始めるべきではないでしょうか。そして、南会津は名実ともに安全・安

心の提供を発信するべきと思います。 

 我が町の産業の発展、産業の活性化はそこから始まると思います。町長の考えをお伺いしま

す。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 ９番、高野精一議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、県道黒磯田島線について、町としての位置づけと県への働きかけに関するおただし

でありますが、この路線は栃木県那須塩原市深山ダムから南会津町栗生沢間が市町村道であり
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ましたが、栃木、福島、両県関係各位のご協力によりまして、平成７年に全線を県道黒磯田島

線として昇格に至った経過がございます。しかしながら、急峻な山岳地帯のため、落石や路肩

崩壊の危険性が高く、現在は通行どめとなっております。 

 本路線が整備されることにより、議員ご指摘のように、自然災害時の迂回路的役割や福島県、

栃木県沿線町村の経済発展に大きく寄与する重要な路線であると考えております。このような

ことから、今後、水無・栗生沢地区７キロ区間の急勾配の是正や狭小・屈曲区間解消の整備を

優先させながら、福島県、栃木県の県境道路の最短ルートの設定やトンネル化を考慮しながら、

引き続き福島県に要望してまいりたいと、そのように考えております。 

 昨年、あのような災害がありました。もちろん、原発事故もそうでありました。物資の輸送、

それから避難、その道路が遮断されたり、大変な事態になったわけでありますけれども、その

ような中でこの路線もこの南会津町にとっては大変重要な路線だと私は考えております。その

ような中で、今後とも積極的に活動してまいりたいと思いますので、皆さん方のご協力をお願

いしたい。そして、ご理解願いたいと思います。 

 次に、町有林の活用についてでありますが、国有林、町有林の放射性物質測定を行い、その

対応を図るべきと思うがとのおただしでありますが、広大な森林面積を有する本町であります

ので、全域とはまいりませんが、比較的高い空間線量が出ている地域の住宅地や農地に接する

里山を優先的に雪解け後から順次、放射性物質の測定を行う予定であります。 

 なお、先ほど答弁申し上げましたけれども、山菜等、皆さんが比較的利用されるような箇所

も可能な限り調査してまいりたいと、そのように考えております。 

 また、除染の観点から、町有林を伐採、販売し、また、私有林については伐木、間伐に対し

て補助金を出してはどうかとのおただしでありますが、町では平成24年度において、町有林の

試伐を行い、地元産木材の活用推進を図るほか、さらに個人所有林についても森林内の整備に

伴い発生する間伐材の買い取り支援を行うことにより、森林整備を図りながら、木質バイオマ

スエネルギーの活用による地域振興を図ることといたしております。 

 なお、本町は、比較的線量が低いことから、森林の伐採等による除染ではなくて、今後、森

林の被曝線量を把握した上で、除染実施ガイドラインに基づき、県と協議を進めながら対応し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては担当課長等より答弁させますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎会議時間の延長 

○芳賀沼順一議長 議長より通告いたします。本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじ

めこれを延長します。ご了承願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

○芳賀沼順一議長 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 大体この方向性は町長の答弁の中でありましたが、最後にトンネル化

という言葉も出ましたので、去年、私もちょっと栗生沢のほうへ用事があって、こういった中

で、何でこれ通行どめになっているのかなという思いで帰ってきました。そして、実質那須の

ほうへちょっと用事があって、そっちで20メートルくらいの土砂が崩れているのに、何であれ

をとってくれないと。そうであれば、大体この観光的な道路としても活用できるんじゃないか

というような話もありましたので、これ福島県側で崩れているんではないなということが確認

できたということがありましたので。 

 町長、私はこの議会の中で、栗生沢中荒井線の林道が何でいつも絡めて言うのかなという思

いは、あの林道は全国で２番目にできた、６メートル道路という林道は非常に珍しい道路であ

るわけで、その６メートルにした思いというのは、やっぱりこの栗生沢というか、黒磯田島線

の思いがあの道路にあったんではないかなと、私は一つ自分の想像の中でこう思っていたわけ

でありますが、どうしてもその林道がだめだとなれば、今騒がれている会津縦貫南道路の路線

を変えて、何とかその道路に結んで、宇都宮さ行かねえでそっちさ行くような方向づけとか、

そういう計画の方向づけというのはできないのか、できるのか、ちょっとお伺いします。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 道路というものは、もう何ていいますか、国道、今ようやく下郷区間が整備区間になりまし

て、次は南会津と思っているわけであります。そういう中で縦貫南、これも町としては整備区

間になるように、皆さんと一緒にぜひ頑張っていきたいと思いますし、そういう中で、それに

連結する道路ということは幾つもあるかと思います。この田島地区も、松ノ下の辺の道路の始

末とかいろいろあるわけですが、そういう中で議員申されるように、国道が那須塩原市のほう
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に行くのか、黒磯のほうに行く田島黒磯線、この道路になるのかというのは、国が国道として

認めるか、認めないかという部分があるもんですから、これは町の意思決定ではできないとい

うことであります。ただ、私たちの思いはそういう思いもあるよということは、そのようにも

感じていますし、私もそう思っています。 

 ですから、そういう中で、皆さんと一緒に、そういう意味でまずはそれを開通するようなこ

とを、まず県道として開通するのか、あるいは新しく国道の編成の中で開通に向かうのか、こ

れは国に要望しながら、県に要望しながらしかないんですが、町としてのしっかりした考え方、

要望活動をしていく必要がまず第一番ではないのかなと、そのように思います。ですから、そ

ういう中で、この地域の必要な道路ということで今後、いろいろな関係の中で活動してまいり

たい、要望してまいりたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 なかなかやっぱりそういう思いがつながっていくというのは、これは

大変なことだというのは私もわかりますが、そういう中で今、国の中で力のある人が身近にい

るのであるならば、そういう中でそういう話をしていくのも一つ必要なのかなという思いで今

ちっと路線計画の話をしましたが、町長、栗生沢に行くのにやっぱりあの橋ではちょっとうま

くはねえべや。そうであれば、やっぱり今後、総体的に考えて、今までの林道がだめであれば、

新たに違う路線もこれ考える必要性があるという中で、総体的に栗生沢の橋というのを考えて

いかないと、これだめなような気がしますので、ひとつその、ちょっとおれ聞き逃したのかな

と、橋の部分聞き逃したのかなと思ったもんですから、ひとつそれを伺っておきたいと。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 先ほど橋とは限定しませんでしたが、急勾配や、あるいは狭隘な場所、それから屈曲区間の

解消と、そのようなことをまずはやっていきたいということを申し上げました。これにも、や

はりその地域の方々の協力も当然必要でありますし、話し合いも必要だと思いますから、その

辺を十分踏まえながら、頑張ってといいますか、改善に向けて活動してまいりたいと思います

ので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 おおむねそれはわかりました。 

 一つ、やっぱり政治というものは、町長、夢を持たないと、また、町民に夢を与えないと、

これはだめなのかなと思うことが一つ私はあるんですよね。それは、私初めて会ったときに、
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この人はやっぱり日本のおやじかなという思いがしたことがあるんですが、新潟県の山を削っ

て、佐渡と陸つなぎにすれば日本の国土はふえるし、新潟県に雪は降らないと言った政治家が

一人おりましたんですが、やっぱりそういう思いが政治というのは、ひとつ語るということは

大事なことなんだなって、そういう夢を膨らませるということがやっぱり町民、県民、国民に

支持される部分もあるのかなと思います。 

 そして、この南会津町の道路というのは、みんな沢伝いの道路なもんですから、全部横断し

た道路が１本もないんです、町長。であれば、やっぱりその思いの中で、ひとつトンネルくら

いは抜いて、檜沢と横断する道路を１本つくるくらい、町長、夢の中で描いて、ちょっと発信

してもらえればなおありがたいのかなと、こう思います。この１本しかないというのは、今回

の大災害の中においては、みんな通行どめになったりなんかした場合、やっぱり山伝いをずう

っと通っている路線がみんな多いもんですから、１本くらいは横の道路をつくっておかないと、

これやっぱり今後、生活する中ではちょっと難しいのかなという思いがありますから、私はそ

ういう夢を町民に与えながら話ししてくださることをひとつお願いしたいと、こう思います。 

 あと、町有林の関係についてでございますが、10番議員にほとんど説明があったということ

で、それは了解いたしますが、一つだけ、今、南会津というより福島県、栃木県、それから茨

城県だと思うんですが、この３県の材木、要するに合板に必要とされる材木は今、搬出が禁止

されている状態ですね。そうであれば、除染の関係でそういうふうにして伐採した木は、除染

をしたらば持っていけるのか、皮をむけばチップだけで利用が可能なのか、その部分ちょっと

聞きたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 今の放射性物質の付着しました木材関係について、除染すればどうなのかという質問だと思

いますが、まず皮を剝げば放射性物質が剥ぎ取られますから、木材については少なくなるとい

うようなことを聞いております。あと、木の葉等についても、木の葉をさらえば、その部分は

放射能も薄くなるというような話を聞いております。 

 それで、今現在、南会津産の木材が合板材にストップされているというのは事実であります

が、県とも協議しまして、きのうも民友新聞に県産材について影響がないというような、県の

木材関係は大丈夫だというような新聞記事も出ていますので、こういったことを踏まえて、県

と相談しながら、合板材にストップされているものについても、解除するような運動をしてい

きたいというような県のほうとの打ち合わせをしているところでございました。 
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 以上です。 

○芳賀沼順一議長 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 そういうわけで、ストップされているということであれば、これは業

者としてはやっぱりその期間だけは仕事が進まないということも出てくるわけでしょう。これ

チップにしたって、チップにする工場がいっぱいであれば、これ受け入れはできないわけです

から、そうであれば、この仕事に従事している人たちに対する、出荷ができるまでの間の何か

というのは、ある程度町で２分の１くらいは、今までの産出の量の２分の１くらいは補助的に

出してあげますよとかなんとか、そういうことはないんですか。助成金であれば助成金でもい

いし、補助金であれば補助金でも構わないんですが。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 今の素材業者さんがストップかかっているのは、今のところ２月の半ばから今現在の状況で

すので、ただ、合板材の工場に使う分が今ストップされていることでありまして、チップ材と

かそいつは動いているというようなことであります。ただ、今ストップされていることについ

て、補助どうのとかという話もありましたが、これはもう少し時間を置いて、長期的になれば、

そういうような何か支援はしなくちゃいけないと思いますが、まだ今のところそういう、先が

どうなるか、まだはっきりわからない状態ですので、なるべく県産材を使っていただくような

運動をして、このストップかかっているのを解除したいというようなことを考えているところ

でございます。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 結果的に、枝葉についたのがみんなだめなわけでしょう。みんな福島

県というくくりの中ではなかなか搬出が難しいわけだと、こう思うんですが、単なる今、伊南

ではそういう線量の高い灰が一時は出たという話も先ほどありましたけれども、今これから間

伐というのは、これから林業家としては進めていくんでしょうけれども、この後のことで、私

はちょっと産業おこしという面で、町長にこれは姿勢を求めていきたいなと思うのは、かつて

田島町の中において、歴代の町長の中でリンゴに対する町長、リンゴ町長と言われた町長がい

て、田島町におけるリンゴの植栽をかなり進めて、産業おこしをやった町長がいた。単に私は

聞いておりますので、この伐採、とにかく町長、伐採した後、植林するということもこれから

考えているわけでしょう。 
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 さっき13番が言ったように、需要があって、今度は需要の分を考えなくちゃならないという

ことがあれば、そういう伐採した後に、町長は農家をやって、花農家だということであれば、

そこに花木を植えて、その地域でその花木を必要であれば売ってもらって、その地域の資金に

してもらうような考えを私としては提案というか、したいと思うんですよね。そうすると、農

林行政の中で、間伐も進んでいく、伐採も進んでいった中において、花木を植えていって、地

域で今度はそれを売っていただければ、逆に言えば、地域の資金源も出てくるし、健康的にも

みんななるんでねえかと思うんです。山に行って運動してくる、そして木を売れば、今度は花

を売れば、そこの地域の収入にするようにして、町長、花町長でも何でもいいから、ちょっと

スローガンとしてそこら辺ひとつなじょだへ上げてみてください。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 森林の利用・活用といいますか、これは本当に環境にも影響しますし、景観も影響します。

ですから、そういう中で、私がこの広い南会津の森林、あるいは町の何ていいますか、自然の

状況を見たときに、やはり今まで森林の場合、今までは杉とかカラマツを植えて、建築材とか

そういうものを進めてきたことが主たる事業だったかなと思いますけれども、しかし、実際こ

のように大きな災害があったときに、果たして針葉樹が防災として役立つのかと、そういうよ

うなこともいろいろ検証されつつありますし、そういう中で、先ほど申し上げましたように、

森林の多面的活用という意味では、森林セラピーとか、あるいは景観、それからいろんな実を

とったり、山菜とったり、そういうこともあるわけでありますから、そういうことを一つの町

の中で計画の中でやっぱりやることも必要な手だと私は思います。 

 そういう中で、荒海財産区のほうにもいつか申し上げたかもしれませんけれども、今、自然

の白樺林があったり、そういうのも整備させていただいていますし、そういう総合的な森林計

画は、ただ杉の木とかカラマツを植えるばかりじゃなくて、そのようなことも大事なことかな

と思います。ですから、そういう中で、当然これは地域の方々も協力していただかなければな

らない面もあるもんですから、そのようなことをこれから将来の南会津町の森林の活用という

ことで、そのようなことも念頭に置きながらやっていきたいと、そのようなことは常々思って

いましたから、そのようなことを実際に具体的にできるような方向性を探ってまいりたいと考

えております。 

 それから、先ほど議員さんが沢伝いの道路どうのこうのと、夢ある行政が必要だとおっしゃ

いましたけれども、私も基本的にはそうだと思いますし、ただ、多分議員がおっしゃったのは、
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檜沢から荒海に抜ける道路かなと、そのトンネル化かなということかなと思いました。ですけ

れども、これは町道になるかどうなのか、そこら辺もそのような夢を描きながらやるのも一つ

の手かな─手というか、そういう明るい話をするのもいいのかなと思いますから、そういう

中で、あと町してできることは何なのかとしっかり見詰めながら、皆さんと今後の夢を語って

いければと思いますので、ご理解を願いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 そういう暗い話が、やっぱり風評被害とかいろいろあるもんですから、

結果的にそういう花が咲いたり、歌声、今は歌の力といって、もうテレビつけると歌ばっかり

やっているもんですからあれなんですが、これが雪が解けて、やっぱりそういう話が進んで、

何年か後には花がずうっと咲いていけば、そういう暗い放射線量の話もみんな忘れてくれるの

かなと、忘れてもらっても困る場合もあるんですが、そういう中でそういう、新しく植えたの

は今のところはそういう面で放射線量というのは必要ないわけですから、そういうことを考え

ながら町のイメージを図っていく方向づけをしてもらえれば、これはとっても、この南会津と

いうのはやっぱり雪は降ってもいい町だという思いがみんなに伝わるのかなと、こう思います

ので、このイメージを変えるという中で山林の活用をやっぱりぜひひとつやっていただきたい

と、こう思います。 

 それで、私の質問はこれで終わります。どうも。 

○芳賀沼順一議長 以上で９番、高野精一君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 

○芳賀沼順一議長 本日の議事日程は終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 明15日は午前10時より開議し、一般質問を行います。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ５時１１分 
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      平成２４年第１回南会津町議会定例会 第３日 

 

議 事 日 程 （第３号） 

                  平成２４年３月１５日（木曜日）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 一般質問 

         ５番 室 井   実 議員 

        １５番 五十嵐   司 議員 

         ３番 湯 田 良 一 議員 

         １番 大 桃 英 樹 議員 

         ８番 楠   正 次 議員 

         ４番 室 井 嘉 吉 議員 

        １７番 菅 家 幸 弘 議員 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

     １番  大 桃 英 樹  議員     ２番  長谷川 耕 一  議員 

     ３番  湯 田 良 一  議員     ４番  室 井 嘉 吉  議員 

     ５番  室 井   実  議員     ６番  湯 田   哲  議員 

     ７番  渡 部   優  議員     ８番  楠   正 次  議員 

     ９番  高 野 精 一  議員    １０番  山 内   政  議員 

    １１番  渡 部 忠 雄  議員    １２番  湯 田 秀 春  議員 

    １３番  星   登志一  議員    １４番  阿久津 梅 夫  議員 

    １５番  五十嵐   司  議員    １６番  大 竹 幸 一  議員 

    １７番  菅 家 幸 弘  議員    １８番  芳賀沼 順 一  議員 

 

欠席議員（なし） 
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説明のための出席者 

大 宅 宗 吉 町 長 渡 部 龍 一 副 町 長 

五十嵐 竹 則 教 育 長 杉 原 一 成 会 計 室 長 

長 沼 芳 樹 総 合 政 策 課 長 室 井  裕 総 務 課 長 

湯 田 文 則 商 工 観 光 課 長 星  光 幸 税 務 課 長 

宍 戸 英 樹 住 民 生 活 課 長 渡 部  仁 健 康 福 祉 課 長 

鈴 木 忠 男 建 設 課 長 星  惠 助 環 境 水 道 課 長 

大 竹 洋 一 農 林 課 長 齊 藤 友 一 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

原 田  稔 学 校 教 育 課 長 湯 田 順 一 生 涯 学 習 課 長 

馬 場 増 男 舘岩総合支所長 酒 井 直 伸 伊南総合支所長 

近 藤 甚 悦 南郷総合支所長   

 

事務局職員出席者 

渡 部 俊 夫 事 務 局 長 鈴 木 雄 蔵 事 務 局 長 補 佐 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○芳賀沼順一議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は17名であります。都合により遅刻する旨届け出のあった議員は、９番、

高野精一君であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○芳賀沼順一議長 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎一般質問 

○芳賀沼順一議長 日程第１、一般質問を行います。 

 順序に従いまして、順次発言を許します。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 室 井   実 議員 

○芳賀沼順一議長 それでは、５番、室井実君の登壇を許します。 

 ５番、室井実君。 

○５番 室井 実議員 皆さん、おはようございます。 

 議席番号５番、室井実です。 

 それでは、通告に従って質問をいたします。 

 まず、１のみなみやま観光の現状と今後の観光への展望は。 

 今、町民の目は、合併によって新会社となったみなみやま観光の営業の推移に多大な注目を

しておるところです。そのため、私個人としては、総務の委員として12月までの中間決算も承
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知しておりますが、100％出資の南会津町として中間決算後の現状、そして今後の観光への展

望を伺おうと思ったのですが、数字的な現状は、きのう議員お二人の質問によって明らかにな

りましたので、簡潔で結構です。 

 そこで、観光と名のつくみなみやま観光ですから、特に、観光部門の町として、これからの

ビジョン、作戦を伺います。 

 ２点目、駒止湿原への取り組みについて。 

 駒止湿原は、南会津町にとって数少ない観光の重要な拠点の１つと私個人は考えていますが、

観光に力を入れると湿原が保全できなくなるというさまざまな意見もある中で、町はどのよう

に考えておられますか伺います。 

 ３点目、御蔵入交流館は創立10周年を迎えようとしています。今、平成25年６月に向けて、

10周年にふさわしいイベントが企画されていると思いますが、その準備はことし、きょうから

でも、すぐにでも始める必要があると考えますが、この機会に音楽や演劇ばかりでなく、交流

館本来のあり方を見据え、文化ホールを活用した南会津町の知名度を高め、イメージアップを

図る企画を工夫するときだと考えます。プログラムに関する企画は、運営委員会にお願いする

ところでありますが、10周年に当たっては、町も本気で運営委員会と協力し合う必要がありま

す。我が町のホールは、世界一流の芸術家、ドイツのピアニスト、イエルクデムス氏や劇団四

季などが一度訪れると、出演料はぎりぎり、半値でいいと、ぜひ毎年このホールに来たいと、

ただをこねるわ、おねだりをするわで係の者が断るのに苦労するという、広く宣伝に値する自

慢のホールです。ピアノもフランツ・リストゆかりのベヒシュタイン、これは日本に３台しか

ない名器中の名器です。このホールを生かしてどのような企画で南会津町の知名度、イメージ

アップの発信を考えておられますか伺います。 

 ４点目、適齢期男女の出会いの場をつくるべきでは。 

 町予算を見ますと、子供への予算10項目以上、そして高齢者にも大変手厚い配慮がなされて

います。しかし、その子供と高齢者を支えることになる若い人への項目はなかなか見つけるの

が難しい。せめて独身の若い男女の出会いの場をつくるべきではと考えておりましたが、先日

配付された町の計画の中に、婚活支援事業という項目がありました。しかし、この婚活を１回

限りでなく、継続すると本気で考えた場合、イベントの準備に加え、結婚を推進する担当部署

の設置、縁結びアドバイザーの育成、未婚者台帳の整備など膨大な仕事が待っています。その

上、結婚とは最終的に個人的な感情の問題であり、その成功は非常に難しい。そのため以前、

町ではお見合いパーティーもありましたが、今それは影を潜めてしまいました。 
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 しかし、難しいからあきらめるのか。私はここが問題だと思って、これを表題とすべきだっ

たかもしれないと思いましたが、今南会津の人口減少は恐ろしい勢いで進んでいます。県内外

でトップクラス、赤ちゃん３人の誕生に対し、30人のお悔やみの月がある。このまま推移すれ

ば、やがて町がなくなります。今行政と議会は婚活支援に強い姿勢を示さなければ行政の誠意

と力量を問われます。したがって、婚活は単なるイベントではありません。行政戦略です。婚

活とは、新戸籍をつくる、それが国家の細胞の一つ一つとなり、社会の基礎であるとは日本国

憲法の草案に携わったベアテ・シロタの原案であり、それは世界人権宣言にも導入されていま

す。 

 結婚がなければ村も町も消滅し国は衰えます。今、日本全体が少子化という危機的状況の中

で、この南会津から発信する婚活が他町村からも人を呼び、注目され、そのよきひな型となり

得るかアイデアが問われます。これを戦略とすれば、予算40万は十分でしょうか。これが１つ。

それから、楽しい婚活イベントも大賛成ですが、目立たず地道に１組ずつカップルをつくって

いく、これも大事な婚活だと考えます。もう一つ大事なのは、継続です。この３点ほど伺いま

す。 

 ５点目、町民注目の給食センターも完成にこぎつけました。３点ほど質問します。 

 １、食材は地元産を取り入れ、地産地消が可能でしょうか。 

 ２、食材の安全と持続的な提供は担保されますか。 

 ３、食育として、食を通じて学ぶことが多く、調理、栄養学、衛生学など食事は教育に寄与

すると考えますが、町の給食についての方針を伺います。 

 ６点目、企業誘致への取り組みについて。 

 昨年、雇用と企業誘致特別委員会が設立され、私も委員の１人として各企業訪問などもいた

しました。そうした立場で伺いますが、新たな企業誘致には、まず敷地や建物など、立地条件

が必要不可欠であります。そうした担保がないまま我々議員が町にとって有利かもしれない企

業からの話を耳にしたとしても、解釈に違いがあっては困りますし、まず、受け皿がなければ

新規の誘致は絵にかいたもちになってしまいます。町民の関心も高い部門でありますし、町は

もし誘致に乗りたい旨、南会津に進出したいと、そんな話や問い合わせがあった場合、土地イ

ンフラについてはどのように考えておられますか。 

 以上、６項目申し上げました。あとは再質問席から伺います。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 町長。 
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○大宅宗吉町長 おはようございます。 

 ５番、室井実議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、みなみやま観光株式会社の現状と今後の観光への展望についてのおただしでありま

すが、まず、現状につきましては、東日本大震災以降、福島第一原子力発電所の事故に起因す

る風評被害により、みなみやま観光関連の施設への観光客の入り込みは当初大きく落ち込んだ

ところであります。その後、秋以降あたりから入り込み客は徐々に回復の兆しが見え、前年の

８割程度まで入り込みが戻ったものと、そのように分析しております。 

 特に、みなみやま観光株式会社を経営する３スキー場の今シーズンの入り込みにつきまして

は、２月29日現在、前年対比で97.3％と予想を大きく上回りまして、町と連携したさまざま

な風評被害対策が功を奏したものと、そのように考えております。 

 なお、今後の観光への展望につきましては、平成23年度に引き続き、風評被害払拭のための

観光戦略を展開することが肝要であり、特に、教育旅行誘致を重点事業の１つととらえ、首都

圏を中心とした誘致活動を強力に推進するとともに、昨日13番議員の方に答弁した際に、教育

長より申し上げましたきずな強化プロジェクトを、この受け入れ方に万全を期すことにより、

国内外へ本町の安全・安心をＰＲしてまいりたいと思います。 

 また、マウントエクスプレスの日光への乗り入れを契機とした会津鉄道及び野岩鉄道との連

携による商品開発、５月22日に開業する東京スカイツリーに係る東部トラベル等との共同観光

商品造成、それから４月に道の駅の指定を受けるきらら289の活用など、地域の観光素材を十

分に生かした着地型観光及び情報発信を目指すこととして、町といたしましても、みなみやま

観光株式会社に対してさまざまな形で連携、支援をしてまいりたいと、そのように考えており

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、駒止湿原への取り組みに関しまして、本町観光の重要拠点の１つである駒止湿原を生

かすためにはどのように考えているかとのおただしでありますが、駒止湿原はブナ林に囲まれ

た湿原が点在しており、尾瀬の風情が気軽に楽しめる観光名所として定着したことから、平成

23年度は約４万3,000人のハイカーが湿原に咲く草花や木々に魅せられて湿原の散策を楽しん

でおられます。 

 さらに、湿原を歩くことでストレス解消などのさまざまな健康効果が期待できることや、湿

原植物の植生の考察、調査にも好適な場所でありますので、学術及び観光上の価値は年々高ま

りつつあります。この湿原は首都圏から車や電車で約３時間30分という便利な場所にあること

から、いつでもハイキングが楽しめる観光スポットととらえておりますので、地元の針生区や
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南会津町の湿原を守る会などの保護団体と連携しながら、ふるさとの宝を生かした観光資源と

するため、首都圏への魅力の発信や駅からの二次交通の確保など、取り組みを通して南会津に

足を運んでもらえるよう観光客誘客に努めてまいりたいと思います。 

 駒止湿原だけでなくて、田代湿原、宮床湿原、黒岩湿原ですか、各地何カ所かありますけれ

ども、やはりこの南会津の自然を生かし、そして保護に努め、観光の資源としても活用してい

く必要があると思います。両立を図って活用できるように努めてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、御蔵入交流館10周年の指針についてのおただしでありますが、町長に答弁を求められ

ておりますが、後ほど教育長より答弁いたしますので、よろしくお願いします。 

 次に、適齢期男女の出会いの場をつくるべきではとのおただしでありますが、ご承知のとお

り、適齢期を迎えた男女が結婚を考え、結婚に至るケースが全国的に年々減少しつつあります。

この当町でも、その傾向が、本当に強い傾向があるわけでありますけれども、全国的傾向と私

はとらえております。この背景にはさまざまな理由があると考えますが、中でも出会いや交流

の場が少なくなっていることも大きな原因の１つではないかと考えております。 

 本町において、南会津町社会福祉協議会に縁結び相談所を平成18年６月に開所いたしまして、

相談員８名を委嘱し会員登録を行いました。実は、このときの相談員、私も相談員をやらさせ

ていただきました。この間、お見合いや出会いのイベントを開催し、相談所事業の充実を図っ

てまいりましたが、効果は余り見られず、現在では町内や県内の婚活情報の提供を行っている

程度にとどまっているのが現状でありまして、残念ながら１組もまとまりませんでした。 

 一方、民間団体による独身男女を対象にしたゴルフコンペや婚活パーティーなど開催される

ことと聞いておりますので、町としても、このようなイベントに対して積極的に支援してまい

りたいと考えております。 

 いずれにしましても、独身男女が参加しやすいイベントなどを工夫しながら取り組む必要が

あると思ってもおりますので、婚活イベントにこだわらず、だれでも気軽に参加できる生涯学

習の講座開設などを積極的に展開し、出会いや交流の場をふやしてまいりたいと、そのように

考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、給食センターの食材、食育についてのおただしでありますが、町長に答弁を求められ

ておりますが、後ほど、これも教育長より答弁いたしますので、よろしくお願いいたしたいと

思います。 

 次に、企業誘致の取り組みに関して、必要不可欠な敷地や建物等の受け皿に対する町の考え
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方についてのおただしでありますが、福島県は昨年３月11日に東日本大震災及びそれに伴う福

島第一原子力発電所の事故に罹災いたしましたが、県内において、本町は立地的に極めて安全

な場所であることが証明されました。町といたしましては、被災された企業の本町への誘致を

目的として、空き工場調査及び遊休地調査を行い、現在、その結果をもとに福島県と連携して

企業誘致活動を推進しているところであります。 

 なお、遊休地につきましては、今後現地調査等を行い、企業立地適地の検討協議をしてまい

りたいと考えております。 

 また、本年度南会津町企業立地促進奨励金交付要領を制定いたしましたので、平成24年度よ

り新規立地企業及び町内既存企業へ優遇措置を適用させ、企業立地の促進や既存企業の支援を

行い、本町の産業の振興と雇用機会の拡大を目指してまいりたいと考えておりますので、ご理

解をお願いしたいと思います。また、さらに南会津町雇用対策協議会の場におきましても、対

策、検討を重ねてまいりたいと考えております。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長等より答弁させます

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 おはようございます。 

 私からは、御蔵入交流館10周年の指針及び給食センターの食材、食育についてお答えします。 

 初めに、御蔵入交流館10周年の指針についてのおただしでありますが、平成25年度には御

蔵入交流館が開館して10周年となる節目の年であります。現在、町では記念事業の実施に向け

南会津文化振興基金を創設し、平成22年度より基金の積み立てを行い、計画的に財源の確保を

行っております。 

 また、記念事業のメニューについては、まだ具体的に決まっておりませんが、町民の皆さん

と連携し、コンサート等の公演事業や町民の皆様が何らかの形で参加できる事業等をバランス

よく盛り込み、年間を通じて実施する方向で、南会津町文化ホール運営委員と検討を始めてお

ります。町及び教育委員会も関係団体と連携し、町がＰＲできるような事業に取り組んでまい

りたいと考えております。さらにはＮＨＫの公開番組の招致等、関係機関に協力を要請するな

どして、より充実した記念事業にしたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、給食センターの食材、食育についての１点目、給食センターでの食材は、地元産を使

用できるのかとのおただしでありますが、学校給食における地元産の利用につきましては、安
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全・安心な給食の提供はもとより、地域の文化や産業の理解、また、生産、流通等を理解する

ことで食べ物への感謝の気持ちを育てる教育効果が高いことから、地元産のさらなる利用促進

を図るため、平成24年度開設の田島給食センターをモデルケースとして、地産地消の促進が図

られる仕組みづくりをするため、現在、関係者との調整作業を進めております。 

 次に、２点目、食を通じて栄養学、調理、衛生等を学ぶことが多いと考えるが、町の方針は

とのおただしでありますが、学校給食は教育の一環であり、生きる力をはぐくむ健康教育とし

て位置づけられ、バランスのとれた栄養豊かな食事を提供することから、成長期にある子供た

ちの心身の健全な発達、健康保持、増進と体位の向上を図るということから大変重要なことで

あります。このため来年度から開設いたします田島学校給食センターの建設の目的といたしま

して、家庭、学校、地域などの給食情報や食情報を発信するなど、よりよい給食と食生活の改

善などに寄与する施設となることを目指してまいります。 

 以上、答弁させていただきましたが、具体的な事項については、担当課長等より答弁させま

すので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 ５番議員、再質問ありますか。 

 ５番、室井実君。 

○５番 室井 実議員 伺いました。 

 それでは、質問の１番から再質問をいたします。 

 昨年は、あの災害の後の一体どう予定や予算が立てられるのかという状況の中で、この数字

と成績には何はともわれほっとしたのは私ばかりではないと思います。今後、観光の躍進を図

るには、みなみやま観光ばかりでなく、連携というお言葉をいただきましたが、鴫山城跡、久

川城を抱える教育委員会、生涯教育課、商工観光課、田島振興公社、東武野岩会津鉄道、それ

に各地域のグループなどがそれぞればらばらに行動しては観光への実現は難しい。この横に連

絡をとり、南会津の発信に町一丸となる、ここに町は力を発揮していただけますか、もう一度

伺います。先ほど連携という言葉をいただきましたが、ここでもう一度伺います。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 室井議員おっしゃるとおりであると思っております。町としましては、当然のことながら行

政間の関係各課との連携、さらに振興公社が担当しております観光物産協会、さらには各地区

の観光協会の支部等々と連携することが大変重要であると思っています。 

 現在、南会津郡内において、心のふるさと南会津事務局連絡会議というのを持っておりまし
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て、本町がその事務局を担っております。当然、これは南会津町にとどまらず、郡内すべての

観光誘客ということで活動しておりまして、すべての団体、第三セクター、それから東武鉄道、

東武トラベル等々入ってございますので、そのような関係団体と引き続き協議をしながら誘客

を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ５番、室井実君。 

○５番 室井 実議員 伺いました。了解です。 

 ただ、みなみやま観光では昨年社員が13人離職したとなっています。それぞれの事情はある

と理解しておりますが、そこに憶測やうわさも生まれますし、イメージもマイナスとなります。

みなみやま観光の今後は、細かいコミュニケーションによって、社員がモチベーションを失わ

ず働ける職場環境をつくるよう心を砕いていただきたい。それは私たちの雇用と企業誘致特別

委員会として申し上げておきますので、それはすべて町のためでありますので、よろしくお願

いします。１は了解です。 

 ２、続けていきます。駒止湿原への取り組みについて。 

 私は数少ないと思われる南会津町の観光資源がどこに、どのように点在しているか、それを

どう結びつければより魅力のある地域になれるかと、それを模索しておりましたので、この質

問となりました。湿原の保全と観光は相反するものですが、私は自然をしっかり守り、それを

人に見てもらうと、それを両立させることが観光であり、観光地の責任であると考えます。同

じような言葉で町長さんからもお言葉をいただきましたので、それは大変うれしく、了解をい

たしました。 

 ３番、続けていいですか。 

○芳賀沼順一議長 いいです、どうぞ。 

○５番 室井 実議員 文化ホール運営委員会の活動、活躍、それもよく存じています。ただ、

10周年に当たっては、テレビ中継のできる企画、それに町も一緒に取り組んで、文化ホールで

行った公演、そのステージが数日後には日本中の人がその公演を見ることになる。よく地方の

ホールを利用して、今回は○○町にお邪魔しておりますという番組がありますね。もともと中

継を目的にした番組があるわけですから、今までの有名歌手が来て、ホール満席になってよか

ったねと満足して終わるのではなく、ホール10周年をまちづくりに生かさなくては交流館をつ

くった意味もありません。これは町民の要望でもありますので、例として、その番組名も幾つ

か申し上げますと、あの有名な笑点、これは地方の宣伝にも力を入れてくれています。それに

題名のない音楽会やなんでも鑑定団など、それが地方持ち回りです。 
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 私個人としては、この番組を見たいということではなく、テレビ中継によって、少しでも町

の知名度が高まるなら、ＮＨＫでも民報の歌番組でも何でもオーケーです。10周年に向かって

はテレビ中継の電波に乗る、同じ予算を使うのなら、こうした方向性はいかがでしょうか。も

う一度伺います。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 お答えいたします。 

 ただいま議員ご指摘にありましたように、最後お答えした部分で、ＮＨＫの公開番組等の招

致等については検討して、関係機関に要請していきたいというようなお答えをしましたけれど

も、そういう中で、今ご指摘いただきました笑点とか、題名のない音楽会等、民間の番組もあ

りますので、その辺は文化ホール運営委員会等の中で協議しながら、町ができるだけピーアー

ルできるような形で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 ５番、室井実君。 

○５番 室井 実議員 それならば、町長の施政方針３ページの復興と安全・安心の南会津町

を発信していきたいとの方針とも合致しますし、交流館建設の意義も大きく生かされることに

なります。 

 ただ、これは相手のあることですから難しいかもしれませんが、そのときはただをこねてで

も交渉してください。震災後の今ですから、それも許してもらえます。でないと、東京で、あ

る有名人に、鬼怒川の向うに電車あるの、野岩って何と言われてショックだったのは２カ月前

です。町のすべてが宣伝、発信が控え目です。せっかくの文化ホール、これを媒体として、こ

の地域をもっと知ってもらいましょう。３は了解です。 

 ４に移っていいですか。 

○芳賀沼順一議長 ５番、実さんに申し上げます。 

 答えの評価は、評価する場所ではございませんので、再質問は評価を少しにして、質問をし

てください。 

○５番 室井 実議員 うれしい返事いただきましたので、すみません。 

 出会いの作戦について。 

 大事なのは婚活のルールをしっかりつくることと、結果に一喜一憂しない。私はこの婚活に

やはり希望を持っています。あの3.11の大震災以後、大切なものの第１は家族となっており

ます。家庭と結婚への願望は強くなったと言われています。また、県内、特に公務員の間では

転任先の希望が我が南会津町が断トツの第２位です。第１位は勿来だそうです。でも、これは
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この順位が決まったのは豪雨の真っ最中で、これはすぐ追い抜くでしょう。災害に強くて安全、

ここはいいところだとみんな気づいた。家庭を持って住むなら南会津だと、町には追い風も吹

いています。勇気を持って出会いの婚活イベント頑張りましょう。これ、４は了解です。 

 ５番目の町民注目の給食センターについて。 

 食育として、これを機会に調理教室など、お手伝いも兼ねることになりますが、実習型の勉

強、それを行うプランはありますか。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 学校給食の目的は、教育長から答弁ございましたように、物を食べるというだけでなくて、

いわゆるその食に関する教育の一環というような形を考えておりますので、今回の給食センタ

ーは、いわゆるその見学窓ということで、一般の方、児童・生徒さんがあの施設に来て、調理

をしている様子を実際に見学できるようなコーナーも一部建設しておりますので、それらと、

その栄養士の方と一緒な形で、その中で食育の勉強をしていく場というふうに、１つの役割と

してとらえておりますので、そのような形で食教育を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 ５番、室井実君。 

○５番 室井 実議員 そうすると、やはり実習型の勉強というふうに理解してよろしいです

ね。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 給食室の中につきましては、そのいわゆる調理以外の方が衛生の問題ございますので、入る

ことはできません。ただ、配置されます栄養士の方が各学校のほうへ出向きまして、一緒にそ

の栄養指導とか、どのようなメニューの要望があるかということで、生徒と一緒に懇談をする

というふうに考えておりますので、生徒が中に入って調理をするということは、学校給食の目

的からは現在のところは想定していないということでございます。 

○芳賀沼順一議長 ５番、室井実君。 

○５番 室井 実議員 そういうことであれば、それで了解です。 

 ６番、最後の企業誘致への取り組みについて、よろしいですか。 

 町の人も町の活性化には企業誘致だと、誘致を非常に重要視されている方も多く、土地は腐



－１５９－ 

るほどあるじゃないかという意見と、いや、実はないはずだという方とさまざまで、もちろん

そういった話に左右されてはいけませんが、受け皿という点では、町民の関心は高く、私たち

委員会が間違った世間話をしないためにもきょう伺いました。町の受け皿はさまざまな支援と

いうことであると解釈してよろしいですね。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えいたします。 

 確かにバブル期といいますか、その時期に、この田島地域、特にですけれども、西部地域に

もありましたけれども、あのときの企業のこの当地方への誘致といいますか、設置、その状況

の勢いはありませんけれども、ただ、今現在いろいろ世界的な、経済的な動きの中で、ギリシ

ャ問題、それからユーロの件の問題ありますし、また、もう一つはイランのその石油状況、あ

の政治的な背景あったり、そういう中で、世界の雇用情勢も大きく変わった中、また、今度日

本がそれにどのように対応するかということ、どんどん企業が外国に流出していると、これは

日本の政策的な課題もあるかもしれませんけれども、やはり企業というものは、日本だけを見

詰めているのではないと、そのような状況もありまして、なかなか現状としては、この当地域

に対してのその企業誘致、あるいは企業を来ていただくことは大変厳しい状況になっているわ

けであります。 

 ただ、町といたしましては、そういう状況であっても、そういう企業が来られるということ

であるならば精いっぱいの対応はしていきたいと、そのようには考えております。空き工場も

ありますし、そういうところをきちんと精査した中で、そういうのを提示しながらやっていき

たいと考えていますが、去年の３月11日のその直後の県外から離れなければならないような企

業に対しての対応、南会津町で受け入れられないかと、そのようなこともいろいろ検討しまし

たが、残念ながら１企業もありませんでした。それはやはり、この南会津町に対しての理解不

足もあるかもしれませんけれども、先ほど申し上げましたような、国内的、国際的なそのよう

な事情も考えられます。 

 しかし、いろいろな事情があるにせよ、やはりこの南会津、企業に来ていただいて、雇用を

促進する意味でも大切な要素でありますから、これは引き続き、今までどおり何ら考え変える

つもりはありません。引き続き精いっぱい努力したいと思いますし、この町内においても雇用

の促進に向けては精いっぱい頑張りたいと思います。いろいろ新しい制度も24年度から設けさ

せていただきましたので、それをご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 



－１６０－ 

○湯田文則商工観光課長 私のほうからちょっと具体的な数字を申し上げさせていただきます

と、空き工場が町内に４カ所、それから遊休地が町内で80筆ございますので、こちらの活用を

含めた中での誘致活動を引き続き行ってまいりたいというふうに考えております。 

○芳賀沼順一議長 ５番、室井実君。 

○５番 室井 実議員 今伺いまして、新しい制度いろいろたくさんあるということで、それ

をこれからも活用していただきたいと思います。 

 これで、私の質問を終わります。 

○芳賀沼順一議長 以上で、５番、室井実君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 五十嵐   司 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、15番、五十嵐司君の登壇を許します。 

 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 議席番号15番、五十嵐司でございます。一般質問を行います。 

 私は、閉校となる南郷第二小学校についての１点と。それから、２点目として、新生南郷小

学校について、３点目として、保育所について、４点目として、子供たちの内部被曝防止につ

てを質問いたします。 

 まず、最初の閉校となる南郷第二小学校についてでございます。 

 閉校となる地域の住民の声を町は聞いてほしい。これは昨年下山地区で開催された議会報告

会に出された下山区民の声であります。平成24年４月１日、南郷第一小学校と第二小学校は統

合し、新生南郷小学校として新たなスタートを切るわけであります。生徒数の減少により統合

はだれもがやむを得ないなと納得していることですが、閉校となると南郷第二小学校、区民、

特に、学校が存在する下山区民は大きな空洞化と寂しさを感じております。 

 昭和48年開校以来39年の伝統ある学校に終わりが告げられます。当時、学校誘致に際しま

しては、下山区民の田畑の一等の地を提供されるなど、開校に向けはかり知れないご苦労、ご

協力があったものと思われます。 

 以来、今日まで学校運営には地元として数多くのご支援、ご協力をいただいてきております。

特に、この学校は、下山地区の本当に中心地にあるわけでありまして、民家と間近に接してお

ります。こんな学校で、本当に学校とともに生きてきた、過ごしてきた地区であります。学校
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がなくなり、先生や生徒の姿が消えることは地域にとって歴史的な大きな変貌であります。 

 それで、以下についてお伺いします。 

 １つは、住民の大きな愛着感の中で閉校となり、空洞化する地域を行政のトップとして町長

はどうとらえているのかをお聞きしたいと思います。２つ目、校舎、施設は取り壊すのか。３

つ目、跡地利活用について、町長、教育長にお伺いいたします。 

 ２つ目、新しく生まれ変わります南郷小学校についてであります。 

 １つは、児童数、何人でしょうか。２つ目、教職員の数。３つ目、いまだ、この現在の南郷

第一小学校には校門が設置されておりません。校門の設置は新しい学校で計画されているのか

お聞きしたいと思います。 

 また、駐車場は十分か、これも第二小学校区から今の、現在の第一小学校区の倍の父兄の

方々が出入りすることになりますので、私としてはちょっと狭いんではないかと考えておりま

すが、駐車場の点についてもお聞きいたします。 

 ５つ目、ランチルームについてであります。これは南郷第二小学校にはあったのですが、第

一小学校も、このランチルームについては要望しておったところですが、今度第二小の生徒が

一緒の学校に来た場合、今まであったにもかかわらず統合してなくなって違和感を感じておる

のではないかと思いますので、ランチルームの設置について伺いたいと思います。 

 ３つ目、保育所についてであります。平成24年４月１日、山口保育所、富田保育所は統合し

南郷保育所としてスタートしますが、以下について伺います。 

 １つ、閉所となる両保育所の利用計画についてであります。 

 ２つ目、開所する南郷保育所の園児数、職員数についてであります。 

 大きな４番として、子供たちの内部被曝防止について伺います。 

 原発事故によって拡散された放射能の影響は、この南会津郡内でも少なからず確認されてお

ります。そのような状況の中、これからの子供たちへの影響が心配されるわけです。町では外

部被曝の対応は各学校にモニタリングポストを設置し対応しているところです。しかし、体の

中に放射能物質が入り込み深刻な害を与える内部被曝の対応はまだのようです。 

 学校生活においては、校庭等の砂ぼこりに付着した放射能物質を吸い込むことが一番の要因

となります。町内地域の子供たちが集まる施設内の土壌分析をすることによって、土壌に付着

した放射性物質の量を把握し、その数値によって安全を確かなものにしていく必要があると思

いますが、町長のお考えを伺います。 

 以上、４つ質問いたします。 
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○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 15番、五十嵐司議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、閉校となる南郷第二小学校についての１点目でありますが、住民の大きな愛着感の

中で閉校となり空洞化する地域を行政としてどのようにとらえているかとのおただしでありま

すが、どこの地域でも学校は地域コミュニティーの場として大きな役割を果たしてまいりまし

た。おただしのように、学校がなくなるということは、地域の方々にとって大変寂しく感じる

ことと思います。 

 一方で、将来を担う子供たちの教育環境の整備という観点から、学校の統合であることをご

理解いただくことも、今後の地域活性化策については地域の方々と調整を図ってまいりたいと、

そのように考えております。 

 下山地区の第二小学校廃校といいますか─なるに当たりまして、今まで本当に地域の方々

に細かく気遣いいただきまして、除雪等にも本当にボランティアとして協力いただいたという

ことも伺っておりますし、その地域の方々の気持ちは十分私も理解しているつもりであります。

今後ともその地域の方々に対して適切な対応をしていかなければならないとも、そのようにも

思っております。 

 実は、来年度は伊南中学校、南郷中学校の統合もあるわけですが、これもやはり私も伊南中

学校の卒業生でもありますし、同じような気持ち、これは変わりないです。ですから、そのよ

うなことをきちんとできるように対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い

いたしたいと思います。 

 それから、２点目、３点目に対しましては、教育長より答弁させますので、よろしくお願い

いたします。 

 次に、平成24年４月から山口保育所と富田保育所を統合して開設する南郷保育所についての

１点目でありますが、閉所となる両保育所の利用計画についてのおただしでありますが、南郷

地域においては、平成24年４月に小学校と保育所が統合することを決定しておりますことから、

空き施設となる小学校と保育所の利活用を検討するに当たって、地域の住民の方々の意見を反

映させるために、保育所と小・中学校の保護者会や地域協議会、区長会、その他各種団体の代

表者15名の委員で構成する南郷第二小学校、山口保育所及び富田保育所施設利活用検討委員会

を昨年６月８日に立ち上げました。検討委員会では、会議を３回開催して議論を重ね、その結

果、取りまとめて、昨年９月に検討委員会委員長から意見を提出されました。意見書を尊重し

ながら、庁内で検討した結果、山口保育所は新たに開設する南郷小学校区の放課後児童クラブ
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の活動施設として活用し、富田保育所は施設を取り壊すこととしております。この辺も慎重に

考えて統合される、当面は統合される学校のいろいろ資材がありますから、その辺の一時倉庫

として活用という話も今現在持ち上がっておりますので、今後慎重に検討してまいりたいと、

そのように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 なお、当時そのようなことがちょっと考慮されなかった分もありまして、当初予算に必要経

費を計上しておりますが、今申し上げたように検討してまいりたいと考えておりますので、ご

理解をお願いしたいと思います。 

 次に、２点目でありますが、開所する南郷保育所の児童数、職員数についてのおただしであ

りますが、現在、入所申し込みをされている児童数は58名となっております。職員体制につき

ましては、所長１名、保育士９名、調理員１名、保育補助員５名、合計16名を予定しておりま

す。 

 次に、子供たちの内部被曝防止についてのおただしでありますが、子供たちが受ける放射線

量のいわゆる外部被曝量の測定につきましては、学校に設置してあるモニタリングポストや簡

易型積算線量計、または個人で着用しております個人線量計の計測により対応しているところ

であります。放射線の状況を継続的に調査することにより、子供が受ける線量が低く抑えられ

ているかを確認しているところであります。 

 また、一方では、食品の安全性を再確認することを目的に、給食用食材の簡易なスクリーニ

ング調査を実施し、安全性が確認されたものを学校給食として提供しているところであります。

しかしながら、内部被曝量の測定については対応できていない状況にあるため、当面の対策と

して、町では４月からベクレル測定器が４台導入される予定でありますので、子供たちの健康、

安全のためにも学校の校庭等の土壌の放射性物質の量の測定を行い、安全性の確認を実施して

まいりたいと考えております。 

 なお、内部被曝は学校だけの問題でなくて各家庭などの役割も大きいことから、４月以降、

各家庭への食材等も測定できる体制を整えてまいりたいと、そのように考えておりますので、

ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては、

課長等より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 私からは、閉校となる南郷第二小学校について及び南郷小学校について
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お答えいたします。 

 初めに、閉校となります南郷第二小学校についての２点目、校舎、施設は取り壊すのかのお

ただしでありますが、平成24年度におきましては、南郷中学校校舎の耐震化大規模改造工事に

伴う仮校舎として、平成25年度には現在の南郷第一小学校校舎の耐震化大規模改造工事の仮校

舎として利用を計画しております。 

 次に、３点目の跡地の利活用についてのおただしでありますが、先ほど町長答弁にもありま

したが、検討委員会から南郷第二小学校に関しては、校舎及びプールは解体する。体育館及び

グラウンドは地域住民向け施設として利活用するという意見をいただいておりますが、２点目

でお答えしたとおり、平成25年度までは南郷中学校及び南郷小学校の耐震化工事に伴って仮校

舎として使用することから、必要性、費用対効果、維持管理経費等の視点からも、さらに十分

検討した上で最終的な判断をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

 次に、南郷小学校の１点目、児童数につきましては、合計で108名の予定です。 

 次に、２点目、教職員の数につきましては、平成24年度の教員の人事異動が発令されていな

いことから、統合後の学級編成から推計しますと、学級数の増減がないため、現在の南郷第一

小学校の14名と同数か、１名の増員程度を見込んでおります。 

 次に、３点目の校門の設置についてのおただしですが、平成17年度村道拡幅工事に伴い、当

時ありました校門を撤去し、その代替として国道に表示板が設置した経緯があります。学校統

合を機会に校門の新設につきましては、南郷地域小学校統合委員会においても協議しており、

複数箇所の候補地が上げられておりますが、平成25年度に国道401号の改良工事が予定されて

いることから、この計画との調整を図りながら校門の設置場所を選定していく予定でおります。 

 次に、４点目、駐車場は十分かとのおただしでありますが、授業参観等の保護者の駐車場と

いたしましては、来年度は山口保育所の閉所により、学校駐車場に駐車しておりました保育所

職員分として約10台、山口保育所敷地内に約10台、その他駐車場に隣接する校庭側の一部臨

時駐車場として対応することで学校側と調整しております。 

 次に、５点目のランチルームの設置について、南郷第二小学校にはランチルームがあります

が、南郷第一小学校については設置されておりません。ランチルームは食育指導、他の学年と

の交流、さらには衛生管理面において大変有効な施設であります。しかしながら、統合後の校

舎となる南郷第一小学校においては、ランチルームを改造できるスペースがないことから、平

成25年度以降に予定されております耐震化大規模改造工事とあわせて検討してまいりたいと考
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えております。 

 以上、教育長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的な事項については、

担当課長等より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 再質問させていただきます。 

 町長の下山地区に対しては、地域を理解した温かい思いやりを私は感じました。今後とも、

何しろ学校が今まであって、学校の先生や生徒がいなくなり、また、学校の音、例えばチャイ

ムだとか音楽とか部活とか、子供たちの声が全くなくなるわけで、しばらくは下山の人たちも

何か寂しさを感じながら生きていくのかなと、そんな感じを受けておりますので、町でサポー

トする分がありましたら、できるだけサポートしてやっていただきたいと思います。 

 ２番目の校舎、施設の取り壊しに対してでございますが、校舎は取り壊すということですが、

西側にあるランチルームと多目的ルームに使っている校舎はまだそんなに年数もたっていなく

てすばらしい校舎なんですよね。これを何か、利用か何かないかなと私も常日ころ感じておる

んですが、まず、町として一番いいのが下山地区で利用してもらえばいいことなんですけれど

も、下山地区に対して何か声をかけたことありましたかお聞きします。 

○芳賀沼順一議長 南郷総合支所長。 

○近藤甚悦南郷総合支所長 お答えいたします。 

 下山地区への声かけということでございますが、南郷第二小学校、山口保育所及び富田保育

所施設利用検討委員会というものを設立いたしまして、その中で委員といたしまして、地域協

議会の代表、区長会、これは地元の上山口区長、それから下山口の区長、ＰＴＡは南郷一小、

二小、南郷中学校の代表、保育所につきましては、保護者の代表者、山口保育所、富田保育所

の代表者でございます。それから、商工会南郷支所長、観光物産協会南郷支部長、南郷青年会、

南郷婦人会、下山老人クラブ、文化協会長、体育協会長、以上の15名の代表者を委員として選

出していただきまして、この利用についてご検討を願ったところでございます。下山の区長さ

んは当然代表者でありますので、役員会等お開きになって保育所の利用、富田保育所の利用、

それから二小の校舎、それから体育館等々の利用等についてのお話を集落でされたというふう

に理解してございます。 

 それ以外につきましても、ランチルームとか、それから施設そのものの利用、老人福祉施設

もしくは福祉施設等々利用できないかというような提案が個々にありましたけれども、最終的

には今回お話ありましたように、校舎及びプールは解体する、体育館及びグラウンドは地域住
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民向け施設として利活用するというようなご回答をいただいております。そういったことです

ので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君、ボタンは押さなくてもこちらで押していますから、大

丈夫ですから。 

○１５番 五十嵐 司議員 なれないものですから、すみません。 

 私は、施設の運営委員会の答えを聞いているんではないんですよ。施設の運営委員会は既に

もうそういうことに決まったと町長に答申してあるわけですから、そのことを聞いているんで

はなくて、下山区民にそういう学校とか保育所とかの利用をコンタクトしたことありますかと、

それを聞いているわけですから、施設の検討委員会は私は聞いていません、結果わかっている

んですから。 

○芳賀沼順一議長 南郷総合支所長。 

○近藤甚悦南郷総合支所長 お答えいたします。 

 下山区民そのものに対しての意見を求めることについてはやってございません。施設利用検

討委員会の中でも町民全体のアンケートをとってやったらどうかというようなお話もございま

したが、最終的にはそれぞれの代表であるので、その中で論議をしながら答えを出していこう

というような方向で進んできましたので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 できたら丁寧なやっぱり下山区民さんに説明して、こんな状態で、

こういう案を出しますから、ここは利用できませんかとか、そういうことに持っていってもら

いたいんですね。最初から検討委員会で今後なくなりましたけれども、お前たち何か使うとこ

ろあるかと、じゃ使ってみるかというと、これはどうしますか、補助金は、管理はどうします

かとなってしまうと、区民の人もしり込みしてしまうんですよね。だから、もう少し使えるよ

うな状態の案を持って、やっぱり町当局も行くべきではないかと思うんですよ。最初からもう

だめだということ、これ使おうとすると、これはどうだ、これはどうだ、回数的には管理はち

ゃんとできるのかみたいのが、だれだってもう、はいなんて手挙げられないじゃないですか。

やろうと思ってもしり込みしてしまうんじゃないですか。その辺もう少しこれから検討してい

ってください。 

 それから、続いて、２番目のプールの件ですけれども、この二小のプールについては、これ

も今も出ました。施設利用検討委員会の中から取り壊しということで９月21日に委員長より町

長に答申されているところであります。でも、私は地元の二小の学区の保護者が、何とかこの
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プールを残して子供たちに利用させてくださいと、あげたいと、そんな声が強いんですよ。そ

して、その検討委員会なりに、ＰＴＡからも一小と二小のＰＴＡ会長が出ております。その中

で、ちゃんと利用の要請を言っているんですよ、これは。９月、第２回目の検討委員会だった

んですけれども、それは何か学校のＰＴＡの役員会で、そして決めて、何とかそこは置いても

らうということで利用させてほしいということを言っているんですけれども、この検討委員会

に町側から説明する最初の段階がすごく悪いんですよ、私から見ると。 

 このプールはもう漏水して維持費に金がかかる、修理がかかる、だから、もうこれは取り壊

すんだということを最初から、前提でそれ言っているんですよね。それはこの利用委員会でど

うしますかという、利用じゃないね、それはもう。取り壊していいのかどうかと言っているん

ですよ。二小の方も言っていましたが、利用の委員会でなく、取り壊しの委員会だと、そうい

うことを言っているんですよ。本当に、これは第２回の７月20日の施設利用委員会において、

南郷二小のプールの配管を修理した、施設が非常に劣化していると、これ分室長言っているん

ですね。これから始まっているんですよ、検討委員会。 

 そうしたら、もう先ほど立地な肩書を持った南郷地域の有識者たちがみんな、それを聞いた

ら、そんなの、もう金がかかって言ったら、もうそんなのつぶしてしまえ、一小に来てやれば

いいんではないか、みんなそこに入ってしまうんですよ。２人の実際必要としているＰＴＡの

会長２人がその中で使わせてくれと言って、でも、そういう先輩の方々も自分よりおやじとか、

社長級の人がみんないて、それはもうつぶしたほうがいいと言ってしまえば、余り声を高々に

上げることできないんですよ。そう思いませんか。私はそう思いますよ。 

 だから、検討委員会でＰＴＡ会長もみんな賛成したじゃないか、賛成したのに今さら何だと。

今さら賛成して、また、利用させてくれやと、とんでもない話だと、そんなふうに言われます。

でも、私どもこの委員会の答申はやっぱり大事にしなくてはならないと思いますよ。大事にし

なくてはならないし、私は、町長は答申が出されたんだから、これは議会に諮るのが当然なん

です。それは当然なんです。 

 では、私は結局、この委員会の人から私はかなりの非難を受けると思います。受けると思い

ますが、私はやっぱり子供たちが今までなじんできたプール、それをやっぱりまだまだ未練が

あるんですよ。だから、できる間は子供たちも利用してやって、親たちもバスで、毎日毎日バ

スで通っていっていたから、今までは歩いたり、自転車で通っていたけれども、これから毎日

毎日がバスで通うんだから、せめて夏休みの１カ月ぐらいは歩いて、友達と自転車に乗ったり

して、そしてプール通いもいいんではないと、そういうことを望んでいるんですよ。あるとき



－１６８－ 

は雨に遭って、うちの軒端で雨宿りしたり、あるいはずぶぬれで帰ってくるときもあるんでし

ょうけれども、そういうのが自然体で経験していくことではないかと私思います、そういう父

兄おりましたから。 

 だから、私はここに来て、本当に検討委員会の方には申しわけないけれども、これを利用す

るような形に持っていくにはどうすればいいんだと。それにはやっぱり、もう議会しかない

んだと、議会で言ってやるしかないじゃないかなと私も迷って、そしてここに立っておりま

す。 

○芳賀沼順一議長 五十嵐議員に申し上げます。申されている意見はわかります。その答弁…… 

○１５番 五十嵐 司議員 これだから、これから私はそういう親の気持ちもやっぱり伝えて、

そして町側はどういう受けとめをするか、それをお聞きしたいと思います。私は持ち時間１時

間ありますから、私に任せてください。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 私のほうが混乱しまして、議員から検討委員会のあり方言われましたので、

私から、その件についてだけ申し上げます。 

 議員がおっしゃられるようなことがあったかどうか、私も正直実際に私としては確認してお

りませんが、やはりそういう誤解のないような委員会の持ち方をするべきであろうと、これは

基本的な部分でそう思います。ですから、今後あらゆる機会の中で、このようなことがまたい

ろいろ検討委員会を利用した、このようなことを検討していく必要があるだろうと、それは考

えていますから、ですから、そういう中で検討委員会は必要であると思います。ですから、こ

のあり方を根本的に考え直したいと思います。 

 そして、皆さんにきちんとした客観的な見方の中で検討していただけるような環境づくり、

体制づくりをしてまいりたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 あとの件は教育長かな、分室長、分室長でなくてあれかい、支所長お願いします。 

○芳賀沼順一議長 南郷総合支所長。 

○近藤甚悦南郷総合支所長 先ほどの発言で、下山区長を下山口区長と発言しましたので、こ

こを訂正していただきたいというふうに思います。 

 あと、それから、今検討委員会につきましては、学校の統合委員会と同時並行な形で進めさ

せていただいてまいりました。そんな中で、学校プールの利活用についても、統合委員会のほ

うで具体的な論議をしながら進んできた経過があろうかと思いますので、それはそれでまたご

理解をいただきたいというふうに思います。 
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 以上です。 

○芳賀沼順一議長 教育長もあるそうですから、ちょっと待ってください。 

 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 すみません、私からお答えさせていただきます。 

 今の利活用委員会とか統合委員会の話については、町長さん述べられたとおりなんですけれ

ども、やはり委員の方々の意見を引き出すというような部分で配慮が足りなかったかなという

部分は少し反省しておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 それで、なお、プールの利用につきましては、しばらくの間取り壊しをせず利用したいと考

えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 先ほど南郷支所長より、プールに関しては統合委員会でもやって

いるということですが、それはちょっと、私はそのことはちょっと間違っているんではないか

と。それは南郷支所長が一番わかることなんですけれども、私の聞いているところでは、統合

委員会のＰＴＡの役員が、そのプールの使用を要望したところ、もう決まったことなんだから

ということを言われています。その中の議論はなかったと、そういうことを私は聞いています。

これは施設利用委員会のほうでやって、統合委員会のほうではプールの使用とかそういうこと

に対しては論議されなかったということを聞いておりましたが、間違いありませんか、支所長

の言っていること。 

○芳賀沼順一議長 南郷総合支所長。 

○近藤甚悦南郷総合支所長 施設利活用検討委員会の中では、７月20日の先ほど議員が申され

た中でＰＴＡの代表の方からＰＴＡの話がされた経過がございます。ＰＴＡの役員会ではラン

チルーム、それから調理実習施設…… 

〔「議長、時間ないから」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 私は、統合委員会の中で支所長がプールに関しての取り壊すかな

んかを検討していると言ったから、それはないでしょうと言っているんですよ。統合委員会で

は、そのことはやらない、プールの利用を要望したところ、そうは取り上げてもらえなかった

と、それはもう決まっているからということ。それは結局施設利用委員会のほうで検討してい

るからということだったと思うんだ。だから、支所長が言ったことに対しては、ちょっと私は

矛盾感じたんです。わかりますか。 
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○芳賀沼順一議長 支所長、わかりますか、質問の内容。 

 南郷総合支所長。 

○近藤甚悦南郷総合支所長 施設の利用委員会の中では、もう既に統合委員会の中でプールの

利用、統合した場合の学校のプールの利用については、こういう形で利用するということは検

討されているということでしたので、利活用委員会の中では、その提案あった中で論議されて

プールの取り壊しというような結論を出したというふうに伺っています。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 先ほど教育長から、じゃプールはしばらくの間利用させると今お

っしゃいましたが、それは間違いございませんか 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 先ほど答弁しましたとおり、プールの利用につきましては、しばらく残

すということでお答えしたとおりです。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 そうしますと、今回の議案にプールの条例の抹消が出ているんで

すよね。それはそれとして、何か、それは取り下げるとかなんかですか。そうじゃなくて、も

っと別な方法でやるということですか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 私のほうから、ちょっとお答えさせていただきますが、議案の10号で町

民プールの中で、南郷のプールを廃止するということで提案をしているところでございます。

これにつきましては、検討委員会の意見の取りまとめを尊重しながら、基本的には教育財産、

行政財産としてプールを廃止するということを基本として今回の条例提案をしているところで

ございます。 

 ただ、今いろいろ議論している中で、かなりそのプールの利用について望んでいる方が地区

の中に多数いるというようなことの情報がありますので、教育財産として、行政財産としては

廃止しますけれども、基本的には普通財産扱いにして、その後、暫定的に皆さんにお使いいた

だいて、その後の利用を再度検討してまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員  町長のご意見を伺います。今のプールの設置に関する、継続に

対しての。プールの利用継続についての町長のお考えを。 
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○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 わかりやすく言えば、教育長の言ったとおりなんですが、その理由は総務課

長の言ったとおりでありまして、私もそれはそういうことで検討委員会の意見としては、私と

しては尊重したいと。ですけれども、そういう声があったり、あるいは先ほど申し上げました。

南郷中学校のあそこ仮校舎、それから、その後の南郷小学校の仮校舎として利用する、そうい

う経緯もありますから、そのようなことをいろいろ総合的にかんがみまして、しばらくの間プ

ールの使用を続けたいと、そのように考えております。ご理解願います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 続いて、南郷の新生小学校のことなんですけれども、これは職員

数とかそうなんですけれども、栄養士はこの中に入っていないですよね。前16番議員から栄養

士の必要性を、そんなことを示されたことがありましたから、この統合を機会に栄養士、もし

かしたら置いていただけるのなかと、こう思ったんですけれども、ちょっとお聞かせください。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 学校栄養士の配置につきましては、原則福島県の学校栄養職員が配置ということになるわけ

ですけれども、この配置は、教員の定数と同じように一定の配置基準というのがございまして、

いわゆるその児童・生徒数何名に対して１人というような枠がございます。今回南郷地域の小

学校統合しても、やはりその基準に達しないということで、県からの配置は現在のところ、ま

だ最終的に人事異動の正式発令がないので不確定かなところありますが、現在のところは配置

がないというような形でございます。 

 ただ、今南会津の地域の特性ということで、現在、南郷地域には栄養士の方が配置されてお

りませんので、再三県教育長のほうには地域の事情を考慮していただいて、その定数基準以下

であっても配置していただくということで、継続的に要望はしているところでございます。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 続いて、校門の設置ですが、確かに先ほど教育長から答弁ありま

したように、何か401の国道の改良のときにたしか何か取り去られてしまったままで、その後

は校門がないんですよね。それで、校門は、私もいつも通るんですけれども、二小の校門は結

構、大理石か何かすごくいい校門だから、ああいうのを持ってきて設置すればいいんではない

かと、表札だけ変えて。そういう手もあるじゃないかと思います。それよりどこに設置するの

か、私もちょっと、その件は検討中ということでございますが、今まで商工会から入って檜枝
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岐側から来る児童というのはすごく少ないんですね。５人か６人なんですよ、たしか。それか

ら宮床から上で大体55人ぐらいと、60人だとすると。それに、あと南郷二小区から60人ぐら

い来るわけですよ、倍。入るのにはやっぱり西側というか、その逆に今度建設業協会、山口土

木の建設業協会入ってきた道路を入る人のほうがうんと多くなるわけですから、120人いれば

115人はそこから、そっちの只見方面から入ってくるんだから、やっぱりこちらの設置したほ

うがいいんじゃないかなとも思います。その辺はどうお感じになりますか。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 今、議員のご質問なんですけれども、この前の統合委員会でそれを盛ん

に議論したんです。議論したら、やはり保育所から入るところと、そしてあと建設業協会から

入るところと、あともう一つは、今重機とかありますよね、あそこの入り口のところと３カ所

出て、結局意見がまとまらなくて、国道401号改良まで時間があるんで、もう少し時間をかけ

て検討したほうがいいんではないかというような結論になりましたので、議員の思い入れとは

別に、やはり学校とよく協議させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 それで、結局、今度バス通学になるわけですね。バス通になりま

すと、一小学区のほうから来る生徒たちは学校まで来ておろすんですか、それともどっか、何

か話に聞きますと、バス会社のところにおろすとか、そんな話もちょっと私聞いたものですか

ら。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 今度の南郷小学校のスクールバスにつきましては、通年で２台運行ということで考えており

ます。いわゆるその２路線が、ですから、毎日２台入ってくるわけなんですけれども、それで、

今議員おただしのように、１つは、その山口保育所で一たん、営業所ですね、バス営業所で乗

車していただいたほうがいいんじゃないかということで、そういう意見もあったんです。それ

はずっと先のほうまでちょっと運行するという、時間短縮のためにはそのほうがいいかという

ことは議論もありましたけれども、最終的には児童の安全性を考えて、２台とも一応今の山口

保育所の前を通って、中の駐車場まで入っていただこうということで、これについては会津バ

スのほうと事前に入った回転場所等を確認したところ大丈夫だということですので、現在２台

とも校庭、校舎、校庭といいますか、そこでの乗降を予定しているところでございます。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 
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○１５番 五十嵐 司議員 続いて、駐車場について、先ほど申し上げましたように、駐車場

にもやっぱり二小学区から結局百何人父兄が来るわけですから、学校行事、ＰＴＡとかの総会

とか、授業参観とかいろいろな、運動会とかありますが、そのときにやっぱり、現時点でもあ

そこで行事を起こすと、やった場合は、いつも路上駐車、そしてパチンコ屋にとめたり、その

隣にある資材置き場あるんですけれども、そこが町のほうから貸してくれとか何か、そういう

ふうな状態でありますので、こちらが、二小学区から入る駐車場は少し確保していただきたい

なと私要請しておきます。答弁はいいです。 

 それから、今後閉校式が３月27日に一小で、28日が二小でとり行われて、入学式が４月６

日とり行われるわけですが、新生となった南郷小学校の開校式はまだ、そんな中どうなってい

るのか、その点、やるのかやらないのか、開校式。普通ならば、入学式の前に開校式やって、

入学式というものが当たり前じゃないかなと思う、入学式の案内は来ていますけれども、その

点お聞かせください。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 開校式につきましては、この間、南郷一小の教職の方々と何回も協議をしてまいりました。

今４月６日の入学式の前の時間とか、その辺を利用してできないのかということで協議をした

んですが、時間的な部分も制約があるということで、本当に簡単に、校旗、新しく校旗なんか

もできますので、それの引き渡しという簡単なセレモニーで、あと正式な開校記念式典につい

ては別途日を改めて実施したいということで、今、学校と協議をしているところでございます。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 あと、ちょっと幼稚なことをお聞きするんですけれども、統合し

て学校が廃校になったり、あるいは保育所が閉校したりして、取り壊すその経費というんです

けれども、そういうのは国のほうからの財政支援はないんでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 施設の解体経費についての国の助成制度は原則ございません。 

○１５番 五十嵐 司議員 あと内部被曝について…… 

○芳賀沼順一議長 指名をしてから…… 

 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 内部被曝についてお尋ねいたします。 
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 ２月28日、福島民報ですけれども、平野文部科学大臣が空間線量のはかる位置について、新

聞でちょっと見てきているんですね。小さな子供がいる場所や小学生では高さ50センチの高さ

で計測すると。中学生以上は１メーターと、そして明記しているんですね。私、一小と二小に

行ってきましたのは、建物の軒にというかな、犬走りのあるところ、大体地上から、地面から

１メーターぐらいあるんではないかと思うんです。そこにどっちも設置しているわけです。そ

うすると、その高さが１メーター50の高さに近い高さではないかなと思うんですね。そうする

と、国で示しているのと町で設置している高さの位置がちょっと違うんではないかと思うんで

すけれども、その辺のことをちょっとお聞きしたいと思うんです。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 現在設置してありますリアルタイムの線量計の、確かに上場の高さは150センチございます

けれども、実際の本体の機械は、その１メートル以下の場所に本体が設置されております。い

わゆるカバー全体の高さは１メーター50ということで、ご確認。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 地上から小学生までは50センチ、はかるの。中学生は１メーター

以上、そういう示しをしているんですね。だから、その…… 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 確かに機械は150センチですけれども、機械の設置、中の設置については50センチのところ

に機械を設置されているというところでございます。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 既に地上から、その犬走りの学校の軒にですから、そこが１メー

ターぐらいあるんではないかと思うんですよ。だから、その犬走りから50センチはわかるんで

すけれども、もう既に、その地上と犬走りの間が１メーターあるということ。だから、そこが

ちょっと計測地点が違うんではないですかと、それを聞いているわけです。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 そのとおりでございまして、その学校の置く場所によって、確かに

雪の問題等があったりすると、そういう高いところに置いているような場所もございますので、

そういう場所については、今おただしのような形で、いわゆる１メートル近くの場所に測定さ

れるということにもなるというふうには解釈いたします。 
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○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 最後の内部被曝について、雪が消えましたら、校庭等で子供たち

が集まる場所を早目に土壌検査をして安全を確認し、高線量を確認されたところは、直ちに土

壌の入れかえとかなんか除染して、安全を確保していただけることを希望して、私の一般質問

を終わります。 

○芳賀沼順一議長 以上で、15番、五十嵐司君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。昼食休憩といたします。午後は１時より再開したいと思います。 

 

休憩 午前１１時３８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○芳賀沼順一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 16番、大竹幸一議員より、遅刻する旨連絡がありましたので、ご了承願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 湯 田 良 一 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、３番、湯田良一君の登壇を許します。 

 ３番、湯田良一君。 

○３番 湯田良一議員 議席番号３番、湯田良一です。 

 通告に従いまして、私は３点につきまして質問いたしたいと思います。 

 まず初めに、会津縦貫南道路の要望に対して、町としての機運の盛り上げ方についてをお聞

きしたいと思います。 

 町長の施政方針の中にもありましたが、地域高規格道路でもあります会津縦貫南道路の要望

活動が重要なときに来ています。南会津町に関係してきます５工区に対しての要望活動に対し

て、機運の盛り上げ方、対応について、町長の考えを伺いたいと思います。 

 12月の議会で、会津縦貫道路は、まず４工区、下郷町分の国の直轄事業の採択に向けての要

望が重要だという答弁がありましたが、本年１月に国土交通省より、平成24年度の新規事業と

して、会津縦貫南道路４工区、中野湯野上バイパスの事業採択が発表されたところです。新年
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度より事業に着手されますことは大変喜ばしいことです。この発表を受け、当南会津町民の中

には、国の直轄事業の採択には喜んでいますが、ルート289甲子道路、塩生までで終わってし

まうのではないのかと心配をしている声をよく耳にいたします。 

 そういった町民の心配の声が聞こえてくるのは、少しでも関心を持ってきたあらわれだと思

います。着工までには幾つもの段階、ランクがあると聞いております。県の建設事務所により

ますと、この湯野上バイパスが国の直轄事業の採択により、当然５工区のランクの格上げにな

るのだろうと聞いてみたところ、今の段階ではランクの格上げにはならないそうです。 

 また、建設事務所の所長さんが、ロータリークラブの例会の中でゲストスピーチを行い、５

工区、289、下郷町塩生から南会津町田島については、地元の盛り上げが大変重要であるとも

話しております。１人でも多くの町民に関心を持っていただけるように、この５工区の格上げ

の要望と１年でも早く事業化が早まりますように、新年度は南会津の町民とともに一丸となっ

た大きなアクションを起こしてアピールをし、盛り上げようではありませんか。県や国に対し

て強い要望活動が非常に大事なときだと思います。町としてのこれからの対応について伺いま

す。 

 また、同じ高規格道路でもある栃木西部会津南道路についても、そういった先手を打ったア

ピールも大事なことではないのか、あわせてお願いいたします。 

 ２つ目、町の政策である支援事業、補助事業の周知徹底について。 

 町としてのさまざまな補助事業や支援事業について余り知られてはいないのかと思います。

２月に４日間、雇用と企業誘致に関する特別委員会として、町内の企業を訪問し、雇用につな

がらないものかと状況把握のため調査をしました。 

 まず、最初に驚いたのは、この支援事業の中身をよく知らなかったり、理解をしていなかっ

たり、町の政策がうまく届いていなかったということでした。これでは幾らよい政策を行って

も、活用に生かされなければと残念に思いました。支援事業の中身を見てみますと、非常によ

い事業であります。今年度も県の支援にはない分で、町独自の頑張る企業、人材育成支援事業

という、また、きめ細かな支援事業もあるようです。町の政策として十分生かされた支援事業

になりますよう、また、活気の出る南会津町になりますように、周知徹底の方法などに工夫を

凝らした取り組みが必要ではないかと考えますが、今後町としての対応を伺います。 

 大きな３つ目として、放射線量の測定器の設置方法について伺いたいと思います。 

 線量の測定では、南会津町の農業関係につきましては、雪解けを待って水、土壌の測定をす

るということで安心をしているところでございます。学校に設置してあります測定器のことな
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んですが、先日、第二小学校に行く用事がありまして行ってきたところ、驚いたことに、測定

器が２台設置されておりました。１カ所は体育館のところ、あと１台は校舎側と２台ありまし

た。同じ学校施設内であります。２台設置してあるということは、２台設置しなければならな

かったのかという問題、また、ほかの学校にも２台ずつ設置されているのか。小学校と中学校

ではまた違うのか。そういった点から考えますと、２台は必要ではなかったんではないのかな

というふうに思いまして、町独自のそういった運用措置をとられなかったのか。また、価格に

ついて、１台どのくらいしたのかについて伺いたいと思います。 

 あと、再質問は再質問席で行いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 ３番、湯田良一議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、会津縦貫南道路の要望に対して、町としての機運の盛り上げ方についてのおただし

でありますが、このたび、会津縦貫南道路121号、国道湯野上バイパス第４工区の整備区間が

国の直轄権限代行事業として正式に採択を受けました。会津縦貫南道路の整備は、観光や農業、

産業の育成、経済活性化を図るための広域交通網の整備にとどまらず、救急医療の面において

も、すべての南会津地域住民が安全で安心な暮らしを守るためにはなくてはならない最重要路

線と、そのように考えております。 

 今後は、引き続き国の直轄権限代行事業で諮問を待ち、塩生地区から田島区間、第５工区の

整備区間へ格上げの指定を受け早期の整備促進が望まれているところであります。 

 議員おただしのように、その採択に向けた要望を展開することが重要になってまいりますの

で、福島県南会津郡内の町村、会津縦貫南道路整備促進期成同盟会と連携しながら、国に対し

て要望活動を精力的に行う必要があるだろうと、そのように考えております。 

 とりわけ、南会津郡内の住民が一体となった盛り上げによる要望活動が必要となりますので、

議員の皆様方にもご理解とご協力、ご支援をお願いしたいと思います。 

 今までも、この縦貫道は、本当にこの地域にとりまして長年の本当に夢でありましたし、こ

れが、現実が少しずつ近づいてきた、下郷まで来て、今度は来たということであります。昨年

３月11日にあのような大きな震災が起こりまして、実はその121号が余り使われなかった、非

常に残念なことであります。ふだんのその使用状況も、私も２回ほど東北整備局に行って徳山

局長さんともいろいろお話し合いをさせていただきました。 

 そういう中で、その地域に対しての重要性、それから災害に対する道路の重要性を私から話

させてもらいました。そういう中で、徳山局長さんは、あの災害によって、今まで道路はもう
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必要ないんだと、国のほうの考え方がそのような考え方が主流だったけれども、この災害によ

って道路の重要性がわかったんだと、今がチャンスだから、皆さん頑張ってくれと、そのよう

なことをいただきまして、そして、説明した翌日に、実は東北整備局の課長さんが、この南会

津の121号の現状を見に来ていただきました、私がちょうど町長室にいたときですけれども。

きのう町長さんとお話ししたときに、そういう話をされたんで現状を見に来ましたと、見に来

ていただきました。そして、多分栃木県境まで行かれたと思います。 

 私もそのときには、先ほど議員がおっしゃった栃木西部道路の重要性も私も十分認識してお

りますし、その栃木のほうの整備状況も説明しました。私がこの間残念ながら亡くなられたん

ですけれども、那須塩原市の栗川市長さんともいろいろ情報交換もしてまいりました。そうい

う中で、栃木西部道路は28年までにあとトンネルを２つ掘って橋を２つかけて、今の塩原のバ

イパスにつなぐんだと、そのような計画がありますと、そのように伺っていました。それが、

この災害でどのようになるか私もわかりませんが、それもあわせて、私どもも頑張って力を合

わせて早期完成を目指すことがこの地域の発展につながると、そのように確信しておりますか

ら、皆さん方と一緒に頑張りたいと思います。 

  そしてまた、昨年は国の要望に対しても、その東北整備局に行っても、この下郷町から住

民の代表１人、それから南会津町から住民の代表方２人、２名で今の現状を説明していただき

ました。そういうものがつながって下郷までの９キロの整備区間が着工できたと、国直轄権限

代行で実施されるようになったと、そのように確信しておりますし、今まで長い間皆さん方の

運動が実ったんだと、そのように思っています。ですから、引き続き皆さん方と一緒に、この

南会津町内の縦貫南道路も一日も早く国の権限直轄代行でやっていただくような運動を進めて

まいりたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、町の政策である企業への支援事業、補助事業の周知徹底についてのおただしでありま

すが、町といたしましても、支援事業が町内企業において有効に活用されるよう、これまで広

報みなみあいづ、町のお知らせ及び町のホームページなど、町の広報媒体の活用、さらには南

会津町商工会の広報紙等での周知を図ってまいりました。今後は今まで実施してきた周知方法

に加えまして、町独自の企業支援ガイドブックを作成いたしまして、町の支援事業を掲載する

とともに、南会津町商工会などを通じて、商工会会員等へ配布するなど支援事業及び補助事業

の周知拡大を図ってまいりたいと、そのように考えております。このことに関連いたしまして、

今町で行っていますいろいろな事業、これをできるだけわかりやすく的確な方法で町民の皆さ

んに理解していただけるよう、そして、それを周知徹底できるよう町としてもこれから工夫を
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凝らした方法の工夫をしていきたいと、活動していきたいと思いますので、ご理解をお願いし

たいと思います。 

 次に、放射線量の測定器の設置方法についてのおただしでありますが、本事業につきまして

は、福島第一原子力発電所の事故を受け、文部科学省の直轄事業として行われたものであり、

福島県内の全小・中学校を含む、合計2,700カ所にリアルタイム線量測定システムを整備し、

その測定結果をホームページ上で公開するというものであり、既に試験運用が開始されており

ます。現在、町内のすべての幼稚園、小・中学校には本システムが整備されておりますが、小

学校のみ２台のシステムが設置されている状況であります。この状況に至った経緯を説明いた

しますと、当初、文部科学省では本システムを２段階に分けて整備する計画がありました。 

 まず、第一段階といたしまして、８月に県内の全小学校を含めた600台分の契約を締結し、

その後、第二段階として、残り2,100台分の整備を行う予定でありました。しかし、11月に入

りまして、当初受注業者の契約不履行により、竣工前に契約が解除され、それまで整備が終了

した小学校では線量計システム機器がそのまま残された状態になりました。この後、文部科学

省では新たに当初計画の600台の再契約と、残り2,100台の発注を行い、現在の試験運用に至

っております。 

 この結果、町内の各小学校には当初の契約により整備されたシステムと再契約により整備さ

れたシステムの２台が設置される状態となりました。今後、契約解除となったシステムは当然

撤去されるものであると思いますが、現在、文部科学省と当初受注業者との間で協議が行われ

ているところでありますが、いまだ連絡がない状況であるため、県を通じて、その回答を求め

ているところであります。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長等より答弁させます

ので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 ３番、湯田良一君。 

○３番 湯田良一議員 縦貫南道路については、現在調査区間ということで、下郷から田島ま

で大ざっぱな線は引いてあります。その線は広い範囲での線引きであります。線ではありませ

ん、面でございます。その面が早く道路の幅の線になりますよう、ランクの格上げに向けて町

民とともにアクションを起こす、そういう考えはございませんか。もう一度伺いたいと思いま

す。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えいたします。 
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 今までも、今までもと言いますか、なかなか道路に対しての厳しい状況でありましたけれど

も、先ほど申し上げましたように、道路がこの災害によって考え方が一変しましたし、我々の

町といたしましても、西部地区のあの豪雨災害、それに道路の重要性、交通通信システムの重

要性、十分認識されたわけでありますし、昨年もそういうことで、新たな展開として住民の方

に加わっていただいて、あのような要望活動をしてまいりました。これから、特に、この南会

津町は、本当に直接的に関係する部分でもありますから、より積極的に、より皆さんの理解を

得て、そして皆さん方の力をおかりして、私どもも一生懸命先頭になって頑張ってまいりたい

と、そのように考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ３番、湯田良一君。 

○３番 湯田良一議員 はい、わかりました。 

 とにかくランクの格上げが今一番大事なときだと思いますので、私もともに頑張っていきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 ２つ目なんですが、先ほど私、企業だけでなく、企業だけの話をしましたが、今町長さんか

らも答えが出ましたように、各課、各支所、いろいろな各分野でも支援事業や補助事業をやっ

ております。やはりそういった周知を徹底していただきまして、町の政策全般においても周知

の方法について、先ほど企業には何かガイドブックというような話がありましたが、さまざま

な支援事業ありますから、そういったものについても周知の方法などについて仕方ですか、も

う一度伺いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 いわゆる企業だけでなくて、集落に対する支援事業もたくさんございますので、施政方針の

中でも記載はさせていただきましたが、いわゆる集落に対する応援、個人に対する応援のガイ

ドブックというのを作成を今しております。新年度になりましたら、行政区に対して、そのガ

イドブック、わかりやすいガイドブックを示して、町の支援事業を示してまいりたいというふ

うには考えております。 

 この提案につきましては、いわゆる職員の提案でございまして、その中の優秀作品というこ

とで事業実施をすることでございますが、かなり今試作的に作成をしておりますが、わかりや

すいものになったというような感じで受けておりますので、それら含めた形の展開を図ってま

いりたいというふうには思っております。 

 あわせまして、先ほどありましたとおり、町のいわゆる広報媒体であります町のホームペー
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ジ、これもリニューアルいたします。それから町のお知らせ、それから広報みなみあいづにつ

いても、昨年、ことしいっぱいかけて、それぞれある程度リニューアルを図りながら見やすい

ものにして周知徹底を図るというような形で進めておりますので、それらあわせまして、そう

いう事業の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○芳賀沼順一議長 ３番、湯田良一君。 

○３番 湯田良一議員 はい、わかりました。 

 そういった支援、補助、これが町の政策でございますので、町民全般にわかりやすくしてい

ただきまして、そして町の活性化につながればというふうに思います。 

 続きまして、３番の放射線量の測定につきまして。 

 町の広報紙の中でも線量計の設置について記事が載っておりました。小・中学校、高校、保

育所、幼稚園、集会所など、43カ所に設置されたとの記事がありましたが、台数ではなく、設

置箇所だけだったんですか、その点についてちょっと伺いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 お答えいたします。 

 広報紙に載っておりますとおり、町内の43カ所について、現在リアルタイム線量計という名

称ですが、放射線の測定器が設置されております。追加分についても、若干予定がございまし

て、それは今後順次設置がされるというふうに聞いております。設置箇所については、おただ

しのとおり、町内の各学校、保育所、幼稚園、それから地区の集会所、それと子どもクラブな

どの放課後の児童の預かり所ですね、そういったところを文部科学省のほうで選定しまして、

それらすべてに１台ずつ設置されているという状況でございます。 

 それと、当初の質問にございましたリアルタイム線量計の価格についてでございますが、再

契約の分で申し上げますと、いわゆる線量計の本体、それから設置工事費、さらにはそれを文

部科学省のほうのホームページでリアルタイムに数値をお知らせするためのシステム経費、そ

ういったものをすべて含みまして、約１台当たり100万円というふうに聞いております。 

○芳賀沼順一議長 ３番、湯田良一君。 

○３番 湯田良一議員 ２台設置された経緯は今わかりましたが、その時点で、その線量計を

設置する場合、その許可等とか、そういうものはなかったんでしょうか、町として。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 この小学校の経過なんですが、先ほど町長の答弁の中にございましたように、昨年の８月に
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まず先行して小学校の分だけ設置いたしました。その後、二次分が中学校も含めてということ

だったんですが、それが、いわゆるその11月になりまして、この事業は文科省の直轄事業なん

ですが、文科省と当初小学校分として設置した業者との間で、どういういきさつがあったかわ

かりませんが、11月に契約が解除になったということで、12月に再度入札をして新たな業者

を設定しますということで、文科省からの一方的な通知がございました。第一に設置したもの

については当初撤去するということで、新たに12月から再契約した業者が改めて物を設置する

というふうに私ども聞いておりましたので、当然撤去されてから、その後、新たな物がなるの

かなということだったんですが、結果的にはもう撤去する前に、12月に新たに受託した業者が

もう設置してしまったということで、それではこれを撤去していただきたいということなんで

すが、現在、文科省と当初契約した業者と訴訟関係になっているということで、そちらの代理

人のほうからも撤去しないでいただきたいというような一部文書が来ております。 

 私どものほうでも、県を通じて国のほうには問い合わせしているんですが、なかなか回答が

来ませんで、学校側としても、どうするんだというような問い合わせがあったものですから、

とりあえず国のほうからは撤去費用については、業者なり国が負担するというような連絡だけ

で正式な文書はないものですから、私どもの学校のほうには、撤去日についてわかり次第連絡

しますということで、現在回答しているところでございます。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長に申し上げます。これ許可はあったのかという、そういう質

問は、つけるときに町で許可をしたのかと、それの質問なんですが、内容がちょっと違うみた

いですが。 

 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 それについては、各学校のほうで許可をいたしました、私のほうで。教育委員会のほうで許

可をしております。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 私のほうからもお答えをしたいと思います。 

 今回の線量計につきましては、学校以外に設置してある分もございますので、実は文部科学

省と、それから福島県と、それから設置しているそれぞれの市町村、この三者におきまして、

この線量計の管理運営について、覚書という形で文書を取り交わす予定となっております。

近々取り交わす予定となっております。 

○芳賀沼順一議長 ３番、湯田良一君。 
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○３番 湯田良一議員 実は、２台あったことに対して、やはり保護者の方とか、そういった

方から、何か不自然ではないのかというような話を聞きまして、私今回質問したんですが、よ

くわかったわけなんですが、ただ、現実として２台あるということは、まだ不信感を持ってい

る町民もいるのかなと。本日の答弁を聞きまして、そういった問には答えられるようになりま

したので、よかったわけでございます。これで私の質問は終わりたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 以上で、３番、湯田良一君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 大 桃 英 樹 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、１番、大桃英樹君の登壇を許します。 

 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 それでは、質問させていただきます。 

 私たちの生活を一変させた東日本大震災から１年が経過しました。１年という時間は長いよ

うで大変短く、しかし、確実に私たちにとって、これまでの暮らしや生活について改める機会

となりました。その中でも、とりわけ私たち福島県人を最も悩ますのは、言うまでもなく福島

第一原子力発電所事故による放射能問題です。 

 平成24年度施政方針にもあるように、原発事故により、いまだに立ち入りを許されない地域

があり、15万人というとんでもない県民が避難生活を強いられております。幸い我が町は原発

からの距離や地形が幸いし、空間放射線量を初めとする放射能の数値は比較的低いものとなっ

ていますが、先日、伊南地域のまきストーブの灰から高濃度の放射性物質が検出されるなど、

全く影響がないとは言えない状態にあります。 

 また、放射能は半減期が大変長いことから、これから長い間にわたってつき合って、向き合

っていかなくてはならない問題であることから、この１年間の放射能に対する対応の総括と、

そして、今後の対策について質問したいと思います。 

 １つ、震災以降、町が行ってきた調査とその分析結果をお示しください。 

 １つ、放射能問題対策の体制、組織は。また、その体制、組織で十分と考えるか。 

 １つ、春を迎え、雪解け水とともに山林から放射性物質が田畑や学校の校庭などに流出して

くる可能性があると思われるが、その対策は。 

 １つ、農業者の持ち込みによる農産物等の放射性物質の測定を実施する計画はあるか。 
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 １つ、まきストーブの焼却灰から高濃度の放射性物質が検出されましたが、その見解と対策

は。 

 １つ、放射能に関する勉強会や学習会の実施の予定は。 

 最後に、住民から寄せられる不安の声はどのように集約され、そして対処されているか。 

 以上、７点について伺います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 １番、大桃英樹議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、放射能対策に関する１点目、震災以降、町が行ってきた調査とその分析結果につい

てのおただしでありますが、町では放射能による健康被害の要因である外部被曝と内部被曝に

着眼し、調査を行ってまいりました。 

 まず、外部被曝についてでありますが、町内行政区及び学校、観光施設等の空間線量の測定

や町内の保育園児や児童を対象にした個人被曝線量の調査を実施しております。 

 次に、内部被曝についてでありますが、町内産の農林水産物や堆肥、町内で捕獲された野生

鳥獣の放射性物質の調査及び町内の農地土壌についての調査を行っております。また、保育所

や学校給食の食材を定期的に測定しております。これまで実施してきました調査結果について

は、町のホームページ等に掲載しておりますので、ここでの答弁は省略させていただきたい、

後でごらんになってください。また、必要とあらば、後ほど資料も提供したいと思いますが、

よろしくお願いしたいと思います。 

 今後も町内の安全性を確認するために、各種の調査、測定を継続していきたいと考えており

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、２点目でありますが、放射能問題対策の体制、組織についてのおただしでありますが、

放射能問題の対策は多岐にわたっており、現在、町としましては関係各課で対処している状況

であります。組織的には放射能問題の対策だけに特化した体制の確立はできませんが、現行の

体制の中で放射性物質調査に係る人的配置の強化を図りながら、町としてできる限りの対策を

講じてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、３点目でありますが、雪解け水とともに山林から放射性物質が田畑や学校の校庭など

に流入してくる可能性があると思われるが、その対策についてのおただしでありますが、先ほ

ど、先ほどといいますか、10番議員にもお答えしましたとおり、セシウムは粘土粒子に付着し

やすいという特性があるために、土壌中の粘土粒子に付着したセシウムが雪解け水と一緒に森

林から田畑や学校の校庭等へ押し流されてくる可能性があります。町といたしましては、町の
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放射能測定器を用いて、行政区ごとに農地の土壌検査を実施するとともに、学校や各行政区の

主要施設等においても定期的に空間線量を測定し、その結果を公表するなど、町民の皆さんの

安心と農産物等の安全性の確保に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いし

たいと思います。 

 次に、４点目でありますが、農業者の持ち込みによる農産物等の放射性物質の測定を実施す

る計画についてのおただしでありますが、これまで町では放射能測定器１台を田島都市環境セ

ンターに導入して、町内の保育所、小・中学校、第三セクター等で使用する食材や各行政区の

農地、土壌、玄米、もみ殻等を中心に測定を実施してまいりました。また、今月まで国から１

台、県から２台が貸与され合計４台となりましたことから、現在関係機関等と協議を重ねてお

り、新年度早々から検査が開始できるように準備作業を進めているところであります。 

 次に、５点目でありますが、まきストーブの焼却灰から高濃度の放射性物質が検出されたこ

とによる見解と対策についてのおただしでありますが、当町のベクレル測定器で測定した結果、

伊南地域のまきストーブの焼却灰から、一般廃棄物としての規制値を超える１万1,000ベクレ

ル超の放射性セシウムが検出されました。当町の見解としましては、検出された数値レベルか

ら、仮に農地への散布や山菜等のあく抜きに利用されたとしても、ご家庭で使用する量や頻度

を考慮し、農地の汚染や健康への影響は極めて軽微なものと考えておりますが、町広報等で焼

却灰の利用に関する注意を呼びかけて、加えまして、危険ごみとして回収する旨を町民の方々

へ周知しているところであります。また、回収した焼却灰につきましては、国の規定に従いま

して適正に処理し、町民の方々に安心感を持っていただけるように努めてまいりますので、ご

理解をお願いしたいと思います。 

 次に、６点目でありますが、放射能に関する勉強会や学習会の実施予定についてのおただし

でありますが、現在、福島県やその他の団体などから勉強会や学習会の案内があり、職員のみ

ならず町民の方々が参加できる機会がございます。放射能については、過剰な報道や一部の見

識を欠く言動に流されず、一人一人が正しい知識を持って適正に対処する必要がありますので、

今後も勉強会や学習会の開催情報があった場合には、町民の方々に周知をして参加していただ

く機会を提供してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、７点目であります。住民から寄せられる不安の声はどのように集約され対処している

かとのおただしでありますが、現在、町といたしましては、それぞれに関係する課で対処して

おります。そして、重要事項につきましては課長会議等で集約され、関係職員間で情報を共有

することとしております。 
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 今後も町民の方々から寄せられるご質問にきめ細かく対処し、少しでも町民の方々の不安が

解消されるように、町を挙げて取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い

したいと思います。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長等より答弁させま

すので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 この１年間、外部被曝と内部被曝について公表して、空間放射線量、

水質、あと土壌、そして食品にわたって丁寧に調べてきたと、そして公表を適正にやってきた

という判断だと思いますが、私もホームページから、議員だから持っている情報とかではなく

て、一般市民としてホームページを見たときに、調査されていることは十分理解できると思い

ます。 

 外部被曝と内部被曝に注意してということで、今回の広報のほうに、個人線量の調査結果が

発表されています。幸いなことに、１ミリシーベルトというのはいなかったようですけれども、

ただ、ちょっと気になったのは0.9というのが１名いらっしゃる。これ個人情報の問題があり

ますので、どういう状況でというのはありませんけれども、この原因について、ある程度把握

されているのかお伺いします。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 原因については、今のところ調査中であります。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 これは健康福祉課長の分野だと思うんですけれども、健康福祉課長、

よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 ガラスバッジで、約、中学生以下800名の方に10月半ばから現在もやっておりますけれども、

約１回目は３カ月、２回目は３カ月及び１回目の数値の結果だと思いますけれども、ほかの地

域でもありましたけれども、例えば、何名かの方が高くて、それを、結果を追跡調査したら、

例えば、そのガラスバッジを外に放置してあった、何日か。それで、高くなったとか、そうい

ったことが原因で─の方が何名かいたというような報告を受けています。南会津町について

は、再調査はしておりませんけれども、ほかではそのようなことだったものですから、私のほ

うもそのようなことではないのかなというような推察をしております。 



－１８７－ 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 なかなか特定するのは難しいと思うんですけれども、多分これ個人の

方に、僕も子供いますので、しっかりした検査結果というものを聞きました。その中で、説明

というのを多分求め、驚かれたんではないかなと思うんですけれども、その個人に対しても、

そのような説明だったんですか。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 特定の個人の方からの問い合わせ等はございません。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 はい、わかりました。 

 なかなか特定するのは難しいとは思うんですけれども、なるべくそれに努めるというのがや

っぱり務めだと思いますので、福島県で調査した結果等もあろうかと思いますので、それとの

比較とか、そういった調査というのはされているか伺います。健康調査、福島県でされました

よね。それとの整合性とか、そういったものはとっていらっしゃるのかお伺いします。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 県民全体の健康調査関係でしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○渡部 仁健康福祉課長 県民健康調査につきましては、現在問診票というんですか、３月12

日から７月の何日かまでの行動について、それぞれお一人お一人に、その行動を報告していた

だいて、それに基づいて県のほうで追跡調査をしていくというようなことでございますけれど

も、具体的に現在まだそれぞれの個人についての健診というか、そういうようなものも実際行

っておりませんし、また、来年度、平成24年度からは、その19歳から39歳までの方の健康調

査も実施するというようなことで、今県のほうで計画しているというふうに聞いております。

今後、健康の調査については、今年度から具体的に動くのかなというふうに思います。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 なかなか県のほうでも、その回収率が悪かったりして、なかなか原因

特定できないところがあるのかと思いますけれども、その県に頼るばかりではなくて、町でも

しっかりした調査というか、健診をもって、方針をもって、そういった町民の不安が解消でき

るように、相談に応じられるように体制整えていただきたいなと思いますので、よろしくお願 

いします。 

 ２番の体制についてなんですけれども、これなかなか難しいなとは思うところです。また、
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多岐にわたるので、まとめて、例えば対策室とるというのは難しいのかもしれませんけれども、

そのことでちょっと心配なんです。要は情報の交換、または広大な面積を持つ我が町ですから、

支所ですとか、いろいろな関係機関に情報が、例えば、この間の総務委員会の中で、伊南川の

水質検査について、これから、もう４月１日から始まるというのに、まだ終わっていないとい

うようなこともありました。多岐にわたるものですから、その体制とらないことでのリスクが、

水質でなくて川魚ですね、すみません、水質はやっていますね。ですので、そういったところ

不安があろうかと思いますけれども、町長としては、その辺どうお考えですか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えいたします。 

 これを、この体制を専門的にとるのがいいのか、あるいは先ほど私が答弁申し上げましたよ

うに、各課連携を強めてやるほうがいいのかと、これはいろいろその議論の分かれるところか

もしれませんけれども、私はそういう意味で、昨年の豪雨災害のときもそうでしたけれども、

特別プロジェクトチームはつくりましたけれども、やはりこれだって各課連携とらなければな

りませんし、放射能もこれから、この問題というのはずっと続くわけです。そういう中で、や

はり専門的にやるべきだろうというのもあるかもしれませんけれども、私としては、今の現体

制の中で連携を強めてやると、そのほうが、この町としての体制としてはやりやすいのかなと、

そのような判断を現在しているところであります。 

 これから、また状況が変わりまして必要となるようなことになれば、それはまた違いますけ

れども、今現在のところは、そのような現在の体制の中で、連携の中でやっていきたいと、そ

う思います。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 それでは、環境水道課長にお聞きしたいんですけれども、現在、空間

放射線量とか、そういった調査を行っていますよね。それに係る人員数というのを教えていた

だけますか。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 今のところ、環境水道課の環境衛生係、人員３名なんですけれども、

そこでやっておりまして、忙しいときには課内全部協力体制をとってやっております。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 それは支所分もありますね。空間放射線量に限って言えば、すべての

集落で測定されていますので。時間も載っているのは大体車に乗って、ここではかって、車に
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乗ってはかってという感じだと思うんですけれども、その業務に係る負担といいますか、時間

といいますか、それはどれぐらいかかりますか。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 ほとんど例月、例月というか、毎月空間線量をはかって報告してい

るわけなんですけれども、それには大体２日ないし３日で、うちのほうの衛生係の職員がして

おります。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 通常業務ある中での定員の中で、さらに放射能対策ということで、僕

は心配するのは、通常業務大丈夫かなとか、負担にならないかなというところで、ちなみに、

支所分に関しても、本町職員で行かれて調査されているということですか。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 お答えいたします。 

 そのとおりです。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 はい、わかりました。 

 次の質問しますね。何月からかちょっと忘れましたが、空間放射線量をはかるガイガーカウ

ンターの貸し出しを町で今でもやっていると思うんですけれども、現在の保有台数と利用状況

について教えてください。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 貸し出す機械は、本庁に４台かな、あと各支所に１台ずつあるんで

すけれども、本庁分ですと、当初は毎回のように借りに来ていたんですけれども、今は月二、

三回とか、そのくらいのペースになっております。あと支所の分については、ちょっとうちの

ほうではわからないです。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 ですから、これが情報共有だと僕は思っていまして、その利用状況に

ついて把握していないというところがどうかなと思うんですけれども、ちなみに、各支所での

使用頻度はどれぐらいかお聞かせください。 

○芳賀沼順一議長 伊南総合支所長。 

○酒井直伸伊南総合支所長 お答えいたします。 

 伊南総合支所管内について、状況についてお答えいたします。 
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 貸し出し始まって以来、関心がございまして頻度が高かったわけでございますが、現在はそ

れほどお借りになる頻度は低くなっておる現状でございます。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 南郷総合支所長。 

○近藤甚悦南郷総合支所長 南郷総合支所の状況でございますが、貸し出しについてはほとん

どなかったというのが現状でございます。 

○芳賀沼順一議長 舘岩総合支所長。 

○馬場増男舘岩総合支所長 伊南地域と同じで、出だしはかなり興味があって利用者がいまし

たが、人数的なつかみはちょっと把握しておりません。すみません。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 別にこのことだけで情報共有がなされていないとは絶対言いません。

そんなことはないはずなので、そうは言いませんけれども、ただ、こうやって少しずつほころ

びが出てくるところがあるというのが１点と。 

 もう一つ、僕が心配なのは、住民の方々が安心宣言したこともあります。また、毎日毎日僕

ら天気予報の中で空間線量を知っているわけですよね。そうすると、これが当たり前になって

しまって、何といいますか、危機感がなくなってしまうことにあるんです。 

 きのうの答弁の中でも町長、すべてのものを役場で対応するのは難しいという判断、答弁あ

ったかと思うんですけれども、もちろん、そのとおりですので、その山林、すべての箇所でや

るなんて無理だし、田畑にしてもグラウンドにしても、すべてのところをやるというのは無理

なので、僕はここでぜひ自治の問題と組み合わせていただきたいなと思っています。やはり自

分の健康の問題とか、自分の子供、家族を守るというのは自分の努力であるべきであって、そ

の健康とか安全の判断を、例えば役場にゆだねる、国にゆだねる、県にゆだねる、何かあった

ら県に、自治体にそうやって、何といいますか、責任を転嫁するというのはあってはならない

ことだと思います。 

 私、先日、３月11日、実は台鞍のイベントに行かず、個人的にいわきに行かせていただきま

した。福島県人の１人として、その被災地、今の現状どうなっているのか、そして、自分たち

何するべきなのかというのを問いたくて行ってきました。津波と、その後の火災によって70人

ぐらいの方が亡くなった久之浜というところに行きました。知り合いがいたのでしゃべったん

ですけれども、皆さん明るかったです。１年たって、もう既に気持ちを切りかえて復興に向か

ってやっていこうという意思が明らかになっていました。 
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 そこで感じたのは、私たち、今その意識があるかなというところだったんですね。いわきの

人たち、被災に遭われた方々は、大きなものはもう求めない。でも、こうやって毎日身近な人

たちとしっかり協力関係結んで、つながって、そんな生活の中で、未来に向かってしっかり大

人の背中を子供たちに見せていこう、そのための行動をとっていこうということを淡々と話さ

れていました。 

 それに対して南会津、こうやって風化してしまっているところがあるんですね。これは別に

役場のせいでもだれのせいでもないですけれども、一人一人の問題だと思います。この問題を

役場がどうするかというのは、自治体がどうするかというものは非常に難しいことであります

が、例えば野菜にしても、農作物にしても、子供の健康にしても、やはり一人一人の問題なん

ですね。 

 ですので、僕が提案したいのは、例えば自治体、各区に、行政区に対してガイガーカウンタ

ーを与えて、線量計を与えて、それで自分たちで実測してもらう、そうすることによって、い

ろいろな可能性が生まれると思うんですね。町長がすべてのことを役場でやるのは難しいと言

ったものに対しても、それは利用することができますし、また、住民にとっても自分ではかっ

て、自分で管理しなくてはならないということを意識することができる。そして、そのデータ

を蓄積していくことによって、南会津町は役場もこうやって一生懸命やっているけれども、住

民も自分たちでやっているんだ、この自然の中で、90％ぐらい山林がある中で、私たちは自然

を大事に、環境に着目して将来残せる生活を自分たちでつくっているんだということにつなが

ると思うんですね。 

 ですので、私がちょっと、ここで即答はできないかと思いますけれども、そういったこと、

行政で対応し切れない分を住民にガイガーカウンターを与え、そして、空間線量をはかっても

らって、データの蓄積にしてもらうということに対して、町長どう思われるでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 先ほど、そのガイガーカウンターのその使用頻度といいますか、そういう中で、各課長から、

支所長からお答えさせていただきましたけれども、確かに、あの当時としては、住民の方々も

それなりに興味があったり、あるいはどうなっているのかなと、そういう不安感もあったりし

て、使用頻度が頻繁に使用されたというような報告を今、今といいますか、ありましたけれど

も、住民の方々も、ある意味、そういう意味で情報公開は町としてやっていることがわかって

いると、そういう認識でおります。 
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 また、そういう中で、また情勢が変わったときには、そのようなことも起こり得るかもしれ

ませんが、今現在のところは、ある程度落ち着いているなという判断のもとに地域の方々はお

られると、そのような認識でもあります。 

 これは各支所にありますし、本庁にもありますから、そのような場合には、今の台数に、台

数といいますか、今の設置状況に関しまして、特別不足していると、そのような状況ではない

と思います。ですから、そういう中で、支所と、あるいはその担当の中で、各地域と住民との

連携をとりながら、しっかりその測定したり安全の確認をしていける状況であると、そのよう

に判断しておりますから、特別、今現在、そのことに関してふやそうと思いませんが、それを

もっと皆さんに自由に使ってもらえるような周知方法だけは考えていきたいと、そのように思

います。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 現在の認識では、恐らくそれで落ち着いているのでオーケーでしょう

というような認識かと思うんですけれども、僕はもう１個ここで提案させていただきたいのは、

提案というか、提唱というか、もし今収束がなされていない原発事故が再び起こったら、例え

ば今起こったらどうしますかという話なんですね。これに対応するのが１年前の反省ではない

のかと、僕はそう思うんですけれども、町長の認識はどうでしょう。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 その件に関して、ただ、この件に関してだけですけれども、この件に関しましては、当初の

このガイガーカウンターを導入した時点で、確かに一時いろいろな情報を、いろいろな使用の

何といいますか、ダブりとか、重複があったかと思いますけれども、落ち着いてきたと私は思

いますし、そういう中で、この地域のことを考えれば、現在、この地域のことを考えれば、今

の体制で十分でないのかなと、そのように判断しております。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 やっぱりもう一度１年前をもう１回思い出すべきだと僕は思っていま

す。見えない、におわない、形が見えないから、どう判断していいかわからない。そのいわき

に行ったときに、実はＪヴィレッジまでスタディツアーというのを今いわきでやっています。

被災地を訪れてみんなに今のいわきの現状を知ってもらって、地域に持って帰っていただいて、

今自分なすべきことをやっていただこうという、ＮＰＯさんでやっていらっしゃるんですけれ

ども、それに参加してきたところ、ガイガーカウンターを持って、いわきから北上して、原発
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ある広野町、Ｊヴィレッジあるところまで、一番北端なんですね、そこまで行ったんですけれ

ども、やっぱりガイガーカウンターではかると、どんどん上がっていくんですね。この実測し

たときの感覚というのは、やっぱりはかった人じゃないとわからないということなんですね。

見えないからこそ上がっていったり下がっていったりもかわらないので、もし万が一、また爆

発して、風がたまたまこっちに来て、もし、前回は大丈夫、この程度でおさまっていますけれ

ども、もし来たときにということを考えると、やっぱり僕、今の数では足りないんではないか

なと、もっと欲しい人が出てくる。ただ、それを例えば行政区で責任もって管理したりすれば、

そのリスクというのは分散されると思うんですけれども、そのことに関してはどう思いますか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 私は、このことに関しては、これで満足され、今の状況で対応できると、そのように思って

います。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 もし万が一、きょう起こって、起こったとしても、ガイガーカウンタ

ーの数はこれで足りるということでよろしいですか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 もし原発が再度爆発したり、放射性物質が拡散されたりしたときは、ここの

地域ばかりなるわけではないです。総合的に判断できると思いますが、正確な数値を知って放

射能を除外することはできません。ですから、ある程度の、その放射線量をはかるという、そ

して皆さんに避難を勧告したり、あるいは指示する、そのようなことに関しては、今の台数で

私は十分だと、そのように考えています。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 はい、了解しました。 

 もう一つ、その自治について、どうやって取り入れるかというところでひとつ提案なんです

けれども、どう考えられるか、ちょっと判断だけ、感想だけお聞かせいただければと思うんで

すけれども、その集落応援交付金、今度総合政策課でやられますけれども、例えば、その中の

メニューの１つに、そういったものをやることというのは、例えばひとつ与えてやるというこ

とに関してはいかが思われますか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 
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 これに関しましては、別に放射能ばっかりの問題じゃなくて、今の町内の状況を見たときに、

本当に頑張りたくても頑張れない地域、だんだんふえています。どんどんふえています。高齢

化率も上がっています。そういう中で、少しでも地域の今一番課題になるのは何なのかと。そ

こで、少しでもお金ということになりますけれども、人的支援もありますが、そういうことで、

地域の状況を踏まえた中で、一番困っているところに応援するのが行政として一番いいんでは

ないかと、そのような判断の中でやっていますから、そのような地域の中で、この件に関して

使われるかもしれません。また、別なことに使われるかもしれません。それは、その地域でい

ろいろ検討いただいて、私どもが、地域が本当に頑張って、そして地域自治ができるように、

そのような支援をしたいというのが目的であります。 

 ですから、どのようなことで使われようが、地域の一番困っているところに使っていただけ

れば、それが一番、その目的を達成することだと、私はそのように思っています。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 はい、わかりました。 

 それと、農作物の持ち込み検査について伺いたいと思います。 

 その方法と開始時期など、方法、あと、今の台数で処理できる１日の件数について教えてく

ださい。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 現在、田島地域では都市環境センターで検査をしておりまして、そ

のほか農協、あと伊南支所に配置してあります。それはきのうも10番議員に申し上げたんです

けれども、まず、食料品、食材等につきましては１キロ単位ではかることになっております。

ですから、食材を１キロ単位で都市環境センターに持ってきていただきますと、約15分から

20分で検査することができます。ほかの支所と農協でも同様でございます。 

 それから、話、前に戻りますけれども、先ほどのガイガーカウンターの貸し出しの状況なん

ですけれども、田島地域では10月から貸し出しをしまして、田島地域では10回、舘岩がゼロ

回、伊南４回、南郷１回、11月分につきましては、田島が９回、舘岩７回…… 

〔「まとめてもいいですよ、合計で」と言う者あり〕 

○星 惠助環境水道課長 合計ですか、合計ですと、12月分までで、田島が21回、舘岩７回、

伊南８回、南郷７回の43回となっております。カウンターは各支所にも３台ずつ配置しており

ます、貸出用として。 

 以上です。 
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○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 すみません、もう１回質問します。その持ち込み検査を開始する時期

と方法について教えてください。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 今、環境水道課長が言いました田島地区と舘岩と伊南総合支所、あとＪＡ会津みなみのほう

に設置しますが、今現在、４月から稼働できる準備体制をしております。 

〔「１日ですか」と言う者あり〕 

○大竹洋一農林課長 一応４月１日を目指していますが、４月から臨時職員も採用しますので、

その機械の操作等も含めて稼働できるのが、やはり４月の中旬くらいになるかなというふうな

想定をしております。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 それはしようがないと思うんですけれども、測定に要する時間という

のは15分から20分ということですけれども、それ１日の処理能力というのはわかりますか。

例えば、８時半から始まって５時までで終わるのか、それとも違う、もうちょっと利用者の立

場に応じて、もうちょっと長くするとか、そういった計画があるのか。それと、あと大体１日

の件数、どれぐらいで見ていらっしゃるのか。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 今、都市環境センターにシンチレーションの機械があるんですが、それは１検体はかるのに

15分かかるそうです。そんな関係で、件数はちょっと私はっきり、１日どのくらい動かしてい

るか把握できませんが、大体１回につき15分、それで準備等あれば、やっぱり20分くらいか

かるのかなと、１検体にです。それの８時半から５時15分の間の体制でこなすというようなこ

とを聞いております。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 12月から一応都市環境センターでは試験的にということで始めたん

ですけれども、最大多くて１日に15検体、というのは役場職員と同じように８時から５時15

分までの勤務の中でやるという形でやっていたものですから、ただ、その日にどうしてもその
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検体が多く来た場合は、超過勤務でもやっておりましたし、土日というか、祝日も１回ほどや

った経験もあります。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 せっかくやられるということを方針出されていますので、その内容、

方法については十分調整していただいて、より住民が安心できるような体制を築いていただき

たいなと思います。 

 ちなみに、例えば、その食べ物でとか、野菜とかで不安に思っている方かなりいらっしゃい

ますけれども、対象者というか、それは限定されるのか。例えば郡山市だったと思いますけれ

ども、それは何か農地台帳でしたか、写しを持ってきたらやってくれるということで、この間

開始されていましたが、その対象者というのは、町民、一般広くなのか、それとも農業者、ま

ず、そこをしっかりやるのか、それについて教えてください。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 一応対象というか、公共施設的な給食調理のところをやっているも

のを優先的に考えて、そのほか農家の方には主としてＪＡのほうでやっていただく、あと町の

ほう、町民に対しては都市環境でやっていただくというように区分けをしながらやっていきた

いというふうに考えております。 

 伊南支所についても、一般の食材と、伊南と南郷のですか、伊南と南郷の一般の食材等をや

っているというような考えでやっております。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 いろいろなことを想定されると思いますので、例えば発表したら即駆

けつけるなんていうことも、混乱も予想されますので、それ十分対応できるように今後関係機

関と煮詰めていただきたいなと思います。 

 学習会についてお伺いします。先ほど私の聞き漏れかもしれませんが、町長の答弁ですと、

いろいろなところで開催されていますので、それについて住民に情報提供するというようなお

話だったんだと思いますけれども、町で主催して、計画的に、例えばそれぞれの地域ですね、

例えば何カ所とか、何人目標にしてやるとか、そういった計画はございませんか。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 具体的な計画については、今のところございません。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 
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○１番 大桃英樹議員 やっぱり、しっかり測って、しっかり学んで、しっかりデータを積み

上げて学んで、それで蓄積していくことがすごく大事だと思います。いろいろな方がいらっし

ゃいますよね、いろいろなことを言う方がいらっしゃるので、これについてはなかなか難しい

ところであるんですけれども、町としてどれをチョイスするかとか、どういう先生に来ていた

だくかというのは悩むところかもしれませんけれども、その方針とか、あと、例えば開催、こ

ういう予定でやっていきますという方針さえ決まれば、住民も期待するものあろうかと思いま

すので、その計画はいつまでに立てるのか教えてください。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 私から、これからの対応ということで、基本的な考え方を述べさせていただ

きます。 

 この原発事故が起こりましてからいろいろな状況変化がございます。当初いろいろなうわさ

も立ちました。そういう中で、学習、勉強会等、講演会等をやらせていただいたことも事実で

あります。ですから、今後またそのような状況が、今のところある意味収束、原発は収束して

いませんけれども、状況としては、このような状況がしばらく続くのかなと、そのようなこと

を考えております。ですから、今後また極端な状況になったり、あるいはそのようなことが察

知された場合には、それはそれなりに適切に、適時に対応したいと、そのように考えておりま

す。 

 ですから、今現在、先ほど課長が答弁しましたように、直近の計画はありませんけれども、

そのような対応を基本的に考えておりますので、ご理解を願いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 少しずつなんですね、今町民の間も二極化していると思いまして、ど

んどん心配になる方と、どんどん離れていく方と二極化していまして、これ扱うのは非常に難

しいことではあるんですけれども、気になる方に学習する機会を与えるって僕はすごく大事だ

と思うんで、変な言い方ですけれども、信じる先生とか、学者さんによっても随分違いますよ

ね。僕ら政治家の中でもいろいろそれはありますので、それについては言いませんけれども、

例えば地区で学習をしたい。この人たちで同じような考え方を持っている人たちで学習したい。

例えばアレルギーを持った子供たちの親で勉強会をやったりすることがありますね、その放射

性物質と関係ないところで。そういうグループでとか、区で勉強会したいと言った場合に、例

えば補助金とか助成するとかすると割とやりやすいかなと思うんですけれども、それについて

どうお考えでありますでしょうか。 
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○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 例えば地区とか、そういうお仲間内で、そういう要望があれば、町を通して、県に対して、

その講師等の派遣を要請する制度はございますので、そういう形で利用していただくことは可

能かと思います。ただ、それに対して、今のところ町が補助を出してというような予定はござ

いません。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 ぜひそういった情報を出して、そういう制度があるということに関し

ては、議会全般で話あるように情報を出していただきたいなと思います。 

 それと、伊南川の解禁が迫っている中で、やはり喫緊の問題だと思うんですね。例えば、魚

を１キロではかるんですね、ここでとったやつを１キロとかというのは非常に難しいかと思う

んですけれども、普通どうやって計測されるのか教えていただけますか。一般的にでいいです

けれども。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 農産物とか何かですと、例えば米なんかは１キロはかることはでき

ますし、大根みたいなものですと、こまめに切って１キロ分にして、このくらいの筒があるん

ですよ。その筒にいっぱいに入れないと１キロにならないんです。ですから、魚の場合ですと、

ミンチの状態にするか、そのくらいでないと１キロにならないと思うんですけれども、まだ魚

ははかったことないのでちょっとわからない。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 例えばお隣の栃木県の那珂川とか鬼怒川では、何ですか、何というん

でしたっけ、解禁をずらしたというような判断があるようですけれども、このことについて、

町長どう思われますか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 解禁時期をずらしたということは、それなりのその地区の判断でしょうし、その状況もある

と思いますから、もしもそのような状況になれば、それなりの対応はすべきだろうと私は基本

的に思います。 

 昨年は解禁時期はずらさないでやったと思うんですが、あのような災害の中で西部地区はあ

あなりました、あのような本当に大変な状況になりましたけれども、東部地区はそのままやら



－１９９－ 

れたのかなというようなことで認識しております。ですから、そのときの判断は、今後どうな

るかわかりませんけれども、それなりの判断は当然すべきだろうと思います。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 僕は漁協の方に求めていただきたい、直接役場からですね、早急にや

ってほしい。解禁時期までに結果が出るようにしてほしい。恐らくさっきの話ですと、同じよ

うな機器を使えば15分で済むはずですので、県に届けが必要ですとかあろうかと思いますけれ

ども喫緊の問題です。安全を担保できない中でやるというのは非常に危険かと思いますので、

風評被害対策も含め、それを処理していただきたいと思います。 

 それと、これ漁協だけの話ではなくて、農協さんももちろん対策されていると思いますけれ

ども、その組織に付随していないところってあると思うんですね。例えば直売所であるとか、

一般の市民で、住民の方で野菜をつくって自家消費されている方ですとかいろいろいらっしゃ

います。いろいろな不安があると思うんですけれども、一方で、うちは安心宣言だから大丈夫

だよという方もいらっしゃって、その人たちに対する注意喚起というのはどのように行ってい

るか方針を教えてください。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 私のほうから、お答えをさせていただきたいと思います。 

 先ほど来、いわゆる１キロ検体ではかるものについては、はかりやすい物体と、なかなか１

キロ集まらない、焼却灰についても、なかなか１キロ集まるまで相当の期間がかかってはかり

いただくというような課題がございます。そういった、また、そのほか具体的に言うと、学校

給食とか保育所のやつで、肉１キロですね、肉１キロないと、その食材が、結局その食材を捨

てることになってしまいますので、そういった現実的な課題があるというふうに認識しており

ます。 

 ということで、今年度にいわゆる表面の線量をはかる機械ですね、表面に当てると、反応す

るか、しないか。まず、その機械を当初予算の中で６台購入する今計画をしております。それ

が決して簡易の検査ではございませんが、まず、表面上に感知するか、しないか、感知した分

について、先ほど言った１キロ検体で実施しておこうと、そういうような、少し、二段構えの

体制も考えてございますので、そういったものをしながら、議員おただしの安全・安心のため

の施策につなげていきたいと、そのように考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 



－２００－ 

○１番 大桃英樹議員 はい、わかりました。 

 １年たって風化させてはいけないものは必ずあると思います。いわきの方々、浜の被災され

た皆さん、必死の思い出今マイナスからゼロに向かおうとしています。私たちはそれに比べて

まだゼロの状態であろうかと思います。いろいろな意味を含めて、今南会津が、会津が頑張ら

なくてはいけないという中で、放射性物質の対策を通じて自治を喚起していく、もう１回、こ

の地域何とかしていこう、そして子供たちに伝えていこうという動きは、都会であればもっと

住民運動がたくさんありますから、そうやって注意喚起してくれる人いますけれども、なかな

かこの地域では行政頼みのところがあります。ですので、ぜひリーダーシップをとって、そう

いった動きづくり、あと自治について、私たちの将来の暮らしについて考えられる、そのよう

な機会にしていただきたいということを申し述べまして、私の質問にさせていただきます。 

○芳賀沼順一議長 以上で、１番、大桃英樹君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 楠   正 次 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、８番、楠正次君の登壇を許します。 

 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 議席番号８番、楠正次、一般質問を通告に従い開始いたします。 

 １番目、水源地を守る条例制定について。 

 本町は大きく分けると、西部地域が伊南川流域、東部地域が阿賀川流域の源となる数多くの

沢等が存在します。水道資源、農業用水、多くの渓流魚や清流魚の生息地であり、希少動植物

の生息にも欠かせない重要な財産であると考えます。 

 また、森林も水も再生可能エネルギーの推進に欠くことのできない貴重な資源と考え質問い

たします。 

 ①本町の水道水源地は、取水及び開発に対する制限ができますか。 

 ２つ目、地下水（湧水）利用に関する規制はありますか。 

 ３つ目、外資による土地及び森林の買収等事例はありますか。 

 ４つ目、外資による水源地買収等に対する町長の考えを聞きたいと思います。 

 ２つ目、冬期間の交通事故多発について。 

 近年、多重衝突事故と地元住民の事故多発地帯が大変多く見られます。これはブラックアイ
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スバーン現象、これが起因していると言われております。道路事情や道路状況を知らない観光

客等は避けようもない実態であります。今後もこのような現象は起き続けるという可能性は否

定できません。そこで、以下伺います。 

 １つ目、アイスバーン・ミラーバーン・ブラックアイスバーン・わだち、最近は見ることが

なくなりましたが、また、シャーベット・圧雪等の路面に対する危険度、かなり変化してきて

いるように思います。 

 ２つ目、ブラックアイスバーンによる事故等が起きる場所及び原因は特定されていますか。 

 ３つ目、今後も冬の南会津町に観光や仕事においでになる方の安心・安全対策が早急に必要

と考えますが、いかがお考えか伺います。 

 次に、まきストーブで脳梗塞・心疾患予防をということで、平成22年の県内死亡者数は２万

2,747人、このうち心疾患と脳血管疾患を死因とする死亡者数は6,760人と、依然として高水

準にあります。住宅環境がよくなったとはいえ、当地域の朝の冷え込みは非常に厳しいものが

あり、寝室から台所、お手洗い等を移動するときに、血管の収縮によって脳梗塞や心筋梗塞を

発症する確率が高いと昔から言われておりますが、そこで、１つ目、南会津町の平成21年、

22年、23年ももしわかれば、心疾患と脳血管疾患を死因とする数値を聞きたいと思います。 

 ２つ目、生活習慣病の予防は各種健康教室等で、広報等で対策されていますが、効果は出て

いるか、数値で減少しているのかどうか、恐らく減少しているんだろうと思いますけれども、

示していただきたいと思います。 

 ３つ目、現代のまきストーブは表面に温度表示がされるもの、アバウトではありますけれど

も、相当進化して温度調節、燃焼時間の設定等、可能なものがあり、先に出た高ベクレル、１

万1,170出たところのストーブも高性能のストーブで、灰を二次燃焼、煙を二次燃焼、三次燃

焼と、そのストーブの中で行うというストーブでありました。私がストーブ購入補助やまき購

入補助に対する助成というのは、そういう高性能ではなくて５万円程度の鋳物で、それでも表

面に温度計がついておりまして、温度計と言ってもアバウトな10度間隔で400度程度までで、

朝までその暖をとることができるというようなものでありますけれども、それに対する助成、

これができるかどうか伺うものであります。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 ８番、楠正次議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、水源地を守る条例制定に関する１点目でありますが、水道水源地は取水及び開発に

対する制限ができるかとのおただしでありますが、本町では、水源地から直接取水する以外は
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水道水源地を保護する条例等を定めていないために、現在のところ取水や開発に対する制限は

ございません。 

 次に、２点目でありますが、地下水及び湧水の利用に関する規制があるかとのおただしであ

りますが、本町では自然公園法で定めた尾瀬国立公園や福島県温泉保護利用対策要綱で定めた

温泉準保護地域等の法令で定めた地域においては規制がございますが、そのほかの一般地域に

おいては規制がございませんので、ご理解をお願いいたします。温泉準保護地域等の法令で定

めた地域における規制はございますが、その他は、そのほかのものはないということでありま

す。 

 次に、３点目でありますが、外資による地域、土地及び森林の買収等はあるのかとのおただ

しでありますが、現在までに本町において外資による土地及び森林の買収等はございません。 

 次に、４点目でありますが、外資による水源地買収等に対する町長の考えはとのおただしで

ありますが、近年になって北海道を初め、多数の県で外国資本によると思われる森林を含む土

地の買収が表面化し大きな問題となっていると、そのようなことを承知しております。 

 土地、森林、水といった国土資源の保全といった観点から、国においては森林法の改正や国

会議員有志によるプロジェクトチーム、研究会が発足し、水資源問題や外資による土地取引に

ついて議論を始めております。 

 また、地方自治体の中からも水源や森林保護の条例化に向けて取り組んでいるところもある

ようですので、今後につきましては、国や他の自治体の動向を踏まえて、本町におけるルール

化について検討してまいりたいと考えております。 

 やはり、これ食の安全、あるいは、これは防衛、ある意味食の防衛、命の防衛でありますか

ら、その点は重要視していかなければならないとは考えています。今述べましたように、本町

においても、この件に関して、ルール化について検討してまいりたいと考えておりますので、

ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、冬期間の交通事故多発に関する１点目でありますが、アイスバーンなどの危険度の認

識についてのおただしでありますが、アイスバーン・ミラーバーン・ブラックアイスバーン・

わだち・シャーベット等の説明をさせていただきます。 

 私も、この質問いただくまで、そのような状況は、目では認識しておりましたけれども、名

称はわかりませんでした。 

 アイスバーンは、車によって踏み固められ圧雪となった道路の表面が日中に解け、夜間に再

凍結した状態をあらわしています。通常の圧雪より滑りやすくなっているため、速度やカーブ
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に注意が必要となります。 

 次に、ミラーバーンは、アイスバーンによってできた氷の層が厚くなりまして光って見える

状態で、主に交通量の多い交差点で発生するため、発進時や停車時に滑りやすく追突の原因に

なります。 

 また、ブラックアイスバーンは、表面に薄い氷の膜ができて、ぬれた路面のように黒くなる

状態のことです。一見すると、凍っていることに気づきにくいために大変危険です。特に、夜

間は路面状況が確認しづらいため、事故発生がしやすくなっております。雪道はわだち跡に沿

って走ることが多いですが、タイヤがとられて横滑りやスピンの原因にもなります。道路上の

雪が日中の気温により解け出し、シャーベット状になった路面はハンドルをとられやすく、ま

た、雪が歩行者にはねることもありますので、人通りのある道では速度を落とした運転を心が

ける必要があります。 

 いずれの状態においても、雪道の走行は大変危険ですので、特に、夜間、早朝、速度や路面

状況には十分注意をする必要があると、そのように認識しております。職員の人たちにも、自

分も含めてですけれども、交通事故を十分注意するようにと再三再四申し上げているところで

あります。以上のようなことで、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、２点目でありますが、ブラックアイスバーンによる事故の発生場所と原因についての

おただしでありますが、ことしの冬にブラックアイスバーンが原因による交通事故が多発した

地点は、主に田島地域の針生地内、静川地内、糸沢地内の３カ所でございます。路面凍結によ

り車かスリップしたことが主たる事故の原因となっております。 

 次に、３点目でありますが、冬の来町者に対する安全対策についてのおただしでありますが、

交通量の多い主要な交差点にはロードヒーティングによる安全対策が講じられており、国道

352号の急勾配区間においても同様の対策を施行中であります。 

 また、他県ドライバーの交通事故防止のために、町交通対策協議会と南会津警察署により、

山王トンネルの栃木県側へ看板を設置し、降雪や道路の凍結に対する注意喚起を行うとともに、

道路管理者による融雪剤散布を行うなど、雪道での事故防止対策に努めているところでありま

す。今後も引き続き南会津警察署や道路管理者である福島県南会津建設事務所等、関係機関と

の連携をはかり、来町者などへ交通情報等の案内を含め、交通事故防止の啓発に努めてまいり

たいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、まきストーブ利用による脳梗塞・心疾患予防に関する１点目でありますが、南会津町

の平成21年、22年の心疾患と脳血管疾患を死因とする数値についてのおただしでありますが、
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平成21年の死亡者は277名中、心疾患による死亡が50名、脳血管疾患は18名であります。 

 なお、23年の件に関しましては、後で担当課のほうから、わかり次第報告させていただきま

すが、次に、平成22年の死亡者259名中、心疾患による死亡が46名、脳血管疾患は16名となり、

両死因を合わせて、全死因の４分の１弱を占めています。 

 次に、２点目でありますが、生活習慣病予防教室等対策事業の効果を数値で示せとのおただ

しでありますが、町は特定健診後、メタボリックシンドロームのリスクの高い対象者に対し、

各種学級や訪問指導を実施しております。その結果、腹囲が減少したり、生活習慣が変わった

というような効果が出ております。平成22年度の特定健診、特定保健指導実施結果総括を見る

と、平成21年度の特定保健指導者329名中、66名が保健指導の対象となっております。このう

ち54名、約81.8％の方が町の指導を受けた方で、自己努力のみの方は12名、18.2％となって

おります。 

 次に、３点目でありますが、まきストーブの購入費やまきの購入助成についてのおただしで

ありますが、室内における温度差は脳血管疾患や心疾患の発症においては大きな要因であり、

寒さ対策がこれらの発症予防にとって重要な対策であることは周知のとおりであります。体の

しんから温めるまきストーブの優しさは、電気や石油ストーブ等、他の暖房機にはないよさが

あると考えられます。しかし、まきの確保、灰の処理、煙突掃除、温まるまでの時間等、高齢

者にとって使いやすい点ばかりとは言えない問題もございます。まきストーブが生活習慣病予

防に効果があるかどうかについては、今後調査研究してまいりたいと、そのように考えており

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長等より当然させます

ので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 先ほど、23年度の死亡の関係の心疾患と脳血管疾患でございますけれども、23年度死亡者

334名中、心疾患が72名、脳血管疾患が27名。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 まず、１点目の水源地を保護する条例、これが規制等がない、自然公

園法に定めた温泉地域、その辺は規制があるが、一般のところはない。そして、外資の買収は

ないという３つお答えいただきました。 
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 それで、最近、町長申し上げましたが、本当に多くの地域でこの買収が行われており、去る

２月13日に埼玉県で条例委員会で提出し議決されました。埼玉は買収実績がないんですよ。今、

北海道、１市、十数町ですか、山形、長野、１町というふうに40件、北海道独自の調査ですと、

もう909ヘクタールが外国資本に買収されたと。それで、先日中国人の女性の資本家がテレビ

で、日本は少子化の影響で人口が減少していますけれども、世界的には相当な勢いで、中国は

相当な勢いでふえている。中国は水の確保、これからの飲料水の確保が大変な問題になるとい

うことで買っていると。中国人の方が、資本家が言っていました。 

 ですから、この地域すべてが日本全体からすると買われてしまった、以上が買われてしまっ

たわけですけれども、町で規制がどの程度できるかわかりませんけれども、先ほど町長の不安

も言われましたけれども、実態を調査し、また、買収実績はないということでありますけれど

も、北海道でも外国の方が外国人の名前で購入している例は少ないんだそうです。日本企業を

買収して購入していると。ですから、非常に難しい問題で、将来的にこれがこの町にとっては

物すごい自然の恵みが、自然のろ過、この山全体が、森林が自然に保水し、ろ過し、湧水する

ところがたくさんあるわけでありますから、本当に重要なことだと思いますので、ぜひ検討す

べきと思いますが、この辺に対する町の認識、改めてお伺いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 先ほども答弁いたしましたが、この規制に関しましてはいろいろな、今議員

もおっしゃいましたダミーの会社があって、買収当たった場合とかいろいろなケースが考えら

れると思います。そういう中で、どのように町として対応できるのか、まだ私どもは買収され

たことを確認しておりませんが、そのような事態にならないように努力する、注意する必要が

あるだろうと、そのことはそのように基本的に思っていますから、どのようにしたらできるの

か検討してまいりたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 表流水に関しては、ある程度県の条例とか規制があるわけであります

けれども、地下水に関しての規制、これが本当に全くないという状況、掘削する口径に規制が

ある程度だと思います。そして、この問題を私が質問したのには、昨年、今から14カ月ほど前

になるんですけれども、北海道の水源地域を守る条例の制定ということで、ある機関から私署

名運動ということでいただいて、南会津町で署名をしたときに、高齢者の民有地、資源を持っ

ている方が、森林を持っている方が、もう買ってくれるなら売りたいと、木はお金に換価もで

きないし、そっくり売りたいという方が何人かいらっしゃいました。ですから、そういう話が
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町とかに全く届けとかそういうのがなくできてしまう今の現状を危惧しておりますので、ぜひ

ともしっかりと、今町でどれができるのかわかりませんけれども、考えていくべきだというふ

うに思います。 

 次の点に移らせていただきます。 

 アイスバーン・ミラーバーン・ブラックアイスバーン、その他説明、お答えいただきました

が、一番多いのがブラックアイスバーンで、近年の状況を見ますと、ちょっと皆さんに、私南

会津警察署から資料をいただきまして、小さくてちょっとわかりにくいんですけれども、実は

これが人身事故だけの件数、20年度から、この赤ポチ、私つけたんですけれども、ここが鎌倉

崎の交差点で中心市街地、そして先ほど言われた糸沢までの間ですね、あと山王のところ、そ

して金井沢とか福米沢、ここは比較的スピードの出るところでありますけれども、ここもブラ

ックアイスバーン現象が起きているところだと、駒止峠のスノーシェルター、東、山口の交差

点、これが、こういう場所というのはそんなにスピードを出している場所ではないのに人身事

故がこれだけ起きているという事実がわかりました。 

 そして、20年度は物損の事故は記録していませんけれども126件でした、警察に届け出があ

ったもので。21年度は144件でした。22年度は176件なんですよ。ということは、道路の除雪

状況とかは非常によくなっていますけれども、でも、これだけ、３割近くふえているんです。 

 ですから、これは除雪の、警察の方にも、課長にもお聞きしましたけれども、除雪が非常に

よくなって、ブラックアイスバーン現象が起きやすい、これは気温にもかかわっていたんです

ね。マイナス15度とか20度になるようなところは余りブラックアイスバーン現象って起きな

いんです。０度から10度の間、その中が起きやすい、そういう事実がわかってきていますから、

危険な場所というのは特定されると思います。 

 ですから、ことし２月からの中山、ロードヒーティング始まり、消雪道路と、やはり事故は

ないそうですね。これを駒止とかですね。こういう状況をしっかり町のほうでも調査をしなが

ら、看板は立て看板とかではなく、古今におりるところ、糸沢からおりるところに小さい看板、

交通事故防止とか多発とかというの、これ去年の12月に針生地区であったのと同じ時期にあり

ましたけれども、例えば南会津町の入り口の道の駅とか、例えば下郷のほうから来る場合であ

れば、町の駅とか、そういうところでしっかりと電工掲示板とか、そういうもので、小さな看

板ではなくてやるべきかなと、あとは砂をまくなども効果的と言われますけれども、そういう

対策、今後、今現在はこういう情報をもって考えていられたのかどうかちょっと伺いたいと思

います。 
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○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 お答えいたします。 

 ただいまのご提案、ご提言をいただきました、例えば道の駅による、その注意喚起、周知に

ついては、大変効果のあるものというふうに考えますので、今後施設の管理者等と話し合いを

させていただきながら、あるいは南会津警察署とも、その効果等について話をさせていただき

ながら前向きにそういった周知を行っていきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 ぜひ、先ほどちょっと話してしまえばよかったんですけれども、東地

域で昨年転落事故がございました。先ほどの地図で見ても、赤丸がいっぱいあったスノーシェ

ルターの付近、やはりああいうところも将来的にはロードヒーティング、本当に安全、走りや

すい。ですから、そういうことを計画されて予防されてはどうかというふうに思いますが、全

体的にはその方向で行けるのかなというふうに思いますけれども、どうでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えいたします。 

 実は、今議員が指摘されましたあの箇所で、３月１日、田島高校の卒業式に向かう私の目の

前で、つくばのナンバーでしたけれども、スキー客だと思います。やっぱりスリップ事故を起

こされました、わきの雪に激突されまして、バンパーが外れてしまって、私の前を走っている

車にあと５センチぐらいでぶつかってしまうと。私、その後、建設事務所長さんに、南会津の

ですね。このような事故があって、あそこはＳ字というか、幾重にも曲がるようなカーブだし、

路面の傾斜とか構造的に問題があるのかどうなのか、実はこういう事故あったから調べてくだ

さいと、そのようなことを申し上げました。あそこを真っすぐにしてしまえば、今度道路の勾

配も変わりますから、その道路の構造的な問題と、あるいは注意で何とかなること、一番いい

のはスピードを出さないということが一番でしょうけれども、やはり構造的な問題もあろうか

と思いますから、やはりこの南会津に安心して来ていただくこと、それから町民が安全に運転

してもらえること、通行できることをやっぱり第一に考えたいと思いますから、そのようなこ

とをきちんとチェックした中で今後対応していく必要があるだろうと、そのように考えており

ます。その対策を一つ一つ調べながら、今議員がいろいろ交通事故の多発地域も指摘を受けま

したから、そういう中で検討させていただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 この件については以上で、すみません、１カ所だけ、これも情報提供



－２０８－ 

で調査、検討していただきたいのですが、舘岩でことしの12月にも二種免許を持った方が会津

交通で道路から落ちてしまって、もう少しで電柱にぶつかるという大事故が、けが人はなかっ

たんですけれども、ありました。これが平成20年度にも実は、あのときは幼稚園児などがちょ

っとけがをした。４年の間に二種免許、やっぱり二種免許持っている人は相当運転技術は熟練

されていますし、安全確認とか等も通常の人よりははるかに優れた人でも、そういう事故が起

こる場所という状況、その去年の12月にも、ちょうど議会の通告の日でしたか─もやっぱり

ブラックアイスになって１台横転した車がありましたので、その地域なんかも調べて、届いて

いない部分が相当ありますけれども、大きな事故がそういうふうにあったという場所だけちょ

っとお知らせしておきます。 

 続きまして、３つ目のまきストーブに関する質問でありますが、まず最初に、まきストーブ

を推進するに当たって、使いづらさとかいろいろ、高齢者にとっては大変な部分もありますけ

れども、２月24日の検査で１万1,170ベクレルの放射性セシウムが検出されたという報道があ

り、これは今まで何人もの議員が質問しました。私は今回の広報みなみあいづにも、きのう配

布になったものにも、福島で４万ベクレルの灰という記事がありました。私が思うのは、その

灰を１キロ吸うなんていうことはあり得ないという考え方で、１キロすべて吸った場合にどう

かと。松田尚樹氏という長崎大学の先導生命研究支援センターというところの教授が昨年の８

月11日だったと思いますけれども、セシウムを例えば内部被曝したとした場合の健康被害とい

うのが記事に、民報新聞に載りました。そして、その計算式、これが、ただ吸引した場合どう

なんだ、食べた場合どうなんだということが詳しく書いてありました。 

 それで、そこで私が計算すると、例えば、この方の書いたのが１万ベクレルの放射性物質を

吸引した場合の実効線量という、これが健康被害、全身影響という、こう書いてある。46マイ

クロシーベルトに換算されると。１万ベクレルの放射性物質を口から吸引した場合は、口から

ですね、口から入れてしまった場合は140マイクロシーベルトと吸引の３倍になると。そして、

３倍程度ですね。 

 ですから、伊南地域の民家で検出された焼却灰を例えば鼻から吸い込んだ場合、１キロすべ

てを吸い込んだとして、実効線量で被害を受けるのは51.382マイクロシーベルトという計算

式が成り立つんですけれども、そうしたら年間の被爆量制限値というのは１ミリですから、

1,000マイクロシーベルトというと、本当にごくごくわずか５％というふうに計算できるんで

すけれども、これは、この式は、私の計算したのは間違いないでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 
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○星 惠助環境水道課長 その計算式で間違いないと思いますし、例えば日本人は年間１から

2.5マイクロシーベルトをふだん受けているわけなんです。今回の事故によりまして、空間線

量が0.23マイクロシーベルト、年間では１から2.5ミリシーベルトを受けていまして、空間線

量に直しますと0.23マイクロシーベルト、これは年間１ミリシーベルト以内ということで、

あと内部被曝線量も５ミリシーベルト以内ということで、その計算式で出しますと、ちょっと

計算が難しくなりますけれども、暗算でちょっとできない計算で、年間に計算しますと、本当

に人間の体に入るのはごく微量ということで、ごく微量なものですから、気にすることないと

思います。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 今私も何度もこの方の出したものに当てはめて計算したので間違いは

ないとは思いましたけれども、このまきストーブを、先ほど私、演壇で５万円と申し上げまし

たけれども、知り合いの方が昨年５月にまきを切り出して、野積みにしておいて、この冬、11

月から設置をして、本当によかったと、朝起きるのに。70代のご夫婦ですけれども、ほんわか

と温まっていて、今まで観葉植物が凍るほど冷えたのに、そういうこともなくてよかったと、

本当に朝起きるのが億劫でなくてよかったという話を聞いて、私、これは町のまきの使用、こ

ういうものにもつながり、ＣＯ２の削減、代替エネルギーとしても、ある議員も言いましたけ

れども、やっぱり総合的に化石燃料からは離れ、脱原発という動きの中ではやっぱり、この森

林は資源として活用する、これ非常に重要なことだろうというふうに思って、この助成、これ

に対して実際に死因と死亡者数はわかったのですけれども、申しわけないです、通告になかっ

たわけでありますけれども、これを起因として入院された方、その後、死亡につながったのか

もしれませんけれども、入院者数、この疾患で入院した人の数というのはわかるかどうか伺い

たいと思います。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 入院というか、南会津町における救急搬送の人員でございますけれども、平成23年１年間で

913回の出動がございまして、その中で、脳疾患の出動が108回、それから心疾患の出動が51

回、いずれも年齢別とか、それが死因に結びついたというようなことについてはわかりません。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 脳疾患で脳梗塞とか脳溢血といったものだと思うんですけれども108
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回、心疾患で51回という今報告がありましたけれども、やはり、かなり多い数字というふうに

考えます。これがやっぱり、かなりの介護とか、そういうものに影響してくるんだろうと思う

んですけれども、先ほどその数値でといった各種の健康教室とか、特定健診とか、予防、そう

いうものによって、例えば、ここの５年間だと、このように減ってきているとかというような

事実はあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 ５年間の統計というようなことはとってございませんけれども、先

ほど町長答弁にもございましたように、町の保健師の指導等によって改善はされているという

ようなことは当然ございます。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 それを起因とする死亡者数が減ってきたとか、入院者数が減ってきた

とかという数字はちょっとわからないというふうに理解でよろしいでしょうか。はい、わかり

ました。 

 それでは、先ほど環境水道課長が間違いないでしょうというような答弁ありましたけれども、

水に溶けないというようなこともきのう、そのセシウムに関してありました。ですから、例え

ば、まきにする材木であっても、表面の皮、そういうものに付着した部分が高線量になる。あ

と、１万1,400とか、460とか、１万1,170というのは、ストーブがタンパーといいましたか、

煙をある一定の温度になると外に出さない。これがアメリカとか、イギリスとかの基準でＣＯ２

の排出制限になると。ＣＯ２の取り込んで灰に戻すんだと、二次燃焼、三次燃焼と。でも、日

本はそれほど、そのストーブは二十数万か三十数万する高価なものでありますから、そういう

ものではなくて、５万円程度で十分温かさは変わらない、日本にはそういう規制がないわけで

すから、吸い込んだＣＯ２分だけをまきの場合は放出するというだけで、ぜひとも推進し、舘

岩で目指すところでは番屋にストックヤードがあって、まきがいっぱいあるんですけれども、

なかなか消費につながらないのかという思いもしたりして、医療費が削減できたり、結果、介

護保険料が低くなる、そして健康で、南会津町に住んでよかったと。独居老人や高齢者の方、

これはストーブの掃除とか、そういうのは何らかの形でできると思う、できない理由でなくて、

できる方向を探せば行けるというふうに思いますので、ぜひその辺検討してほしいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えいたします。 
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 先ほども一番最初の答弁の中で申し上げましたが、このまきストーブが健康にどれだけ影響

あるのかということは、なかなか具体的に証明できない部分もあるのかなと思います。確かに

温かくすれば急激な温度変化がないから体にはいいんだろうと、そういう想定をされますけれ

ども、実はきょう、私、きょう新聞見たんですが、おふろ場を温め過ぎてはだめだと、温かく

した体でおふろに入ると、血管が急に拡張されて低血圧というのか、そんなことでおふろの中

で気を失っておふろの事故が起こる可能性あるというような新聞記事読みました。ですから、

これはある程度、その体のなれもありますけれども、そういうような中で、何といいますか、

人間の体がある程度対応できるようになっている部分もあります。ですから、相反するような

答えかもしれませんけれども、そういうようなことで、このまきストーブに対する健康の影響

といいますか、これは調査する必要あるだろうと思います。 

 それから、あと一方では、南会津のその森林を活用したまきストーブということでは、それ

はある程度考慮できますけれども、ただ、問題は今の石油の価格、そういうほかの要素もあり

ます。ガスもあります。ですから、そういうこともろもろ検討した中で、個人がどのような選

択をされるのかということも一番重要な問題かなと、課題かなと思います。 

 そういうような中で、今後その推移を見ながらいろいろこの町としてはある意味自然の資源

の活用という意味では、それは意味あることだと思いますが、現状では様子を見ていく必要が

あるのかなと、そういう認識でおりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 あとは、この最後の質問にもちょっと、若干ずれてくるかもしれませ

んけれども、放射性セシウムの内部被曝とか外部被曝とか、これに対する実効線量、健康被害

の線量ですね、こういうものをしっかりと算出して各地域に説明していただければ、私は今の

体制で十分、ここは本当に低い安全な地域だと確信するものでありますけれども、ですから、

魚なども、こういうところからいくと、今度４月から100ベクレルになりますけれども、渓流

魚を１年じゅう食べ続ける人はおりませんし、この地ではかって、どういう数値が出るのか本

当に楽しみにしています。低い数値になるだろうというふうに思います。 

 そういうことを各地域、これは、このストーブの持ち主の方がおっしゃったんですけれども、

なかなか広報とかではわかりにくいと、本当に今高齢者が多いんだと、集落の応援交付金、こ

れもそういう集落を応援するためのものだと思いますけれども、そういう人たちに、先ほど大

桃議員も言いましたけれども、文書を出して、あとは勉強会とか、そういうのに参加という話

もありましたけれども、環境水道課等で、その要望のあるところに行って、あれば集落できち
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っと、その方が言うのには、回覧板を来たときに回すと、あっという間に年寄りのところから

回って返ってくるんだと、だから、ボリュームが多くて読めないのか、余り細かくで読めない

のか。でも、私たちが見るのには本当に読みやすくなったと思いますけれども、言葉で伝えて

ほしいと、安全を。その方も最初はすごい不安視、8,000ベクレルが１万1,000ということで、

3,170も多いんだと驚いたそうでありますけれども、東電の方の丁寧な説明を聞いて、今は安

心して使っているということでありますから、やっぱり説明、そして理解していただく、これ

が重要かなというふうに思いますけれども、どうでしょうか。最後の質問です。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 そういう意味で、風評被害を払拭するには丁寧な説明と対応が必要だと私は思います。こと

しは特に、また、昨年以上に厳しいのかなと、そのように認識もしておりますし、覚悟してお

ります。 

 そういう中で、住民の方々が安心していただかなければ、他の地域に対しても安心だよと言

えないんでありますから、それをまず最重要課題としまして、ことしはそれを実際にしっかり

データを求めた中で対応してまいりたい。そして情報発信してまいりたいと思いますので、ご

理解をお願いしたいと思います。 

○８番 楠 正次議員 終わります。 

○芳賀沼順一議長 以上で、８番、楠正次君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。20分まで休憩したいと思います。3時20分。 

 

休憩 午後 ３時１０分 

 

再開 午後 ３時２０分 

 

○芳賀沼順一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 室 井 嘉 吉 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、４番、室井嘉吉君の登壇を許します。 
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 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 議席番号４番、室井嘉吉であります。 

 時間的にも、生理的にも大変厳しい時間帯でありますが、あと２人のところまで来ましたの

で、お互い頑張ってひとついきたいというふうに思いますので、質問通告に基づきまして、２

つの課題について質問をいたします。 

 １点目は、林業の施策について質問をしたいと、こう思います。 

 さきの２月27日の議員懇談会の折、南会津町森林整備計画というものが明らかに示されまし

た。文字通り我が町92％は山であります。民有林、国有林あわせて周りがみんな山と、こうい

う状況にある我が町における林業というものを私なりに思いをはせ、ある面、定言的な立場か

ら質問をしたいというふうに思います。 

 行政がかかわる民有林の面積は若干細かいことになろうかと思いますが、私自身の勉強の復

習の意味も込めて申し上げたいというふうに思います。 

 ５万6,000ヘクタールであります。この５万6,000ヘクタールのうち１万4,000ヘクタールは

人工林、言えば人が手をかけてつくり上げた山であります。この１万4,000ヘクタールのうち

3,200ヘクタールの山は、子供で言えば、学校に上げている、文字通り手入れ、難しい言葉で

言えば保育というわけでありますが、保育、間伐を要するこういう山になっております。 

 そして、１万700ヘクタールの山は40年以上を迎えている山であります。これは山を切る場

合、標準伐期という、こういう物の考え方ございますが、標準的にいけば、杉、カラマツ等に

おいては、我が町の基準でいけば、45年たてば切るよという、こういう判断ポイントになって

います。それに匹敵する年を数えた山が１万700ヘクタール、この１万700ヘクタールの山は

440万立方メートルという、これだけの量の資源を現状蓄えているということであります。 

 さらに、この部分に国有林２万5,000ヘクタールありますから、これらから派生するこうい

ったたぐいの量というものは膨大な量であります。これを文字通りなりわいとして、うまく計

画的に回していくということが100％可能であれば、この地域において林業は、一大産業とし

てきちっとなりわいとして成り立っていき得る量は十分持っているというふうに私自身思いま

す。 

 しかしながら、林業、木材の価格というのは市場逆算方式であります。言えば、第一次産業

が宿命的に背負っております買い手側によって値がつけられるという、こういう宿命でありま

す。だから、農業も漁業も林業も、今日大変だという、こういう状況であります。これが通常

の生産品のような価格決定方式がとられているとすれば、農業も林業も明るいこの地域の産業、
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なりわいとして成り立っているんだろうというふうに思います。 

 そういう宿命的な部分が林業にはあるし、仮に林業を地場産業として起こすということにな

れば、この宿命的な部分に行政サイドとしての手だて、方策をやっていくということがある面

求められているんだろうというふうに思います。 

 そういう点含めて、私は林業を我が南会津町に再建をする展望があると、こういう認識でお

りますが、町当局としてはどのような考えでおられるのか、しつこいようでありますが、伺い

ます。 

 そして、さきの12月の定例議会の中でも質問をいたしました。現状における町の林業に対す

る施策は、緊急雇用対策を活用した雇用の支援、さらには森林組合に対する物的、人的支援、

指導などと言われました。私は、これだけではやはり不十分だろうというふうに思います。文

字通り前段で申し上げましたように、行政サイドの山というのは、言えば、私有林が主体であ

ります。この私有林というのは個人所有であります。ここに行政がはまり込んで、計画的なも

のを幾らつくっても、山持ちの方が、そのことに対して理解を示さない限り、決して計画はつ

くったけれども計画的に進まないという、こういう問題が、裏腹の問題として、常にやっぱり

あるんだというふうに私は思います。 

 そういう面では、この林業を再建、さらに盛んにさせると、こういう観点から、行政側の指

導力を今以上に発揮をしていただいて、裏づけのあるこの林業を雇用創出の場、働きの場とし

て位置づけ、ぜひ取り組んでいただきたい、こういう強い思いでいっぱいであります。こうい

う点についてのお考えを伺いたいというふうにも思います。 

 そして、この山の仕事が計画的に、文字通り行政が描いたような暁には、関連する製材業の

方々や、さらには工務店の方々や、きのう来質問にありました木材バイオマスの問題や、ある

いは沿線に花木の植栽をという、こういう問題や、私の前段で質疑のありました外国人の人に

山を買われるという、こういった問題、さらには農業における鳥獣被害の問題、こういったと

ころに連動をしていくものだというふうに私は確信をいたします。そのためにも、これら林業

というものを回す主体は、やはり我が町においては森林組合がその主体を担うべきだろうとい

うふうに思います。 

 そういう点から、森林組合の評価、こういうことも求められる大きな課題だというふうに思

いますし、これらをきっちりやる、山づくり、山の仕事もきっちりやっていくと、こういうこ

とに立ったときに、やはり行政サイドからこれら森林組合に職員を派遣して、行政と事業を実

行主体者ががっちりスクラムを組んで、この点に集中をして取り組む、そして、南会津町に住
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んでいる若い人たちが林業に夢と希望を持って就労の場として働けるような、こんな山づくり

ができたらなというのが私の思いであります。 

 ２つには、指定管理施設等についてであります。 

 今日までるる議論があります。地域は高齢化、少子化、いろいろ大変な困難な状況が年々増

しております。とりわけ地区集会所施設等の維持管理費は、年々各行政区に重くのしかかって

いる現状であります。私のところにも何人かの区長さんから、この辺の支援というものはどう

なんだと、こういう質問等もいただいております。 

 この間の24年度予算案等の中でも、集落応援交付金事業というものがあります。文字通り、

私の求めるこういった施策の一環ではなかろうかというふうには思いますが、私の求める維持

管理費に対する助成というのは、今後ずっとという、こういう意味でございますので、ぜひこ

の辺の関係についての町の考え方をお伺いしたいと、こう思うところであります。 

 さらには、地区集会所以外の指定管理施設の維持管理費等については、どのような実態にな

っているかお伺いをいたしたいと、こう思います。 

 ３つには、指定管理施設の管理状況について、どのように把握されているのか、この点につ

いてもお伺いをし、壇上からの質問を終わります。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 ４番、室井嘉吉議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、林業施策についての１点目でありますが、地場産業としての林業の再建についての

おただしでありますが、議員のこれまでの豊富な経験と思い十分伝わりました。そういう中で、

現在町内の各森林組合では、私有林の事業集約化による適正な森林管理のための森林経営計画

を作成中であり、これに基づきまして、平成24年度より国・県の補助を受け、民間の森林整備

を本格的に着手いたします。これには間伐材の搬出が補助の要件となることから、町では次年

度新規事業として、森のエネルギー創出事業に取り組んでまいりたいと思います。 

 町有林の活用もさることながら、やはり今一番停滞しているのは民有林であろうと、そのよ

うにも考えております。民間の林業家が活性化することによって町も活性化すると、そして資

源も生かされると、そのように考えておりますので、これを呼び水にしまして、今後林業施策

を進めてまいりたいと思います。 

 間伐材の買い取り支援制度を設けまして、間伐材の利活用による地域振興のための事業を展

開してまいります。そのほか、現在、公共建築物等における地域木材の利用拡大に向け、森林

所有者、素材生産者、製材業者、建築業者等の一連の流れを検証しまして、南会津産材の利用
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が進むための調査研究を進めているところでもあります。 

 今後は、現在策定中の町森林整備計画に基づき、本町の持つ豊富な森林資源の計画的、効果

的な活用に向けた事業展開を図り、林業再建に向け取り組んでまいりたい、取り組みを強化し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、２点目でありますが、行政の指導力を発揮し、林業を雇用創出の場と位置づける考え

はないかとのおただしでありますが、平成24年度は本年度に引き続き各森林組合、荒海財産区

において、緊急雇用事業を活用し18人を採用する予定であり、町による指導、支援も継続的に

実施してまいります。また、森のエネルギー創出事業により、間伐材等の買い取り支援を行い、

森林整備の促進による雇用の創出を図るほか、買い取られた間伐材の木質バイオマスエネルギ

ーへの転換による新たな事業展開も図ってまいりたいと思います。 

 さらには、木材の地産地消の観点から、町有林の定期的な皆伐事業を実施し、地場産材の安

定的な供給体制の仕組みづくりを研究中でもあります。このほか森林組合の行う私有林整備に

対し、町単独の造林補助制度を引き続き実施した上で、新たに路網整備に対する１メートル当

たり1,000円の単独かさ上げ補助を行うなど、町有林だけでなくて私有林の整備の強化を図る

ことにより、林業従事者の生活の安定と雇用創出へ一層事業展開を図ってまいります。今後も

各森林組合の支援を初めとして、林業を通した雇用創出に取り組んでまいりたいと考えており

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、３点目でありますが、森林組合へ職員派遣などの強化策が必要と考えるがどうかとの

おただしでありますが、森林組合は、小規模な森林所有者の集約化を図ることにより、林業の

持続的、戦略的な経営を行っていくための受け皿として、必要となる林業事業体であります。

しかし、収入の多くを補助事業や公共からの施行委託に依存しており、その経営内容は不安定

となっておるのが現在であります。町では森林整備を担っている森林組合の経営力の安定強化

のための支援は必要と考えており、平成22年度において、田島森林組合に対し専任の町職員に

よる支援を行い、コスト削減や効果的な事業体制の確立を図ってまいりました。現在、農林課

の通常の勤務体制において、必要に応じて指導、助言を行っておりますが、今後も引き続き自

主的な経営力強化への取り組みを支援して、３森林組合の合併を視野に入れ、経営感覚の備わ

った健全な森林組合を育成することとしておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、指定管理施設等に関する１点目でありますが、地区集会所施設の維持管理経費に対す

る財政支援をできないかとのおただしでありますが、平成24年度の新規事業で予算計上させて

いただいております集落応援交付金事業は、集落において活性化につながる事業を実施するこ
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とを条件に、使い道を限定しない交付金を助成するつもりでいます。したがいまして、各集落

において積極的に本事業に取り組んでいただくことにより、この交付金を地区集会施設の維持

管理経費等に活用していただくことも可能となりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、２点目でありますが、地区集会所以外の指定管理施設の維持管理費についてのおただ

しでありますが、地区集会所以外の指定管理施設の維持管理費は、町と指定管理者の間で締結

する管理運営に関する協定書に示されている責任分担表で維持管理の内容や費用などに応じて

負担者が区分されておるところであります。 

 なお、指定管理者が負担する費用の多くは、町からの指定管理委託料によって賄われており

ますが、管理運営に関する協定書に定めのない事項につきましては、その都度、町と指定管理

者との協議により対応していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、３点目でありますが、指定管理施設の管理状況の把握についてのおただしであります

が、各指定管理施設の管理状況につきましては、町と指定管理者から提出される事業報告書に

より、管理業務の実施状況や施設の利用状況、管理経費の収支状況等を把握しております。今

後も指定管理者との連携を図りながら、適正な施設の管理運営に努めていきたいと考えており

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上、お答え申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長等より答弁させます

ので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 林業施策の関係で、私想像で物を言うたんだけれども、町なり何だり

が計画立てたものについて、何というのかな、毎年毎年、例えば山の切る量であれば、今年度

は何本切っていいよと、こういう計画立てるときに、その分は100％計画どおり進んでいくよ

うな仕組みになっているのか、これをお聞きするんだよ。この計画書をベースにいくようにな

っているのかどうなのか、その辺のところ。私思うわけで、私有林だからなかなかそう進んで

いってないんではないのかなというふうに、私はそういう認識をしておるところなんですが、

その辺の、私の認識がずれているのかどうなのか、ちょっとご指摘をお願いします。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 私から、今の林業における情勢といいますか、環境といいますか、そのこと

について、私の意見として聞いていただければありがたいんですけれども、大変林業情勢厳し

い状況でありますから、今まで本当に汗を流され、そして、いろいろな方々に仕事をしていた

だいた大事な財産でありますから、私としては有効に売っていくのが町有林の管理者としての
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責任であろうと思います。 

 そういう中で、いろいろ、実は伐採の計画、今年度の予算、来年度ですね、来年度の予算の

中に組ませていただきましたけれども、これは地産地消という考え方の中で、多少町有林を活

用した地産地消をやっていかないと、なかなか木材も準備できないだろうと、そのようなこと

も念頭にありました。 

 それから、もう一つは、林業の中には、やはりずっと植林作業がなされてきませんでしたか

ら、そういうものの技術の継承といいますか、そういうものも兼ねた中でやっていく必要があ

るだろうという判断の中で、来年度の事業を組ませていただきました。 

 冒頭申しましたように、私は貴重な財産を有効に活用するのが管理者としての責任であると

いうことを基本に考えたときには、本当に今あるものを計画的に切るということも大事ですが、

そういうものを基本とした中で実行していくのがやっぱり一番大切かなと、ある一面ではそう

思います。それも兼ね合いを考えた中で、今後町の林業計画をしてまいりたいと、伐採計画を

してまいりたいと。なかなか民間の人というのは、人の場合は、今のような木材状況だとなか

なか切れない、そのような状況にあるかと思いますから、なるべく今のような状況を町が呼び

水を差すことによって、そのような状況を打破したい、そして活性化して資源の活用を図って

まいりたい、そういうことを考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 あとの計画的に行っているかどうかということは、担当課長のほうより答弁させますので、

よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 今、我が農林課のほうでは、森林整備に係る計画もやっているわけでございますが、まず、

今までは森林の手入れのほうに重点を置いてきた経過があります。当然伐期来ている森林もあ

るわけなんですが、今木材の価格がかなり低いものですから、もう少し長伐期期間を置いて、

価格が上がるのを待って、今それに向けた森林整備をしているところでございます。 

 ただ、今町長が言ったように、それではなかなか新植もできませんので、24年度は新たに４

町歩ほど各、伊南、南郷、舘岩関係、町、田島地区、４町歩ほど、１町歩ずつ伐採計画をしま

して、そこに新植しようというようなことを考えているところでございます。 

 ですから、今までは手入れ一本でやってきたわけですが、ここのところからは少しずつ木材

を利用して、新植して、循環型の森林整備が必要だろうと、そのように考えて今進んでいると

ころでございます。 
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 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 町当局と私の思いというものがずれているという認識、私はしており

ません。そういう意味で、私自身の林業が地場産業として成り立ち得るんではないかという、

この根拠について、この10カ年の森林整備計画をベースに、私なりに考えていることあります

ので、その辺について、認識が誤っているよと言えば、遠慮なくご指摘をしていただきたいと

いうふうに思います。 

 そして、私は何といっても、これ産業ということだから、働く場所がなければ、これは産業

として成り立たないわけですね。そういう点から、この保育なり間伐なり、必要とする山が

3,200ヘクタールあるということの表記があります。これ10カ年計画でありますから、この10

カ年にこれだけの仕事があるというとらまえ方を私はしました。これ10年で終われば、320町

歩ですね、320ヘクタール、年間の作業量というものは320ヘクタール、保育、間伐で生まれ

てきます。 

  先ほど来、言うたように、伐採440万立米あります。先ほど来、私は標準伐期45年と言い

ましたけれども、私は50年で見てみました。これを50年で切っていけば、50年で正しく切っ

ていけば、切った年に次植えていけば、もう50年で返ってきているんですね、ぐるぐるとエン

ドレスで。はげ山は取水、無立木林地は出ません。ローリングしていきますからね。もし、そ

のときに切れる材積というのは８万8,000立米であります。そして、この切った山を面積に置

きかえると１万700ヘクタールぐらいなんですね。そうすると、これを50年で植えるわけだ、

結局。50年で切ったから50年で植えるんですよ。これは毎年214町歩、214ヘクタールの山が

あります。 

 そして、先ほど来、私言いませんでしたが、天然林ございます。ここから見たときの、俗に

言う雑木山と称される山があります。これが４万2,000ヘクタールぐらいあります。大体これ

らの山の、うちらのほうの山は結構山岳地帯ですから、４分の１の面積、雑木山の４分の１の

面積が杉だけのほだ木だ、チップ材だ、あるいは炭の薪炭材の原料だと、こういうことに見て、

これ標準伐期では20年で切ることになっていますが、それではちょっと私は細いでないかとい

うことで、30年くらいからいいでないか、30年くらいで伐倒するということでいくと、これ

は面積でいくと350ヘクタール切れます。年間350ヘクタールです。そして、これは萌芽更新

と言って若木だから、ほとんど切った伐根から新たな芽ができたら木は植えることないです。

これでまだ元の天然林になっていくから、こういうような山は常にほだ木だとか、そういうの
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がとれる山として循環していきます。そういうこと。 

 あと、これは作業道という位置づけだか、林道という位置づけだかわかりませんが、この計

画書の中では23路線、２万1,500メーターの道路が必要のような計画になっていますね、10カ

年。これ年間に置きかえれば2,150メーターですよ。これも林業労働者でやれますよ。今のや

つというのは、四国の四万十方式ということで、伊南の森林組合でやったような作業道だと思

いますから、林業労働者でやれる、これが年間2,150メーター、約２キロ、年間ですね。こう

いう作業出てきます。 

 あと、これに、これらの材を今度は運搬する業者の経営だって、これ必要になってくるんで

すね。これだって別にトラックの運転手、林業労働者やればいいんだから。そうすると、この

１年間の事業量の拾い方、私の拾い方、かなり荒っぽい拾い方だというふうに思うけれども、

相当な量の仕事量はあると。 

 しかし、いかんせん、ここの地理的状況の中で、冬期間、これ雪降るから、なかなか通年雇

用というものは林業で難しいのかなと。しかし、いろいろな作業の組み合わせで、ほだ木切り

なんではかえってかた雪のときやったほうがいいとかいろいろありますから、あるいはこの失

業保険を活用したり、国の雇用に対する補助金、研修制度だの、そういったものを活用してい

けばいいんで、ここ通年雇用で労働者を確保して林業に従事させるということは、私は可能で

はないのかなと、こんな思いを実はしているところであります。 

 だから、これも何もやっぱり、これ本気になってやらなかったらなかなかこのことはできま

せん。この間、国だって、もう林業労働者は高齢化している、何とかここを打破しなければな

らないということで、国だってやってきたって遅々と進んでいないです、正直言って。正直言

ってそういう状況ですよ。これは何のことない、林業という産業自体が衰退しているからです

ね。私らの子供のときは、それぞれの行政区の中で山師をやっている人も何人もいたし、山で

働いている人たちも何人もいました。 

 それで、そういうことですから、ぜひ本気になって、この林業問題を我が町で一丸となって

取り組んでいただきたいという、この点について、再度町長の決意をお聞かせください。決意

のほど。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 先ほども答弁申し上げましたけれども、林業による雇用の創出は、我が町にとっても大きな

ものがあります。ただ、今が十分かと言えば、決して十分だとも思っていません。昨年度もあ



－２２１－ 

れだけの災害起きまして、伊南地域、なかなか林道、林地に入れない状況もあります。ことし

もそういう影響があると思います。そういう中で、森林組合を全体的に見て、そして、仕事の

配分もしまして、その雇用を確保してまいりたいと思います。 

 そして、林業の果たす役割というのは、今までは木材を伐採して、それを建築材とか、ある

いは工事用に使うとか、そのようなことでありましたけれども、今はいろいろな方面で、エネ

ルギーにも大きく注目されておりますし、それから、もう一つは、観光といいますか、自然環

境を含めた中で、ＣＯ２削減、それから、今、山の景観ということで、そういうような資源に

もなり得るものでありますから、その辺を十分認識しながら、町としての将来像を描いた林業

施策を進めてまいることが大事だと、私はそう認識しております。そういうことの中で、先ほ

ど申し上げましたように、１つの呼び水としていろいろなことをチャレンジすればいいのかな

と、そのように考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 十分町の思いはわかりましたので、この林業の再建というか、復活と

いうか、こういう観点について、私なりにも引き続き努力をしていきたいと、こう思いますの

で、よろしくお願いをしておきたいと、こう思います。 

 それで、次に、行政区の集会所の管理費等にかかわる助成の関係でありますが、これ先ほど

来、集落応援交付金事業というのは、５年間という、こういう期間設定でないか、ずっと行く

んだっけか、３年だっけ、ずっと、毎年行くんですか。 

〔発言する者あり〕 

○４番 室井嘉吉議員 失礼しました。この交付金事業の…… 

○芳賀沼順一議長 わからないところは質問で聞いてください。 

○４番 室井嘉吉議員 この何というんですか、期間というのがどういうことになっているん

ですか。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 期間の設定はしておりません。ただ、単年度事業ではございません

ので、この事業を検証しながら、煮詰めながら複数年度続けていきたいということでございま

す。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 どうも説明をあっちこっち聞いていて申しわけございませんでした。

どうも、今後もこういった立場での事業というものは継続されるという認識の上に立って、ぜ
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ひこの辺のところは年々強化されるような事業にしていただきたいと、こういうことを強く要

望をしておきたいと、こう思います。 

 次に、指定管理施設の維持管理費については、それぞれ協定でやっているということなんで

すけれども、私自身もこれ集会所あたりの指定管理には、今までは何らこの助成制度がなくて、

他の指定管理については、そういった、極端なことを言えば、光熱水道費が町のほうで負担し

ているやの、こういうような状況もあるとのことも聞きましたので、ちょっと矛盾しているん

ではないのかなと。行政の一番小さな単位の、そういう行政の基本になるところですね、それ

ぞれ集会所なんていうのは。そこに、そういう支援も何もないのに、一般的な指定管理のとこ

ろで維持管理費的なものの支援があるということは、私は矛盾しているんでないのかと、こう

いう観点から、この項を質問したわけでありますけれども、その辺の認識についてどうなのか

お伺いします。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 基本的には各地区の集会所でございますが、これはそれぞれ形態がありまして、直接町が所

有するもの、それから各地区で所有するものと、この２つになっておりまして、基本的には、

この集会所の施設につきましては、それぞれ使われる方が、その地区に限定されておりますの

で、それぞれの地区でご負担いただくということで、集会所に関しての指定管理料は払ってい

ないということでございます。それは、つまりは指定管理というのは町が直接運営するのか、

それとも第三者に委託をして管理していただくかということでございまして、それはすべて基

本的には町の施設が前提になっています。 

 ただ、地区によっては、その補助事業の関係で、地区所有の基本的に物件もございますので、

そこは基本的に地区所有ですから、町の指定管理は発生しないということもございまして、受

益と負担という観点から、これまでは各地区の集会所につきましては、形態のいかんにかかわ

らず、地区のほうのご負担でやっていただいたと、こういうことでございます。 

 それで、それ以外の施設につきましては、基本的にはそれぞれその地区だけではなくて、広

く町民の方が利用される施設を中心として、これは町でかかる経費については、当然のことな

がら指定管理の中で、施設の内容にもよりますけれども、その中で通常の維持管理、運営費に

ついては町が指定管理料としてお支払いすると、それで住民の方に広く利用していただくと、

こういうことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 
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○大宅宗吉町長 私からは、集落応援交付金の件で、ちょっとご理解といいますか、していた

だきたいんですが、これは期間を限定しておりません。ですけれども、やはり、これ応援です

けれども、いつまでもずっと応援してもらえるものだと、そういうものでもないということを

地域の方には理解してほしいんです。 

 ただ、今現状を考えますと、これをしないと厳しいのかなと、そういう判断のもとで、町と

して今現在支援したいと、そういう思いがあります。ですから、これを機会に、地域としても

自分たちの自活の道を探っていただきたい、それがある程度判断できるようになれば、またい

ろいろな方法で検討させていただきながら、その応援の仕方も考えていく必要があるのかなと

いうことで、当面はそのような考え方の中でこの事業をさせていただきたいと、そのように考

えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 指定管理の管理状況の把握の点で、収支状況等も把握をしていると、

こういうことのようですが、これらの何というんですか、町民に対する何というのかな、公表

というんですか、公開というんですか、これらはどのようにやられているんですか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 指定管理の施設につきましては、協定に基づきまして、年度単位で年度協定を結んでおりま

して、それで、年度終了後50日以内ですか、50日以内に町のほうに、その利用の状況等、そ

れから収支状況等についてご報告いただいております。 

 それで、今お尋ねありました公表につきましては、直接住民の方に公表するということには

しておりません。それで、基本的には前の年の収支状況等を見ながら、その翌年度の指定管理

料をどうするのかということについて、町のほうの予算査定を通じながら適正な指定管理料の

あり方について、それぞれ予算計上しながら、そこで議員の皆さん方にご議決いただいている

と、こういうことでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 よろしいですか。 

 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 もうちょっと平たく言うと、この指定管理の収支報告というのは、次

年度契約の予定価格の基礎になるような、こういう感じになるわけですね。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 



－２２４－ 

 これは平成23年度ベースで具体的にお話ししたほうがよろしいかと思いますが、平成23年

度で町が指定管理として協定を結んでいる施設が全体で143施設ございます。それで、このう

ち実際に指定管理料としてお支払いしているのは39施設でございまして、この39施設のほう

からそれぞれその年度の維持管理経費と収支状況等を報告いただいて、それらをベースにしな

がら翌年度の指定管理料のほうに算定の基礎とするというようなことで、予算要求上はそのよ

うにしておりまして、その金額が妥当かどうかの問題については、また別途予算査定の中で判

断をさせていただいていると、このような内容でございますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 本当なら、これ39施設の状況等を何らかの方法でお知らせしていただ

ければ結構だというふうに思いますけれども、それはうまくないですか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 別に公開を拒んでいるわけではございませんので、それは予算の予算書

の中を見ていただければ、おおむねこの施設については、指定管理料としてどの程度支出され

ているのかということは把握できるかと思います。 

 ちなみに、平成23年度で指定管理料としてお支払いしている予算上の額でございますが、１

億9,600万ほどございますが、これは大きなところで申しますと、びわのかげの運動公園の維

持管理経費ですとか、それから各地区にあります老人福祉関係の施設関係ですね、これらにつ

いては独自の収入というのが基本的にはないものですから、それぞれかかった経費については、

それぞれ町のほうで負担をしながら適正な施設の管理運営を図っていただいているということ

でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 この何というんだ、出入りの伴う指定管理施設の中でも、収入上がる、

出ていくというところだけでも教えてもらうということは、後からでいいから、何らかの方法

で管理はどうなっているんだか、お知らせをいただくというわけにはいかないですか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 それは十分に対応できますので、それについてはお求めになれば、それ

ぞれ委員会なり、それから議会の中でお示しをしていきたいと、このように考えております。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 はい、どうもありがとうございました。 
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 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○芳賀沼順一議長 以上で、４番、室井嘉吉君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 菅 家 幸 弘 議員 

○芳賀沼順一議長 次に、17番、菅家幸弘君の登壇を許します。 

 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 最終の登壇になりまして、一生懸命努めたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 ２点ほど通告いたしております。議席番号17番、菅家幸弘です。通告によって質問させてい

ただきます。 

 まず、１点目、都市との交流についてであります。 

 福島原発事故の風評被害による影響が多方面に及び深刻な問題となっており、農林業、観光

業などが影響を受けております。首都圏からの誘客も厳しい状況の中、南会津町の安全・安心

を再確認していただくためにも、友好都市と連携を深め、地域の元気を取り戻せるよう、都市

との交流事業を推進する取り組みが必要と思いますが、次の点について質問をいたします。 

 ①台東区、さいたま市との都市交流による経済効果や波及効果についての実態や数値等は把

握しておられるのかお伺いをいたします。 

 ②現在は物産販売などの交流が主となっておりますが、高齢者や子供の交流など、人と人と

の交流も必要ではないかお伺いをいたします。 

 ③台東区とは災害時における相互応援協定を締結しているが、さいたま市とも今後締結して

いく考えはないかお伺いをいたします。 

 ④舘岩少年自然の家では、昨年30周年記念事業がさいたま市主催で開催されましたが、町で

も友好都市記念事業を開催すべきと思いますが、おありかどうかお伺いをいたします。 

 次に、大学との連携交流協定と集落支援についてであります。 

 全国各地の大学が行政や民間との連携、交流による地域振興に参画し、地域の活性化が図ら

れておりますが、本町では高齢化により若い人たちがだんだんいなくなってくる、集落の維持

ができなくなってきている限界集落がふえ続けており、将来不安を抱えている状況にあります。

こういった状況を少しでも解消するために、集落維持や地域資源の活用のために若い人たちの
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新たな考え方や人手の確保のためにも大学との連携交流が必要と思いますが、次の点について

質問をいたします。 

 ①大学との連携、交流による町の取り組みの状況はどのようになっているのかお伺いをいた

します。 

 ②大学との連携、交流協定を締結する考えはないかどうかお伺いをいたします。 

 ③23年度からの集落支援を設置しているが、その活動内容と設置した効果はあったのかどう

かお伺いをいたします。 

 24年度から予定している集落応援交付金に対する集落支援のかかわりと大学との連携、交流

についての考えをお伺いいたします。 

 以上、演壇よりお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 17番、菅家幸弘議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、都市交流に関する１点目でありますが、都市交流による経済効果などについての実

態等を把握しているかとのおただしでありますが、平成23年度における台東区及びさいたま市

との相互交流人口は３万4,693人、風評被害対策による復興イベント参加状況は延べ22回、物

産品販売額1,004万円、さらに通年の友好都市イベント参加状況は延べ13回、物産品販売額は

434万円の実績となっております。こうした物産品販売実績のほか、広報紙を通して本町の観

光情報の掲載や地場産品販売のあっせんなど、さまざまな面からご支援をいただいておりまし

て、都市間交流における経済効果ははかり知れないものがあると、そのように思っております。 

 次に、２点目でありますが、現在は物産販売などの交流が主となっていますが、人と人との

交流も必要ではないかとのおただしでありますが、人と人との交流という面では、南郷中学校、

さいたま市見学交流事業や文京区雪まつり交流事業など多方面で積極的に展開しておりますが、

さらなる交流人口の拡大を図るための交流の場を設けることは、地域活性化に欠かせない有効

な手段の１つと考えておりますので、推進母体であります南会津町都市交流推進協議会と連携

しながら取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

 次に、３点目でありますが、さいたま市との災害時総合応援協定の締結についてのおただし

でありますが、本町では友好都市である台東区及び隣接市である日光市との災害時等総合応援

協定を締結しており、地震、大雨等を含めた災害時における応急対策と活動協力として、主に

物資、資機材等の提供や職員の派遣、被災住民の受け入れ等についてお願いしているところで
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あります。昨年発生した東日本大震災によって行政機関が喪失している市町村の現状を踏まえ

ると、災害発生に備えた遠隔地の市町村と相互応援協定は、応援元を多く確保しておく観点か

らも意義のあることと考えております。 

 また、同種の事務、同種の職種による応援活動によって応急対策、復旧・復興対策が迅速か

つ適切に遂行されるものと期待できます。これらを踏まえて、友好都市であるさいたま市との

締結につきましても、応援内容、自治体規模のバランス等を考慮して検討してまいりたいと考

えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、４点目であります。町でも友好都市記念事業を開催すべきではないかとのおただしで

ありますが、古くからの友好都市でありますさいたま市とは、これまでの交流により築き上げ

てきた友好のきずなの大切さを再認識し、さまざまな分野での協力事業を通して、なお一層の

交流の場を広がることを期待しております。原発事故により観光客の入り込み数が減少してい

る中で、友好都市記念事業などの開催となれば、南会津町の安全・安心を首都圏に発信する絶

好の機会となるもと考えておりますので、関係機関の意見を聞きながら十分な検討を進めてま

いりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、大学との連携交流協定と集落支援についての１点目でありますが、大学との連携、交

流による町の取り組み状況はとのおただしでありますが、これまで本町におきましては、それ

ぞれの地域において、さまざまな大学と多種多様な形での連携や交流を重ねてきております。

舘岩地域では芝浦工業大学と、伊南地域では福島大学と、田島地域では筑波大学や福島大学と

地域づくり等に大学がかかわってきております。また、各種事業の委託や計画策定などでも多

くの大学関係者が参画しておりまして、それぞれ良好な関係を築いてきていると、このように

承知しております。 

 次に、２点目でありますが、大学との連携、交流協定を締結する考えはとのおただしであり

ますが、本町の地域資源を活用した産業の創出や、景観を含めた地域づくりの推進など、さま

ざまな政策課題を解決していく上で、大学との連携は大変有効な手法と考えております。また、

大学の教育、研究活動においても、本町の自然を初めとする地域資源が大きく貢献できるもの

と、そのようにも考えております。 

 今後につきましても、それぞれの地域において、引き続き大学関係者などとの交流を推進し

つつ、協定内容、大学側の考え方等も、それからまた、協定締結におけるさまざまな課題を整

理しながら検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、３点目でありますが、集落支援員の活動内容と設置した効果はあったのかとのおただ
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しでありますが、まず、集落支援員の活動について、今年度は舘岩、伊南、南郷地域の全64集

落を巡回し集落カルテの作成を行いました。集落カルテは、集落支援員が区長や民生委員から

集落内の買い物、通院等、日常生活の状況、農地管理や集落の共同作業の状況、集会所や神社

などの施設管理の状況等を聞き取り作成いたしました。この集落カルテをもとに、舘岩地域は

番屋、穴原集落、伊南地域は内川、小立岩、大原集落、南郷地域は水根沢、中小屋集落を支援

集落のモデル地区として選定し、集落座談会を開催するなど、話し合いの中から今後の集落の

維持や活性化について支援をしているところであります。 

 これらの集落は世帯数が少なく、これまで地域活性化の取り組みに消極的な集落でもありま

すが、平成23年度においては、伊南地域の集落、自主防災計画作成等の成果もありました。平

成23年度においては、舘岩地域で集落集会施設の改修や神社の参道整備、除雪体制支援、南郷

地域で地域資源活用型の集落活性化事業に取り組むなどの計画が出てきております。また、集

落カルテは、平成24年度から事業を開始する集落応援交付金事業の基礎データとしても活用す

るなど、集落状況を把握する貴重な資料となりましたので、今後とも情報内容の更新に努め、

より制度を高めてまいりたい、そのように考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思い

ます。 

 次に、４点目でありますが、集落応援交付金に対する集落支援員とのかかわりと大学との連

携、交流についてのおただしでありますが、集落応援交付金事業については、今後集落へ事業

説明会を実施するなど事業の周知を行ってまいります。その後、多くの集落が事業申請を提出

してくることになろうと思いますが、申請や事業の実施に対して、集落の大きな負担とならな

いよう、集落支援員がかかわりを持っていく仕組みとしております。 

 ただし、集落支援員は舘岩、伊南、南郷地域に１名ずつの配置となっていますので、田島地

域を合わせて97集落すべての集落にかかわることはできませんので、地域担当職員制度の導入

により、町職員と連携しながら支援していくことになります。 

 また、大学との連携、交流については、集落活性化の事例として取り上げられることが多く、

成果の見込める事業と認識しております。したがいまして、町内の集落で大学との連携、交流

が出てくる事業では、集落支援員に限らず、庁内関係部署、各総合支援センター等が連携しな

がら、集落と大学をつなぐコーディネーター役を担っていくものと考えておりますので、ご理

解をお願いしたいと思います。 

 答弁の中で、３点目の平成24年度において舘岩地域集落施設の改修や神社の参道整備等とい

うところで、23年度と申し上げましたが、24年度が正解であります。申しわけありませんで
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した。 

 以上、答弁させていただきましたが、具体的事項につきましては、担当課長等より答弁させ

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 先般、雇用と企業の誘致に関する特別委員会というのが議員間でつ

くっておりまして、私も委員でありまして、その間の中で、南会津町の企業というもの13社訪

問しまして、やはり一番その中で感じたことは、非常に停滞を招く会社と非常に将来伸びる会

社というものが何か分かれてくるような気があったんですけれども、その中において、一番や

はり、こういう南会津町の中の会社の中でも、本当にグローバル化されているという意見が非

常に強かった状況を調査のときに聞いておりましたものですから、やはり今後南会津町の中も

大きな器の中で私も都市との交流というものは今後必要ではないかなと思って今回質問をさせ

ていただきました。 

 私、自然の家の川本所長さんとは、前、職員の先生のときに、子供さんがうちの子供とご一

緒だったものですから、30年の記念の式の開所式を町長さんも議長さんも出られ、議員も出ら

れたんでしょうけれども、そのときの状況を聞きながら、ちょっと遊びながら行って、今後50

年後、自然の家はどうして、どういう考えがありますかということで、私なりに行って所長さ

んといろいろ懇談してきたわけでございますが、やはり舘岩少年自然の家というのは、ものす

ごく地域によっては大変な雇用をしているし、高杖のリゾートのスキー場にも莫大なお金を落

としている状況であります。 

 こういう現状を踏まえますと、つい最近の新聞を見ますと、大変な状況に陥っている箇所も

あるんですね。例えば葛飾区の施設廃止ということで、これ安達太良山ろくにある少年自然の

家なんですけれども、こういうものが今後撤退していくという状況に陥っているわけでござい

ますから、自然の家のやっぱり、今後さいたま少年自然の家のあり方、さいたま少年自然の家

のほかに、やはり赤城山ろくにあります赤城山の忠次ではないですけれども、赤城山ろくにあ

る自然の家、それとあとは六日町にあります自然の家と、あと南郷地区にある浦和の施設と、

そういった中におきまして、やはり南会津の占めるさいたま市との役割というものは今後もっ

ともっと大切になるんではないかなと思いますので、町長の見解をひとつお願いしたい。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えを申し上げます。 

 さいたま市さんとは、この当町、本当に深いつながりがあると私はそういう認識でおります。
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合併前から舘岩地域は大宮市との交流もありますし、南郷地域では浦和市との交流もあります。

そうした中で、合併しましてさいたま市になられ、我々は南会津町になった。そういう中で、

また、そういう交流を続けていただいているということは大変ありがたいことであります。 

 そして、皆様方もご存じのように、昨年3.11のあの事故により、地震により原発の事故が

発生しまして、そういう中でも風評被害で教育旅行１校も実行していただけなかった中で、さ

いたま市は本当に計画どおりに実行していただきましたし、今までのそれが強いつながりかな、

信頼関係かなと、今まで信頼を築いてこられた方々に本当に感謝しているところでありますし、

私もそれを例にして、実は昨年いろいろなそのトップセールスの中でも、こういう状況ですよ

と説明してまいりました。 

 そうした中で、大宮自然の家でも、さいたま市の議会のほうにも直接説明に行って、あのよ

うな事業を計画どおり実施していただきました。本当にありがたいことだなと思いましたし、

今まで、これからも大切にしていきたいと思います。 

 基本的には実行されることそのものはさいたま市さんのほうの考えが基本になると思います

が、私ども町といたしましても、できる限りのことはしていきたいと、そして、より一層のき

ずなを深めていきたいと、そのように考えております。そのようなことで、今後ともその考え

方の中で進めてまいりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 町長さんが本当にさいたま議会でも答弁されたということを聞いて

おりまして、大変、やはりこの震災におきまして、本当にきのうの質問の中にも10校あって９

校しか来ないと、そういうような状況にもあったわけでございますが、やはり大宮自然の家だ

けは、それだけ子供たちには大変な福島県の放射能に対する不安は多いわけでございますが、

町長さん初め議長さん、それぞれトップセールスでやりまして、川本所長さんも相当な現地の

議会と親たちを集めてかなりのご苦労をされたということを聞いております。 

 そういう観点におきまして、現在のその入り込み数ですね、少年自然の家は、現在４万

3,772人ですか、赤城の少年自然の家が２万395人、六日町にあるところが2,763人、ホテル南

郷が3,717人、合計は７万ぐらいの人たちがこういう施設を利用して動いているわけでござい

ますが、先日、９月のさいたま市議会の３人ぐらいの議員の中に、１人のさいたま少年自然の

家のあり方と、六日町の自然の家のあり方と、赤城山の自然の家のあり方ということで、大変

に、そのブログの中に書いておられまして、私もこれをちょっと耳にして、本当にすばらしい、

現地を自分の足で歩いて４カ所調査されたということで、その感想をちょっと書いてあったも
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のですから、自分なりにこの南会津町のやはり自然に対するすはらしさというんですか、そう

いう環境の中で４カ所を選定して、今後４カ所がどんどん切っていく状態になるようだったら

ば、今後どこが残るのかということになってきたら、やはりこの議員の質問の中で、市教育委

員会の中では、やっぱりさいたま少年自然の家が一番いい面積を誇っているし、施設も充実し

ているし、温泉もあるし、今後やはりどんどん進めていくでは南会津町との友好が一番ベスト

ではないかなというような状況の話が出ておりますから、やはり南会津町の議員の皆さんも、

職員の皆さんも、今後ますます足しげく通って、回、３回と、10回と協力を推進していく必要

があると思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 議員の言うとおりであると思います。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 私のほうから、都市交流推進協議会を担当している立場でお答えし

たいと思います。 

 23年度も町長答弁申し上げましたが、風評被害という関係で、大変さいたま市、それから台

東区にお世話になりました。特に、さいたま市には数多く物産販売等々でお世話になりました

ので、当然これからも担当課を含めて職員一同、さらに強力にその交流を深めてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 商工観光課長の今の答弁いただいたんですけれども、やはり新たな

地域を広げるよりも、さいたま市、台東区、これは一番きずなのある締結をしているわけです

から、やはりその中にいろいろな分野の学校もありますし、その地域の都市が南会津町に何を

求めているのか、南会津町の人は何を都市に求めているのか、そういうものを深く分析して、

やはり都市との交流というものを分析していただきたいなと思います。 

 そういう中におきまして、今は広島のほうの原爆ドームの状況なんかも見ますと、今修学旅

行というのはそういうものを見るだけではだめだと、やはり体験を学習しないと修学旅行もだ

めだということで、今大河ドラマの平清盛やっていますけれども、広島に行くにも、今原爆ド

ームだけの修学旅行はほとんどなくなってきていると、やっぱり体験学習、それに民泊をする

という状況になってきていますから、やはりこの南会津町の一番資源であります山に川に、す

ばらしい農家のうちもありますから、そういう農家民泊をかなり広げていく考えはあるかどう

かひとつ。 
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○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 現在、ただ単なる観光という観点からではなくて、教育旅行が非常に重要な位置づけになっ

ているということでございまして、きのうの答弁の中でもありましたように、教育旅行の誘致

を重点施策の１つとしてとらえておりますので、特に、行政、それから第三セクターばかりで

はなくて、地域農家のご協力をいただきながら、民泊を進めることが子供の成長に大変重要だ

と思っておりますので、さらにその部分について推進してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○芳賀沼順一議長 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 大変前向きなすばらしい考えをいただきまして、都市との交流とい

うのは、私は一番、今後南会津が目指す町の指針としては、議員ですから提案ぐらいしかでき

ないですけれども、やはり執行権は町長にありますから、どんどんとそういう都市との交流で

いろいろな若い人、子供も深めていくことが大切ではないかなと思いますので、ひとつよろし

くお願いしたいと思います。 

 続きまして、大学との連携でございますが、これは非常にそれぞれの地域で、今ほど町長よ

り答弁がありましたように、舘岩と伊南と田島と、それぞれ大学との連携をやっておられるわ

けでございますが、やはり今回町長の目玉であります集落応援交付金、これに対する、私はひ

とつもう少し活性化を、この交付金に対する金の利用の仕方ですか、使い道ですか、やっぱり

そういうものに、より地域の限界集落がなくなっていかないような手当てであると思うんです

けれども、これに対する、やはりもっとちょっと深い答弁を町長よりいただきたいと思うんで

すけれども。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 それぞれの委員会でご説明はさせていただきましたが、原則今の集落の現状ということを考

えたときに、最終的な目標としましては、やはり集落の住民の方がお互いに支え合うことで安

心して住み続けられる集落をつくるというのが最終的な目標でございますので、それに向けて

この事業展開を図ったということがございます。 

 それと、１つは、先ほど来申し上げましたように、集落の機能維持そのものが図られなくな

っている集落が出てきたということがございますので、集落そのものが自主的、主体的に課題

の解決に取り組める仕組みをお手伝いしたいということでございまして、そのためにはいわゆ
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る活動資金というのがまず出てまいります。そのほかに必要な人材ということで、これにつき

ましては、先ほど来申し上げていますように、集落支援員のほかに、町職員が直接集落に張り

つけまして、そのお手伝いをさせていただきたいということで、最終的な目標としましては、

この事業が将来的に続くということではございませんが、単独の集落で活動できなくなった場

合については、例えばお隣の集落との連携により維持が図られるようになるのではないか、も

しくは、先ほど議員が申し上げておりますような、大学との連携により、集落の維持が図られ

るような機能が図れないかというような取り組み、そういう取り組みについて町が主体的にコ

ーディネートさせていただきたいというような思いでつくった事業というふうに考えておりま

す。 

○芳賀沼順一議長 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 やはりこの交付金を出して地域の手当てで活性化をされることがい

いんですけれども、その中での成果のあり方ですか、成果のあり方というんですか、それぞれ

の地域がある程度、その集落を維持していくためにはいろいろな考えもあるでしょうけれども、

それぞれの集落のワークショップとか、シンポジウムとか、そういうものを地域内とか、南会

津内で西部、東部のですか、そういう人たちの成果を引き出すような、そういうような発表の

場というものをつくっていただけるのかどうか、そういうのもひとつ考えているのかどうかお

伺いいたします。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 この事業につきましては、いわゆる単年度事業でなくて、いろいろ

な検証を進めていくというふうな事業にしてございますので、当然成果のあった集落につきま

しては、それをほかの集落に公表して、この集落についてはこういう事業を展開して、こうい

う成果が出ているというような報告は必ず開きたいというような計画は持っておりますので、

そういう周知をして、優秀な事例につきましては他の集落に派生していくような、そんな考え

方を持っておりますので、ご理解願いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 あと、最後になりますが、最近のちょっと新聞によりますと、うち

のほうの前沢曲家集落の伝統建造物の指定になりまして、大内地区と、福島県では２カ所しか

ない地域でございますが、その中におきまして、政府が規制緩和をするということで、それぞ

れ指定区域の中で、旅館や民宿もやりたいという人に対しての宿泊施設を緩和するということ

を打ち出してきておりますから、そういう点で、もしそういう規制の地域でやりたいという人
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がいたらば、町のほうでどれぐらいのご援助していただけるのか、そういうのをちょっと。 

○芳賀沼順一議長 大丈夫ですか、通告はなかったようですが、ないですが、大丈夫ですか。 

 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 確かに新聞報道の形では、そういう宿泊事業をするのに対して規制を緩和するというような

報道があったというふうには理解をしております。ただ、それをどういう形で国が具体的に支

援してというのはまだはっきりしたものがございませんので、それを見た上で、町としてもし

支援できるものがあれば、そういう制度を創設するなり検討させていただきたいと思っており

ます。 

○芳賀沼順一議長 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 私の質問、これで終わります。 

○芳賀沼順一議長 以上で、17番、菅家幸弘君の一般質問を終わります。 

 これをもって、通告されております一般質問はすべて終了いたしました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 

○芳賀沼順一議長 本日の議事日程は終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の本会議は３月16日午前10時より開議し、議案審議を行います。 

 本日は大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時４７分 
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      平成２４年第１回南会津町議会定例会 第４日 

 

議 事 日 程 （第４号） 

                  平成２４年３月１６日（金曜日）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 議案第 ５号 南会津町暴力団排除条例 

 日程第 ２ 議案第 ６号 南会津町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 

              する条例の一部を改正する条例 

 日程第 ３ 議案第 ７号 南会津町税条例の一部を改正する条例 

 日程第 ４ 議案第 ８号 南会津町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 日程第 ５ 議案第 ９号 南会津町立小学校、中学校及び幼稚園条例の一部を改正する条 

              例 

 日程第 ６ 議案第１０号 南会津町町民プール条例の一部を改正する条例 

 日程第 ７ 議案第１１号 南会津町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条 

              例 

 日程第 ８ 議案第１２号 南会津町立保育所条例の一部を改正する条例 

 日程第 ９ 議案第１３号 南会津町介護保険条例の一部を改正する条例 

 日程第１０ 議案第１４号 南会津町農業委員会の委員の定数等に関する条例の一部を改正 

              する条例 

 日程第１１ 議案第１５号 南会津町町営住宅条例の一部を改正する条例 

 日程第１２ 議案第１６号 南会津町町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 日程第１３ 議案第１７号 南会津町特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 

 日程第１４ 議案第１８号 第２次南会津町総合振興計画の改定について 

 日程第１５ 議案第１９号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第１６ 議案第２０号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第１７ 議案第２１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第１８ 議案第２２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第１９ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第２０ 議案第２３号 町道路線の廃止について 

 日程第２１ 議案第２４号 町道路線の変更について 
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 日程第２２ 議案第２５号 町道路線の認定について 

 日程第２３ 議案第２６号 公の施設の指定管理者の指定について（南会津町川島交流セン 

              ター） 

 日程第２４ 議案第２７号 公の施設の指定管理者の指定について（南会津町チップ生産保 

              管施設） 

 日程第２５ 議案第２８号 平成２３年度南会津町一般会計補正予算（第１１号） 

 日程第２６ 議案第２９号 平成２３年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算（第４ 

              号） 

 日程第２７ 議案第３０号 平成２３年度南会津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

              号） 

 日程第２８ 議案第３１号 平成２３年度南会津町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第２９ 議案第３２号 平成２３年度南会津町簡易水道事業特別会計補正予算（第５ 

              号） 

 日程第３０ 議案第３３号 平成２３年度南会津町水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第３１ 議案第３４号 平成２４年度南会津町一般会計予算 

 日程第３２ 議案第３５号 平成２４年度南会津町国民健康保険特別会計予算 

 日程第３３ 議案第３６号 平成２４年度南会津町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第３４ 議案第３７号 平成２４年度南会津町介護保険特別会計予算 

 日程第３５ 議案第３８号 平成２４年度南会津町農林業集落排水事業特別会計予算 

 日程第３６ 議案第３９号 平成２４年度南会津町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第３７ 議案第４０号 平成２４年度南会津町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第３８ 議案第４１号 平成２４年度南会津町水道事業会計予算 

 日程第３９ 平成２４年請願第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める請願に 

                  ついて（総務委員会） 

 追加日程第 １ 議案第４２号 南会津町森林整備計画について 

 追加日程第 ２ 議案第４３号 教育委員会委員の任命について 

 追加日程第 ３ 委員会提出議案第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意 

                    見書の提出について 

 追加日程第 ４ 議員派遣の件について 

 追加日程第 ５ 閉会中の継続審査について 
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 追加日程第 ６ 閉会中の継続調査について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

     １番  大 桃 英 樹  議員     ２番  長谷川 耕 一  議員 

     ３番  湯 田 良 一  議員     ４番  室 井 嘉 吉  議員 

     ５番  室 井   実  議員     ６番  湯 田   哲  議員 

     ７番  渡 部   優  議員     ８番  楠   正 次  議員 

     ９番  高 野 精 一  議員    １０番  山 内   政  議員 

    １１番  渡 部 忠 雄  議員    １２番  湯 田 秀 春  議員 

    １３番  星   登志一  議員    １４番  阿久津 梅 夫  議員 

    １５番  五十嵐   司  議員    １６番  大 竹 幸 一  議員 

    １７番  菅 家 幸 弘  議員    １８番  芳賀沼 順 一  議員 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○芳賀沼順一議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は18名であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○芳賀沼順一議長 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。 

 ここで、総務課長より発言したい旨の申し出がされておりますので、これを許可します。 

 総務課長。 

○室井 裕総務課長 本定例会に提案しております議案の一部、さらには別冊でお渡ししてお

ります当初予算の概要につきまして、記載誤りが発見されましたので、訂正をさせていただき

たいというふうに考えております。 

 まず、議案のほうでございますが、議案集の19ページをごらんいただきたいと思います。 

 議案第15号 南会津町町営住宅条例の一部を改正する条例の別表でございますが、３段目に

記載されております松戸原団地の位置の表示でございますが、「南会津町松戸原101番地１」

という表記になっておりますが、正しくはこの枝番がありませんで、「101番地」でございま

す。 

 それから、その下に「南会津町松戸原104番地」という表記になっておりますが、これは正

しくは枝番がつきまして「104番地１」ということでございます。おわびを申し上げまして、

訂正をさせていただきたいというふうに考えております。 

 それから、別冊で配付しております当初予算の概要でございますが、その中の４ページでご

ざいます。４ページの中で、一番右側にそれぞれ構成比が出ております。その中の前年度の構

成比でございますが、本来ここは平成23年度の構成比を記載すべきところを平成22年度の構

成比になっておりましたので、これにつきましては全面的に訂正をさせていただきたいという

ふうに考えております。 

 なお、訂正の方法につきましては、これから議長さんの許可をいただいて、職員のほうで訂
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正をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ただいま総務課長の説明のとおり、議案等の訂正についてご了承願います。 

 それでは、執行部において訂正してください。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第５号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第１、議案第５号 南会津町暴力団排除条例を議題といたしま

す。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第６号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第２、議案第６号 南会津町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 
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〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第７号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第３、議案第７号 南会津町税条例の一部を改正する条例を議

題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第８号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第４、議案第８号 南会津町手数料徴収条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 この手数料の改正につきましては、私が求めていたものでありまし

て、今回50円が下がるということで、大きな一歩前進というふうに思っておりますが、委員会

の中でもしゃべりましたけれども、まだまだ不十分だと、若松方面では200円でありますので、

今後もっと検討してほしいということを言ったわけですが、その際にこの地方交付税というの

は、やはり日本じゅうどこにいても同じ行政サービスを受けるためにあるんじゃないかという

話をしたんですが、そうしたら担当課長のほうから、地方交付税を算出する場合には手数料と

いうのは含まれていないんだというような話で、ちょっとしょうないのかなと思って引き下が

ったんですが、しかしよく考えてみると地方交付税というのはたしか地方交付税をもらう、受

け取る場合の請求の場合の計算する場合の項目には入っていないかもしれませんが、受け取っ

た地方交付税はたしか何に使ってもいいはずじゃないかと私は思うんですが、まずそこをいか

がでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

  交付税といいますのは、前々からお話していますとおり、標準的な行政需要を満たすため

の国から交付されるものでございまして、いわゆる一般財源でございますので、これは市町村

のそれぞれの自由裁量の中で、ひもつきでない財源ということでご理解をいただきたいと思い

ます。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 そうであるならば、今回はやむを得ませんけれども、今後、町長の

方針としてやはり会津若松方面の市町村とこっちでは差があるというのがね、やはりこれはお

かしいと私は思うんですよ。ですから、今後何というかな、同じサービスにもっていくという
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ことを私は求めますけれども、いかがでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 議員の考え方も、私もそのようなこともあろうかと思いますけれども、やはり今回いろいろ

これを精査する中にあって、会津若松のほうの状況も私も把握しておりますが、この南会津郡、

この地域そのものも検討の一つの材料にいたしましたし、今、総務課長が答えたとおりなんで

すが、また町全体の状況を見ながら、そしてこれに要する費用をどのくらいするのかと、そこ

ら辺も十分に考慮しながら、今回このような決定といいますか、提案をさせていただいたと、

そのようなことでございますので、また今後は今後としても、また状況が変われば検討するよ

うになるかと思いますが、そのようなことで今回はご理解いただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 ただいまの町長の答弁のとおりでございますが、まずひとつご理解いた

だきたいのは、この手数料というのは特定のものの方に提供する役務の対価でございますから、

当然受益者負担というようなことで基本的に手数料というものがあるわけでございます。その

中で、それぞれこのサービスを提供する上で、それぞれの団体で費用がまちまちでございます。

したがいまして会津若松市、それから南会津町を比較した場合に、その特定のサービスを提供

する費用が基本的に違いますので、その辺踏まえての手数料の設定になっているということだ

けはご理解をいただきたいというふうに考えております。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第９号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第５、議案第９号 南会津町立小学校、中学校及び幼稚園条例

の一部を改正する条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第１０号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第６、議案第10号 南会津町町民プール条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 この件については、きのうも一般質問で直接質問しておいたんで

すけれども、ちょっと聞き忘れていたことがありましたものですから、重要なことですのでち
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ょっとお聞きしたいと思います。 

 このプールは、近年配管等の修理はいつやって、どのくらいかかったか聞かせてください。 

○芳賀沼順一議長 生涯学習課長。 

○湯田順一生涯学習課長 お答えいたします。 

 配管の関係でございますが、平成15年144万、それから平成16年126万、それから平成23年

に、本年度でございますけれども、止水栓等の修繕、それから平成21年、プールの排水管の関

係ということで排水の関係、それから修繕費をかけております。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 あのね、これ15、16年は修理かかっているんですけれども、そ

れを直しているんですよね。直して、その後はもうほとんどかかっていないように受けたんで

すけれども、そうとらえてよろしいですか。 

○芳賀沼順一議長 生涯学習課長。 

○湯田順一生涯学習課長 お答えいたします。 

 15、16年に大きな工事といいますか、機械室とプールの循環配管ですね、それを入れかえ

をして、それ以降については細かい微調整をして何とか今まで営業といいますか、プールを実

施してきたという中身でございます。よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 そうすると、これはそんなには目立った金はかかってないですよ

ね。それでよろしいですか、そういう理解で。 

○芳賀沼順一議長 生涯学習課長。 

○湯田順一生涯学習課長 15、16年以降については、細かい何といいますか、修繕というこ

とでご理解をいただければと思います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 それでは、私からちょっと提案申し上げますが、条例改正等の説

明書の中で３ページ、議案第10号の南会津町町民プールの条例を一部改正する説明書が載って

おるんですけれども、そこの近年は、３行目ですね、近年は施設の老朽化による漏水等が頻繁

となり、維持費が嵩む状況にありましたということは、全く該当していないじゃないですか、

ここを削除してください。 

○芳賀沼順一議長 町長。 
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○大宅宗吉町長 私からちょっと言わせていただきたいんですが、15、16年と大きな修繕が

かかったということで、その近年というとらえ方と、それから何といいますか、頻繁にという

とらえ方、これが何回なのかということになれば、回数でおおむねのことは解釈できるかもし

れませんけれども、そのような文言のあらわし方をしたということでご理解いただければいい

のかなと思います。 

 きのう、実際にはこのような個々の条例の改正案の中での提案の理由としては、こういうふ

うな理由を申し上げましたが、昨日申し上げたとおり、しばらくの間、地域の人たちに利用で

きるような対応はしてまいりたいと、そのように考えておりますので、ぜひご理解いただけれ

ばありがたいなと思います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 いや、あのね、町長の言っていることはわかりますけれども、や

っぱりこれ近年は漏水等が頻繁となり維持費が嵩むと、維持費はそんなに答弁いただいたよう

に目立った特別何十万とか、何百万とか、今までの大改修した以降、上がってきていないんで

すよ。それをここで、近年漏水等が頻繁となり、維持費が嵩むということで、南郷小に対する

イメージが、議員さんもみんなそうだと思いますよ、イメージがすごく悪いんですよ。 

 だから、ここは削除していただきたいなと私は思います。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 私から、ただいまの質問にお答えいたします。 

 ただいま町長が答弁されましたように、南郷第二小学校は昭和49年、実際は昭和48年に保

健体育の補助をもらってつくられた施設で、実際には管はかなり老朽化しておりますので、や

はりこれからの課題を考えると、維持費等がかさむ状況にありますというようなことで、今現

在、平成15年、16年に大きな修理を行っておりますけれども、それ以降は小さい修繕のみに

とどめておいて、修繕費を統合が予定されているものですから、修理費を抑えてきた傾向にあ

りますので、これについては今後維持費等がかさむ状況にあるというようなことで、今後経費

が多少かかるかと思いますので、ご理解を願いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 それで、私けさ学校の役員の方なんか、きのう教育委員会のほう

に電話したらしいんですよ、朝、心配で、どうなんだか。そうしたらば、維持をしていくのに

数百万かかると、年間、そういう返事があったということでした。だから、そういうもう、私

も我慢できなくなっちゃってね。だから、もうみんなにそんなことしてプールをイメージダウ
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ンさせていることに対して、私我慢できないんですよ。実際かかっているんだったらいいんで

すよ、15年、16年以降。16年以降は、修理してからかかっていないんです。それをいかにも

毎年数百万ずつ維持費がかかっていくだとか、老朽化して激しいとか、そういうのは南郷一小

と中学校も実際は修理はしているんです。この16年以降は、修理してから南郷二小はそんなに

ないんですよ。 

 だから、そういう物すごくイメージダウンになっていますから、今にもそんな、だれが検討

したか、教育委員会の方、ちょっと調べればわかると思いますが、そうしてみんながそういう

ことをして南郷二小のプールをそういふうに劣化した状態に見ているということは、私は我慢

できないからこう言っているんです。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 お答えいたします。 

 ただいまの問いなんですけれども、一応これから丁寧に対応していきたいと思いますので、

住民の方は多分、議員のほうに、うちのほうに電話した後にまたかけられたと思いますので、

その方については丁寧な対応をしていきたいと思いますし、地域住民に対しても丁寧な説明を

していきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 今の件については、ちゃんと丁寧に説明して、それから住民の言

うことをよく耳を傾けて、行政サイドからばかり思ったことを押しつけるんではなくて、そう

いうふうにしてやってください。 

 それから、最後に確認しますけれども、このプールについては形は変えて、ちゃんと利用さ

せるということを間違いないですね、もう１回答弁してください。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 お答えいたします。 

 先ほど申しましたように、住民の方に対しては教育委員会としてきちんと対応していきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、利用につきましては、事前に回覧等かチラシ等で住民に周知していきたいと思います

ので、ご理解を賜りたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 その答弁じゃなくて、ちゃんと町のプールの条例と、別の形でち

ゃんと利用させていくということ、本当にそれができるかどうかを確認しているんですから、
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本当にやってくれるかどうか。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 お答えいたします。 

 きのうの一般質問でお答えいたしましたように、町のほうできちんと管理をして、子供たち

に利用できるような形で対応していきますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 町長の答弁をお願いします。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 ただいま教育長が答弁したとおりであります。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑。 

 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 これも確認なんですけれども、きのうほどの答弁で行政財産から普通

財産にして開放して使うというようなお話でしたけれども、確認の意味でどういった手続で形

になるのかなと思って、確認だけしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 今回のこの条例が議決いただきますと、基本的に行政財産から普通財産扱いになりますので、

今まで教育財産でございましたが、これは管理が普通財産ということで総務課もしくは支所で

あれば町民課と、こういうことでの財産管理ということになります。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 普通財産となったときの運用の方法というのは、特別変わるんでしょ

うか。例えばの話よ、条例を設置しなくちゃいかんとか、あと規則をつくるとか、当たり前だ

ろうけれども、規則はつくらなくちゃいけないと思うんですけれども、運用の規則をね、そう

いったことで特別条例なんかは必要ないですね。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 普通財産ですので、条例の規定は必要ございません。ただ、普通財産を運用するに当たって

の内部的な規約ですね、こういうものについては定めながら適正な財産管理を図っていくとい

うことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 そうすると、一般の町民プールというんじゃなくて、子供たちだけと

いう、まだわからないのかな、検討しないから。普通財産ですから、一般の町民にも多分供用

するというふうに思うんですけれども、またお金も必要になるだろうというふうに思うんです

けれども、これから検討だというふうに思いますけれども、その使用料金とか、そういったこ

とをお考えでしょうか、これからでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 この問題につきましては、これから検討するということでございます。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ありませんか。 

  12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 今のやりとりときのうの一般質問のやりとり、ずっと聞いていたら、

この条例の附則の平成24年４月１日から施行すると、そこを直せばいいんじゃないかなと、こ

んなふうに単純に私は思っているんですけれども、そういう考えは間違いなのかどうか。例え

ば、これの説明の中で見ますと、南郷町民プールという形で現行で残っているわけですから、

そのまま残せばいいんじゃないかなと、そんなふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 条例上に規定するのは、基本的にその行政目的があって、公の施設もしくは行政財産等につ

きまして広く町民の方に利用していただくということでの条例の規定ということになります。 

 それで今回、条例の一部改正で削った部分につきましては、町としては基本的に教育財産、

行政財産としての用途については、もう既に達成されたと。したがいまして、今回は町の行政

財産として廃止するということでございまして、それはあくまでも財産管理上の手続はこのよ

うにしなければなりませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ほかに。 

  １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 今の説明で大体わかったんですけれども、ただ耐震の関係で平成24年

度、25年度と南郷一小、南郷中学校、南郷二小を利用するわけですよね。そういったときに、

プールの使用というのは南郷二小にあるプールを使うのか、それとも南郷中のものを使うのか、

その辺の方針は決まっていますでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 
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○原田 稔学校教育課長 お答えをいたします。 

 平成24年度につきましては、南郷中学校の耐震化大規模改造に伴う仮校舎として、現在の南

郷第二小学校を使う予定しておりますが、ただプールと体育館につきましては中学生が使うに

はちょっとこう規格といいますか、難しい部分ございますので、中学校側としては現在ある南

郷中学校のプールと体育館、事業の期間中ですね、移動という形で進めていきたいということ

で今現在計画しております。 

 なお、この南郷小学校の改修工事、平成25年度以降になりますけれども、これにつきまして

は小学生ですので、現在の南郷第二小学校のプール、これも使用可能かなということですが、

まだそこは具体的に学校側との調整はしていないというところでございます。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 まだ決まっていないということなんで、小学生使うケースもあり得る

ということですけれども、そういった場合、行政財産であるべきではないのかと思うんですけ

れども、その点についてどうお考えでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 行政財産という形ではなく、今回は普通財産扱いにしますので、行政財産といいますのは広

く公の施設ということで、広く町民の方等に利用してもらうための条例規定でございまして、

そうではなくて行政目的、教育目的はもう既に達成されたということで、普通財産のほうに所

管がえをしてですね、場合によっては普通財産の貸し付け等、例えばその利用する団体ですね、

そちらの方から申請をいただいて、それで普通財産として貸すというような形をとるか、それ

ともいろいろな方法が考えられますけれども、普通財産扱いとして今回は整理をさせていただ

くということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 今の説明わかりました。 

 僕が質問したのは、今回これを可決することによって、かえって使い勝手が悪くなってしま

ったりという可能性、子供たちに影響を与えてはいけないと思ったから質問しました。その辺

のことに関しては、今後具体的に検討されると思いますので、ミスのないようよろしくお願い

したいと思います。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 昨日来からお話ありましたとおり、町民の方、南郷地区の方々がそれぞ
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れそういうご要望があるというようなことも認識しておりますので、それぞれにその方々の要

望に沿ったような形での当面の運営を考えていきたいというふうに考えておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第１１号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第７、議案第11号 南会津町災害弔慰金の支給等に関する条例

の一部を改正する条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 
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 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第１２号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第８、議案第12号 南会津町立保育所条例の一部を改正する条

例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第１３号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第９、議案第13号 南会津町介護保険条例の一部を改正する条

例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 
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 質疑はありませんか。 

 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 福祉計画は議決事項でないということで、多分この要件があいている

と思うんですけれども、保険料が変わるということでね、これは担当課のほうにちょっとお話

を聞いた経過もあったんですけれども、明確な答えが出なかったのでお聞きしたいと思います

けれども、今回の福祉計画における、もしくは介護保険ですね、第５次の計画においてパブリ

ックコメントを求めているわけなんですけれども、実施されております。 

 それで、私びっくりしたことが１点ありまして、そのパブリックコメントの締め切りが３月

21日になっているんです。そして、今回議案に上がっているのも、その中に含まれていると、

これどういう経過があったのかなってちょっとお聞きしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 今回、パブリックコメントということで現在ホームページ、さらには町のお知らせ等で計画

の素案について町民の意見の募集を求めております。計画でございますけれども、今回、基本

条例による議会の議決を必要としないというようなことでございますので、議会には提案して

ございません。 

 それから、この素案でございますけれども、審議会の委員の皆様、それぞれ専門家の皆様の

承認を得て素案を作成をしてございます。 

 それから、介護保険料でございますけれども、条例改正を必要とする議決案件でございます。

この介護保険料は、計画があって保険料は算出はされるものでございますけれども、基本的な

計画、それについてはパブリックコメントを受けても変更はされないというようなことで思っ

ております。 

 それから、３年前ですね、この高齢者福祉計画、介護保険事業、これも大変申しわけなかっ

たんですけれども、議会と同時進行でパブリックコメントをやっておりまして、３年前は21年

の２月25日から21年の３月24日までパブリックコメントをやっていまして、計画書の決定に

ついては、その後起案をして、21年３月27日に素案を解きまして計画というようなことにな

りました。 

 パブリックコメントの目的については、パブリックコメント実施に関する要綱がございまし

て、平成18年11月24日に告示をしています。これについては、町民と情報を共有しながら多

様な意見の情報、専門的な知識を広く求め、町の政策形成過程に反映させ、もって行政運営の
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公正の確保、それから透明性の向上及び協働のまちづくりの推進を図るというようなことが目

的とされております。 

 ただ今回、７番議員おっしゃるとおりに、議会と並行にこの計画書をパブリックコメントす

ることについては、やっぱりちょっと違和感があると思いますので、今後、平成24年度には障

害者計画を策定する予定をしておりますので、これについては当然、もう12月とか１月の末ぐ

らいまでにパブリックコメントを終わるような形で計画を策定したいというふうに考えていま

す。また、当然３年後も同じように高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画がございますので、

それらについても、３年後についても、このようなことがないように、昨年は言いわけをする

というか、国のほうの関係で非常に国の震災の関係で、いろいろな国の提案というのがおくれ

た関係で、ずっとおくれた経過もありましてそのようなことになりましたので、今後そういう

ようなことがないように、細心の注意を払いながら計画を策定してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 わかりました。 

 前回、３年前に気づかなかったのは私の不徳なんですけれども、今回ずっとこう調べて、所

管がかわったものですから、自分自身の、それで詳しくいろいろ調べたりして逆に気づいたん

ですけれども、それで今回申し上げたんですけれども、先ほど課長がおっしゃったようにいろ

いろな目的等があって、せっかく町民の意見等を町政、町行政に反映させるというふうなのが

大きな第１条の目的なものですから、そして最終的には第７条で提出された意見を誠実に検討

し、計画等を決定するということで、やはりすべてパブリックコメントが終わった後に、こう

いったコメント内容を求めた議案に対しては議決をしていくという姿が正当な流れなのかなと

いうふうに今、課長もおっしゃいましたけれども、やっぱりせっかくこういう制度をつくって

あるんで、しかも町民の意見を聞きながら協力をいただきながら、いわゆる協働という言葉が

10数年前から言われていますけれども、そういった形で多分こういった流れができたんだろう

というふうに思いますので、制度があってきちんと丁寧に活用していって大きな政策につなげ

ていただきたいなと思って質問をいたしました。状況はわかりましたので、今後きちんとやっ

ていきたいという意見でございましたので、その点了解します。終わります。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 
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○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第１４号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第10、議案第14号 南会津町農業委員会の委員の定数等に関

する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 



－２５６－ 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第１５号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第11、議案第15号 南会津町町営住宅条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第１６号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第12、議案第16号 南会津町町営住宅管理条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 



－２５７－ 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第１７号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第13、議案第17号 南会津町特定公共賃貸住宅条例の一部を

改正する条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第１８号の質疑、討論、採決 



－２５８－ 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第14、議案第18号 第２次南会津町総合振興計画の改定につ

いてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 １点だけお伺いします。 

 国のほうから、法律が変わって、総合計画、議決案件としなくてもいいよということになっ

たと思うんですけれども、今回の改正については、これは国に提出をしなければいけないのか、

あるいはその様式は決まっているのか、その１点だけお伺いします。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

  特に、国への提出等は必要ございません。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 それでは、多分これは３年間のローリング計画で、また手直しを

しながらつくっていくのかと思いますので、町独自でその中身をつくり変えることができるん

であれば、みんながこの計画書を見たらば町は今後こういう形で動くんだな、いわゆる手法で

すね、それから数字的な目安だとか、そういうものを今後の、多分３年後やるでしょうから、

それに目指して、そういったような内容にするんだというようなお考えはありますか。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 ごらんになるとおわかりのように、それぞれいわゆる成果指標と目標値という形で設定をし

ておりますもので、それに伴いまして毎年度、事業の検証等をローリング経過含めてしていく

ような計画にしております。あわせて、事業検証と一緒にわかりやすいものという形で様式等

も変えてございますので、これらをどういう形で公表していくかということを決めて、例えば

ホームページになるか知りませんが、毎年度検証したものについてはその都度公表するという

形で進めてまいりたいというふうに考えております。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 今後計画する上で、なるべく多くの項目をですね、例えば事業評

価だとか、そういうのも今後、町はしなきゃいけないでしょうから、事業評価をする意味では

よくＰＤＣＡをよく回す、回すとみんな言いますけれども、実際には数値的目標だとか、そう



－２５９－ 

いうのがないと検証のしようがないわけですよ。それは、できるできないは別にして、目標は

こうだよという検証値をやはり私は計画書の中に入れるべきだと思うので、今後そのような検

討をするお考えがあるかどうか、最後にお伺いをいたします。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 それぞれの事業ごとに、いわゆる成果指標と目標値という形で設定をしておりまして、現状

これは平成21年度のものと、それから設定する目標値として平成27年度、それから平成32年

度にそれぞれ成果指標に対する目標値という形で設定をしておりますので、それらをもとにで

すね、年度はかなり遅くはなりますが、基本的には毎年度、その指標確認はしてまいりたいと

いうふうには感じております。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第１９号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第15、議案第19号 固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 



－２６０－ 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論を省略し、採決いたします。 

 この採決は、それぞれ起立によって行います。 

 大竹康男氏の選任について、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○芳賀沼順一議長 起立全員。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第２０号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第16、議案第20号 固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論を省略し、採決いたします。 

 この採決は、それぞれ起立によって行います。 

 星清信氏の選任について、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○芳賀沼順一議長 起立全員。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第２１号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第17、議案第21号 固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。 



－２６１－ 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論を省略し、採決いたします。 

 この採決は、それぞれ起立によって行います。 

 山内敏幸氏の選任について、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○芳賀沼順一議長 起立全員。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第２２号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第18、議案第22号 固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論を省略し、採決いたします。 

 この採決は、それぞれ起立によって行います。 

 芳賀勉氏の選任について、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○芳賀沼順一議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎諮問第１号の質疑、討論、採決 



－２６２－ 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第19、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてを議題といたします。 

 ここで、審議に際して本案件に利害関係のある議員がおりますので、地方自治法第117条の

規定により１番、大桃英樹君の退場を求めます。 

〔１番 大桃英樹議員 退場〕 

○芳賀沼順一議長 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論を省略し、採決いたします。 

 本案は、諮問のとおり適任とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、諮問のとおり適任とすることに決しました。 

 諮問第１号の審議は終了しました。ここで、１番、大桃英樹君の入場を許します。 

〔１番 大桃英樹議員 入場〕 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第２３号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第20、議案第23号 町道路線の廃止についてを議題といたし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 



－２６３－ 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第２４号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第21、議案第24号 町道路線の変更についてを議題といたし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第２５号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第22、議案第25号 町道路線の認定についてを議題といたし

ます。 



－２６４－ 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第２６号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第23、議案第26号 公の施設の指定管理者の指定について

（南会津町川島交流センター）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 



－２６５－ 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第２７号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第24、議案第27号 公の施設の指定管理者の指定について

（南会津町チップ生産保管施設）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第２８号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第25、議案第28号 平成23年度南会津町一般会計補正予算

（第11号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 



－２６６－ 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第２９号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第26、議案第29号 平成23年度南会津町国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 



－２６７－ 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３０号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第27、議案第30号 平成23年度南会津町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３１号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第28、議案第31号 平成23年度南会津町介護保険特別会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 



－２６８－ 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３２号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第29、議案第32号 平成23年度南会津町簡易水道事業特別会

計補正予算（第５号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３３号の質疑、討論、採決 



－２６９－ 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第30、議案第33号 平成23年度南会津町水道事業会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３４号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第31、議案第34号 平成24年度南会津町一般会計予算を議題

といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 庁舎建設の積立金、24年度で２億円を予定をしております。現状、こ

れ積まれて４億くらいになると思いますが、これ目標額というんですか、そういうものがあれ

ば教えていただきたいということと。 

 あと１点、何点かあるんですが、子供の医療費給付事業と…… 

○芳賀沼順一議長 できれば、ページを言っていただければ。 

○４番 室井嘉吉議員 専門職の人はわかると思うんですが。 



－２７０－ 

〔発言する者あり〕 

○４番 室井嘉吉議員 全然わからない。おれちょっと拾い方、ページまで拾ってなかったも

のですから、申しわけないです。 

○芳賀沼順一議長 議員の方々も、見る都合があるので、もし時間がかかるのであればいいで

すよ。 

○４番 室井嘉吉議員 子ども医療費給付事業とひとり親家庭医療費給付事業の関連について

若干疑問を持ったものですから、私なりに。 

 というのは、18歳以上の子供がひとり親の子供が…… 

〔「一問一答ですよ」と言う者あり〕 

○４番 室井嘉吉議員 一問一答ですか、失礼しました。 

○芳賀沼順一議長 質問する事項を幾つか上げておいて…… 

○４番 室井嘉吉議員 上げておいてやるのが一問一答でいいんですね、失礼しました。 

○芳賀沼順一議長 上げておいて、一つずつやってください。 

○４番 室井嘉吉議員 だから、いいだべ、そしたら。 

○芳賀沼順一議長 いいんだ、いいんだ、上げておくのはいいですから。 

○４番 室井嘉吉議員 だから、その辺の18歳以下のひとり親の子供を持ったときにね、ひと

り親の子供の場合、これ子ども医療給付事業ということでなるのか、ひとり親家庭医療費給付

という、ここに該当するのか、その辺ちょっとわかりませんので、明らかにしてほしいという

ふうに思います。 

 あと、新物流システム構築事業というのが予算の中にもありますが、…… 

○芳賀沼順一議長 嘉吉さん、そういうふうに説明は一つずつ後で説明だから、この部分のこ

れとこれとこれと、こう上げておいて、項目を言っておいて、後で事項の、さっきのほら、ひ

とり親のでこういう質問あるんだというのは後からでいいですから、何ページのひとり親のこ

とについて聞きます。これについて聞きますという項目だけを、まず上げておいてください、

幾つか。 

○４番 室井嘉吉議員 そしたら、新物流システム、あと会津縦貫道路の早期格上げの関係に

ついて、あとは先ほど来、前段の部分でも議論になりました南郷プール関係の予算の扱い、あ

とはあらかい健康キャンプ村の予算の扱い、これらについてお聞きをしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 で、１つ目から今度は。 

○４番 室井嘉吉議員 それで、２つは言いましたので…… 



－２７１－ 

〔「言わないよ」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 一つずつ聞いて答えてもらって、一つずつ納得していってください。 

 １つ目から、最初の中から納得していってください。 

〔「１は庁舎の建設でしょう」と言う者あり〕 

○４番 室井嘉吉議員 だから、庁舎と医療の関係は２つは、そういうことでしょう。 

〔「違う、違う」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 そうじゃなくて、１点ずつ質問して、質疑応答するんです、一つずつ。 

 庁舎について先。 

○４番 室井嘉吉議員 追加して、庁舎の積立金の関係と子どもの医療費関係について…… 

○芳賀沼順一議長 いや、追加じゃなくて、一番先に庁舎のこと言ったべ。 

○４番 室井嘉吉議員 言いました。 

○芳賀沼順一議長 そのことで聞いて答えてもらってください。 

○４番 室井嘉吉議員 そしたらお願いします。 

○芳賀沼順一議長 庁舎の質問。 

 総務課長。 

○室井 裕総務課長 私のほうからは、１点目の庁舎建設基金の関係でお答えを申し上げたい

と思います。 

 本年度、当初予算の40ページに２億円という数字が出ておりまして、昨年から始まりました

ので、これを合わせますと４億円ということに。 

 ただ、これから具体的にどのような規模でどのくらいの金額をかけるということについて、

まだまだ全くの未知数でございまして、基本的には今の私のほうの考え方としましては、少な

くとも実際にかかる庁舎建設費の半分以上はやはり積み立てをしたいというふうに考えており

ます。 

 ただ、その額がどのくらいになるかということについては、まだ未確定な部分がありますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

 なお、残りの財源につきましては、幸い合併特例債ですね、これが５年間延長されましたの

で、これを使って後ほど国税のほうで７割戻してもらうというような形の合併特例債を使いな

がら、この基金と抱き合わせて、耐震化で非常に問題を抱えております庁舎について、新たな

庁舎を建設したいと、このように基本的に考えておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 



－２７２－ 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 了解しました。 

 次に、子どもの医療給付事業とひとり親家庭医療給付事業の関連についてお聞きをいたしま

す。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 おただしの内容については、どちらを優先にするかというようなこ

とかと思いますけれども、これは子ども医療のほうは15歳未満まで現在無料となっております

ので、医療費かかりません、窓口での支払いは。ですので、私どものほうのひとり親医療はか

かった医療費に対しての助成というようなことになりますので、かからない医療費についての

助成はないということで、子ども医療のほう優先というようなことになります。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 わかりました。 

 ただ、あれですか、実態上、そうか今はそういうことなくなったか、15歳以下だからみんな

かかるわけだからな。はい、わかりました。了解しました。 

 あと、次に新物流システム構築事業ということがあるんですが、これは具体的にどのような

ことなんだな、主要事業の中でも見てみたんだが、ちょっと私には理解できない部分がありま

したので、どういう事業なんだか大まかで結構ですので、お知らせをしていただきたいと思い

ます。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 当町のいわゆる物産品とか、観光のお土産品を送る際に、スタートの時点では一応ワンコイ

ンということで500円で送れると、非常に安い事業でやっていたわけです。 

 ところが、今まで協力店のほうにやるお金が今までいっていなかったということがありまし

たので、今年度から一応600円という形で安い金額で、いわゆる送料がかかるということで実

施をしている事業なんですが、現実的にはそのほかに佐川急便さんとヤマト運輸さんに対して

は、町からそのほかの手数料として１件につき300円のお金をお支払いしているということで

ございます。こんな簡単でよろしいでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 はい、了解しました。 

 次に、一般質問等の中でも会津縦貫南道の今後の運動というのか、格上げの運動というもの



－２７３－ 

が重要だということをかなり議員の側からも強調されましたし、町当局としてもその重要性に

ついては認識をしていると、こういうことになっておるわけですが、予算書見る限り、私もこ

れ委員会所属のところで大変恐縮なんですが、予算的な配置がないような気がするんですね、

ずっと見てみたんだけれども、議会のほうにでもあるのかなといったら、議会サイドにもない

ような気もしますし、その辺どのようなことに今後なっていくのかお聞きをしたいというよう

に思います。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えをさせていただきます。 

 予算書の100ページをごらんいただきますと、101ページになりますか、会津縦貫南道路整

備促進期成同盟会負担金５万7,000円とございますが、そういった活動費につきましては同盟

会の予算で実行させていただくという形でございますので、南会津町については年間５万

7,000円の負担という形で実施しております。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

 もう少し元気な声でいいですよ。 

○４番 室井嘉吉議員 いや、静かにやりますので。 

 ５万7,000円ということなんだけれども、これ恐らく従前踏襲的な、こういう予算配置だと

いうふうに思うんです。だから、これはきのう、おとといらの議論聞けば、これでは不十分だ

ろうというふうに思いますので、これ今後補正とか何かもあるんだというふうに思いますから、

その辺はぜひそういう運動が文字どおりやれるような、裏打ちされた予算の配置を要望をして

了解します。 

 そして、次に…… 

○芳賀沼順一議長 いや、一応要望したら、答えも聞いてください。 

○４番 室井嘉吉議員 要望したいと思います。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えさせていただきます。 

 特別な催しとイベント等あった場合は、同盟会、関係町村と協議した上で、それらに係る経

費については補正予算のほうで対応させていただきたいというふうに考えておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 了解しました。 



－２７４－ 

 次に、伊南のプールなり、舘岩のプールということで、予算上では監視員賃金ということで

予算計上されているんですが、きょうも前段で議論になりました南郷プール等のこれら経費に

ついては当然必要だというふうに思います。だから、これらの今後の扱いについて、どのよう

に考えているのかお聞きをいたします。 

○芳賀沼順一議長 生涯学習課長。 

○湯田順一生涯学習課長 参考までにといいますか、伊南と舘岩、ほぼ同規模というような判

断をしますと、それらに係る管理人あるいは監視員、事故が起こらないようにということで毎

朝行って水温をはかったり、塩素の濃度をはかったりというような、公共のプールということ

になれば必要になってまいります。それらにつきましては、先ほど普通財産ということもござ

いましたので、今後の活用の仕方を十分地域の方々と検討する必要が出てこようかと思います。

その中で、必要な部分について予算的にも対応する必要が出てくるのかなというふうに判断し

ておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 地域住民の不安にこたえるという意味含めて、予算をきっちり配置す

るということが極めて今後の運営の裏づけになるわけでありますから、この辺は早急に対応す

るよう要望をしたいと、こう思います。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 普通財産扱いということになりますので、総務課もしくは町民課の管理になりますので、私

のほうからちょっとお話をさせていただきますが、当初予算の編成の段階ではこういった事態

というか、町民の方々の声というものが届いておりませんで、当然のことながら関係予算につ

いてはまだ入っておりません。したがいまして、夏場のプールのシーズン前の段階で、しかる

べき予算措置、つまりは６月の補正予算ということになろうかと思いますが、その中できっち

りとした対応を考えていきたいと、このように考えておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 はい、了解しました。 

 次に、あらかい健康キャンプ村、これは事業名何というんだかちょっとわかりませんが、こ

れらの予算はどこ見てもないような気がしましたが、これらの扱いはどうなっているのかお知

らせをしてほしいと思います。 



－２７５－ 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 あらかい健康キャンプ村につきましては、指定管理料はゼロということで協定を結んでおり

ますので、予算上は上がってまいりません。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 つけ加えまして、ちょっと補足させていただきますが、当初予算の49ペ

ージをごらんいただきたいと思います。 

 ここの中の13番の委託料でございますが、49ページの13番の委託料ということで657万

2,000円が計上されておりますが、その中の一部として環境共生型地域モデル実証事業業務委

託料ですか、38万9,000円ということで出ております。これが今お話のありました内容のです

ね、私どものほうとしてはこの中でいろいろこれからの地域エネルギー、環境を含めて実証事

業を今お願いしておりまして、その部分についての委託料ということで、ここで計上しており

ますが、通常の委託料、指定管理の委託料というような形はとっておりませんので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 追加してお答えしたいと思います。 

 ただいま総務課長申し上げました49ページの委託料の一番下の段ですが、会津高原パトロー

ル委託料というのがございまして、これにつきましてはいわゆる滝原地区に委託をしておりま

すもので、平成21年から23年まではふるさと雇用再生の特別基金事業として実施をしていた

もので、いわゆる滝原地域の見守り隊、パトロール事業というものでございます。中身としま

しては、あらかい健康キャンプ村の利用者への今まででいいますと、いわゆる不審者への声か

けとか、地区の共有林への不法な立ち入りに伴うトラブル等がございましたので、これら含め

て会津高原全体をパトロールするというような事業ということで今回計上させていただいてお

るものでございます。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 そうすると、何だかちょっと私もわけわからないところがあるんです

が、あらかい健康キャンプ村と、この環境共生型地域モデル実証事業と、あとこの滝原の住民

のやっている監視業務ですか、パトロール業務、これら一体をとらまえてあらかい健康キャン

プ村事業という位置づけになっているんだという理解でいいですか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 
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○室井 裕総務課長 ちょっと議論が混乱していますので、整理しますと、まずは旧八総鉱山

小学校の中の事業ですね、あらかい健康キャンプ村ですね、これについては基本的に町は指定

管理料も特別支払っておりませんで、その団体が独自に運営をなさっております。 

 それから、手前に環境共生型の地域モデル事業ということで、八総鉱山のほうに国道から入

るところの右側に施設がございます。この施設については、まだ町としての行政財産というよ

うな取り扱いはしておりませんが、あそこの施設を使いながらいろいろ環境の問題、それから

未来の地域エネルギー関係についての実証実験を今そこで同じ団体でやっていただいていると

いうことでございます。 

 それから、今、総合政策課長からお話あったのは、滝原区のほうにお願いをしまして、あそ

この周辺のパトロール事業をやっておりまして、その３つが関連しますので、それぞれ説明が

ちょっとごちゃごちゃになってしまって申しわけありませんが、そのような状況で予算化をし

ているということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 そういう３つのことだということはわかりました。 

 それで、そのモデル実証事業というやつなんですが、私らの産建委員の部分でも、あそこを

見学というか、勉強しに行ってきたんですけれども、あの中でやっているのは太陽光、あとペ

レット、あと雪室といったかな、水力はやっていないと思うんです。この３つだと思うんです

よ。そうすると、私率直に言って疑問感じちゃうんだけれども、太陽光だって町では個人住宅

にまで補助出してやるべとなってるっぺ、あと雪室だって農協のトマト選果場も見てきたけれ

ども、あそこでも既にもう実証やっているんですね。そして、ペレットだって、我が町にはそ

ういうような工場は実際ないけれども、ほかのまちではもう工場もつくって、手に入れる気な

らもういつでも手に入る、こういう実態なんですよ。 

 そうすると、何これ実証検証をするということなんだか、私の頭ではちょっと理解できない

んですよ。これ導入前で、そういうものがいかにいろいろな部分で、こう何というのかな、人

間生活の上で効率的な部分があるんだということを実証するためにやっているんだというふう

におれは思うんだけれども、もう既にそういうものは普及している現状の中で、それ以上にど

ういうものを求めていくような実証検証をやろうとしているのかなということに私自身は大き

なわからない部分がありますので、そういう点からもこの辺のところは本当にこれどう考えた

らいいのかなと、こういう気もしますので、町としてはその辺どういう受けとめしていられる

のかお聞かせをいただきたいなと思います。 
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○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 確かに、議員おっしゃるように今現在、それぞれの個人の家庭の中でも、個人的にも、ある

いは組織の中で利用されている状況にはあります。ですけれども、町として一定のこういう総

合的な中でどのような状況になるのかということを一定期間検証して、これからその検証の結

果を踏まえた中で判断していきたいと、そのように考えております。ですから、もうしばらく

そのような状況が続くかと思いますけれども、総合的にそういうのを複合的に考えた場合どう

なのかと、また今は再生エネルギー大変注目されておりますし、そういう中で個人的な家庭の

中で活用した場合にはどうなるかということを今後検証した中で、皆さんにも発表しながら、

そして皆さんにも見学していただきながら、もう少し、ややしばらく時間いただきたいと思い

ます。そういうわけで、昨年も再生エネルギーのことでは、あそこも研修等を受け入れていた

だきましたし、そのような場所もいましばらく必要かなと、そのように考えておりますので、

ご理解をお願いしたいと。 

○芳賀沼順一議長 ４番、室井嘉吉君。 

○４番 室井嘉吉議員 はい、了解しました。 

 大変、前段の部分では議長さんにご迷惑をおかけしましたが、以上で私の質問は終わりにし

ます。ありがとうございます。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ありませんか。 

 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 それでは、最初に通告をしておきたいと思います。 

 一般会計予算書から、39ページ、13委託料、41ページ、13委託料、48ページ、19負担金補

助及び交付金、それから51ページ、13委託料並びに19負担金補助及び交付金、Ｐ62、委託料、 

Ｐ93、19負担金補助及び交付金、Ｐ129、13委託料並びに19負担金補助及び交付金、Ｐ138、

７賃金、以上が一般会計予算書からです。 

 続いて、当初予算概要から、№14景観づくり推進事業、85観光スポット関係、89会津高原

スノーシャトル関係、最後113町災害対策総合支援事業関係、以上を質問したいと思っており

ます。 

 最初、39ページの委託料の中にあたご館の管理というのがあります。この施設管理委託料は、

管理料の中身と委託先をお知らせください。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 



－２７８－ 

○室井 裕総務課長 お答えします。 

 まず、経費でございますが、これはあたご館に係ります光熱水費ですとか、そういった部分

の通常の維持管理をするための経常経費ということでございます。 

 それから、委託先でございますが、これにつきましてはシルバー人材センターのほうに委託

をしております。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 わかりました。 

 それで、この光熱水費、通常の管理ということですが、管理に当たる人件費等、この中には

入っていないんですか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 この中には、施設の管理をしていただく職員といいますか、臨時職員の賃金相当部分も一部

この中に入っております。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 はい、了解しました。 

 続きまして、ページ41、委託料の中に集落支援事業委託料が468万入っておるんですが、こ

れについては総合政策課での説明をいただいた以外の集落支援なのかなというふうにちょっと

感じたんですが、この委託料の中身と委託先をお知らせください。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 この委託料につきましては、財団法人南会津町総合支援センターにおける集落支援員の賃金

等の委託の関係でございます。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 といいますと、舘岩、伊南、南郷の集落支援員の方の人件費という

ことで理解してよろしいですか。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 伊南と南郷につきましては、一般会計のほうの賃金でとっておりまして、こちらのほうはい

わゆる財団法人でございますので、集落へ１名分は舘岩の南会津町総合支援センターのほうに
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配置をして、その給料分についてうちのほうで委託料として支払うということでございますの

で、舘岩分の支援員というふうにご理解いただければと思います。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 はい、了解。 

 続いて、48ページの負担金補助及び交付金ですが、この中で無線システム普及支援事業費と、

それから地上デジタルテレビ放送改修事業ということの補助金がなっておりますが、この中身

と補助金の先はどこですか。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 まず初めに、上のほうの無線システム普及支援事業費等の補助金の関係でございます。これ

は、いわゆる地デジの難視地区に対する国の補助を一たん町で受けまして、その施設に支払う

ということでございます。新たな難視地区といいますのは、いわゆる地上デジタル放送が視聴

できないということで、これらのエリアにつきましては基本的に新しく共聴施設組合をつくる

か、または高性能のアンテナをつけるかというような２つの選択肢を求められることとなりま

す。これにつきましては、あくまで無線システムにつきましては、国の補助の分をそのままそ

っくりそういう施設に補助するという分でございます。 

 その下の地上デジタルテレビ放送改修事業につきましては、いわゆる国の補助以外に、そう

いう方たちの施設の個人の負担が出る分につきまして、町単独の助成をするということでござ

いまして、具体的には新たな共聴施設組合の申し上げました組織化、それから高性能アンテナ

の設置等をするということでございまして、現実的に施設としては、いわゆるＣＡテレビの関

係も入れますと、17施設197世帯が新たな難視世帯という形で今のところ想定をされていると

ころでございます。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 補助先と言ったんだけれども、そこ何か落ちたようなんですが、こ

の補助先というのは、例えば無線システム、わかりました、国からくるというやつ。その地域

というか、もう本当に全町ばらばらということなのかな。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 基本的には、全町ばらばらですが、田島地域がほとんどでございまして、田島地域で約16地

区近くございます。それから、新たなもう１地区考えられますのは、舘岩地区の高杖原地区の
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一部について、新たな難視地区ということが想定される、懸念されるということでございます。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 ばらばらということですので、それ以上は求めません。 

 それでは、ページ51、13番のまず委託料からですが、地域乗合タクシーの運行委託料、そ

の委託先と確認の意味でその中身と、今までの実績といいますか、そういうのわかりましたら

ばお願いします。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 田島地域においては、栗生沢乗合タクシー、萩野・藤生乗合タクシーの２つがございます。

これらにつきましては、田島地域の３つのタクシー会社、すべて依頼をしているということで

ございます。 

 それから、南郷地区につきましては山口タクシーに委託をしておるところでございます。 

 それから、舘岩地区につきましては、田島にあります会津交通に委託をしているところでご

ざいます。 

 今までの実績で申し上げますと、栗生沢乗合タクシーにつきましては、１便当たりの人数

4.2人、昨年の実績です。収支率でいいますと27.9％、萩野・藤生乗合タクシーにつきまして

は、１便当たり4.1人、収支率16.9％、南郷地域乗合タクシー、１便当たりの人数1.8人、収

支率10.4％、舘岩地域乗合タクシー、１便当たりの人数1.5人、収支率3.2％というような実

績でございます。本年度につきましても、ほぼ同じような推移で収支は移行しておりますが、

南郷地域において一部、11月から病院の関係がありまして少しですが実績が上がっているとい

うような例もございます。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 地域の足になって、糸沢に議会報告会行ったときも、非常に助かっ

ているという話、そうじゃない、それは萩野の人が乗って糸沢は乗れないという話だったな、

失礼しました。 

 それで、実は南郷の利用者の中で、実は青柳までは来ているんですが、伊南地区に病院、歯

医者等、病院があるので、せめて古町まで延ばしていただけるといいないうような話を前々か

ら伺っておりましたので、そのことについてそういうことが可能かどうか、ちょっとこの辺の

ところをお聞きしたいと思います。 
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○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 それぞれの地域、地域公共交通会議を検討する組織がございまして、例えば舘岩ですと舘岩

とか、南郷にもございまして、それぞれの地域の課題をその組織で話し合いまして要望しまし

て検討した結果、それぞれ改善する点はございますので、そういうことは可能だと思っており

ます。 

 例えば、南郷地域ですと、今まで乗合タクシーの通っていなかった地区にも、今回走らせる

というような動きもしておりますので、地域の要望があれば、その中で話し合って、その運行

路線を若干変えるということは可能だと思います。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 はい、了解しました。 

 それから、同じくページ51の中の負担金補助及び交付金の中の公共交通対策協議会補助金、

これ2,000万近くあるわけですが、これの補助先と中身についてお尋ねします。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 これにつきましては、町の公共交通対策協議会に対する補助金でございまして、この公共交

通対策協議会につきましては今までですと、いわゆるバスの内川線の買い支えのお金がここに

含まれております。それから、この協議会そのものの運営費ということで、事業といたしまし

ては、いわゆることしから始まりました高齢者の運転免許自主返納に係る経費、それから夏休

み子ども体験ツアーというような経費、それから野岩線、会津線、会津バス等の運行のアップ

に対する事業の経費等でございます。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君、ちょっと申し上げますが、残り15分ですので、数ある

ようですから。 

○１０番 山内 政議員 十分です。 

 ページ62番、委託料、この委託料の中に緊急通報体制と、それから住民生活に光をそそぐ交

付金事業というのが入っておりますが、この事業についてお尋ねしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 緊急通報体制整備事業でございますけれども、主にひとり暮らしの高齢者の方に対するサー

ビスでございまして、電話等プッシュボタンを押しますと、例えば緊急時、倒れたときにそう
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いったプッシュボタンを押しますと、若松にあるセンターが対応しまして、例えば救急車の手

配、もしくは火災のときには消防署への手配とか、これには協力者という方がおりまして、約

３名を選任していただいておりまして、隣の方とか民生委員さんとか、そういった方が協力者

になっておりますので、そちらのほうに緊急に連絡があれば、行ってもらって状況を確認して

もらって、いろいろな対応をしてもらうというようなことが緊急通報体制でございます。安否

確認も必要なものですから、毎週１回、センターのほうから電話をしまして、お元気ですか、

どうですかみたいなことで、毎週１回、最低１回はお話をするというようなことでございます。 

 それから、住民生活に光をそそぐ交付金事業の高齢者見守り支援事業でございますけれども、

これにつきましては田島地域に４名、それから伊南、西部地域４名の見守り支援員を配置をし

まして、高齢者のひとり暮らし、もしくは高齢者世帯、障害者の世帯等を見守りをするという

ようなことで、これについても安否確認を含めた、例えば高齢者の相談、困りごと等をそれぞ

れ見守りをしながら確認をしております。 

 ただ、例えばひとり暮らし高齢者の方、南会津町に今800人おります。840人ぐらいですか

ね、おりますので、毎日というか、そんなに小まめに回ることはできませんので、その内容に

よって例えば毎週１回見守りが必要な人、２週間に１回必要な人、それから民生委員さんも見

守りをしていますので、民生委員さんとのすみ分け、それからホームヘルプサービス等のサー

ビスを受けている場合には、余り小まめに必要はないんじゃないかというようなことで、その

辺の調整をしながら見守りを行っています。これはことし３年目になりますけれども、１年目

は緊急雇用の資金を財源にしましてやっておりまして、昨年度からきめ細かな事業のプラスし

て住民に光をそそぐ交付金がございましたので、昨年と今年度についてはそれと、あとは地域

福祉基金を財源として事業を実施しているものでございます。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 ありがとうございました。 

 それでは、93ページの負担金補助及び交付金でがんばる企業・創業支援事業補助金、丁寧な

説明あったわけですけれども、実はことし特別委員会で回ったときに、企業経営者と学校の教

育関係者、同じテーブルに着いて地元雇用するために学校側としてはどういう教育を企業者が

求めるのか、そういうことをぜひ知りたいと。企業者側、要するに雇う側のほうも、そういう

情報があればやりたいみたいな話があったわけです。ぜひ、そういった場をつくっていただき

たいなと思うんですが、そのことについてちょっと一言お願いします。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 
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○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 おただしのように、現在そのような組織はないというのが実情でございまして、現在私のほ

うで県の振興局、あるいはハローワーク、さらには学校、高校ですね、高校に就職支援員さん

もいらっしゃいますので、非常にそういう横のネットワークが大変重要ではないかというふう

に考えておりまして、平成24年度中には協議会というような形になろうかと思いますが、ぜひ

立ち上げたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 ひとつそのようにお願いいたします。 

 それから、ページ129番、所管がえでちょっと説明がなかなかいただけませんので、ここで

伺います。 

 この３感がっこう送迎バスという非常に奇抜な名前なんですが、この運行委託料の中身、そ

れと一緒に聞きます。同じ19番の負担金補助及び交付金の中の婚活支援事業補助金の委託先と

いいますか、補助先といいますか、それについて。 

○芳賀沼順一議長 生涯学習課長。 

○湯田順一生涯学習課長 お答えいたします。 

 まず、３感がっこう送迎バス運行委託料でございますが、これは前々から舘岩地域の小学生

を対象に夏休み期間中でございますけれども、放課後子ども教室の一環といたしまして舘岩の

センターを利用して子供たちを一堂に会して、さまざまなお勉強をするということで、これは

夏休み期間中に実施しているものでございまして、それらの送迎バスの運行の委託料でござい

ます。 

 それから、19番の補助金の関係でございますけれども、これは主に西部地区で若い人の出会

いの場といいますか、そういったようなものを本年度から新たに設けたらどうかというような

声がございましたので、実行委員会、これどういう形になろうか、これから検討してまいりま

すが、地域の若者あるいは宿泊関係、そういう第三セクターも含めて、そういう方で実行委員

会をまずつくりまして、そちらのほうで地元の独身者、それから町外の女性の方などを対象に、

そういったようなお見合いのパーティ形式なもの、これの中身についてはこれから詰めてまい

りますが、主に南郷地域あたりを対象に例えば農業体験とか、そういうものを含める中で、そ

ういう道が開ければいいなということで、本年度計上しているものでございます。よろしくお

願いします。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 
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○１０番 山内 政議員 はい、わかりました。 

 それでは、予算概要の中から幾つか。最初に、85番の観光スポット直通バス、その事業の中

身と、同じ観光ですので、89番のスノーシャトルバスの23年度の直近の実績あれば教えてく

ださい。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 まず、85番の観光スポット直通バスでございますが、こちらは駒止湿原、それから高清水自

然公園、それから田代沢の３カ所にシャトルバス、タクシーを運行すると、２次交通のための

でございますが、23年度の実績につきましては駒止がバスとタクシー合わせて35名でござい

ます。それから、ヒメサユリにつきましては同じように合計して48名、それから田代について

は残念ながらゼロでございました。 

 それから、続きまして89番の会津高原スノーシャトルバスでございますが、こちらは県内の

郡山、須賀川、白河方面へシャトルバスを出しまして、スキー場に送客するという事業でござ

いまして、まずＡコース、これはだいくら、南郷のスキー場でございますが、こちらが３月11

日までで計826名の送客でございます。それから、Ｂコース、たかつえ、高畑が715名という

ことで、合わせて1,541名ということで、テレビでも紹介されまして、非常に反響が高かった

ということでございます。 

○芳賀沼順一議長 10番、山内政君。 

○１０番 山内 政議員 よくわかりました。非常に何か実績として上がって、よかったなと

いうふうに思っています。 

 最後、113の町の災害対策総合支援事業ということで、マップをつくられるということなん

ですが、この関係で地域住民のかかわり方といいますか、見直しの重点項目といいますか、そ

の辺のところをちょっとお聞かせください。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 お答えいたします。 

 この事業の中には、幾つか大きな業務がございまして、その中でただいまおただしのありま

した住民の関係する部分についてお答えを申し上げます。 

 地域防災計画、大震災と豪雨災害を受け、見直しをしなければなりません。ただし、国の災

害基本計画が現在見直し中でありまして、その見直しが24年の夏ごろまでかかるというような

見込みになっておりまして、それを受けて福島県が、さらにそれを受けて整合性を図りながら
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各市町村が防災計画の見直しをするという手順になってございます。 

 町としましては、平成24年度において、そういった防災計画、本文の見直しを待たずにです

ね、それに先立つさまざまな調査を予定しております。それらの事業が、この総合支援事業と

いうことでございまして、まず現況避難所の見直し作業を行います。これは、すべての避難所

の規模、収容人員、さらにはそこにある設備、食料はどのくらい整っているかといった、そう

いった現地調査を行いまして、避難所の再選定も含めて見直しを行います。その際に、住民の

方にさまざまなご意見を伺いながら、不備のある面、そういったものを聞き取りをしていきた

いと思っております。 

 その避難所調査を受けまして、今度ハザードマップの作成を行いたいと思います。町内全域

10地区に区切りまして、すべてのいわゆる住家がある地域について、新たなハザードマップを

つくります。これにつきましても、今回の豪雨災害で得た経験などを住民の方から聞き取りを

行って、そういった意見を図面の中に落としていきたいというふうに考えております。 

 それから、もう一つが各種マニュアルの作成でございます。災害が起こった場合、最初の初

動というのが一番重要になってまいりますので、そういった職員の初動マニュアルを中心に避

難所の運営マニュアル、さらには避難勧告等の判断、どういったときにやるかというきっちり

としたマニュアル、伝達マニュアル、物資調達マニュアルという、そういったものをきちんと

つくって、地域防災計画の策定に備えたいというものでございます。 

○芳賀沼順一議長 ここで議長より申し上げます。 

 議案審議の途中でありますが、ここで一たん休憩したいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 それでは、暫時休憩いたします。昼食休憩とします。再開は午後１時とい

たします。ご苦労さまです。 

 

休憩 午前１１時５０分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○芳賀沼順一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑ございますか。 

 ２番、長谷川耕一君。 
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○２番 長谷川耕一議員 一般予算書の49ページの14の使用料及び賃借料のところなんです

けれども、温泉掘削地敷地借上料５万とありますが、これは場所はどこですか。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 水無川沿線にございます旧温泉の掘削をいたしました敷地でございます。 

○芳賀沼順一議長 長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 この５万円という数字、１年だと思うんですけれども、これ何年前

から払っていますか。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 具体的な年数については、後ほど調べて報告させていただきます。 

○芳賀沼順一議長 長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 私の記憶では、議員になる前だから、もう10何年もたっていると思

うんですけれども、町としてはこの温泉掘削した跡を今そのままにしておいて、今後はどうい

うふうな対応をとる考えかお伺いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 敷地の借り上げ料では、年間５万円ということでお支払いをしております。そのほかにも、

年１回ですが、その敷地の環境整備ということで刈り払い等も実施をしております。具体的に、

今後どのようにこの敷地について利用していくかということには、明確な計画等を持っている

わけではございませんが、敷地の保存ということで今のところは考えておるところでございま

す。この温泉掘削敷地のデータについても、依然保有はしておりますので、もし開示の請求等

ございますれば、私どもでは提供したいという思いでおりますので、その敷地についてもその

まま借り上げておくということでございます。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 それでは、町ではこの温泉を何かに利用しない限りは、このままず

っと敷地借上料で５万ずつ払っていくという、そういう考えですか。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 私のほうからお答えをさせていただきます。 

 前に、ふるさと創生事業がございまして、その際に旧田島地域において公共的な温泉がない
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ということで、それぞれ候補地の中で、先ほど総合政策課長答弁しましたとおり水無川流域で

掘削事業を行いました。実際に、温泉については湯量といいますか、温泉まで到達したわけで

ございますが、湯量及び温度について利活用する際に相当数の経費がかかるということで、公

共施設の利用としては断念をした経緯がございます。その後、実際に掘ったことも事実ですし、

温泉が出ていることも事実なので、それぞれ民間企業等、そういったいわゆる利用したい、そ

ういった利用計画で町が承認すれば貸し出ししましょうと、そういった一つの方向性を出して

維持管理については今お答えしましたとおり、年間５万の借地料で維持管理をしているという

ことが現状ですので、ご理解をいただきたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 先ほどの何年から借り上げているかというようなおただしでございますが、平成３年の９月

12日から借り上げているということでございます。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 それでは、この温泉については町では民間で、町と一緒にやりまし

ょうとか、そういう会社が出てきたら、町でも一緒にその温泉を利用していくという考えで理

解していいんですか、副町長の答えは。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 当時の判断としては、公共施設としては利用を断念するという答えを出し

ておりますので、他に民間のほうで利活用したいというような申し入れがあれば、その内容を

審査した上で貸し出しをしましょうという判断をしているところでございます。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 

○２番 長谷川耕一議員 それでは、町ではそういう計画がない限りは、エンドレスにこれ借

り上げ料５万というやつを払っていくという計画ですか。それとも、これをもう温泉の開発は

やめて、これを埋め戻してもとの敷地に返すという、そういう考えはないんですか。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 お答えいたします。 

 確かに、物がある施設でございますので、100年、200年、１万年までずっと続くというこ

とはないものと思っております。そのいわゆる原型に復旧する時期というのは、もうしばらく

検討をさせていただきたいというふうに思います。 

○芳賀沼順一議長 ２番、長谷川耕一君。 



－２８８－ 

○２番 長谷川耕一議員 了解しました。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございますか。 

 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 それでは、概要の40番と83番と121番。予算書のほうは92ページ、19

節の負担金、農林水産業費の負担金、補助金の南会津非出資漁業協同組合、この部分。それと、

予算書の70ページ、８節の報償費、保健協力員活動謝金、この５点質問いたします。 

 不妊・不育の治療、昨年質問をいたしまして、今回予算に上がってよかったなというふうに

思いましたけれども、ちょっと内容、所管ではないので、１回の治療の補助回数、補助額の限

度、これがあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 今回、不妊・不育治療の助成ということで新規事業として計上をさせていただきました。不

妊症については、結婚して２年以内に妊娠しない場合、それから不育症については妊娠しても

流産とか早産を繰り返して、なかなか元気が赤ちゃんが得られないというような方に対しての

助成でございます。 

 県のほうの不妊治療の助成もあるわけですけれども、県の助成は、県の場合には所得制限も

ありますし、さらには特別な治療ということで、人工授精ですか、これとかが対象なんですけ

れども、町の場合には人工授精の前のいろいろな検査とか治療とか、そういったものに対して

の助成をしようというようなことでございます。 

 さらに、助成の期間については２年間で、１年当たり20万円を助成をするということで、現

在、不妊・不育の方がどの程度いるのかというようなことがなかなかつかめない状況なもので

すから、当初予算としてはそれぞれ２人分で40万の80万を計上させていただいたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 不妊治療に対しては、県のほうでは１回15万で２回までということで、

これはわかっていました、前回も申し上げました。今回、２年間で年間20万ということですと、

私が申し上げた一番前の段階に対しては県の助成とかがないということで、ここに手当てをし

てくださったんだと思うんですけれども、人工授精、体外受精、顕微授精とか、前も申し上げ

ましたけれども、この部分についての助成は県の助成だけで、町としては考えていないのか、
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これは体外受精は30万から50万、顕微授精は35万から55万、１回かかるんですけれども、こ

れに対しての補助は考えていなくて、これは県のほうの、私は県のほうの15万の２回ではなか

なか経済的に厳しいと、これは一般の町民の方からいただいた声を申し上げたんですけれども、

この部分についてはどうなんですか、ないんですか。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 県のほうの助成、人工授精とかになるまで、かなりの費用がかかるというようなことをお聞

きしましたので、県の助成で受けられる部分については、もちろんそちらのほうを受けてもら

って、それまでのさまざまな経費について町のほうでは対応したいというようなことでござい

ます。入院時の食事料費とか、あと差額ベットとか、病床料とか、そういったものは対象外な

んですけれども、医療保険各法に規定する不妊・不育治療、それから保険外適用、さらには治

療の一環として行われる検査とか、不妊・不育原因調査のための検査等について、町のほうで

は助成をしたいというようなことで、県のほうで受ける分とは重ならないように、重複しない

ように考えております。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 ちょっと求めた内容より低いような気がするんですけれども、これが

議決後は町民の周知、本当にこの声っていろいろな情報を提供しても届かない、この人たちは

ごく少ない弱い人たち、そして前回質問したときには子を持ちたいけれども恵まれない、その

人たちにあきらめないで子を授かる喜び、こういうものを町長は与えたいという思いがあって

語られたことがありましたので、きょうの新聞に休眠卵子育て不妊治療と、これ全く新しい聖

マリアンナ医科大学で開発したやつ、これなんかも本当に女性の卵子はだんだんだんだん減っ

ていくそうですけれども、男性の精子はつくり続けられるという違いがあるそうですけれども、

卵子として成熟しないものにまでというような研究も進んできていますが、この不育治療、恐

らく知らない方、実際に悩んでいらっしゃる方、何度も流産している方の声を聞いて私質疑し

たわけでありますから、周知のほうをぜひ徹底してお願いしたいと思います。 

 あと、所得制限、夫婦合算の所得制限は県と同様でしょうか。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 この制度のＰＲについては、町の広報紙はもちろんですけれども、ホームページ等、何回か

の掲載をしながらＰＲをしていきたいというふうに、広報をしたいというふうに思っておりま
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す。 

 それから、所得制限でございますけれども、所得制限については設けないというようなこと

にいたしました。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 はい、了解しました。 

 それでは、83番、がんばる企業・創業支援、この支援に関してですけれども、私はこの支援

事業がだめだというとか、そういうことではなくて、この事業に今の時期に足りないと考えて

いる部分が、前の一般質問でも申し上げたことがあるんですけれども、農業政策、本当に手厚

く喜ばれています。そして、生活環境改善工事支援事業、これなども喜ばれた方が多数いらっ

しゃいました。今回のものでも、製造業、そして雇用、そういうものに対する製造業の創業に

対しては設備的なもの、今継続されている方の雇用の支援とかありますけれども、商業とか観

光業とかのもっと小さい人たちですね、その人たちが今は11月30日までの損害賠償金、こう

いうものがあるから、でもその後、果たしてこの11月30日までにもとに、以前のように戻っ

てくるか、これを不安視しております。 

 そして、今収入が激減しておりまして、補償をいただきながらも将来の不安のためになかな

か投資もできない。ですから、商店街、それは前も言いましたけれども、生活環境改善工事な

ども営業部門はだめだよということでペンションとかの屋根とか造作とか、もうひどくなった

けれども、だめだということがあったので、そういうところに対する、もうちょいこれに漏れ

ている部分に対する、これはすぐにどうこうの話ではないですけれども、そういうところに対

する支援、これをしていかないと田島地域の商店街、西部地域の観光業、宿泊業、こういうと

ころはかなりのダメージになると思いますので、この辺に関する政策的な考え方お聞きしたい

と思います。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答えいたします。 

 このがんばる企業の支援関係でございますが、現在おただしのように雇用奨励型については

製造業のみということで検討してございます。 

 ただ、確かにおただしのように観光業等、民宿、ペンション等も含めて、あと商店街も含め

て、かなり風評被害等でご苦労されているということは重々承知してございます。ただ、要綱

上、現在施設整備のほうですね、そちらのほうはそういう検討ございませんが、製造業のみの

雇用奨励型、いわゆる町内の町民の雇用に関しての補助という観点からすれば、製造業のみと
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定めておりますので、そちらにつきましては今後要綱等の中身を精査させていただきながら、

さらにいろいろな方々のニーズ等の調査を踏まえて、再度検討させていただきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 確かに、個人的なものというと、結果的にはそのような形に見えるかもしれ

ませんけれども、プレミアム商品券とか、そういう形の中で町全体の経済活性化を促したいと

いうことの支援もありますし、それからあとは観光に対しましても、観光物産協会通したいろ

いろな中で、そういう支援をしていっていることもあります。 

 ですから、そういう直接的なものばかりでなくて、その団体あるいは組織を通した、そうい

う中で支援もしているものもあるわけですので、いろいろ状況によってそのようなことも必要

になろうかとも思いますが、現在のところはそのような対応をしていきたいと、そのように思

っています。 

 農業支援ということを言われましたけれども、農業支援もただ農業をやっているから支援す

るんじゃなくて、このような農業をしたいと、このような経営をしたいと、そういう要望に対

しての支援でありますから、商工会の方々も自分たちはこのようなことをやりたいんだと、そ

ういうんならば、またいろいろな方策はあるかと思います。ご理解願いたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 商工会員でなければ、ちょっと難しいのかなと、本当に小さいところ

に対しては個人的な資産の形成、そういうものに補助するというような考え方になってしまう

と、これはできないと思いますけれども、商工観光課長の要綱の中で検討、この辺ぜひお願い

したいというふうに思います。 

 続きまして、121番の上木賊発田島高校行きの会津バスの廃止に伴って、高校生の送迎の予

算、このことの裏側の部分ですね、これに関して、今までこの上木賊線、うちのほうでは１番

と言っているバスですけれども、これの乗車率等わかりましたら、お知らせいただきたいと思

いますが。人数でも結構です。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 なかなか出ないようでしたら、この線を利用していた方の代替という

か、１番がなくなってしまって、この方たちで田島の南会津病院に行くだとかという、そうい

う人たちの代替の考え、この予算の裏の部分、表に出ていない部分ですけれども、その考えが、

もちろん４月からですからあると思うんですけれども、その辺ちょっとお聞きしたいと思いま
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すが。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 田島高校・上木賊線ですが、木賊を出まして田島高校まで行くわけですが、実はその後の路

線に桧枝岐線というのがございまして、この路線に乗車できるという計画でおります。現実的

に、上木賊線の１番を利用していた生徒につきましては、田島高校生の女子生徒が２名でござ

います。そのほかに、１名程度、時によってはいわゆる病院に利用される方が利用されている

と。ただ、帰りの田島高校から上木賊線につきましては、荒海地区の方も乗車されております

ので、乗車率はその程度分、少しはアップしているということでございます。 

 したがいまして、一番先に申し上げましたとおり、上木賊線につきましてはいわゆる乗合タ

クシーを巡回して運行いたしますので、上木賊線から観光所までは乗合タクシーによって今ま

でどおりの運行ができますので、その観光案内所から次のバスである桧枝岐線に乗車すれば、

通常のいわゆる病院通いが可能かということでございます。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 はい、了解しました。 

 70ページの報償費、保健協力員の謝金についてのところなんですけれども、これの１人の協

力員の担当世帯、これに上限値はあるんだと思うんですけれども、それ１つずつ聞きます。上

限値あるのかどうか。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 保健協力員は、全部で122名の方がいらっしゃいますけれども、そのうちおおむね60世帯に

１人というようなことを基準にやっておりますけれども、地区のさまざまな事情等によってい

なかったりした場合には、100世帯を超えている方も１名いますけれども、そのようなことで

一応基本的には行っております。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 あと、条例改正のところで20世帯を超えないところは２分の１の基本

割額になることがありましたけれども、この数は近年世帯の減少とかでふえてきているんでし

ょうか。数はどのくらいありますか、２分の１になるところですね。今までは、何世帯であろ

うと、行政区単位で基本割１万円だったと思うんですけれども、今度の5,000円になるところ

は何行政区あるか。 



－２９３－ 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 20世帯以下の地区については16カ所でございます。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 それで、今回身近な行政区で行政区の世帯数は27世帯あるのに、保健

協力員の推薦依頼は17名の保健協力員の区割りということで依頼があったということがありま

した。それで、そうしたら10世帯分は隣の行政区、非常に隣接しているわけですけれども、細

長い行政区のうちの10世帯分は隣の行政区で保健協力員の依頼をして、そこの管理をしていた

と、いろいろな配布物とかですね。そういうことは、保健協力員の区割りというのが行政区単

位でなくてあり得るということなんでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 お答えいたします。 

 私どもとしては、行政区単位での配置というようなことで考えております。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 ほかには、私の言っているところのほかに、南会津町でそういうとこ

ろはないと。この保健協力員の依頼というのは行政区単位という考えで、理解でよろしいんで

すね、ほかにはないということですか。 

○芳賀沼順一議長 健康福祉課長。 

○渡部 仁健康福祉課長 それぞれの地区の行政区長に選出をお願いしておりますので、行政

区単位ということでございます。ほかにはございません。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 はい、わかりました。 

 次に、92ページの農林水産業費、ここの部分に移りますが、昨日の一般質問の中でも出てい

ましたけれども、270万の補助金、この金額が云々ではなくて、そのやりとりの中で魚類の放

射性物質検査、これができていない、この部分で私も漁協のほうに、きのう帰って伺ってみた

ら、田島の針生地区で行っている養魚所、ここが県のモニタリングポスト、養魚所の南会津町

の、なっているという話を聞いたんですが、これは事実でしょうか。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 今の件は、私のほうで確認とれていませんので、あとで確認してお知らせします。 
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○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 じゃ、県の各町村ごとにモニタリングポスト、この養魚所とかのある

ということなんですけれども、それは南会津町ではそういうのは承知していないということな

んですね。そこの情報を聞くと、毎月検査をしてきて全く問題のない数値だということを聞い

て、きのう舘岩の業者も、ずっと舘岩で養魚している、成魚を買ってきたとかでなくて養魚し

ているものを検査していただいたら、全く問題なしということでした。 

 ですから、どこの地区も問題ないと言えるんではないかと思うんですけれども、ぜひとも町

のほうで補助して、漁業組合に任せっ切りというのか、４月１日になって安全でしたよじゃな

くて、もう通常でしたら年券がかなり売れている時期、やっぱり売れないというのは不安視し

て、よその地域では解禁をずらしたりというようなことがあるので、ぜひそういうところはも

うちょっと漁協と密に連絡をとって、こういう情報が入らないというのはちょっと不思議だな

と思います。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 今度の18日に、東部漁協の定期総会がありまして、そこに私も出席する予定でいます。その

関係で、その内容について詳しく聞いてきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 南郷総合支所長。 

○近藤甚悦南郷総合支所長 西部漁協の組合長さんに13日にお尋ねしております。放射線の自

主的な検査はどのようになっていますかというお話です。 

 ４月１日から、県内一斉に渓流の許可が出るというようなことでありまして、現在は特別採

捕許可書をいただいて、それで試し釣りをして検体を集めるというような状況だそうでござい

ます。14日から、その試し釣りに入るというようなお話を伺っております。 

 なお、人数については５名の方の許可を得て釣りに入るというような状況だそうです。その

場所は、舘岩の河川から南郷地区の１カ所、それから只見地区の渓流１カ所というような形だ

そうですが、実際どの程度の量が釣れるかどうかは、やってみないとわからないということで、

最終的にはどこの河川のものが出ていくかは結果待ちというようなことだそうでございます。 

○芳賀沼順一議長 ８番、楠正次君。 

○８番 楠 正次議員 今やめようかと思ったんですけれども、14日から入ると、もう14日

からやっているということですね、やっているけれども、採捕ができないために１キロになら

ないために検査依頼はできていない、検査結果も出ていないということですね。 
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○芳賀沼順一議長 南郷総合支所長。 

○近藤甚悦南郷総合支所長 今お話いただいたとおり、14日から試し釣りに入っているという

ことでございます。 

 なお、検査の方法は県内水面試験所のほうへ持ち込んで、そちらを通した検査というような

お話だそうです。 

○芳賀沼順一議長 よろしいですか。ほかに質疑。 

 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 予算書の111ページですね、所管外なので聞きたいと思うんですが、

災害対策費の５番です。また無線のことと言われるかもしれませんが、点検料ですね、保守点

検800万出ています。これ４年前に同じようなことで質問していたんですが、定期的に無線の

場合だと報告とか義務ありますので、当たり前なんですが、この点検料について800というの

はことしだけでしたか、昨年ちょっと引用すればよかったんですが、これが毎年このぐらいの

保守点検料が必要なのかというのが確認で、ことしだけ特別４年か５年たちますので、それで

なのかということの確認が１つ。 

 それと、下の18番ですね、備品購入の69万円の部分の２つです。 

 まず、１つの始めの部分、これについてお聞きします。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 私のほうからは、保守点検委託料についてお答えいたします。 

 この800万という予算額につきましては、町内にあるすべての防災行政無線の点検を行うも

のでありまして、毎年経常的に発生する費用でございます。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 備品のほうは後でお願いします。 

 毎年800万は、これ普通、わかるんですが、その答弁で結構なんですが、これ気にはなるん

ですが、妥当性というのはおかしいんですが、僕たちも素人なので防災無線というのは７億か

らかけているわけですから、基数、あと立っている鉄塔も多いので、800万という部分は、こ

れはそう言われればそう、これが1,200万でも、そう言われればそうなんですが、これについ

ての検証というか、妥当性というか、他に自治体の調査とか整合性とか、その辺ちょっと僕は

いつも気になるところなんですが、その辺はどうなんでしょう。ただ単に、言われたから委託

料が800なんでしょうか、その辺の部分もうちょっと詳しく知りたいんですが。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 
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○宍戸英樹住民生活課長 先ほどの答弁で、若干足りない部分がございましたが、この防災行

政無線はいわゆる南会津町全域のものでございます。それをご理解いただきたいと思います。 

 この点検業務につきましては、いわゆる設備の特殊性といいますか、デジタル無線を使って

いる関係で、製造元の扱い、製造元の機械を扱える業者が決まってしまいます。ですから、町

内あるいは近隣市町村の電気工事会社に競争入札等で落とせない特殊な点検業務になっており

まして、その辺の単価についても私も着任して１年ですが、ちょっと見直しできないかという

ことで、細かく指示をして改善されてきている部分もございますので、その辺をご理解いただ

きたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 町民の安全・安心のための防災無線ですし、昨年の災害もありますか

ら、これに対して万が一動かなかったら、これは大問題なので、保守点検は当たり前なんです

が、俗に言う、素人でいうと朝のチャイムと夕方のチャイムというのは、動いているからの確

認の意味で鳴らされるんで、そういう意味ではセルフチェックのような形で毎日動くわけです。

そこで壊れていれば、町民がうちの隣の動いてないよということで直す、原始的かもしれない

けれども、一番簡単な一つの点検方法だと思うんですね。そういう意味で、これが毎回800と

いう数字をメーカーから出されて、そうですか、そうですねという部分でいうと、今機械なん

てテレビ、ご存じでしょうか、皆さん８年も10年ももっているテレビなんか１回も故障しませ

んよね。だから、そういう意味ではもう少し努力して、値段的な部分は交渉しているそうなん

ですが、ぜひもう少し努力して、その辺メーカー１社なので、それは難しいかもしれませんが、

ぜひ努力してほしいなと思います。 

 18番の備品購入の戸別受信機、あれ５、６万の品物ですが、それを今回購入しています。こ

れについてもう少し詳しく聞きたいのですが。 

○芳賀沼順一議長 舘岩総合支所長。 

○馬場増男舘岩総合支所長 お答えいたします。 

 舘岩総合支所の各戸に設置しております戸別受信機でございまして、現在、ストックしてい

る数量が３個程度しかありませんで、これは不良箇所が生じたときに常に交換できるような体

制で臨んでいるものですから、ある程度非常時に対応して20台程度ストックをしておきたいと

いうふうなことで、今回予算の計上をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 
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○６番 湯田 哲議員 わかりました。 

 実は、僕は勘違いをしていたところがあって、４年前のここの防災無線で予備費で戸別受信

機を2,000万ぐらい買っていたという、2,000万だったかちょっとわかりません、100台以上で

したね。僕が一瞬気になったのが、それぐらいがもうはけちゃったのかと一瞬思ったんですが、

１つ確認なんですが、舘岩方面の戸別受信機とこちらの無線機というのは全然違うものなんで

すね、ちょっと確認したいんですけれども、品物が違うものですね。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 私のほうからお答えをさせていただきます。 

 先ほどの保守点検のお話もございましたが、現在、４地域で防災行政無線が稼働しておりま

す。その中で、いわゆる三菱系のやつが田島地域と南郷地域ということで、保守点検のほうも

一括、個別に発注すると諸経費等々かさむので、一括発注に１本でできるような体制にしてお

ります。舘岩と伊南については、日立系の、まだデジタル化していない旧体の中で現在使用し

ております。そこも一括して保守点検のほうも発注できるように、なるべく予算が圧縮できる

ような取り組みをしております。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 わかりました。 

 そういう意味では、こちらのほうはまだ在庫はあるし、三菱系と日立系があって、今回は日

立系の無線機が３台程度なので、予備にということで了解しました。よくわかりました。 

 最後に１つだけ、Ｊアラートに対応することは、多分４年前につなぎ続ける600万かかると

かってありました。今確認で聞きたいんですが、もう完成して連結していますのでしょうか、

その辺ちょっと確認しておきます。日本の全体の。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 Ｊアラートへの接続についてお答えいたします。 

 昨年より接続されておりまして、有事があれば即緊急の放送が鳴るようになっております。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 最後に確認ですが、今の部分でどの程度まで、今までもかなり今あり

ましたけれども、これって鳴りませんけれども、よっぽどでないと鳴りませんねという、その

辺ちょっと確認なんですが、接続はもう完了してしばらくたつんですが、それだけ大きいのは

ないですね。 
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○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 お答えいたします。 

 例えば、地震の例で申し上げますと、福島県内、さらには会津地域を震源として６弱の基準

で鳴るようなシステムなっております。 

○芳賀沼順一議長 ６番、湯田哲君。 

○６番 湯田 哲議員 それがわかればいいです。６というと、かなりですよね、かなり揺れ

て鳴るということ、最近いろいろ携帯のほうは鳴るんだけれども、こういうので危険ならば鳴

るんじゃないかと、多分前回でも震源は宮城県沖なのに、あれで揺れるわけだから、今まで北

海道と今回千葉沖ありましたけれども、あれで鳴らないのも何か不思議だなとか、内心つなが

っていないんじゃないかと思っていたものだから、素直に聞かせてもらったんですが、この近

辺のところの震度だということですので、町民の安全・安心のための設備なので、ぜひ充実の

ために進めてほしいと思います。ありがとうございました。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 ただいまの私の発言につきましては、後で基準値を確認して再度ご

報告させていただきます。 

○芳賀沼順一議長 ほかに。 

 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 私は、平成24年度の町政施政方針のほうから、こちらのほうがあえ

ていいのかなということで、それの７ページ、それからページ数だけ言います。10ページ、

11ページ、12ページ、14ページ、16ページ、それから18、19、ちょこらちょこらですから。 

 まず、７ページです。７ページの下から２行目、滝原簡易水道で水道水の色素改善と、これ

色素改善というのはどういうことかちょっとお願いします。 

○芳賀沼順一議長 環境水道課長。 

○星 惠助環境水道課長 お答えいたします。 

 滝原の簡易水道につきましては、以前からどしゃ降りの雨とか、そういうのがありますと、

水道の水が濁るということがありましたので、今現在、緩速ろ過でしながら水道を出している

んですけれども、これを今度急速ろ過に直しまして、色素を取る技術のろ過装置をつけたいと

いうことで、考えております。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えいたします。 
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 私も水道係に１年おりましたので、そちらの観点からお答えさせていただきます。 

 いわゆる水道水の色素といいますのは、山に降った雨が落ち葉等の色を含んで河川に流れ込

むと、水の色が落ち葉によって色がつくというような状況になっています。これはなかなか取

れない状況でございますが、これを取る装置を今回、滝原のほうにつくるという中身でござい

ます。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 はい、了解しました。 

 それから、10ページですが、10ページの真ん中よりちょっと下ですね、真ん中あたりかな、

農地・水保全管理支払交付金事業、これはどこなのか、モデル地区がどこなのか、そしてそれ

は５つ聞いているわけですけれども、その選定した理由は何なのか教えてください。 

○芳賀沼順一議長 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 この事業は、第１期として19年から23年まで農地・水保全管理支払交付金という制度があ

りまして、24年から28年まで第２期ということでありまして、今回、南会津町がこの第２期

の事業を着手したいと、そんなことで考えております。その中で、このモデルについては田島

地区は永田、川島、伊南地区につきましは白沢、青柳、南郷地区につきましては鴇巣、この５

カ所をモデル地区と選定しました。このモデル地区選定した理由につきましては、まず各今ま

で地区のほうから集落維持発展事業という要望のある地区、それでまた遊休農地、耕作放棄地

を積極的に取り組みたい地区、あとは中山間直接支払の交付金を受けていない地区というよう

なことで、あとこの事業については町が県の土地改良区のほうに負担金を出しまして、25％、

事業費の、県と国から、国は50％、県から25％、それがその事業地域に直接交付されます。

その交付された金額を、その地区が責任を持って収入、支払い、事務の事業関係は地区の水路

の泥上げとか、いろいろですね、農地の遊休農地の解消というような事業を取り組むわけなん

ですが、その中でそういうふうな例えば役場のＯＢとか県職員のＯＢとか、そういう事務に携

わる方がいないと、なかなか難しい事業なものですから、そういったことを選定しまして、こ

の５カ所をモデル地区選定しました。 

 なお、25年度につきましては、今は集落座談会でこういう事業がありまして、モデル地区を

参考にしながら25年度から実施したい地区については、また県のほうに要望して、この事業に

取り組みたいというようなことで一応24年度のモデル事業を選定した内容でございます。 

 以上であります。 
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○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 はい、了解しました。 

 それから、11ページが真ん中より上かな、２割のプレミアム、そして今回新たに１割の大型

店向けのもやると、こういうことなんですけれども、昨年やってみた結果、どういう状況だっ

たのか、それから換金率ですね、恐らく100％というのはなかなかいかないと思うんだけれど

も、100％いったのかいかないのかわからないんですが、その効果のほどをお聞かせ願えれば

ありがたいなというふうに思います。 

○芳賀沼順一議長 商工観光課長。 

○湯田文則商工観光課長 お答え申し上げます。 

 平成23年度実施いたしましたプレミアム商品券の販売関係でございますが、100％というこ

とで、期間もそれほどたたないでの販売になってございまして、まず実績関係でございますが、

町内の方が90.2％買われまして、町外の方が9.8％の購入という中身になっております。実際、

換金につきましては議員おただしのように100％になってございませんで、99.49％というこ

とで２月いっぱいで換金は終わりましたので、こちらが最終的な実績ということでございます。 

 効果のほどというおただしでございますが、町民の方にも20％ということで大変好評を得ま

して、５万円を限度ということでの販売をいたしましたが、もっと10万とか買えないのかとか、

あるいは個人ではなくて例えばサークルとか、そういう団体でも買いたいんだけれどもと、そ

ういうようないろいろな要望があったというような話も聞いてございます。 

 主に販売では、飲食品小売業、販売というか使ったという実績でございますが、飲食品小売

業がかなり多かったと、それからガソリンとか車両関係、そのようなところでかなり使われて

いたという実績でございます。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 了解しました。 

 それから、11ページの一番下のほうに、きらら289の道の駅登録交付金ということで、これ

はオープンいつなのか、あるいは見通しがたたない、いつごろなのか、できれば新しいことな

んで、あそこの何となく敷地はわかるんですけれども、どの辺か、どういうふうにやるという

ような何かこう地図みたいのがあると非常にありがたいなと思うんですが、まだそういうこと

が決まっていなければ、それはいいんですけれども、オープンの予定なんかわかったら教えて

ください。 
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○芳賀沼順一議長 南郷総合支所長。 

○近藤甚悦南郷総合支所長 道の駅の登録申請につきましては、県を通じて上げております。

３月の中旬に登録の許可がくるという予定でおりました。まだ、今のところ正式なものは入っ

ておりませんが、オフレコで言われたことでは、大丈夫だよというようなお話はいただいてお

ります。 

 それから、オープンの開所式でございますが、４月の下旬、連休前に登録の通知がきてから、

申請してから供用開始まで１カ月かかりますので、そのころを目標に動いておるところでござ

います。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 オフレコでわかりました。 

 それから、裏の12ページ、真ん中より上なんですが、総合特区制度ということで、その下に

民間からの有力な提案も寄せられておりますと、非常にこれ気になるので、どんなあれだか、

もし公開できないんなら別なんですけれども、ここにどんな提案あるのかなと思いますので、

わかる範囲でお知らせできればと思います。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 実は、過日開催をさせていただきました復興特区と総合特区の説明会の席上配付させていた

だきました事業提案がございまして、そこでは９事業を提案してございます。そのうち、９事

業のうち４つの事業について民間の提案がございます。 

 例えばですと、株式会社エコロニューム、それから筑波大学、福島大学の共同提案、それか

らＮＯＰ法人南山匠の会、南会津町ロハスな家とまちづくり協議会、このような提案がありま

した。特に、有力なと申しましたのは、特に申し上げれば株式会社エコロニュームの提案しま

したスマートガードシステムということで、具体的に申し上げますと電動アシスト自転車とか、

電気スクーターのバッテリーを利用しまして、いわゆるインバーターによりまして災害時に例

えばテレビの電源にするとか、携帯電話の電源にするとか、電気系統というような提案ととも

に、あわせまして電気バスの製造と運行等のような計画が上がっておるところでございます。

これにつきまして、施政方針の中では有力な提案ということで上げさせていただきました。 

 なお、この資料につきましては、議員のほうにもいっているかどうかは存じません。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 
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○１２番 湯田秀春議員 民間からの有力な提案ということで、細かく書いていなかったもの

で、わかりました。 

 それから、14ページの一番下のほう、先ほどのハザードマップの件なんですが、結局、国と

か県とか待ってないで、この町では早くやるというような感じで受け取ったわけなんですけれ

ども、再度もう１回、そういう考えでいいのかどうかお伺いします。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 お答えいたします。 

 先ほどの私の答弁で、国の防災基本計画、さらには県の防災計画の策定を待つと、平成25年

の町の防災基本計画のいわゆる本編の見直しに、そこまで遅れるということでございまして、

その本編の変更の前にこういった実践に役立つハザードマップあるいは各種の避難マニュアル

を先行して行いたいということでございます。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 はい、了解しました。 

 続いて、16ページのちょうど真ん中ころに新たに複式学級となる小学校２校、教えていただ

ければと思います。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 24年度から新たに複式学級になるのが檜沢小学校の２、３年生、それから伊南小学校の同じ

く２、３年生でございます。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 はい、了解しました。 

 それから、18の真ん中ころ、集落応援交付金事業、恐らくこれは今回の24年度の大きな目

玉になるんだろうというふうに思います。これは私の推定なんですけれども、職員も配置する

と、全行政区を対象とすると、こういうことなんで、一斉に全集落、こういった事業をスター

トするのかなというふうに理解しております。 

 その場合、職員の配置、小さい集落、大きい集落あるわけですけれども、それはどういうよ

うな何というんですかね、例えばできるだけ地元の出身の人を充てるんだとか、そういった配

置の方法ですね、これがどういうふうになっているかお聞きしたいと。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 
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 原則、その出身地区を中心に配置をしたいというふうには考えておりますが、それではなか

なか人員が足らないということになっておりますので、いわゆる舘岩、伊南、南郷の出身地区

の方が出身地区でない地域に入るという場合もあるかと思います。原則的に、３名から５名程

度配置をしたいというふうには考えております。１地区当たりです。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 はい、わかりました。 

 それから、18ページの下のほうに事業検証委員会という形であるんですけれども、これの構

成ですか、この構成をちょっとお聞かせ願います。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 平成22年の８月12日に要綱を制定しまして、委員が今現在７名の方にこの検証委員会の委

員を務めていただいております。田島地区から３名、それから伊南、舘岩、南郷から１名、７

名以内ということになっておりまして、今現在は６名の委員で検証作業を実施させていただい

ております。 

○芳賀沼順一議長 12番、湯田秀春君。 

○１２番 湯田秀春議員 はい、わかりました。 

 それから、19ページ、その下ですね、ここの上のほうに４行目あたりに総合支援センターと

田島振興公社の統合というふうに、来年、25年度を目指してやりますと、こういうことになっ

ているわけですけれども、一般財団法人と財団法人が統合するというようなことなんですが、

これの統合の何というんですか、この経過をちょっとお知らせできればありがたいなと思いま

す。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 過日、この件につきましては特別に説明をさせていただきましたが、一般財団法人といわゆ

る財団法人、田島振興公社の統合ですね、本来ですと24年の４月１日から統合という計画でお

りましたが、財団法人田島振興公社のままでは、そのまま一般財団法人と統合できないという

ことが判明しましたので、それを含めまして財団法人田島振興公社が１度、一般財団法人化か、

もしくは公益法人化を目指すというような方向転換をさせていただきました。この中で、田島

振興公社が内部協議をした中で、うちのほう等も入って協議をさせていただきましたが、一時、

公益財団法人化を目指すというふうになっております。したがいまして、一たん田島振興公社
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が公益財団法人に移行後、改めて一般財団法人南会津総合支援センターと統合しなければなら

ないというスケジュールとなりましたので、そのスケジュールが原則的に１年おくれ以上にな

るということになったものでございます。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございませんか。 

 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 １つ目は、概要の№136、田島地域給食センター運営事業、２つ目は

予算書111ページ、防災会議の報償費、それからＰ117、予算書です。それから118にかけてあ

るこれは光熱費関係ですね、小・中学校の、それから119ページ、これも教育費関係で扶助費

関係、それから121ページかな、学習支援員のところ、以上をお聞きいたします。 

 まず初めに、予算概要の田島地域給食センター運営事業のことについて伺います。 

 何度か説明をいただいているわけですが、確認の意味できちんと頭に整理したいと思いまし

てお聞きいたします。 

 まず、給食センターの運営についてですが、一つずつお聞きします。主体は町ですね。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 田島学校給食センターは、設置条例ありますように町が管理者となります。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 食材は地元から供給するということでよろしいでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 原則的に、地元で納入されるものにつきましては納入を目指しています。ただ、農産物等に

つきましては季節的な面がございますので、いわゆる町外、町外といっても主に学校給食セン

ターのほうからになるのかなということで考えております。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 学校給食センターというのは郡山でしょうか。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 財団法人で福島市にございます。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 それから、食材はわかりました。調理は外注ですね。 
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○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 調理業務、配送業務、それから清掃関係、消毒関係ですね、すべてにつきまして外部委託と

いうことで考えております。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 わかりました。 

 それから、先般、食材の納入者の申し込みを始まりましたね、募集始まりましたけれども、

まだ始まったばかりで内容は、まだ中身は上がってこないというふうに思いますけれども、こ

ういった食材納入者の申し込み時、ちょっと中身見ていなくて申しわけないんですけれども、

とりあえずは町内の納入業者ということで募集したんでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 登録申し込みということで、申し込みの中には現在、自校方式と給食センター、今度で３つ

になりますけれども、それぞれの商店が希望する学校、給食センターに丸をつけていただくと

いうことで、それを私どものほうに上げていただいて、南会津町内ということでございます。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 わかりました。 

 それから、戻って申しわけないんですけれども、主体は町がするということなんですけれど

も、組織ですけれども、所長は本庁舎なり課、もしくは教育委員会の兼任ということですね。

それから、栄養士はもちろん配置するということでよろしいでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 現在の管理体制でございますけれども、まだ確定ではございませんが、所長につきましては

教育委員会の学校教育課の職員兼務ということで、あと給食センターになりますと県のほうか

ら学校栄養士が１名配置されるというところでございます。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 給食センターの確認は終わります。 

 それから、111ページ、先ほど申し上げたのは、111ページの報償費といった覚えがあるの

かな、ねえのかな。防災会議委員の報酬が載っています。ちょっと私、不徳で申しわけないん

ですけれども、今まで気づかなかったんですけれども、これまであったんでしょうか。 
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○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 お答えいたします。 

 現在、町が持っております地域防災計画、その策定時に組織をいたしましてございます。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 わかりました。すみませんでした、気づいておりませんでした。 

 それから、この防災関係に関し、例えばちょっと調べたんですけれども、この日本防災士機

構というところがありまして、防災士の資格というか、防災士資格という講座を持っているん

ですね、結構全国の自治体がそこで受講をして、試験を受けて資格を得るという形をとってい

るみたいなんですけれども、受講しただけではなりません、試験を受けて資格を取ると、そう

いった将来的に本町の中堅どころというか、そういった若い人たちの、いわゆる動ける方々に

資格を取得させるというような、今この場で聞いていいんだかわからないですけれども、そう

いったことをもしお持ちでしたら。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 ただいま防災士というご提言をいただきまして、まことに申しわけござい

ませんが、その防災士に関する知識を持ち合わせておりません。今後、調査検討して、本町と

してそういった資格が必要であるということであれば、検討させていただきたいというふうに

思います。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 こういう時期ですので、タイムリーという言い方は悪いんですけれど

も、そういう機会があれば、そういうものを設置したほうがよろしいのかなと。各自治体で大

分やっているみたいですので、お願いします。 

 それから、次の質問です。117ページ、118ページです。学校関係の光熱費の予算が載って

います。これも、大分前に質問をした覚えがあるんですけれども、各学校は学校開放というこ

とで夜貸し出ししていますよね、体育館とか。そういった経費が一時、その当時聞いたときに

は、これまでの既存で持っている光熱費の最初の当初予算の中で工面しているんだというお話

を聞いたものですから、当時、それでそのとき質問したかなというふうに覚えがあるんですけ

れども、現在も例えば学校開放に係る夜の一般に開放しているわけですから、子供たちが使う

経費ではないんですけれども、その時々によって光熱費とかは何というのかな、補正する形な

んでしょうか、お聞きします。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 
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○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 いわゆる学校の体育館の部分の電気料かと思いますけれども、原則的には学校開放、一般の

方が利用される分についても、特段負担区分というものは決めておりません。ただ、使用料の

関係で、町外の利用者については使用料をいただくという形で、電気料については学校教育の

予算のほうで一括計上しているというところでございます。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 学校開放というか、体育館の開放ですね、大分バレーボールとか、い

ろいろやってられるみたいなんですけれども、各学校で公開をして大変喜ばれている、地域に

よってはね、喜ばれている状況があるんですけれども、逆に学校に聞くと光熱費が大変だとい

うふうな話も聞いていますので、せっかくそういった利用で喜ばれている状況がありますので、

先ほど何度かこれまで出ているように、学校は地域の一つのコミュニケーションの場というこ

とに、こういう場所ではそういった形にもなっていますので、ぜひ学校に負担を余りかけない

というか、もし足りないときがあれば少し補正してあげるよというような形でつくっておかな

いと、学校の事務局にしてもいろいろ経費節減をやっているんですね、電気を消したり。せっ

かく子供たちが経費節減しているのに、夜大人に貸して上がって、また足りなくなるというよ

うな、ちょっとおかしいんで、姿としてはね、同じ教育経費ですので、ぜひ工面して補正して

いただきたいなと思います。それお願いになっちゃうからおかしいけれども、お聞きします。

すみません。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 確かに、私のほうで各学校には経費の節減ということで、毎年予算編成の説明会のときに確

かにそのようなお話はしております。ただ、現実的に今のところ各学校の事務の先生方のご努

力で、経費的に不足したというような事態は聞いておりませんが、万が一そういう事態になれ

ば、当然それは社会体育に使ったものであっても、町民が使うものということで、仮にそうな

った場合には全体の予算の中で流用が難しい場合は補正対応ということもあり得るのかなとい

うふうに考えております。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 それから、121ページ、学習支援員ですか、多分現在も学習支援員の

雇用と言っていいのかな、設置か、あるというふうに思うんですけれども、現在の人数と来年

度の人数、変わりがあれば。 
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○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 本年度までは、学習サポート事業実施校が田島中を除いた５校でございます。それで、今ま

で５校に各１名配置ということで合計５名です。24年度からは、田島中学校も学習サポート事

業に入るということで、田島中学校の場合は生徒数も多いということで学習支援員２名配置と

いうことになりますので、24年度からは学習支援員の合計は７名という体制でしてまいりたい

と思います。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 わかりました。 

 それから、最後の項目になるかなと思うんですけれども、119ページと122ページかな、小

学校と中学校ありますから、扶助費についてお伺いします。 

 この要保護、準要保護児童・生徒のための就学支援費ですけれども、これは全く申しわけな

いですけれども、昨年度のデータ持たなくて申しわけないんですけれども、ふえているような

状況なんでしょうか、またはプラス人数がわかればお知らせください。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 要保護・準要保護の認定件数ということで、本年度２月末現在ですが、小学校ですと87人、

それから中学校ですと45人で、合計132人という数字でございます。昨年の１年間と比べます

と、昨年は136名でしたので、ほぼ同数かなということで、まだこれからあるという、もうな

いと思いますけれども、ただ去年がちょっと急激にふえた部分がございますので、数字的には

昨年と同等かなというふうには考えております。 

○芳賀沼順一議長 ７番、渡部優君。 

○７番 渡部 優議員 132名というのは、例えばの話、ここ１年はいろいろあってふえたの

かなという、前回136名というから、前年度はね、そういうことだったんですけれども、パー

センテージ的には全体の児童数から言わせると多いほうなんでしょうか。 

○芳賀沼順一議長 学校教育課長。 

○原田 稔学校教育課長 お答えいたします。 

 大体、小・中学校で1,300名程度ですので、約10％というような数字でありまして、この数

字は県内的にもほぼこれに近いような数字というよりは若干高めというような形に考えており

ます。 
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○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございますか。 

 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 １点だけちょっとお伺いしたいと思います。 

 当初予算のほうの関係で、107ページの住宅管理費の関係でお伺いをしたいなと、こう思い

ます。この中に、さっきの条例の中で聞いたほうがいいのかなと思いながら、今になりました

が、この中で住民に対して町当局はこのほどサービスをして、今入居をされている方にはサー

ビスをしている状況にあるんですが、早い話がこの中で何を聞きたいかというのは、滞納の関

係で、ここで発言していいのかなと思いながら、手を挙げてしまったんですが、聞くところに

よると１件で300万くらいまだ支払いが済んでいないような滞納をしているような形の人が聞

こえていますので、そういう関係で保証人が必ずいるわけだから、１回それを確認した上で、

保証人と滞納者を呼んでいろいろどういう指導をしているのかしていないのかをちょっとお伺

いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えいたします。 

 滞納のお話でございますので、個別的にはなかなかお答えにくい部分はありますが、全般的

に申し上げますと、個人を呼んで納付の指導をしましたり、多額になりますと保証人の方にも

連絡をさせていただいて、納付に努めていただくというような指導はしてございます。 

○芳賀沼順一議長 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 その個別に呼んで滞納者だけを指導していると、場合によってはその

保証人も呼ぶということですが、それ一緒に呼んで話をしたという経過はあるのかどうか、ち

ょっと聞きたいんですが。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えいたします。 

 本年度、私が建設課にきましてからは、一緒に呼んだという例はございません。個別に呼ん

で、ご相談を申し上げて、保証人の方にはそういった形でご相談、それから滞納者の方には指

導というような形をとってございます。 

○芳賀沼順一議長 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 大変これ個別だから、なかなか言えないという意味もありますが、状

況でおれもしようがなくて保証人になっている人が中にはいるんですが、その保証人もいつま

でも生きているわけでもない、いつまでも生産能力がある年代ではないということもあります
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ので、例えば保証人の見直しも５年でサイクルを変えていくとか、やっぱりそういう事案が発

生したときには、その保証人と当事者を一緒に呼んで、そこで一緒に呼んでやるということが

連帯保証なんだから、そこら辺は今後の課題に入れて指導してもらうというか、そういうふう

な形をとってもらいたいなと、こう思いますので、担当課長大変でしょうが、ひとつお願いし

ます。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えをいたします。 

 議員がご指摘のとおり、保証人につきましては既に調査しますと亡くなった方という方もい

らっしゃいます。それで、これは今回の検討課題というような形で、新たな保証人を出してい

ただくとか、そういった検討をしなくちゃならないという方向で課内で今調整しているところ

でございます。 

 それから、もう１点、両者を呼んでという話でございますが、これがなかなか難しい面ある

ものですから、といいますと保証人に対して言いづらいとか、呼んでほしくないとか、そうい

った部分もございますので、その１件１件の対応と、すべて一緒の形というふうにはなりませ

んので、その辺は検討しながら進めていきたいというふうに思ってございます。 

○芳賀沼順一議長 ９番、高野精一君。 

○９番 高野精一議員 これ一緒に呼ばないというのもちょっとおかしなものでさ、入るとき

は承諾してあるわけだから、保証人とてはやっぱりそういうふうにしますよという形はしてい

るわけだから、その時点になって、これ滞納して金額がたまったから、これは遠慮してとか、

その人も身もあるか何だか、それはわからないけれども、やっぱりそれはあからさまにしてい

かないと、その資料というのはずっとたまるばかりでしょう。だから、そういう中で、この３

月時期になると職員のまた異動もあれば、そういう中の事務手続のミスとか、そういうものも

出てくるようになりますので、それは明確にやっぱり今度、住宅の借りる人、３月分でまた申

し込み出ましたけれども、その条項の中に必ずそういうものを入れるとか、強い姿勢を持って

いかないと、結果的にそういうのは負の財産になっちゃうのかなと、こう心配していますので、

私はそういう心配なんですよ。そういうことで、まさか罰せられることはありませんと思いま

すが、いろいろそういうこともありますので、そういうのを仕事の上ではきちんとやりやすい

状況を、もう権限の中でやっていくんだというくらいは大家としての姿勢を持ってやっていた

だきたいと思いますので、課長もう１回お願いします。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 
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○鈴木忠男建設課長 お答えいたします。 

 ただいま議員のほうから言われましたように、建設課内でも十分協議した上で対応してまい

りたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございますか。 

 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 ４点ほど質問いたしますが、まず最初は13ページと17ページにあ

る、13ページの町税、あと17ページの使用料収入のみに関しまして、徴収の方法について質

問いたします。 

 それから、２つ目は48ページの地デジの問題について質問いたします。先ほどもありました

が、ちょっと違う観点から質問いたします。 

 ３つ目は、101ページの、これも先ほどありましたが、会津縦貫南道路関係についても別な

観点から質問いたします。 

 それから、最後に106ページの区画整理について質問いたします。 

 １つ目の町税とか、使用料収入に関連してなんですが、実は担当課長とはちょっとしゃべり

ましたけれども、この前、水道料と下水道料の未納者につきまして、２月の中旬ころかな、ず

っとこう町のほうで請求書やったそうですが、その請求書をちょっと見せてもらったんですが、

もちろんこれ滞納している人が悪いんでありますけれども、ただ21年と22年度に滞納がある

わけです。それで、23年度はないんですよ。そういうことで、滞納者も自分は悪いんだけれど

も、もっと早く古い分を言ってほしいと、あるいは23年度に納めているときに古い分からやっ

てほしいということを言っていましたけれども、それで担当課長に聞いたら前はコンピュータ

上のシステムがまだうまくなっていなかったもので、そういうことが発生したが、今度はその

辺をうまく構築したという話がありました。 

 そこで思ったのですが、実は今、町の口座振替依頼書ですね、これを見ると22の項目がここ

に税金からいろいろ種類載っておりますが、そうした口座振替をした場合に引き落としができ

なかった場合、コンピューター上で督促のはがきをつくるようなシステムになっているものは

少ないのかな、なっているものを聞いたほうがいいのかな、なっているものとなっていないも

のをちょっと知りたいんですが、ちょっとそれを伺います。 

○芳賀沼順一議長 納税関係全般でしょう、自動的にいくのかと、システム。 

○１６番 大竹幸一議員 自動化していないものを聞きますか、自動化していないもの。 

○芳賀沼順一議長 なっていなければいないで、いればいたで。 
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 税務課長。 

○星 光幸税務課長 お答えいたします。 

 詳細については、調べて後ほどご報告させてください。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 時間も食いますから、詳細はいいんですが、そのように21年、22

年が残っていて、23年は残っていないと、そういうことがあるというのは私長く議員やってい

て初めてわかったんですよ、不勉強だったんですが。 

 つまり、それではちょっとこれ大変まずい収納状況なものですから、やっぱり今私の前に滞

納問題で質問ありましたが、滞納以前に収納の問題が、まず私思ったものですから、そちらの

ほうの改善をお願いしたいと思っております。そういう点で、この質問をしました。 

 それから、あと２つ目の48ページの地デジ関連では、件数的な質問ではなくて、今度３月い

っぱいで今度こそ地デジにしないと、４月からは砂嵐というのかな、その関係で去年の秋のこ

ろかな、ちょっと聞いた話では電気屋さんから聞いた話で間違いないと思うんですが、ある地

区で従来からテレビ映り悪いもので、テレビの組合があると。そこで何かトラブルがあって、

ある人が組合をやめるとなったと。やめたのはいいんだけれども、１件だけが今度地デジ映ら

なくなる可能性があるので、そういういわゆる難民が発生しないのかどうかというようなこと

を心配したんですが、今のところそういう問題はないですか。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 今おっしゃったような具体的な事例については、私のほうまでは入ってきておりませんが、

ただ何件かのエリアがあって、その一つのエリアとすれば、いわゆる共聴組合、同じ設備を選

択をしなければならないという問題がありまして、共聴施設組合を新たにつくるには１人の方

がなかなか同意をされないという意味で、ことしにずれ込んだような地区もございますので、

そういう例としては確かにあるのは事実でございます。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 もっとも、これは４月１日になってみて初めてわかるということも

あるので、発生すると、うちのテレビ映らないということも多分何件かある可能性があります

ので、本当にそれは本人の協力も必要ですから、やむを得ない問題でありますが、大変心配し

ております。 

 それから、３つ目の101ページの会津縦貫道路の期成同盟会についてなんですが、これ今度、
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塩生から田島までが整備区間になったということで…… 

〔発言する者あり〕 

○１６番 大竹幸一議員 今までよりは、ちょっと格上げになったと聞いたものですから、そ

の関係であれなんですが、この期成同盟会にはおれは入っていないんじゃないかと思うんです

が、会に行ったことないものですから、今どういうメンバーでしたっけ、メンバーは。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えいたします。 

 同盟会の構成についてのおただしかと思いますが、会長が会津若松市の市長さん、それから

沿線市町村がその構成メンバーという形になってございます。それから、議会の議長を含めて、

沿線の議長さん含めての構成になっております。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 そうすると、議長と町長しか入っていないということはわかりまし

たが、今度いよいよこっちのほうにくるものですから、その本線とかいろいろ我々も相当関心

持って、今度は取り組む必要あると思っているんですが、たしかこの道路は信号のない道路と

聞いていますので、高速道路みたいなのかなと思っているんですが、そこでやはりインターチ

ェンジはこれつくるんでしょうね。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えいたします。 

 前ほどの質問の信号がない道路ということでございますが、いわゆる交差点のない道路とい

うのが今回新設される部分、部分的には現在の道路を使用するという今の計画ございますが、

基本的には旅行速度といいますが、時速80キロの道路ということで計画されているということ

でございます。 

 次に、インターチェンジのご質問でございますが、主要道路で、例えば今回の４工区ですと

289号線の交差部分、これは立体交差になりますが、それと118号ですか、こういった主要道

路との接続ということで乗り入れ可能なインターチェンジができるという形になります。 

 以上であります。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 そうすると、そういうインターチェンジもできるということですの

で、やはり相当我々もどこがいいのか、今後関心持っていく必要がありますので、この期成同

盟会を何というのかな、この議長と町長でやむを得ないのかな、我々もそういうところに入る
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ような、そういうふうにだんだん中身を変える必要があると思うんですが、何かいい方法ない

でしょうかね。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 下郷工区が国直轄事業として今度着工されるということでありますが、今度このいわゆる田

島地域、その沿線があるわけですけれども、それらの中でどのようにしたらいいのかというこ

とは、それぞれの今のルートから見ると、ある程度の想像はつくかと思いますけれども、細か

しいこと、こういうことは当然地域の方々と相談しながらやる必要あると思います。 

 ですから、そういうことにおいては、皆さん方に当然ご相談いただいて、それぞれの地権者

もいらっしゃるでしょうし、地域の要望もあるでしょうから、それは十分聞き入れた中でやり

たいと思います。 

 それから、またそこまでに至る運動といいますか、活動といいますか、これはやっぱり今ま

で組織しております期成同盟会を中心にした、もちろん今度は我々地元になるわけですから、

議員の皆さん方やあるいは地域のそれぞれの有志の方々、地域の方々と一緒になって、どのよ

うな道路をつくったらいいのか、我々の道路でありますから、そのようなことを皆さんと一緒

に相談していきたいと思います。 

 ですから、そういう詳しいことは、まだ正直、縦貫南の塩生までの部分はある程度路線は確

定しておるところでございますが、細かしいことはすべて確定という話は私も聞いておりませ

んで、これからるる相談があるかと思います。ここは、そういうことで基本的にはそのような

考え方で、この田島地域の分は皆さんと一緒に運動してまいりたいし、一日も早く、一刻も早

くそれが実現できるように頑張ってまいりたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 次は、106ページの区画整理関係について、これ24年度の主な事業

といいますか、それちょっと概要を伺います。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えいたします。 

 24年度の主要工事ということでご説明をさせていただきますが、まず補償関係でございます

けれども、９棟ございます。それから、道路の築造あるいは水路の築造と、こういったものが

主要なものになってまいりますが、その中に宅地造成工事、それから物件等の移転補償という

ような部分が入ってまいります。こういった工事が24年度の工事となりますが、主に行司地区
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の中でこういった工事を実施させていただくという形になります。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 16番、大竹幸一君。 

○１６番 大竹幸一議員 農協前の道路が非常に危険になっておりますので、そこの改善の見

通しですね、それからあと松下のガード、あそこの改善の見通しはどうであるか伺います。 

○芳賀沼順一議長 建設課長。 

○鈴木忠男建設課長 お答えいたします。 

 まず、１点目の農協前のバイパスの話だと思われますが、これにつきましても現在、従前地

の地権者の方と協議中ということで、できるだけ早い時期にバイパス工事を実施できるように

今努力しているところでございます。 

 それから、２点目の松下のいわゆる121とバイパスの接続部分ということで、これも従前の

所有者といいますか、従前地の所有者の方と工事にご協力いただくようにということで、折衝

中という状況でございますので、できるだけ早く同意をいただくような働きかけをしていきた

いというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいというふうに思っております。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございますか。 

  17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 私のほうから、２点ほどひとつお願いします。 

 一般会計の予算書から50ページのやっと震災からの予算が取れなくて、景観づくりの推進費

取っていただきまして、まことにありがとうございます。これちょっとお聞きしたいと思いま

して、あと97ページの舘岩広域観光案内所、この２点についてちょっとお伺いをさせていただ

きます。 

 まず、景観づくりには大変ご尽力いただきまして、ありがとうございます。やっと景観づく

りが南会津町の中でもできるのかなと思いまして、ひとついつごろ策定をされまして、どうい

うメンバーでどういう内容でやられるのか、ちょっと聞きたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 景観策定につきましては、策定そのものについては委託として業者に委託をしますが、その

前段としていわゆる策定委員会というのを組織したいというふうに考えております。町内の委

員につきましては、人数は16人、そのほかにオブザーバーという形で大学の先生方を２人、合

計18名を予定しているところでございます。 
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 今年度につきましては、計画策定のための基礎調査と景観の現況調査、それから景観重要建

築物とか樹木の指定方針の検討などをさせていただきたいというふうに思っております。あわ

せて、屋外広告物の制限等の方針も検討をさせていただくということで、計画そのものの基礎

調査的なものを進めたいと、あわせましていわゆる町独自の景観条例につきましても策定の準

備を進めまして、今年度中に景観計画を進めて、条例等については次年度に策定して詰めてま

いりたいというような現在の素案的な計画ではおるところでございます。 

○芳賀沼順一議長 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 大変よくわかりました。 

 町内の16名というのは、ある程度方向ごとというか、そういうふうに分かれるのか、あと大

学のコーディネーターの先生なんかも、ある程度つながりのある先生たちなのか。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 それぞれの地域から人数を決めまして、町内委員は16名、舘岩、南

郷も委員を参画を募りまして構成していきたいというふうに考えております。 

○芳賀沼順一議長 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 大変よくわかりました。ぜひとも、早い実行をしていただきたいと

思います。 

 続きまして、97ページの舘岩広域観光センターですか、この中で今までは観光公社とか、農

産が事務をとっている中で、リゾートの所有として今まで観光物産を売ったりしてやっていた

わけですけれども、私ぜひともですね、舘岩村も観光事業でやってまいりましたものですから、

観光協会の事務がどうしても支援センターの中にありまして、その支援センターの中からやは

り国道沿いに何とか机の一つ入ればいいわけですから、何とか事務員を観光センターの中に入

れていただけないかどうか、ひとつお伺いします。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

 菅家議員ご承知のとおり、従来、舘岩の農業公社の中に舘岩の観光協会支部ということで配

置をされております。この間のいわゆる一般財団法人化の事務上の整理の中で、それぞれ今あ

りましたとおり、舘岩の観光案内所につきましては会津高原リゾートのほうに指定管理をする

ということで指定者を変更いたしました。それから、観光協会の舘岩支部については、舘岩会

館にあります一般財団法人の中に組織するということで、この間事務の振り分けになってござ

います。 
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 ただいま議員おっしゃっているのは、いわゆるそういった振り分け以外にですね、舘岩観光

センターという名前に観光協会の事務所を移せないかというお話というふうにお答えしますが、

その件につきましては、そういった今までの経過を踏まえて、今後舘岩観光協会としてどうい

う地域の方々のサービス、それから観光協会としての活動の拠点がどこがベストなのかという

ことで今後検討をさせていただきたいというふうに思っております。 

○芳賀沼順一議長 17番、菅家幸弘君。 

○１７番 菅家幸弘議員 ぜひとも、やっぱり町外ですか、都市部から来られた人が観光協会

どこにあるんだろうということで、どうしても不便さを期しておりますから、ぜひとも検討の

余地に入れていただきたいと思います。 

 以上です。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございますか。 

  13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 それでは、６点ほどお伺いをいたします。すべて一般会計のほう

でお聞きをいたします。 

 まず、40ページの企画費、集落支援事業について、それから50ページ、自治振興費、節の

19の元気のでる地域づくり支援事業、それから50ページの同じ自治振興費、節の19の集落応

援交付金について、それからページ96から99まで、みなみやま観光の件についてお尋ねした

いんですけれども、多分、観光施設管理費ですべて入っているかなと思うんで、みなみやま観

光についての歳出と経営方針について、それからページ127、社会教育費の節の13の自主事業

企画運営業務委託費について、それからページ135、保健体育費のふるさと健康マラソン大会

委託料について、以上６点についてお伺いをいたしたいと思います。 

 まず、１番目の企画、集落支援事業、これ昨年よりも多分予算書は上がっていると思うんで

す。昨年からできた事業かなと思うんですけれども、それで、ほかの山内議員のほうからもあ

りましたけれども、これ予算書見ると非常に共済費がばかに多かったり、賃金が多かったり、

それから委託料が多かったりですね、先ほどちらっと聞きましたけれども、何かよくわけがわ

からない。それで、何人くらいの人がどういった活動で、どんなところを回っているのかと。

当然、24年度は予算が多くなっていますから、多分相当の結果が出ていると思うんです。です

から、どのようないい結果が出たか、その点について、まず１点お伺いをいたします。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 
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 集落支援員につきましては、舘岩、伊南、南郷、それぞれ１名ずつ配置をして実施をしてお

るところでございます。このほかに、今年度については、いわゆる舘岩総合支援センターのほ

うに臨時職員という形で集落支援にも半分といいますか、一部かかわる職員を配置をしたいと

いうことにしてございます。 

 効果としては、一般質問の答弁でも申し上げましたとおり、前半におきましていわゆる各集

落の集落カルテというのをつくりまして、その集落にある問題点、現状等をいろいろ調査をし

まして積み上げております。その結果として、どの集落がまず一番先に集落を支援するかとい

うような形で、集落を指定しまして各集落２つから３つになるかと思いますが、その集落をま

ず重点的に支援してまいりたいということで、それぞれの集落に入りまして集落の中で座談会

等を開始して、今抱えている問題点をどう解決したらいいかというような流れで入っておりま

す。 

 あわせまして、後ほど申し上げました集落応援交付金事業の職員の派遣をあわせて、集落支

援員が新年度においてはお互いに集落に入りまして、より集落の支援をしてまいるというよう

な流れというふうにしてございます。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 今回はいいですけれども、なるべくですね、これは総務委員会だ

と思うので、こういった集落を回って、こういう話し合いがあって、結果こうだよということ

を総務委員会あたりには詳しく話しておいていただければ、我々がそれを見に行って、ああこ

ういうことかとわかりますので、やっぱり事業というのはそういうものだと思うんですよ。こ

れ本当に普通の人見たら、多分、私は自分で言うのもあれですけれども、10年以上議員やって

いるから共済費だとか、賃金だとか、それから13番の委託料にも入っていると。委託料、何に

使っているんだというと、これはほとんど今の話だと人件費みたいな感じですよね。そうする

と、人件費と賃金と共済費の関係どうなんだということになって、相当詳しくみんなに説明し

ないとわからないと思いますよ。 

 普通だったら、委託料というのはこういう事業やって、計画ができたから、こういう事業に

はこういうのがかかる、こういうのがかかるといくんですけれども、多分今年度あたりは委託

料といったってほとんど人件費でしょう。それとも、実際に何か事業やっていれば、あるいは

今年度の事業の予定あればお伺いいたします。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 
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 まずご理解願いたいと思いますのは、いわゆる舘岩にある集落支援センターは一般財団法人

でありますので、我々が直接、町で雇用して人を雇って集落支援員を置いているということで

はございません。伊南、南郷につきましては財団法人でありませんので、町の一部の施設でご

ざいますので、町の一般会計のほうから集落支援員を１名ずつ配置をしておりまして、人件費

を取っておるということでございます。 

 したがいまして、舘岩につきましては委託料という形で支援員の分について人件費、それか

ら当然、集落に出かけますので、いわゆる燃料費とか消耗品等、通信費等を委託料の中に入れ

て舘岩には委託料という形でということでございます。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 これは後から、２年度だからね、後からゆっくり窓口行って聞き

ます。 

 あと、それから50ページの元気のでる地域づくり、これは少し中身の要綱を変えてもらいた

いなというお願いを込めての質問なんですけれども、実は県のサポート事業を受けますと、た

しかサポート事業250万だと思うんですよ。あれは行政区でやると80％、要するに自分たちは

20％負担すると。ところが、行政区じゃなくて各種団体だとか、そういうところでやると３分

の２の負担だから自分たちでコンマ333かな、負担しなきゃいけないと。町の場合には集落単

位でやるから、すんなりと大体そのサポート事業の残った分、何とか町で余裕あれば面倒見て

みましょうということになるんですけれども、サポート事業でも一般的な例えば部落を越えた

老人会だとか、あるいは各種の団体ですね、愛好団体なんかがやると３分の１の負担というの

は非常にでかいんですよ。 

 例えば、早い話、250万だと幾らになるのかな、250万だと多分80万くらいの負担になるの

かな、そういったサポート事業の場合には負担額が違うんで、それの自主財源分を町で例えば

元気のでる地域づくりあたりで応援してくれるんであれば、その分については例えば上限を上

げてやるとか、そういった工夫はできないかなと。今のところ、多分50万でしょう、この元気

のでる、50万だから62.5万円でしょう、上限、それの80％で50万円は町で出しますよという

ことなんですけれども、そういうところは例えば行政区でなく、団体でやるときは上限80万円

までオーケーですよというような要綱ができないかなというお願いと、提案なんですけれども、

これについてお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 
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 県のサポート事業につきましては、確かに一般枠と過疎中山間地域の集落の枠が２つがあり

まして、３分の２以内というような事業と５分の４以内ということが出ておるようでございま

す。ただ、うちのほうの元気のでる地域づくり事業と県のサポート事業、連動しておりますの

で、現実的には県のサポート事業と、足りない分について町の元気のでる地域づくり事業で補

助しているという例もかなりございますので、そういう意味では２つが連動した施策というふ

うには考えておるところでございます。 

 ただ、どうしても補助年度というのがございまして、３年間ということがあって、それが外

れた分についてはなかなか難しくなってきますので、その後、町の元気のでる地域づくり事業

に移ったときには、確かに事業費等で不足が生じて、その負担がふえるというような例はある

かと思います。 

 最初に申しましたように、ある意味連動しておりますので、その分のフォローはできている

のではないかというふうには考えております。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 先ほど、部落と発言しましたので、訂正して集落と訂正させてい

ただきたいと思います。 

 次が50ページの自治振興、節の中の集落応援交付金、これ本当はせっかく総合政策課で来て

いただいて説明受けたんですけれども、ただその日にもらったペーパーだったものですから、

後からじっくり読んでみたところ、多分これ目的がですね、これの目的は地域の力を強めよう

ということでこの事業ができたのかなと。要するに、最近は部落が一般質問でも…… 

○芳賀沼順一議長 集落、集落です。 

○１３番 星 登志一議員 ああ、そうか、どうもあれしちゃうな、じゃ後からまとめて訂正

しよう、全部言っちゃう。 

 それで、私が思うのは、この前もあれですけれども、日本の国というのは集落単位で昔から

お互いに助け合ってやっているわけです。その基本は、自分のことは自分でやりなさいと、ま

ず自助ですよね。それで、自分のことが自分でできない人は、お互いに集落でもって助け合っ

てやっていきましょうということで、これが互助とか、あるいは共助と言われるものだと思う

んです。その次に、どうしてもその小さなところでだめなときには、昔でいえば庄屋さんだと

か、でかいところで、今でいえば町ですよね、町の力を貸しましょうというのが地域づくりの

私は原点だと思うんです。公助ね、それが原点だと思うんです。そうすると、やっぱり自助、

互助、公助、あるいは扶助といくと思うんです。公助と扶助とは、大体似たような使い方をし
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ているところあります。 

 それで、抜けているのは、やっぱり自分のことは自分でまずやるんですよということをね、

せっかく事業をやるんだから、まず基本はここですよということをみんなに説明して、集落が

小さくなったから、皆さんだけではできないから、町が入ってきているんですよ、なるべくだ

ったら町が入る前に皆さんだけでやってください、最終的に町ですよと。どのくらい応援する

から、最終的にはまた自立してくださいという話になると思います。 

 私は、流れからいうと、少し一方でこうやっぱり自分たちのことは自分でするんだというよ

うな教えもやっていかないと、町からただお金がくるからやってるんだということになるんじ

ゃないかと思うんですよ。最終的には、活動人員のあとのほうに、集落間連携と書いてありま

す。これは小さな集落だから、集落だけじゃできないときは、隣のほうから応援隊もらいます

よと。 

 このときに、前に私は一般質問でも言いましたけれども、特に舘岩地区は沢沿いに小さな集

落がいっぱいあるわけですよ、合併したわけです。だから、そこのときにどうしても小さいと

ころでできないときは、沢全体を一つの集落とみなして動いていきましょうとか、そういうや

はり集落の見直しをやっていかないと、目先だけの事業で私は終わるような気がするんです。 

 だから、その辺の当然これ何年も続いていく事業だということなものですから、毎年毎年や

ったことに対して財源どうしようかということで繰り返しやるから、事業の方向性が変わって

くるんだと思うんですけれども、ただこれからせっかくやっていく事業ですから、その辺のこ

とを町長なり、どういった集落づくり、どういった単位の集落づくりをやりたいのか、ちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 これは来年度から実施させていただく事業になりますけれども、今、議員おっしゃられたと

おりの考え方であります。確かに、これは集落から応募していただくわけなんですが、それに

今までやっているいろいろな事業あります。除雪もあったり、助け合いもあったりします。そ

れは個別個別のそういう条件の中でやってきたわけですけれども、私はやはりそうじゃなくて、

いわゆるその集落がだんだん高齢化したり、あるいは世帯数が減ったりして弱体化している。

そういう中で、いかにして自立というか、そういう気持ちを持ってもらうかということを促し

たい、そういう意味からして、この事業をやりたいと思ったんですが、そういう中で、ですけ

れども今までやっている事業もあわせてずっと町はやっていくんだよと、そう勘違いされては
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困るものですから、ある意味幾つかの条件はつけさせてもらいました。 

 そういう中で、それを基本とした中で、その地域の一番困っている部分にも使っていただけ

るようなやり方はないのかなということで、この名前がいいのかどうなのかはありますけれど

も、誤解を受けないようにきちんとした説明はしていきたいと思いますが、そういう中でこう

いう集落応援交付金という名前の事業をやりたいなと思ったわけであります。 

 ですから、本当に今の地域、それぞれ集落、それぞれの事情多少違うと思うんです、困って

いる事情が。ですから、そういうことも地域の事情に合わせた活用をしていただきたいと、そ

ういう思いあります。ですから、これから始まることですし、先ほどもいろいろ町の事業、わ

からないこといっぱいあるよと、こう言われましたが、これについても一般質問の中でも答弁

させていただきましたが、ガイドブックなり何なり、皆さんがわかるように、町の事業がどう

なのかわかるように、大まかな説明もつけた中で、そういうようなことを町としては対応して

いきたいと。ですから、これは本当に集落を自立してもらうための差し水だと、呼び水だと、

そのような事業ということでご理解いただきたいと思います。 

 それから、やっていく中で、多分これはずっとこのままいっていいとは思っていませんから、

いろいろな不都合ある部分、あるいはもっとこうあったらいいなとかあるかと思います。その

ようなものも十分検証して、改善して集落の人たちの自立、よりよい地域活性化ができるよう

に、町としても支援していきたい、そういうふうに考えていますので、ご理解をお願いしたい

と思います。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 私は、すごくこれやっぱり中身も、今回のは非常に今にマッチし

たいい中身だと思うんです。ですから、前の除雪隊のときですか20万、あのときも言ったんで

すけれども、みんなで汗流してやったらば、もう時代が時代だから酒飲み代くらいそこで認め

たほうがいいんじゃないかと言ったことあるんですけれども、実際長い間ボランティアだとか、

いろいろな事業やっていると、日本人というのはやっぱり酒飲んでしゃべるのが好きなんです

よ。ですから、そういったことも多少、今は全国的にうちの町だけじゃなく、ほかのほうでも

農地・水関係の補助事業なんかをやっているところは、それを多目に認めているところもあり

ますから、これはうちの町だけじゃないです。やっぱりほかのほうも、そういったふうに流れ

が変わってきているのかなと。今回見たときも、新年会だとかいろいろ出ているから、これは

コミュニケーションとるにはもってこいの事業だなと。だから、中身はすごくいいと思います。 

 ただ、問題は小さな集落行ったときに、何人か行きますよね。そうすると、その行く役場の
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職員の教え方というんじゃない、伝え方というんですか、それが統一されているかどうかです

よ。要は、何かひな形みないのがあって、こういう方向で教えていきましょうとか、あるいは

そこに行った個人の裁量に任せるのか、その辺のところは今のところどんなお考えですか。 

○芳賀沼順一議長 総合政策課長。 

○長沼芳樹総合政策課長 お答えいたします。 

 基本的に、集落支援ということで職員を全部の集落に張りつけをいたしますが、必ずその集

落に職員が入るということではございません。いわゆる力のある集落という言い方がおかしい

かもしれませんが、自助して機能している集落、この事業の申請に対しても自分たちでできる

集落については、職員は入るという考えはございません。あくまでも、自分たちでいわゆる申

請、それから実績報告含めて事業提案がなかなか難しいという集落に張りつきまして、この事

業について丁寧にご説明をしながら、申請までの道のりのお手伝いをさせていただきたいとい

うことでございます。 

 この職員の周知といいますか、事業の平均値といいますか、を高めるためには職員の説明会

が必要でございますので、当然職員の説明会も地区ごとに開催をさせていただきますし、その

後のフォローについても、それぞれ支所に担当部門を置きますので、そこのフォローができる

ような形でも進めたいと思っていますので、それはある程度平均化した形で集落のメニュー化

ができるというふうには思っております。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 では、そのように、まずみんなで教え方等勉強会をして、各集落

に入るということなんで、ぜひ期待をしたいと思います。 

 それから、96ページから99ページまで、多分、みなみやま観光に出しているお金というの

は、この間に含まれているのかなと。計算しようと思ったら、節の15と18は大体これ余り細

かく金額が入っていないんですね、毎年。ほかのところは入っているけれども、何かの都合で

これ、従来もそうだったみたいなんで、それで一応この中でみなみやま観光に歳出している総

額は幾らくらいになるのか、その後に経営方針をちょっとお伺いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 私も、第三セクターの経営評価というような観点から、新年度どのくらいの予算になってい

るのかというのが大変気になっていまして、独自に全部集計してみました。それで、みなみや

ま観光関連で１億1,600万ほど予算があります。その中には、いろいろ修繕関係の経費ですと
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か、それらを全部含めまして関連予算としてその金額。さらには、加えまして経営支援改善費

として4,500万が計上しておりますので、合計しますと１億6,100万ほどの当初予算の計上と

いうことになっております。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 大体１億1,000万ですから、結構大きな金額で、4,500万は短期

借入みたいな感じで毎年返してくれている金額だと思うんですが、ちょっとそれ確認いたしま

す。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えします。 

 4,500万につきましては、経営改革プランに基づきまして、第三セクターの経営の雇用改善

の支援の補助金でございますので、単年度で戻してもらうというものではございません。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 そうすると、１億5,000万と、私の思惑とちょっと外れて、結構

出しているんだなというふうになるんですけれども、それで我々雇用と企業誘致委員会で実は

先日、みなみやま観光を訪れました。それで、一応収支決算ですか、わかってる12月までの累

計いただいたんですけれども、まず１つ経営方針として、これは４町村でこの施設をつくった

ときの目的ですね、第三セクターの場合には雇用が大変だから、雇用のためにつくろうかとか、

あるいは少し特産品だとか名産品つくって町の利益になるようにしようとか、そういう目的が

あったはずなんですけれども、その目的は一番初めはどんな目的だったか、それと現在の経営

方針ですね、目的は何なのかお伺いいたします。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 この第三セクター、スキー場、あるいはそういう関連の事業、今やっている事業が始まった

ときの事情は、やはり出稼ぎが多かったり、そういうことで冬期間、あるいは年間を通じての

仕事をどうしようかと、それぞれの合併前の町村の中で計画されたことでありまして、それは

今までかなりの効果があったと、私はそのように評価しておりますが、ただ今現在のところ状

況を見ますと、場所によってはなかなか雇用関係なんか特に顕著なんですが、なかなか地元雇

用をしたくても地元から人が集まらないと、募集をかけても人が集まらないと、そのような事

情もあります。 

 それから、特にスキー場ですが、スキー客が減ってきて、なかなか経営そのものも厳しい状
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況であります。それから、ホテル関係も、やはりそれに連動してなかなか厳しい状況が続いて

いると、そのように考えています。そして、昨年はまた3.11の以降、今までも皆さん方にい

ろいろご協力いただいたり、ご支援いただいたりして、何とか今このような状況を迎えている

ところでありますけれども、そのようなことをまた踏まえた中で、これからどうなるのかなと

いう不安がいっぱいあるわけでございますが、やはりいずれそういうようないろいろなもろも

ろの事情があるにしても、この施設というか、今やっている事業そのものは、この地域にとっ

ては今現在大変貴重な雇用の場でもありますし、ある意味この地域に与える経済的な波及効果

というものは、まだまだ私としては大きいものがあると。 

 そういう中で、経営改善をしながら、事業も検討をしながら、もちろんみなみやま観光の職

員の人にも努力していただきながら、町としては頑張っていく必要あるだろうと、そのような

認識でありますので、多少時代の変遷はありますが、まだまだこの会社そのものは大きな役割

をこの地域に果たしていると、そのような認識でおります。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 余りゆっくりしゃべったので、残り５分になったんで、はしょっ

て話しますけれども、多分これは副町長も社長としての立場からも、町長も多分知らない話だ

と思います、これから私が言うのは。 

 まず私は、これは雇用、今当分の間は雇用の場として、みなみやま観光を何とかみんなで応

援しなければいけないと思いますけれども、今回の決算はやっぱり3,100万円の黒字になった

のは、人員カットなんですよね、賃金カットと人員をやめさせたと、それによって昨年度と比

べたら7,000万円くらい少なくなっているわけですよ、明らかにそうなんです。 

 それで、もう一つは、私が民間会社にいるときには、有給休暇が余ったからといって、はい

あんたこれ買い取りますよなんてできなくなったんですよね、十二、三年前から。これ多分、

町長知らないと思う、今の会社はそういうことをやっているわけですよ。 

 それと、もう一つは、そういうことをやった大元は、何かその本人が異議申し立て、その異

議申立書も私見せていただきましたけれども、丸い判こなんです、角判じゃないんです。丸い

判こというのは個人が出しているんですよ。だから、そういった手法も何も、事務手続も何も

知らない人が一人でそういうことをやっちゃうと、町長がほらよく力合わせてやってください

というけれども、多分これは知らないと思う。丸判でもって、異議申立書に返事送っているわ

け。やめた後のほうに、有給休暇を買い取って、後から２回くらいに分けているんですよ。私

は、町会議員ですから、そういう質問をするときは郵便局に控えだとか、書類をちゃんと私持
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ってきなさいと、そうすれば私、議会でも話してあげますよと言ったら、後から持ってきたん

です、２人ほどいました。 

 だから、そういうことはね、もう１回、町長も副町長も話をして、こういうことでは周りか

ら言われるから、こういうときは角判でやってくださいよとか、それから僕が十二、三年前に

やってたときは、そういうことやったときには、必ずもう労働基準局から来て、買い取りはだ

めですよと言われているわけですから、やめるときにはその日にちを在籍、会社の在籍を延ば

して給料として払ってくださいと。そういうきちんとした、これ100％町の会社ですから、

1,800人くらいの組織で働いてきたって、今は１万8,000人の町の組織で働いている会社なん

ですから、そういうところは自覚を持って町長の、あるいは副町長のほうから、こういう事実

があったのか。もし、そのときなかったと言ったら、私改めて預かった書類をお持ちしますけ

れども、その辺をきちんとやっていただきたいと思います。それについて、まず町長でも副町

長でも。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 事務的なことで、いろいろ不備といいますか、そういうことがあるならば、それは改める必

要があると私は思います。今、議員は職員をやめさせた結果、黒字になったと、こうおっしゃ

いましたけれども、私はやめさせたことはありません。多分、副町長といいますか、社長もや

めさせたことはないと思います。そういうことも聞いたことはありません。役員は、責任を取

っていただいた部分はあります、それはあります。やめさせたことはないです。 

○芳賀沼順一議長 13番、星登志一君。 

○１３番 星 登志一議員 それで、私は多分、副町長も町長も知らない話だと思いますとい

う話申し上げたのは、その辺なんです。やっぱり丸判使って事をおさめようというのは、私一

番悪いと思うんですよね。だから、その辺はきちんと、そういうことがあったのかどうか、わ

かりました。 

 以上でもって私の質問を終わります。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑はありませんか。 

 税務課長。 

○星 光幸税務課長 先ほど、16番議員のほうからご質問ありました口座引き落としがされな

かった場合、催告、督促が自動で行われるようなシステムにはなっているのかというようなお

話だったと思うんですが、預金残高がなくて口座から引き落としができない、あるいは納付書
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で納められないというのは当然滞納になりますので、納期から20日をめどに、自動という捉え

方なんですが、一応電算処理で滞納者リストというのが出ます。それによって、督促状を出す

と。督促状が10日期限でございますから、10日でもさらに納付がなければ、そこで初めて、

またさらに催告で、我々が扱っている債権については、ご承知のように公法上の債権と司法上

の債権がありますから、当然税とか住宅等というのは最終的な取り扱いが違いますが、そこで

催告でそれぞれの処理をしていくということでございます。ですから、自動の捉え方なんです

が、一応電算処理で滞納者リストは出てくるということでございますので、ご理解いただきた

いと思います。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 先ほど、６番、湯田哲議員に対しまして、誤った答弁がありました

ので、訂正をいたします。 

 全国瞬時警報システム、いわゆるＪアラートの地震がきた際の緊急地震速報の基準値でござ

いますが、当地域において推定震度５弱が想定される場合に、チャイム音と、それから緊急の

アナウンスが流れるようになっております。 

 以上でございます。 

〔発言する者あり〕 

○芳賀沼順一議長 先ほどから何か…… 

〔「一たん終わった分なので、ちょっとこれを答えてくれとは私も別に

申し入れていないので、勝手に手を挙げられても、ずっと１番からや

っていくようになっちゃいますから、……」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 ここで議長より申し上げます。 

 議案審議の途中でありますが、ここで一たん休憩したいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 それでは、暫時休憩いたします。再開は３時半よりしたいと思います。 

 

休憩 午後 ３時２０分 

 

再開 午後 ３時３５分 

 

○芳賀沼順一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 ここで、農林課長より発言したい旨の申し出がされておりますので、これを許可します。 

 農林課長。 

○大竹洋一農林課長 お答えします。 

 先ほど、８番、楠議員の町内の養魚場での測定関係について情報持っているのかというよう

なことでありますが、県の農林水産部の水産課から直接、南会津町のあいづ岩魚養魚所、金井

沢と西部漁協、南会東部漁協について、23年５月30日からことしの24年３月９日までの計16

回調査しております。その中で、一番高かった数字が23年６月22日、伊南川のウグイがセシ

ウム合計72ベクレルでありました。これは基準値の500、４月からは100になりますが、大分

低い数字であります。あと、そのほかの測定は検出されていないということでありますので、

そういったことでお知らせします。 

 なお、天然の西部漁協、東部漁協のこれからの渓流釣りについては、先ほど言いましたよう

に東部については18日に定期総会がありますので、そのことについて町でも測定器を設置して

ありますので、そこを十分活用していただくようにお話したいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○芳賀沼順一議長 ただいま説明のとおりですので、ご了承願います。 

 町長。 

〔「先ほどの継続ですか」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 いや、さっきのは終わった。 

〔「終わったって宣言していないよね」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 いや、時間で終わったんです。 

〔「じゃ、すみません、時間で終わったなら、私のほうから意見言いた

いんですが、意見というか、よろしいですか」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 はい、了解です。 

 どうぞ。 

○大宅宗吉町長 先ほど、星議員のほうから社員をやめさせたと、そのような事実があるとい

うようなことを言われましたけれども、これは大変重要なことであると、私はそう認識してお

ります。 

 そういう中で、私のほうとしては、これから調査させていただきます。そのように対応させ

ていただいて、今後もしも、どのようになるかわかりませんけれども、今後の状況によっては、

またいろいろ対応を考えてまいりたいと思いますので、星議員さんにもご協力をお願いしたい。
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もし、知らないとおっしゃったものですから、もし事実をご存じならば教えていただきたいと

も思います。よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございませんか。 

 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 ３点質問させてください。 

 まずは、予算書の75ページ、備品購入にかかわること、それと概要になりますが、概要の

115番、原発避難者支援事業について、もう一つは新年度ということで、また新しい臨時職員

の雇用があろうかと思います。そのこと全般についてお聞きしたいと思います。 

 まず、１点目からお願いします。予算書の75ページ、衛生費ですね、こちらの備品購入で放

射能対策事業で測定器等購入費とございますが、その内訳教えてください。 

○芳賀沼順一議長 副町長。 

○渡部龍一副町長 私のほうからお答えさせていただきます。 

 昨日の一般質問の中でもありましたが、表面の線量計を買う６台の予算でございます。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 続きまして、概要書の115番、原発避難者支援事業について、現在避

難者何人いらっしゃるかということと、対象者は何人いるかということを教えてください。 

○芳賀沼順一議長 住民生活課長。 

○宍戸英樹住民生活課長 お答えいたします。 

 現在の避難者数でございますが、いわゆる警戒区域等の区域からの避難者、それからそれ以

外のいわゆる自主避難者含めまして約170名ほどいらっしゃいます。今回のこの新規事業でご

ざいますが、これはあくまでも自主避難者に対する支援措置ということで、いわゆる避難する

際に必要な家電セット４点ございますが、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、これらを町

の単独の支援として自主避難者を対象にそれを１年間貸与しようというものでございます。 

 それ以外の避難区域からの避難者につきましては、日本赤十字からの家電の貸与がございま

すので、そこから漏れる人を対象にしております。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 それと、最後の１点ですけれども、これから新年度へ向けて新たに臨

時職員の方、多数雇われるかと思うんですけれども、その際でちょっと僕混乱しているところ

がありまして、その臨時雇用に関して条例もちょっと見てみたんですけれども、基本、雇用期

間というのは３年であると、ただそれ以外に特別な理由があれば、３年以上になる場合もある



－３３０－ 

ということでしたが、今現在、合併してからいろいろありましたので、その中で今整理されて

いる部分について町民の目で見てわかりやすく説明いただければと思います。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 緊急雇用ということではなくて、いわゆる役場の臨時職員ということでのおただしだと思い

ますが、お話ありましたとおり３年ということになっておりまして、ただし特別な事情がある

ものということで、基本的には例えば臨時の保育士さんですとか、そういうような資格を持っ

ている方の確保が非常に容易でない部分がございまして、そういった資格職員においては特例

として４年、それから５年という形で長の決裁をいただきながら雇用をしているということで

ございまして、一般的な事務の臨時職員については３年ということでやっております。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 一つ一つ確認したいんですけれども、例えばその３年というのは、こ

の職場が終わって次に、例えば１年いて終わって、次の違うところでまた募集があったときに

１年、また違うところにいって１年、これはオーケーだと思うんですけれども、３年やって次

のところにいって、また３年というのはあるのかないのか教えてください。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 役場職員の臨時職員として通算３年ということの縛りがありますので、それからまた別なと

ころにいって、また３年ということでの運用はしておりません。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 そうすると、先ほど資格を持った方に限っては、特別な場合として今

認めているということでしたが、保育士以外にその職種というのはございますか。 

○芳賀沼順一議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 あと想定されるのは、調理師の資格の関係ですね、この資格を持っている方の配置が必要な

部分がありますので、そこの職種についても場合によっては特例として延長するというような

ケースもございます。 

○芳賀沼順一議長 １番、大桃英樹君。 

○１番 大桃英樹議員 はい、了解しました。 

○芳賀沼順一議長 ほかに質疑ございませんか。 
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 14番、阿久津梅夫君。 

○１４番 阿久津梅夫議員 私も、一言だけしゃべらないと、一言もしゃべんないで終わっち

ゃうのもあれだから。 

 当初予算の概要ですが、概要の７ページの53、これで一般会計予算の135ページの18、それ

とあと健康マラソンの２点だけお聞きしたいと思います。 

 概要のほうの、ひとつこれお願いなんだけれども、今…… 

○芳賀沼順一議長 お願いではなくて質問で。 

○１４番 阿久津梅夫議員 わかりました。 

 赤かぶに対する根こぶ対策云々に関する、これは西部地区、舘岩地区としては、これは一大

な名産物ですから、これでこの根こぶの畑がどれくらいあるか把握していますか。 

○芳賀沼順一議長 舘岩総合支所長。 

○馬場増男舘岩総合支所長 お答えいたします。 

 今、手元で根こぶの畑の面積そのものについては、ちょっと数字は持ち合わせておりません。

この根こぶの分析事業の関係につきましては、現在30名の農家の方が出荷をしておりまして、

病気が出ていない土壌の畑と根こぶで大変病気が出ていて苦労されている、そうした畑があり

まして、まずはその土壌の比較分析のために、ひとつこの50検体ほど今回きちんと土壌分析の

調査をして、舘岩地域の赤かぶを重要な品種として引き続き特産品として守っていきたいとい

うふうな考え方で予算を計上したものでございます。 

○芳賀沼順一議長 14番、阿久津梅夫君。 

○１４番 阿久津梅夫議員 これ生産者の30名ばかりじゃ済まないんですよ、あの菌は。その

人が歩いていけば、隣の畑さもうつっちゃうです。だから、やっぱりこれは真剣に考えて、大

根にも白菜にも、何でも根こぶがうつっちゃうわけだから、そういうところもっと視野を伸ば

してやってもらいたい。予算じゃ、これ15万、おれ150万だと思ったら、15万じゃとても足り

ないと思うんです。その辺をもっと考えてください。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えします。 

 私も、ちょい前までは農業やっていましたから、この根こぶはカブばかりではない、アブラ

ナ科の植物に出る障害といいますか、そういうことだろうと思いますし、これはなかなか町単

独だけでは解決できない問題と思います。 

 それから、これはずっと以前からの問題だとも認識しておりますから、昨年、その前とアス
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パラガスの茎枯れの問題もありました。そういうことも含めまして、県のほうとも相談いたし

まして、何らかの対応とれるように、すぐには解決策見つからないかもしれませんけれども、

やはり地域の特産として、特に舘岩地域の特産として大事な作物だとは認識しておりますので、

その対応をいろいろな方々に支援いただいて考えてまいりたい、そして町としても対応してい

きたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 14番、阿久津梅夫君。 

○１４番 阿久津梅夫議員 135ページのふるさと、教育、ゴーマン杯のふるさと健康マラソ

ン、これでは何だか、もう舘岩の人たちはなじめないと。それで、またゴーマンに変えてもら

いたいという人が多いんです。それに対しての回答をお願いします。 

○芳賀沼順一議長 生涯学習課長。 

○湯田順一生涯学習課長 お答えいたします。 

 ゴーマン杯でございますけれども、25回目を迎えたという節目の年であったということと、

それから新たな予算を獲得するに当たりまして、何といいますか、新たな展開はできないもの

かというような検討を重ねました、その時点でですね。 

 それで、全くこう舘岩地域だけということではなくて、南会津町全体の大会として運営して

はどうだろうかということで、その当時の舘岩の観光協会なりとも検討した結果、町全体の大

会として、それからそれに運営をする各団体の協力もないとだめなものですから、それらにつ

いても町全体として体育協会あるいは陸協のほうとも全体で協力しようということで、南会津

町という、ふるさと健康マラソン大会と、括弧してゴーマン杯ということで表示をしたところ

でございます。 

 それで、第１回目、昨年実施いたしました。ようやくスタートしたということで、また本年

度についてもできればご理解いただければありがたいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

○芳賀沼順一議長 14番、阿久津梅夫君。 

○１４番 阿久津梅夫議員 括弧ってどこに書いてある。 

○芳賀沼順一議長 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 お答えいたします。 

 南会津町当初予算の概要の11ページをごらんいただきたいと思います。 

 それで、135番に南会津町ふるさと健康マラソン大会となっていますけれども、その中の備

考の欄に南会津町ふるさと健康マラソン大会（ゴーマン杯）というようなことで載っておりま
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す。 

 あと、待ってください。それで、一昨年になりますけれども、ゴーマン杯が25回目になった

ということで、南会津町に合併した年であるから、新たに南会津町としてふるさと健康マラソ

ンの名称を心機一転スタートしてはどうかというようなことで、皆さんのご意見等を聞きなが

ら、確かに舘岩地域の皆さんはゴーマン杯を、まだ生きていらっしゃるんでずっと継続してほ

しいというような意見を出されました。ただ、南会津地域全体で取り組む場合は、南会津とい

う名称を取り込んで全体で力を合わせてやっていくのが一番ベストではないかというようなこ

とで、南会津ふるさと健康マラソン大会ということで（ゴーマン杯）というような名称を入れ

て大会を継続していくというようなことで、実行委員会の中で了解されましたので、ご理解を

賜りたいと思います。 

○芳賀沼順一議長 14番、阿久津梅夫君。 

○１４番 阿久津梅夫議員 これ括弧書きで書くとされたら、ここにゴーマン、杯は要らない

な、ゴーマンと書いてあればいい、ゴーマンと。継続すること、全部、町長かわった、何変わ

ったって全部変わったんだよ、物事が全部。そういうことは継続もあるからいいんだ。そうい

うことを考えて、これから何事をやるにも、やっぱり本当に審議したのかしないのかわからな

い。ちゃんとこういうことは、我々はずっとそのためにやってきたわけだよ、どこの地域でも。

田島の祇園祭だって、今は何百年と続いているから祇園祭がいいというのよ、やっぱり継続な

んですよ、名前の継続、そういった発端があるわけだから、原点に返ってやらないとだめだと

思いますから、その点はよく考えて、やるやらないはあんたらの勝手だから。 

○芳賀沼順一議長 町長。 

○大宅宗吉町長 お答えさせていただきます。 

 町長がかわるたんびに物事変わると、こう言われましたものですから、私は決してそんなつ

もりはありません。やっぱりいいものは、それは行政は継続ですから、ちゃんと継続したいと

思いますから。 

 確かに、いろいろ何といいますか、皆さんのご意見あろうかと思います。私もいろいろ聞き

ます。でも、そういう中で改善を加えながらやっていくのも、これもまた一つの行政だと思い

ます。ですから、できるだけ私どもも皆さんの意見をお聞きしながら、そして今の状況に合っ

たのが何がいいのか、そういう中で判断させて継続したり、あるいは改革したりしていきたい

と思いますので、ご理解をお願いします。 

○芳賀沼順一議長 14番、阿久津梅夫君。 
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○１４番 阿久津梅夫議員 町長、名前出して申しわけなかったな、リーダーって言うべきだ

ったかな。 

 さっきの赤かぶの件だけれども、物事、補助を出して出しっ放しがあるんですよ、補助を出

して。赤かぶなんて、ずっともう我々舘岩時代からやっているんだけれども、やっぱりこの畑

から何ぼ出して何ぼとってるって出てないでしょう、データが。その組合長に対して、はいこ

れ使ってくださいと、どうしようもないから、出したら出しただけの裏づけをちゃんととって

ほしい。そうでないと、データがないとわからないわ、何が出たか。その１点だけお願いして、

私の質問は終わります。 

○芳賀沼順一議長 舘岩総合支所長。 

○馬場増男舘岩総合支所長 お答えいたします。 

 今ほどの件ではなくて、先ほど赤かぶの耕作面積というふうなことがありましたので、30戸

の方々が耕作をしておりまして、実績的には約3.78ヘクタールほど赤かぶの生産をしている

というふうに認識をしております。 

 以上でございます。 

○芳賀沼順一議長 終わったんじゃないですか、大丈夫、いいですよ。 

 14番、阿久津梅夫君、何かあるんですか。 

○１４番 阿久津梅夫議員 ありがとうございました。 

○芳賀沼順一議長 なお、教育長に申し上げますが、予算概要の最後の欄は備考欄ではござい

ませんので、事業、目的、内容となっていますので、先ほど備考欄とおっしゃいましたか、よ

く見ていただくように。 

 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 



－３３５－ 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３５号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第32、議案第35号 平成24年度南会津町国民健康保険特別会

計予算を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３６号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第33、議案第36号 平成24年度南会津町後期高齢者医療特別

会計予算を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 
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○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３７号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第34、議案第37号 平成24年度南会津町介護保険特別会計予

算を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３８号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第35、議案第38号 平成24年度南会津町農林業集落排水事業

特別会計予算を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第３９号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第36、議案第39号 平成24年度南会津町公共下水道事業特別

会計予算を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 



－３３８－ 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４０号の質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、日程第37、議案第40号 平成24年度南会津町簡易水道事業特別会

計予算を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４１号の質疑、討論、採決 
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○芳賀沼順一議長 次に、日程第38、議案第41号 平成24年度南会津町水道事業会計予算を

議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案審議は終わりました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎平成２４年請願第１号の報告、質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 日程第39、平成24年請願第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効

を求める請願についてを議題といたします。 

 総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。 

 15番、五十嵐司君。 

○１５番 五十嵐 司議員 ただいま議題となりました平成24年請願第１号 福島県最低賃金

の引き上げと早期発効を求める請願についてでありますが、平成24年２月17日、４番、室井

嘉吉議員の紹介により日本労働組合総連合会、福島県連合会、南会津地区連合会、議長、渡部

訓正氏から提出されたものであります。その趣旨は、福島県最低賃金を一般労働者の賃金水準、

産業経済実勢に見合った水準に引き上げ、一般労働者の賃金引き上げが４月であることから、

早期発効を求めることを内閣総理大臣、厚生労働大臣、福島労働局長あて意見書を提出してい
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ただきたいというものであります。 

 本委員会は、去る３月13日、関係資料を参照し、関係者からの説明をいただき、慎重に審査

した結果、福島県の現行最低賃金が全国順位31位と低位置にあることや、賃金格差から貴重な

労働力が他県に流出してしまうというマイナス要因につながることなどから、採択すべきとの

決定をいたしました。 

 以上、請願第１号について報告を申し上げましたので、ご理解をいただき、ご決定ください

ますようお願いいたします。 

○芳賀沼順一議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより平成24年請願第１号に対する討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 平成24年請願第１号に対する委員長報告は採択であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成24年請願第１号は委員長報告のとおり決しました。 

 以上で議案審議は終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０５分 

 

再開 午後 ４時３３分 

 

○芳賀沼順一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで、教育長より発言したい旨の申し出がされておりますので、これを許可します。 
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 教育長。 

○五十嵐竹則教育長 先ほど、一般会計の14番、阿久津梅夫議員の質問の中で、ゴーマンさん

が生きておられますからという発言をしましたけれども、その部分は削除して訂正をお願いい

たします。 

○芳賀沼順一議長 ただいまの説明のとおりご了承願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎日程の追加 

○芳賀沼順一議長 先ほど、町長提出議案２件、委員会提出議案１件、議員派遣の件、各常任

委員長及び特別委員長から閉会中の継続審査及び継続調査申出書並びに議会運営委員長から、

所掌事務に係る継続調査の申出書が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、これらの案件については、お手元にご配付の追加議事日程のとおり日程に追加し、

順次議題にいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、提出されております案件については、お手元の追加議事日程のとおり日程に追加し、

順次議題とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 追加日程第１、議案第42号 南会津町森林整備計画についてを議題といた

します。 

 局長をして朗読いたさせます。 

〔局長議案朗読〕 

○芳賀沼順一議長 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○大宅宗吉町長 それでは、追加して提案をいたします議案についてご説明を申し上げますの
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で、よろしくお願いいたします。 

 議案第42号 南会津町森林整備計画についてご説明を申し上げます。 

 本案は、南会津町の適切な森林整備を推進するため、５年ごとに定める今後10年間の計画で

ありまして、南会津町議会基本条例の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 町における森林関連施策の方向性や、森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指

針等を定めるものでありますので、よろしくご審議を賜り、ご議決くださいますようお願いい

たします。 

 よろしくお願いします。 

○芳賀沼順一議長 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○芳賀沼順一議長 追加日程第２、議案第43号 教育委員会委員の任命についてを議題といた

します。 

 書記朗読を省略し、提出者の説明を求めます。 

 町長。 

○大宅宗吉町長 それでは、議案第43号 教育委員会委員の任命についてご説明を申し上げま
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す。 

 本案は、平成24年５月25日をもって教育委員会委員の任期が満了となります。星昭男氏の

後任として芳賀朝美氏を任命することについて議会の同意を求めるものであります。 

 芳賀氏は、平成18年度から現在まで南会津町社会教育委員を３期６年間務められております。

温厚にして誠実な人柄で、生涯学習に対して豊富な経験とすぐれた見識を持っており、本町教

育行政の活性化と発展に取り組むための適任者と認め、教育委員に任命いたしたいと存じます

ので、よろしくご審議を賜りまして、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

○芳賀沼順一議長 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 質疑を終わります。 

 これより討論を省略し、採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○芳賀沼順一議長 起立全員であります。 

 よって、議案第43号 教育委員会委員の任命については、同意することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎委員会提出議案第１号の上程、採決 

○芳賀沼順一議長 次に、追加日程第３、委員会提出議案第１号 福島県最低賃金の引き上げ

と早期発効を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

〔局長議案朗読〕 

○芳賀沼順一議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となりました委員会提出議案第１号は、今期定例会の本会議における請願の採

択による意見書の提出であります。 

 この際、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、委員会提出議案第１号は提案理由の説明、質疑、討論を省略し、採決することに決

しました。 

 採決いたします。 

 委員会提出議案第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書の提出につい

て、本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議員派遣の件について 

○芳賀沼順一議長 次に、追加日程第４、議員派遣の件についてを議題といたします。 

 会議規則第119条の規定により、お手元に配付のとおり、閉会中の派遣活動があります。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付のとおり、閉会中の派遣活動とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付のとおり、閉会中の派遣活動とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎閉会中の継続審査について 

○芳賀沼順一議長 次に、追加日程第５、委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたし

ます。 

 産業建設委員長及び文教厚生委員長から所管事務及び所掌事務のうち、会議規則第75条の規

定により、お手元にお配りいたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありま

す。 
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 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎閉会中の継続調査について 

○芳賀沼順一議長 次に、追加日程第６、委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたし

ます。 

 各常任委員長、特別委員長及び議会運営委員長から所管事務及び所掌事務のうち、会議規則

第75条の規定により、お手元にお配りいたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し

出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○芳賀沼順一議長 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎町長あいさつ 

○芳賀沼順一議長 以上で今期定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

 ここで、町長より発言したい旨の申し出がされておりますので、これを許可いたします。 

 町長。 

○大宅宗吉町長 それでは、平成24年第１回議会定例会に提案いたしました全議案につきまし

て、慎重審議の上、ご議決を賜りまして、まことにありがとうございました。御礼を申し上げ

ます。 

 さて、平成23年度も残りわずかとなりまして、年度内に議会を招集する時間的な余裕がござ
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いません。つきましては、町長の専決処分が必要と見込まれる事項につきまして、事前にご理

解を賜りたい案件がございますので、あわせてよろしくお願いを申し上げます。 

 まずは、平成23年度一般会計及び特別会計予算の補正であります。歳入における国県支出金

及び特別交付税や地方債などのほか、歳出の各種事務事業、医療給付費等について、未確定の

部分がありまして、関係予算の補正を行う必要が生じてくるほか、事業費の確定見込みによる

繰越明許費の補正が予定されております。その他、専決処分が必要と見込まれる事項の発生も

考えられることから、ご理解をお願いするものであります。 

 次に、議員の皆様に報告事項がございます。 

 公営住宅の家賃算定誤りにより、平成22年３月５日付で地方公務員法第29条第１項第１号

の戒告処分した４名の職員から、同年４月22日付で福島県人事委員会に対して不服申し立ての

審査請求があり、このたび福島県人事委員会より処分撤回の裁定が下され、３月14日、関係書

類を受領いたしました。本町は、この福島県人事委員会の裁定を厳粛に受けとめ、速やかに平

成22年３月５日に発令した戒告処分を撤回し、不利益処分の復元を図ることといたしますので、

報告いたします。 

 最後になりますが、平成24年度の町政運営につきまして、重ねて議員各位のご理解、ご支援

をお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。本当にありがとうございました。 

○芳賀沼順一議長 町長からの発言のとおり、ご了承願います。 

 なお、町長の報告について、議会終了後に議員全員懇談会を開催したいと思いますので、初

めて聞く方もいらっしゃいますので、ここに議員の方は少しお残りください。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎閉会の宣告 

○芳賀沼順一議長 以上をもちまして、平成24年第１回南会津町議会定例会を閉会いたします。 

 長期間にわたり慎重審議、まことにありがとうございました。 

 

閉会 午後 ４時５０分 
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